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　この履修要覧は入学年度（新入生）にのみ配付

いたします。新入生の皆さんは，この履修要覧を

卒業するまで大切に保管してください。（※紛失

しても再配付はできません。）

　この履修要覧には，学則等の規則や，本学学生

として在学中に必要な事項が記載されていますの

で，よく読んでください。

　なお，履修要覧の記載に変更が生じた場合は，

掲示等でお知らせします。



基 本 理 念

　「去華就実」の精神を全ての就実人の精神的規範とする。「去華就実」とは，外面的華美に走
ることなく，実質的・本質的な意味における人間性の豊かさに価値を置き，内面の充実に努める
ことによって，その実現を追求してやまない能動的かつ創造的な精神の営為を意味する。

基 本 目 標

　「実地有用」の人材育成と，個性的で活力にあふれる大学の創造を目指す。
　教育・指導面では学生に最高度の満足をあたえ，研究面では着実な研究を推進し，その成果を
社会にむけて発信する。その目的達成のために最大限の努力を惜しまない。

実 践 指 針

　１　学生一人ひとりの個性を尊重しつつ，社会性をそなえた人材を育成する。
　２　学生一人ひとりの潜在能力を引き出し，人間性豊かな人材を育成する。
　３　学生一人ひとりの思いを大切にする。
　４　大学の諸活動には常に積極的かつ真摯に取り組む。
　５　地域社会の知の拠点としての立場を認識し，積極的に地域貢献に寄与する。

　本学は，日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり，学校教育法の定める大学として，学術
を教授研究し，併せて建学の精神に基づき，文化の進展と社会の福祉に貢献する有為な人材を育
成することを目的とする。（就実大学学則第１条）

建学の精神

　「去華就実」は，明治41年（1908年）に発布された戊申詔書の中に出てくる「華を去り，実に
就く」の漢語表現であり，本学はこれを建学の精神にしている。明治44年以来用いられている  
「就実」という校名もここから来ている。
　この言葉には，外見の華やかさに心奪われるのでなく，内面の豊かさや知性，社会に貢献でき
る実践的な能力などを身につけること，という高い志が込められている。

去華就実

教育の目的



学部・学科の人材の育成及びその他教育研究上の目的

薬　学　部
　薬学科

　生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学
教育・研究を行い，医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を
育成する。

（就実大学学則第３条の２）
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３つのポリシー
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就実大学　３つのポリシー

●ディプロマ・ポリシー（卒業認定及び学位授与の方針）
就実大学は，実地有用の人材を育成するため，所定の期間在学し，以下に示す知識・技能・態度及び志向性を

身につけた学生に卒業を認定し，学位を授与する。具体的な基準等の詳細については，各学部各学科の卒業認定

及び学位授与の方針において定める。

１．地域社会や国際社会で活用しうる，教養と各専門領域における知識・技能，論理的思考力，問題発見・分析・

解決能力を身につけている。

２．社会人としての責務を理解して主体的な判断のもとに自律して行動し，地域社会や国際社会に貢献する態度・

志向性を身につけている。

●カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）
本学の教育理念に基づき，次の方針に沿って特色ある教育を実践する。

１．教育内容

　　①幅広い視野と豊かな教養で感性を磨き，人間力を育成する。

　　②社会人として必要となる社会人基礎力や応用力を育成する。

　　③異文化を理解し，尊重・共生できる国際理解力を育成する。

　　④論理的・批判的な思考力とコミュニケーション能力を育成する。

　　⑤専門的知識や技能を高め，問題発見・解決能力を育成する。

　　⑥大学への適応，学修スキルの修得のため初年次教育を行う。

　　⑦学修成果のとりまとめとして「卒業研究」を必修とする。

２．教育方法

　　⑧	社会の課題を自己のものとして捉え，考え，発信するため，学位プログラムごとに学外体験学習プログ

ラム（インターンシップ等）を随時採り入れる。

　　⑨アクティブラーニングを取り入れた教育方法を少人数教育を中心に実施する。

３．評価

　　⑩	学生の教育評価では，各科目のシラバスに定める成績評価，「卒業研究」の評価及び学科が定める適切な

方法によって評価する。

●アドミッション・ポリシー（入学者の受入れ方針）
本学の建学の精神である「去華就実」を精神的規範とすることのできる，以下のような人材を受け入れる。必要

な能力の具体的な水準や入試方法との関連等の詳細については，各学部各学科の入学者の受入れ方針にて定める。

１．高等学校等において幅広い教科の科目を学び，本学における専門教育課程での学修に必要な学力（知識・技能，

思考力・判断力・表現力）を十分に有している人

２．本学の基本目標である「実地有用」の考えを理解し，人への思いやりと奉仕心があり，文化や社会に貢献す

る意欲がある人

３．本学の教育分野と専門教育課程に興味と関心を持ち，本学において主体的に学ぼうとする学修意欲と目的を

有している人
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薬学部（2022〜2023年度入学生）

【３つのポリシー】
●ディプロマ・ポリシー（DP）（卒業認定及び学位授与の方針）
薬学部では「生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学教育・

研究を行い，医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する」ことを教育研

究上の目的としている。この目的を実現するため，カリキュラム・ポリシーに従って設定した科目を履修し，186

単位以上の単位を修得し，以下に示す基本的な資質を身につけた学生に卒業を認定し，学士（薬学）の学位を授与

する。

１．豊かな人間性と教養，倫理観を有し，医療の担い手として薬剤師の義務と法令を遵守できる

２．患者・生活者の立場や見解を理解し尊重して，適切な行動・態度をとることができる。

３．薬の専門家として，医療情報を収集し，提供するためのコミュニケーションができる。

４．チーム医療に積極的に参画し，協働して最適かつ最新の薬物治療を実践し提案できる。

５．探求心，創造力，判断力と問題発見・解決能力を有し，医療薬学の進歩に貢献できる。

６．生涯にわたり自己研鑽に努め，医療の高度化や多様性，社会環境の変化に対応できる。

７．薬剤師の職能を理解し，新たな職能の発見や開拓，次世代の人材育成に貢献できる。

８．薬剤師に必要な科学の基本的知識・技能・態度に加え，その専門性を磨くことができる。

９．地域の保健・医療に参画・連携して，人々の健康増進，公衆衛生の向上に貢献できる。

10．薬物療法において，安全かつ有効な医薬品の使用を推進する薬剤師業務を実践できる。

●カリキュラム・ポリシー（ＣP）（教育課程編成の方針）
「生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学教育・研究を行い，

医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する」という目的に従い，ディプ

ロマ・ポリシーに掲げた薬剤師に求められる基本的な資質を身につけるために，以下のような総合教育から専門の

基礎，応用，臨床へと展開する薬学教育カリキュラムを編成している。これらはつながりをもった科目群から構成

され，相互に関連しながら順次的に学ぶことにより，薬学・医療の専門知識・技能・態度だけでなく，さらに対象

となる患者への心配りとコミュニケーション能力を身につけ，最終的に研究マインドと医療マインドへと発展する

10の資質を修得できる学修成果基盤型教育（Outcome-based	education,	OBE）となっている。

１．医療人としての豊かな人間性，主体性，思考力・表現力を身につける幅広い総合教育

２．医療の目的を理解して，協働性と患者への思いやりを持った医療人としての倫理教育

３．優れたコミュニケーション能力及び問題発見・判断・解決能力を養成するためのPBL教育

４．専門教育で培った知識・技能・態度を応用し，実践力を身につけるための実務実習教育

５．専門教育をより広く深く理解して自己研鑽していくための基礎力となる薬学準備教育

６．薬剤師に必要な研究マインドや問題発見・解決能力を醸成するための薬学卒業研究教育

７．薬学を科学の一分野として理解し，医療・臨床薬学専門教育へとつながる薬学基礎教育

８．健康と疾病に関わる栄養や環境要因を理解して，疾病を予防するための衛生薬学教育

９．人体の構造や機能，疾患の病態生理，薬理作用，薬物治療を理解するための医療薬学教育

10．医薬品の体内動態や代謝機序を理解し，最適な薬剤設計を考えるための応用薬学教育

11．医薬品情報，病態と薬物療法を理解し，医薬品を適正に使用するための臨床薬学教育

12．最新の先端医療と科学の進歩を学び，キャリア形成につなげるためのアドバンスト教育



３つのポリシー
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１．CP（1）関連DP（1）：薬剤師としての心構え / CP（2）関連DP（2）：患者・生活者本位の視点
/ CP（3）関連DP（3）：コミュニケーション能力 / CP（4）関連DP（4）：チーム医療への参画

医療人としての豊かな人間性，主体性，思考力・表現力を身につけるための幅広い総合教育科目を１年次から各

学年で学年進行に応じて開講する。

医療の目的を理解して，協働性と患者への思いやりを持った医療人としての心構えを学ぶ倫理教育科目を１年次

に開講する。薬学対話演習では，早期臨床体験として薬局・病院を訪問し，医療人としての態度やチーム医療にお

ける薬剤師の役割を学修する。

優れたコミュニケーション能力及び問題発見・判断・解決能力を養成するためのPBL教育科目を１年次から各学

年で開講する。科学的知識に基づくコミュニケーション能力を身につけるための科目を履修し，また，模擬患者と

のロールプレイを通じて，患者に寄り添う態度や技能を修得する。

　専門教育を学修することによって培った知識・技能・態度を応用し，実践力を身につけるための実務実習事前

学習・統合型演習を４年次に開講する。４年次までに修得した知識・技能・態度を薬学共用試験（CBT・OSCE）

で評価した後，４年次末〜５年次にかけて，長期実務実習（薬局実習・病院実習）において実践する。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリック，実技チェッ

クリスト，プロダクト評価，ポートフォリオにより総合的に評価する。

２．CP（5）関連DP（6）：自己研鑽 / CP（6）関連DP（5）：研究能力，関連DP（7）：教育能力
専門教育をより広く深く理解して自己研鑽していくための基礎力となる薬学準備教育に関する科目を１年次前期

に開講する。数学，物理，化学，生物の基礎演習を履修し，専門教育をよりよく理解するための基礎力を固め，ま

た，自己研鑽に努める学習習慣を身につける。

薬剤師に必要な研究マインドや問題発見・解決能力を醸成するための薬学卒業研究教育科目を開講する。４年次

からは研究室に配属となり，６年次までの３年間に卒業研究課題に取り組む。主体的に協働して取組む態度を養い，

さらには後輩や次世代の人材育成に貢献できる力を培う。生涯にわたり自己研鑽に努め，医療の高度化や多様性，

社会環境の変化に対応できる力を養う。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリックにより総合的

に評価する。

３．CP（7）関連DP（8）：基礎的な科学力
薬学を科学の一分野として理解し，医療・臨床薬学専門教育へとつながる薬学基礎教育に関する科目を１年次〜

４年次に開講する。１年次より薬学の基礎となる知識・技能を修得するための幅広い講義・実習・演習を履修する。

学年進行に応じて，医療領域で求められるレベルの高い知識・技能へと発展する広い領域の講義・実習・演習を履

修する。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリック，実技試験に

より総合的に評価する。

４．CP（8）関連DP（9）：地域の保健・医療における実践能力
健康と疾病に関わる栄養や環境要因を理解して，疾病を予防するための衛生薬学教育科目を２年次〜４年次に開

講する。公衆衛生や食品衛生，環境衛生，また，環境毒性に関する講義・実習・演習を履修する。

この科目群の評価は，筆記試験，小テスト，レポート課題，取組み態度により総合的に評価する。

５．CP（9）・（10）・（11）関連DP（10）：薬物療法における実践的能力
人体の構造や機能，疾患の病態生理，薬理作用，薬物治療を理解するための医療薬学教育に関する科目を２年次

〜４年次に開講する。人体の構造や機能，疾患の特徴や病理，薬の特徴や薬理作用機序及び疾患に対する薬物治療

に関する講義・実習・演習を履修する。
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医薬品の動態や生体内代謝機序を理解し，最適な薬剤設計を考えるための応用薬学教育に関する科目を２年次〜

４年次に開講する。薬剤学や製剤学及び薬物代謝に関する講義・実習・演習を履修する。

医薬品情報，病態と薬物療法を理解し，医薬品を適正に使用するための臨床薬学教育に関する科目を３年次〜４

年次に開講する。薬学臨床に関連する応用・実践的な薬剤師職能，医薬品情報や処方解析，医療統計に関する講義・

演習を履修する。

この科目群の評価は，筆記試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリックにより総合的に評価する。

６．CP（12）関連DP（6）：自己研鑽
最新の先端医療と科学の進歩を学び，キャリア形成につなげるためのアドバンスト教育科目を２年次〜５年次に

開講する。専門教育を学修することによって培った広い知識を深く理解し，さらに応用していくための力を養うこ

とを目的とした多様な講義の中から，興味のあるものを選択して履修する。最新の情報を入手し，医療の高度化に

適応し，キャリア形成につなげていく。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリック，プレゼンテー

ションに対する質疑応答により総合的に評価する。

●アドミッション・ポリシー（入学者の受入れ方針）
＜求める学生像＞
薬学部では，「生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学教

育・研究を行い，医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する」という目

的に従い，薬剤師として求められる基本的な資質をベースに10項目からなるディプロマ・ポリシー（DP）とカリキュ

ラム・ポリシー（CP）を設定して，人材の育成を行っている。

DPに求める資質を身につけるためには，本学の教育の目的をよく理解し，高校教育課程での理科科目（特に化学・

生物・物理）はもちろん，数学，国語や英語などの基礎学力が必要となる。その上で，医療人としての自覚をもっ

た信頼される薬剤師になって，広く社会に貢献したいという強い意欲をもつ人を求める。

＜入学者に求める知識・技能・能力・態度＞
関心・意欲・主体性

１．医療人として人々の健康と福祉に貢献したいという強い意志

２．目標を掲げ，主体的に学ぼうとする学習意欲と高い向学心

３．探求心と洞察力をもち，新しい課題に柔軟に取り組む意欲

知識・技能

４．薬学専門科目の学修に必要な理科，数学等の基礎的な学力

思考力・判断力・態度

５．高校レベルの論理的思考力やそれに基づく判断力・行動力

コミュニケーション能力・表現力・協働性

６．基礎的コミュニケーション能力と相手を理解し，対応する力

＜入学前に必要な学習＞
薬学の基礎となるサイエンスに興味・関心をもち，継続して学ぶ態度を身につけておくことが望まれる。高校で

学ぶ教科・科目，特に理科（化学・生物・物理），数学，国語，英語の基礎学力は薬学を学ぶ上で必須となる。
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＜入試方法についての方針＞
薬学部では，アドミッション・ポリシーに掲げるような人材を求めて，次の①〜⑥の多様な選抜を行っている。

①	　総合型選抜（基礎学力型）では，将来薬剤師になるという強い意志をもち，化学の知識を有するだけでなく，

自己を表現する力とコミュニケーション能力ももち合わせる総合的な学力をもつ人を求める。

　	　適性試験（化学）により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。調査書や志望理由書の記載内容により，向

学心や意欲，行動力などを，面接により，判断力，表現力，主体的に学習に取り組む態度や協働性を評価する。

②	　学校推薦選抜（基礎学力型）では，化学の十分な知識や技能をもち，それをもとにした論理的な思考力をもち

合わせ，主体的に学ぼうとする意欲と向学心のある人を求める。

　	　適性検査（化学）により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。調査書の記載内容により，向学心や意欲，

行動力などを評価する。

③	　学校推薦選抜（小論文型）では，科学的な知識をもとに問題点を見つけて，解決のための思考力や判断力をも

つ人を求める。また，自分の考えを上手に表現し，他と協働して学び，向上していける人を求める。

　	　小論文により，知識，表現力や課題解決に必要となる思考力，判断力を評価する。調査書の記載内容により，

向学心や意欲，行動力などを，また面接により，主体的に学習に取り組む態度や協働性を評価する。

④	　一般選抜（前期）では，薬学を学ぶための多様な学力をもつ人を求める。薬学を学ぶために必要な化学または

生物の知識力・思考力を重視した上で，英語または数学の力を併せもつ人を選ぶ。

　	　A日程では，学科試験（化学・英語）により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。

　	　B日程では，学科試験（化学または生物及び英語または数学）により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。

⑤	　一般選抜（後期）では，化学の基本的な知識を有することに加え，小論文を評価することにより論理的な思考

力や問題解決への判断力をもって意欲的に取り組める人を求める。　

　	　小論文により，知識，表現力や課題解決に必要となる思考力，判断力を評価する。大学入学共通テストの成績

（化学は必須。生物，物理，数学または英語は選択）により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。

⑥	　大学入学共通テスト利用選抜では，自然科学分野，国語，英語やリスニングなど，多様な能力をもち，新しい

課題に柔軟に取り組むための基礎力のある人を求める。

　	　大学入学共通テストの成績により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。一部入試区分では，これに加え調

査書の記載内容により，向学心や意欲，行動力などを評価する。
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薬学部（2021年度入学生）

【３つのポリシー】
●ディプロマ・ポリシー（卒業認定及び学位授与の方針）
薬学部では「生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学教育・

研究を行い，医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する」ことを教育研

究上の目的としている。この目的を実現するため，カリキュラム・ポリシーに従って設定した科目を履修し，186

単位以上の単位を修得し，以下に示す基本的な資質を身につけた学生に卒業を認定し，学士（薬学）の学位を授与

する。

１．豊かな人間性と教養，倫理観を有し，医療の担い手として薬剤師の義務と法令を遵守できる。

２．患者・生活者の立場や見解を理解し尊重して，適切な行動・態度をとることができる。

３．薬の専門家として，医療情報を収集し，提供するためのコミュニケーションができる。

４．チーム医療に積極的に参画し，協働して最適かつ最新の薬物治療を実践し提案できる。

５．探求心，創造力，判断力と問題発見・解決能力を有し，医療薬学の進歩に貢献できる。

６．生涯にわたり自己研鑽に努め，医療の高度化や多様性，社会環境の変化に対応できる。

７．薬剤師の職能を理解し，新たな職能の発見や開拓，次世代の人材育成に貢献できる。

８．薬剤師に必要な科学の基本的知識・技能・態度に加え，その専門性を磨くことができる。

９．地域の保健・医療に参画・連携して，人々の健康増進，公衆衛生の向上に貢献できる。

10．薬物療法において，安全かつ有効な医薬品の使用を推進する薬剤師業務を実践できる。

●カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）
「生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学教育・研究を行い，

医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する」という目的に従い，ディプ

ロマ・ポリシーに掲げた薬剤師に求められる基本的な資質を身につけるために，以下のような総合教育から専門の

基礎，応用，臨床へと展開する薬学教育カリキュラムを編成している。これらはつながりをもった科目群から構成

され，相互に関連しながら順次的に学ぶことにより，薬学・医療の専門知識・技能・態度だけでなく，さらに対象

となる患者への心配りとコミュニケーション能力を身につけ，最終的に研究マインドと医療マインドへと発展する

10の資質を修得できる学修成果基盤型教育（Outcome-based	education,	OBE）となっている。

１．医療人としての豊かな人間性，主体性，思考力・表現力を身につける幅広い総合教育

２．医療の目的を理解して，協働性と患者への思いやりをもった医療人としての倫理教育

３．優れたコミュニケーション能力及び問題発見・判断・解決能力を養成するためのPBL教育

４．専門教育で培った知識・技能・態度を応用し，実践力を身につけるための実務実習教育

５．専門教育をより広く深く理解して，自己研鑽していくための基礎力となる薬学準備教育

６．薬剤師に必要な研究マインドや問題発見・解決能力を醸成するための薬学卒業研究教育

７．薬学を科学の一分野として理解し，医療・臨床薬学専門教育へとつながる薬学基礎教育

８．健康と疾病に関わる栄養や環境要因を理解して，疾病を予防するための衛生薬学教育

９．人体の構造や機能，疾患の病態生理，薬理作用，薬物治療を理解するための医療薬学教育

10．医薬品の体内動態や代謝機序を理解し，最適な薬剤設計を考えるための応用薬学教育

11．医薬品情報，病態と薬物療法を理解し，医薬品を適正に使用するための臨床薬学教育

12．最新の先端医療と科学の進歩を学び，キャリア形成につなげるためのアドバンスト教育
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１．薬剤師としての心構え　CP（1）/患者・生活者本位の視点　CP（2）/コミュニケーション能
力　CP（3）/チーム医療への参画　CP（4）

医療人としての豊かな人間性，主体性，思考力・表現力を身につけるための幅広い総合教育科目を１年次から各

学年で学年進行に応じて開講する。

医療の目的を理解して，協働性と患者への思いやりをもった医療人としての心構えを学ぶ倫理教育科目を１年次

に開講する。薬学対話演習では，早期臨床体験として薬局・病院を訪問し，医療人としての態度やチーム医療にお

ける薬剤師の役割を学修する。

優れたコミュニケーション能力及び問題発見・判断・解決能力を養成するためのPBL教育科目を１年次から各学

年で開講する。科学的知識に基づくコミュニケーション能力を身につけるための科目を履修し，また，模擬患者と

のロールプレイを通じて，患者に寄り添う態度や技能を修得する。

専門教育を学修することによって培った知識・技能・態度を応用し，実践力を身につけるための実務実習事前学

習・統合型演習を４年次に開講する。４年次までに修得した知識・技能・態度を薬学共用試験（CBT・OSCE）で

評価した後，４年次末〜５年次にかけて，長期実務実習（薬局実習・病院実習）において実践する。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリック，実技チェッ

クリスト，プロダクト評価，ポートフォリオにより総合的に評価する。

２．自己研鑽　CP（5）/研究能力・教育能力　CP（6）
専門教育をより広く深く理解して自己研鑽していくための基礎力となる薬学準備教育に関する科目を１年次前期

に開講する。数学，物理，化学，生物の基礎演習を履修し，専門教育をよりよく理解するための基礎力を固め，ま

た，自己研鑽に努める学習習慣を身につける。

薬剤師に必要な研究マインドや問題発見・解決能力を醸成するための薬学卒業研究教育科目を開講する。４年次

からは研究室に配属となり，６年次までの３年間に卒業研究課題に取り組む。主体的に協働して取組む態度を養い，

さらには後輩や次世代の人材育成に貢献できる力を培う。生涯にわたり自己研鑽に努め，医療の高度化や多様性，

社会環境の変化に対応できる力を養う。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリックにより総合的

に評価する。

３．基礎的な科学力　CP（7）
薬学を科学の一分野として理解し，医療・臨床薬学専門教育へとつながる薬学基礎教育に関する科目を１年次〜

４年次に開講する。１年次より薬学の基礎となる知識・技能を修得するための幅広い講義・実習・演習を履修する。

学年進行に応じて，医療領域で求められるレベルの高い知識・技能へと発展する広い領域の講義・実習・演習を履

修する。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリック，実技試験に

より総合的に評価する。　

４．地域の保健・医療における実践的能力　CP（8）
健康と疾病に関わる栄養や環境要因を理解して，疾病を予防するための衛生薬学教育科目を２年次〜４年次に開

講する。公衆衛生や食品衛生，環境衛生，また，環境毒性に関する講義・実習・演習を履修する。

この科目群の評価は，筆記試験，小テスト，レポート課題，取組み態度により総合的に評価する。

５．薬物療法における実践的能力　CP（9）・（10）・（11）
人体の構造や機能，疾患の病態生理，薬理作用，薬物治療を理解するための医療薬学教育に関する科目を２年次

〜４年次に開講する。人体の構造や機能，疾患の特徴や病理，薬の特徴や薬理作用機序及び疾患に対する薬物治療

に関する講義・実習・演習を履修する。
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医薬品の動態や生体内代謝機序を理解し，最適な薬剤設計を考えるための応用薬学教育に関する科目を2年次〜4

年次に開講する。薬剤学や製剤学及び薬物代謝に関する講義・実習・演習を履修する。

医薬品情報，病態と薬物療法を理解し，医薬品を適正に使用するための臨床薬学教育に関する科目を3年次〜4年

次に開講する。薬学臨床に関連する応用・実践的な薬剤師職能，医薬品情報や処方解析，医療統計に関する講義・

演習を履修する。

この科目群の評価は，筆記試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリックにより総合的に評価する。

６．自己研鑽　CP（12）
最新の先端医療と科学の進歩を学び，キャリア形成につなげるためのアドバンスト教育科目を2年次〜5年次に開

講する。専門教育を学修することによって培った広い知識を深く理解し，さらに応用していくための力を養うこと

を目的とした多様な講義の中から，興味のあるものを選択して履修する。最新の情報を入手し，医療の高度化に適

応し，キャリア形成につなげていく。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリック，プレゼンテー

ションに対する質疑応答により総合的に評価する。

●アドミッション・ポリシー（入学者の受入れ方針）
薬学部では，「生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学教

育・研究を行い，医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する」という目

的に従い，薬剤師として求められる基本的な資質をベースに10項目からなるディプロマ・ポリシー（DP）とカリキュ

ラム・ポリシー（CP）を設定して，人材の育成を行っている。

＜求める学生像＞
DPに求める資質を身につけるためには，本学の教育の目的をよく理解し，高校教育課程での理科科目（特に化学・

生物・物理）はもちろん，数学，国語や英語などの基礎学力が必要となる。その上で，医療人としての自覚をもっ

た信頼される薬剤師になって，広く社会に貢献したいという強い意欲をもつ人を求める。

＜入学者に求める知識・技能・能力・態度＞
〇関心・意欲・主体性

１．医療人として人々の健康と福祉に貢献したいという強い意志

２．目標を掲げ，主体的に学ぼうとする学習意欲と高い向学心

３．探求心と洞察力をもち，新しい課題に柔軟に取り組む意欲

〇知識・技能

４．薬学専門科目の学修に必要な理科，数学等の基礎的な学力

〇思考力・判断力・態度

５．高校レベルの論理的思考力やそれに基づく判断力・行動力

〇コミュニケーション能力・表現力・協働性

６．基礎的コミュニケーション能力と相手を理解し対応する力

＜入学前に必要な学習＞
薬学の基礎となるサイエンスに興味・関心をもち，継続して学ぶ態度を身につけておくことが望まれる。高校で

学ぶ教科・科目，特に理科（化学・生物・物理），数学，国語，英語の基礎学力は薬学を学ぶ上で必須となる。
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＜入試方法についての方針＞
薬学部では，アドミッション・ポリシーに掲げるような人材を求めて，次の①〜⑥の多様な選抜を行っている。

①	　総合型選抜（基礎学力型）では，将来薬剤師になるという強い意志をもち，化学の知識を有するだけでなく，

自己を表現する力とコミュニケーション能力ももち合わせる総合的な学力をもつ人を求める。

適性試験（化学）により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。調査書や志望理由書の記載内容により，向

学心や意欲，行動力などを，面接により，判断力，表現力，主体的に学習に取り組む態度や協働性を評価する。

②	　学校推薦選抜（基礎学力型）では，化学の十分な知識や技能をもち，それをもとにした論理的な思考力をもち

合わせ，主体的に学ぼうとする意欲と向学心のある人を求める。

適性検査（化学）により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。調査書の記載内容により，向学心や意欲，

行動力などを評価する。

③	　学校推薦選抜（小論文型）では，科学的な知識をもとに問題点を見つけて，解決のための思考力や判断力をも

つ人を求める。また，自分の考えを上手に表現し，他と協働して学び，向上していける人を求める。

小論文により，知識，表現力や課題解決に必要となる思考力，判断力を評価する。調査書の記載内容により，

向学心や意欲，行動力などを，また面接により，主体的に学習に取り組む態度や協働性を評価する。

④	　一般選抜（前期）では，薬学を学ぶための多様な学力をもつ人を求める。薬学を学ぶために必要な化学または

生物の知識力・思考力を重視した上で，英語または数学の力を併せもつ人を選ぶ。

A日程では，学科試験（化学・英語）により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。

B日程では，学科試験（化学または生物及び英語または数学）により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。

⑤	　一般選抜（後期）では，化学の基本的な知識を有することに加え，小論文を評価することにより論理的な思考

力や問題解決への判断力をもって意欲的に取り組める人を求める。

小論文により，知識，表現力や課題解決に必要となる思考力，判断力を評価する。大学入学共通テストの成績

（化学は必須，生物，物理，数学または英語は選択）により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。

⑥	　大学入学共通テスト利用選抜では，自然科学分野，国語，英語やリスニングなど，多様な能力をもち，新しい

課題に柔軟に取り組むための基礎力のある人を求める。

大学入学共通テストの成績により，基礎学力・知識及び思考力を評価する。一部入試区分では，これに加え調

査書の記載内容により，向学心や意欲，行動力などを評価する。
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薬学部（2020年度入学生）

【３つのポリシー】
●ディプロマ・ポリシー（卒業認定及び学位授与の方針）
薬学部では「生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学教育・

研究を行い，医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する」ことを教育研

究上の目的としている。この目的を実現するため，カリキュラム・ポリシーに従って設定した科目を履修し，186

単位以上の単位を修得し，以下に示す基本的な資質を身につけた学生に卒業を認定し，学士（薬学）の学位を授与

する。

１．豊かな人間性と倫理観を有し，医療の担い手として薬剤師の義務と法令を遵守できる。

２．患者・生活者の立場や見解を理解し尊重して，適切な行動・態度をとることができる。

３．薬の専門家として，医療情報を収集し，提供するためのコミュニケーションができる。

４．チーム医療に積極的に参画し，協働して最適かつ最新の薬物治療を実践し提案できる。

５．探求心，創造力，判断力と問題発見・解決能力を有し，医療薬学の進歩に貢献できる。

６．生涯にわたり自己研鑽に努め，医療の高度化や多様性，社会環境の変化に対応できる。

７．薬剤師の職能を理解し，新たな職能の発見や開拓，次世代の人材育成に貢献できる。

８．薬剤師に必要な科学の基本的知識・技能・態度に加え，その専門性を磨くことができる。

９．地域の保健・医療に参画・連携して，人々の健康増進，公衆衛生の向上に貢献できる。

10．薬物療法において，安全かつ有効な医薬品の使用を推進する薬剤師業務を実践できる。

●カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）
「生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学教育・研究を行い，

医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する」という目的に従い，ディプ

ロマ・ポリシーに掲げた薬剤師に求められる基本的な資質を身につけるために，以下のような総合教育から専門の

基礎，応用，臨床へと展開する薬学教育カリキュラムを編成している。これらはつながりをもった科目群から構成

され，相互に関連しながら順次的に学ぶことにより，薬学・医療の専門知識・技能・態度だけでなく，さらに対象

となる患者への心配りとコミュニケーション能力を身につけ，最終的に研究マインドと医療マインドへと発展する

10の資質を修得できる学修成果基盤型教育（Outcome-based	education,	OBE）となっている。

１．医療人としての豊かな人間性，主体性，思考力・表現力を身につける幅広い総合教育

２．医療の目的を理解して，協働性と患者への思いやりをもった医療人としての倫理教育

３．優れたコミュニケーション能力及び問題発見・判断・解決能力を養成するためのPBL教育

４．専門教育で培った知識・技能・態度を応用し，実践力を身につけるための実務実習教育

５．専門教育をより広く深く理解して，自己研鑽していくための基礎力となる薬学準備教育

６．薬剤師に必要な研究マインドや問題発見・解決能力を醸成するための薬学卒業研究教育

７．薬学を科学の一分野として理解し，医療・臨床薬学専門教育へとつながる薬学基礎教育

８．健康と疾病に関わる栄養や環境要因を理解して，疾病を予防するための衛生薬学教育

９．人体の構造や機能，疾患の病態生理，薬理作用，薬物治療を理解するための医療薬学教育

10．医薬品の体内動態や代謝機序を理解し，最適な薬剤設計を考えるための応用薬学教育

11．医薬品情報，病態と薬物療法を理解し，医薬品を適正に使用するための臨床薬学教育

12．最新の先端医療と科学の進歩を学び，キャリア形成につなげるためのアドバンスト教育
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１．薬剤師としての心構え　CP（1）/患者・生活者本位の視点　CP（2）/コミュニケーション能
力　CP（3）/チーム医療への参画　CP（4）

医療人としての豊かな人間性，主体性，思考力・表現力を身につけるための幅広い総合教育科目を１年次から各

学年で学年進行に応じて開講する。

医療の目的を理解して，協働性と患者への思いやりをもった医療人としての心構えを学ぶ倫理教育科目を１年次

に開講する。薬学対話演習では，早期臨床体験として薬局・病院を訪問し，医療人としての態度やチーム医療にお

ける薬剤師の役割を学修する。

優れたコミュニケーション能力及び問題発見・判断・解決能力を養成するためのPBL教育科目を１年次から各学

年で開講する。科学的知識に基づくコミュニケーション能力を身につけるための科目を履修し，また，模擬患者と

のロールプレイを通じて，患者に寄り添う態度や技能を修得する。

専門教育を学修することによって培った知識・技能・態度を応用し，実践力を身につけるための実務実習事前学

習・統合型演習を４年次に開講する。４年次までに修得した知識・技能・態度を薬学共用試験（CBT・OSCE）で

評価した後，４年次末〜５年次にかけて，長期実務実習（薬局実習・病院実習）において実践する。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリック，実技チェッ

クリスト，プロダクト評価，ポートフォリオにより総合的に評価する。

２．自己研鑽　CP（5）/研究能力・教育能力　CP（6）
専門教育をより広く深く理解して，自己研鑽していくための基礎力となる薬学準備教育に関する科目を１年次前

期に開講する。数学，物理，化学，生物の基礎演習を履修し，専門教育をよりよく理解するための基礎力を固め，

また，自己研鑽に努める学習習慣を身につける。

薬剤師に必要な研究マインドや問題発見・解決能力を醸成するための薬学卒業研究教育科目を開講する。４年次

からは研究室に配属となり，６年次までの３年間に卒業研究課題に取り組む。主体的に協働して取組む態度を養い，

さらには後輩や次世代の人材育成に貢献できる力を培う。生涯にわたり自己研鑽に努め，医療の高度化や多様性，

社会環境の変化に対応できる力を養う。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリックにより総合的

に評価する。

３．基礎的な科学力　CP（7）
薬学を科学の一分野として理解し，医療・臨床薬学専門教育へとつながる薬学基礎教育に関する科目を１年次〜

４年次に開講する。１年次より薬学の基礎となる知識・技能を修得するための幅広い講義・実習・演習を履修する。

学年進行に応じて，医療領域で求められるレベルの高い知識・技能へと発展する広い領域の講義・実習・演習を履

修する。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリック，実技試験に

より総合的に評価する。

４．地域の保健・医療における実践的能力　CP（8）
健康と疾病に関わる栄養や環境要因を理解して，疾病を予防するための衛生薬学教育科目を２年次〜４年次に開

講する。公衆衛生や食品衛生，環境衛生，また，環境毒性に関する講義・実習・演習を履修する。

この科目群の評価は，筆記試験，小テスト，レポート課題，取組み態度により総合的に評価する。

５．薬物療法における実践的能力　CP（９）・（10）・（11）
人体の構造や機能，疾患の病態生理，薬理作用，薬物治療を理解するための医療薬学教育に関する科目を２年次

〜４年次に開講する。人体の構造や機能，疾患の特徴や病理，薬の特徴や薬理作用機序及び疾患に対する薬物治療

に関する講義・実習・演習を履修する。
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医薬品の動態や生体内代謝機序を理解し，最適な薬剤設計を考えるための応用薬学教育に関する科目を２年次〜

４年次に開講する。薬剤学や製剤学及び薬物代謝に関する講義・実習・演習を履修する。

医薬品情報，病態と薬物療法を理解し，医薬品を適正に使用するための臨床薬学教育に関する科目を３年次〜４

年次に開講する。薬学臨床に関連する応用・実践的な薬剤師職能，医薬品情報や処方解析，医療統計に関する講義・

演習を履修する。

この科目群の評価は，筆記試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリックにより総合的に評価する。

６．自己研鑽　CP（12）
最新の先端医療と科学の進歩を学び，キャリア形成につなげるためのアドバンスト教育科目を２年次〜５年次に

開講する。専門教育を学修することによって培った広い知識を深く理解し，さらに応用していくための力を養うこ

とを目的とした多様な講義の中から，興味のあるものを選択して履修する。最新の情報を入手し，医療の高度化に

適応し，キャリア形成につなげていく。

この科目群の評価は，筆記試験，口頭試験，小テスト，レポート課題，取組み態度，ルーブリック，プレゼンテー

ションに対する質疑応答により総合的に評価する。

●アドミッション・ポリシー（入学者の受入れ方針）
薬学部では，確かな知識・技能・態度に基づく薬学専門教育だけでなく，患者さんへの心配りとコミュニケーショ

ン能力を身につけ，研究マインドと医療マインドに基づいて，医療現場の様々な問題や課題解決能力醸成し，医療

人として広く社会から信頼される質の高い薬剤師を育成する。そのため，薬学部で学ぶためには，本学の教育理念・

教育目的をよく理解し，高校教育課程での理科科目（特に化学や生物学）はもちろん，数学や英語などの基礎学力

が必要であり，次のような人材を求める。

１．医療人として人の健康と福祉に貢献したいという強い意志のある人

２．人への思いやりと協調性を有し，コミュニケーション能力がある人	

３．目標を掲げ，主体的に学ぼうとする学習意欲と高い向学心がある人	

４．薬学の基礎となるサイエンスに興味をもち，基礎的な学力がある人	

５．高校レベルの基礎的計算力，読解・表現力，論理的思考力がある人	

６．探求心と洞察力をもち，新しい課題に柔軟に取り組む意欲がある人



３つのポリシー
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薬学部（2015〜2019年度入学生）

【３つのポリシー】
●ディプロマ・ポリシー（卒業認定及び学位授与の方針）
カリキュラム・ポリシーに従って設定した科目を履修し，186単位以上の単位を修得した学生に卒業を認定し，

学士（薬学）の学位を授与する。

１．豊かな人間性と倫理観を有し，医療の担い手として薬剤師の義務と法令を遵守できる。

２．患者・生活者の立場や見解を理解し尊重して，適切な行動・態度をとることができる。

３．薬の専門家として，医療情報を収集し，提供するためのコミュニケーションができる。

４．チーム医療に積極的に参画し，協働して最適かつ最新の薬物治療を実践し提案できる。

５．薬剤師に必要な科学の基本的知識・技能・態度に加え，その専門性を磨くことができる。

６．薬物療法において，安全かつ有効な医薬品の使用を推進する薬剤師業務を実践できる。

７．地域の保健・医療に参画・連携して，人々の健康増進，公衆衛生の向上に貢献できる。

８．探求心，創造力，判断力と問題発見・解決能力を有し，医療薬学の進歩に貢献できる。

９．生涯にわたり自己研鑽に努め，医療の高度化や多様性，社会環境の変化に対応できる。

10．薬剤師の職能を理解し，新たな職能の発見や開拓，次世代の人材育成に貢献できる。

●カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）
「生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，医療の担い手となる高度な専門能力をもつ薬剤師

を育てる」という理念に従い，ディプロマ・ポリシーに掲げた薬剤師に求められる基本的な資質を身につけるため

に，以下のような教養教育から専門の基礎，応用，臨床へと展開する薬学教育カリキュラムを編成している。これ

らは，科目間に繋がりを持たせ，順次的に学ぶことにより，薬学・医療の専門知識，技能・態度だけでなく，さら

に対象となる患者さんへの心配りとコミュニケーション能力を身につけ，最終的に研究マインドと医療マインドに

繋がる10の資質を修得できる構成になっており，学習成果基盤型教育（Outcome-based	education，	OBE）に力点

を置いている。

１．医療人としての豊かな人間性，関心・意欲・表現力を身に付ける幅広	い総合教養教育

２．医療の目的を理解して，協調性と患者への思いやりをもった医療人としての倫理教育

３．優れたコミュニケーション能力ならびに問題発見解決能力を養成するためのPBL教育

４．薬学の基礎を科学として理解し，医療薬学専門教育に連結する薬学基礎及び準備教育

５．医薬品の構造，反応性や特性，人体の構造や生理機能を理解するための基礎薬学教育

６．健康と疾病に関わる栄養や環境要因を理解して，疾病を予防するための衛生薬学教育

７．医薬品の動態や生体作用機序を理解し，最適な薬剤設計を考えるための応用薬学教育

８．医薬品情報，病態と薬物療法を理解し，医薬品を適性に使用するための臨床薬学教育

９．専門教育を深く理解するための薬学実習，実践能力を身に付けるための実務実習教育

10．薬剤師に必要な研究マインドや問題発見解決能力を醸成するための薬学卒業研究教育

11．最新の先端医療と科学の進歩を学び，キャリア形成に繋げるためのアドバンスト教育



－ 14 －

●アドミッション・ポリシー（入学者の受入れ方針）
薬学部では，確かな知識・技能・態度に基づく薬学専門教育だけでなく，患者さんへの心配りとコミュニケーショ

ン能力を身につけ，研究マインドと医療マインドに基づいて，医療現場の様々な問題や課題解決能力醸成し，医療

人として広く社会から信頼される質の高い薬剤師を育成する。そのため，薬学部で学ぶためには，本学の教育理念・

教育目的をよく理解し，高校教育課程での理科科目（特に化学や生物学）はもちろん，数学や英語などの基礎学力

が必要であり，次のような人材を求める。

１．医療人として人の健康と福祉に貢献したいという強い意志のある人

２．人への思いやりと協調性を有し，コミュニケーション能力がある人	

３．目標を掲げ，主体的に学ぼうとする学習意欲と高い向学心がある人	

４．薬学の基礎となるサイエンスに興味をもち，基礎的な学力がある人	

５．高校レベルの基礎的計算力，読解・表現力，論理的思考力がある人	

６．探求心と洞察力をもち，新しい課題に柔軟に取り組む意欲がある人



３つのポリシー
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薬学部（2014年度入学生以前）

【３つのポリシー】
●ディプロマ・ポリシー（卒業認定及び学位授与の方針）
カリキュラム・ポリシーに従って設定した科目を履修し，190単位以上の単位を修得することが学位授与の条件

となる。修得すべき授業科目には，講義，演習，実習が含まれる。

１．薬物治療において，医師の診断・処方後の薬剤の調剤業務をはじめとする薬剤業務が実践できる。

２．科学的根拠をもって医療現場の諸問題や社会のニーズに対応できる。

３．患者を中心とするチーム医療の中で，最適・最新な薬物治療を実践し提案できる。

４．患者の心理的苦痛を配慮して，心・身の両面から緩和治療ができる。

５．難治疾患の発症機構を解明し，治療薬の開発を考えることができる。

●カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）
「生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，医療の担い手となる高度な専門能力をもつ薬剤師

を育てる」という理念のもとに，基礎から応用，臨床へと展開する薬学教育を段階的に行う。薬学・医療の専門知

識，技術・技能を身につけ，さらに対象となる患者さんへの心配りとコミュニケーションができる研究マインドと

医療マインドを併せもつ薬剤師の醸成教育を行う。

１．基礎薬学教育では，薬となる物質の特性と薬が投与され作用する人体の神秘とその高度機能性を学ぶ。

２．応用薬学教育では，基礎薬学を踏まえて薬の作用機序，最適薬剤の設計などを学ぶ。

３	．臨床薬学教育では，病態と薬物療法，そして医薬品の適正使用について学び，共用試験（知識，技術・技能，

態度についての総合試験）に合格した後，医療現場での実務実習を行うさらに医療現場での種々の課題を積極

的に考え，解決出来る人材を育成するアドバンスト科目を学ぶ。

４．最終的には，６年間の集大成となる卒業関連科目を修得し，卒業となる。

●アドミッション・ポリシー（入学者の受入れ方針）
就実大学薬学部では，薬学の知識・技能・態度の教育はもとより，医療における種々の問題・課題に対する解決

能力の醸成を目的とし，医療人として質の高い薬剤師を養成する。

１	．生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，医療の担い手となる高度な専門能力をもつ薬剤

師を育成する。

２．人類の幸福と科学の発展を追求しつつ，“人々の健康を守る”最良の医療に寄与する教育および研究を行う。

３．以上を通じて，人類の医療・福祉に貢献する。

このため，本薬学部の受験生には，①基礎学力だけでなく，②医療人になるという心構えと豊かな人間性をも

ち，③積極的に学ぶ姿勢をもった人を求めている。薬学部では，医療薬学に関わる基礎から応用，臨床面まで，

自然科学の幅広い内容を学ぶ。従って，④それらの分野の勉学に積極的に取り組める学力と心構えを必要とする。
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学生支援方針

【基本方針】

　就実大学・就実短期大学は，「去華就実」の基本理念に基づき，創造性・主体性・実践力を備えた

人間性豊かな人材の育成を目標として，全学が協力し，すべての学生に対して，適切な修学支援，

学生生活支援，キャリア支援を行う。

【修学支援方針】

　円滑な学修が継続できる指導・相談体制を整える。

　留年，休学，退学する学生の状況把握と分析に基づいて実効性のある支援を行う。

　障がいのある学生一人ひとりに応じた支援を着実丁寧に行う。

　海外留学・語学研修・国際交流を積極的に支援する。

【学生生活支援方針】

　学生が心身ともに安定した学生生活が送ることができるよう，学生のニーズに応える実効性のある支援を行う。

　学生が経済的事情により休学や退学に陥らないよう，奨学金の充実を図る。

　学生の自主的な活動を奨励し，学友会，クラブ・サークル，ボランティア等の正課外活動や社会活動を積極的に

支援する。

【キャリア支援方針】

　学生の社会的・職業的な自立に向け，主体的に人生をデザインし，進路選択するための知識，能力，態度を育成

することを目指してキャリア支援を行う。

　学生の希望する進路選択を実現するため，一人ひとりに応じた就職支援を着実丁寧に行う。

　初年次教育との連携を図り，低年次からのキャリア形成に向けて支援を行う。



就 実 大 学 学 則

 

第１章 総則

（目的）

第１条 本学は，日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり，学校教育法の定める大学として，学

術を教授研究し，併せて建学の精神に基づき，文化の進展と社会の福祉に貢献する有為な人材を育

成することを目的とする。

（自己評価等）

第２条 本学は，教育研究水準の向上を図るとともに，前条の目的及び社会的使命を達成するため，

教育研究活動の状況について自ら点検，評価，改善を行う。

２ 前項の点検，評価，改善を行うため，本学に自己点検・評価・改善委員会を置く。

３ 自己点検・評価・改善委員会に関する規程は別に定める。

第２章 学部，学生定員及び修業年限

（学部・学科及び収容定員）

第３条 本学に設置する学部，学科及びその収容定員は次のとおりとする。

学 部 学 科 入学定員 収容定員

人文科学部

表現文化学科 名 名

実践英語学科 名 名

総合歴史学科 名 名

教育学部
初等教育学科

名

年次編入 名
名

教育心理学科 名 名

経営学部 経営学科 名 名

薬学部 薬学科 名 名

（学部・学科の人材の育成及びその他教育研究上の目的）

第３条の２ 本学において 各学部・学科における人材の育成に関する目的及びその他教育研究上の

目的は次のとおりとする。

学 部 学 科 目 的

人文科学部

人文科学部は，表現文化学科，実践英語学科，総合歴史学科の 学科で構成

され，言語・文化・歴史などを学ぶことで，人間の本質を問い，身につけ

た教養をもとに主体的に行動し，社会及び文化の発展に貢献できる人材を

育成することを目的とする。

表現文化学科

表現文化学科は，日本文学，日本語，表現創造（言

語・身体）の コースで構成される。日本の言語と文化

について幅広い学識と理解を身につけ，人間が生活す

る時空の豊かさを実感できる知識と経験を積み，その

学識と経験を活かして現代社会を能動的に生き，社会

及び文化の諸問題を解決できる人材を育成することを

目的とする。
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学則

学
　
則



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践英語学科 

 

実践英語学科は，英語コミュニケーション，英米文

化，通訳・翻訳の3コースで構成される。英語教育を含

む英語関連領域の専門的・学際的研究を通して，実践

的な英語運用能力だけではなく，英語圏の人々，その

人々を取り巻く社会・文化・思想・価値観についての

教養を深化させ，それらを主体的に駆使・応用するこ

とで，グローバル化の進む諸領域の創生・発展に貢献

できる人材を育成することを目的とする。 

総合歴史学科 

総合歴史学科は，日本史，アジア史，ヨーロッパ・ア

メリカ史，歴史遺産の4コースで構成される。歴史を学

び，修得した知識を基に，現代の諸状況を把握して問

題の解決を図り，文化的背景の異なる人々の立場を理

解して豊かな人間関係を築き，社会の発展に貢献でき

る人材を育成することを目的とする。 

教育学部 

現代における教育の諸問題の解決と健全な社会の発展に寄与できる専門性

と実践力を備えた保育者・教育者・心理師（士）・職業人を育成する。そ

のため、人の多様性を踏まえた教育実践、人の心と行動、心身の健康に関

する専門的知識・技能を教授するとともに誠実で豊かな人間性を育てる。 

初等教育学科 

子供一人一人の多様な個性を尊重し、人格形成期にあ

る子供の自立・協働・創造の力を育成するために必要

な保育・教育の専門的な知識やスキル及び豊かな人間

性を備えた、共生社会に貢献できる人材を育成する。 

教育心理学科 

人の心と行動、心身の健康状態を多角的な視点から理

解し、支えケアすること及び、個人や集団の強みを活

かすことに専門性と実践力を発揮できる心理師(士)・

教育者・職業人を育成する。そのため、心理学・養護

に関する専門知識・技能を教授するとともに、共創す

る力を育てる。 

 

経営学部 経営学科 

グローバルに物事を考えながら，地域の社会や経済の発

展に貢献できるグローカル人材を育成することを目的

とする。 

薬学部 薬学科 

生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のも

とに，人々の健康を守る最良の医療薬学教育・研究を

行い，医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな

人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する。 

（修業年限及び在学年限） 

第４条 本学の修業年限は，人文科学部，教育学部及び経営学部においては４年，薬学部においては

６年とする。 

２ 学生は人文科学部，教育学部及び経営学部においては８年，薬学部においては12年を超えて在学

 

することができない。ただし，編入学，再入学した学生は，その学生が在学すべき年数の２倍に相

当する年数を超えて在学することはできない。 

（長期履修制度） 

第４条の２ 前条の規定にかかわらず，本学人文科学部，教育学部及び経営学部において，修業年限

を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する者があるときは，

教授会において相当の資格があると認めた者につき，本学の教育に支障がない場合に限り，学長が

許可することができる。 

２ 長期履修学生に関する規程は別に定める。 

 

第３章 大学院 

 

（大学院） 

第５条 本学に大学院を置く。 

２ 大学院に関する学則は別に定める。 

 

第４章 附属幼稚園 

 

（附属幼稚園） 

第５条の２ 本学に附属幼稚園を置く。 

２ 教育研究に併設する事業として，本学に保育所を置く。 

３ 附属幼稚園及び保育所に関し必要な事項は別に定める。 

 

第５章 学年，学期及び休業日 

 

（学年） 

第６条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第７条 学年を次の２学期に分ける。 

 前学期 ４月１日から９月30日まで 

 後学期 10月１日から翌年３月31日まで 

（休業日） 

第８条 休業日は，次のとおりとする。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

三 学園創立記念日 ５月18日 

四 夏期休業日 ８月１日から９月30日まで 

五 冬期休業日 12月25日から翌年１月７日まで 

六 学年末休業日 ３月21日から３月31日まで 

２ 必要がある場合においては，学長は，前項の規定にかかわらず，臨時に休業日を設け又は休業日

を変更することができる。 

（１年間の授業期間） 

第９条 １年間の授業を行う期間は，試験等の日数を含め，35週にわたることを原則とする。 

 

第６章 教育課程及び履修方法等 

 

（授業科目） 

第10条 本学において開設する総合教養教育科目，外国語教育科目及び専門教育科目に関する授業科
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することができない。ただし，編入学，再入学した学生は，その学生が在学すべき年数の２倍に相

当する年数を超えて在学することはできない。 

（長期履修制度） 

第４条の２ 前条の規定にかかわらず，本学人文科学部，教育学部及び経営学部において，修業年限

を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する者があるときは，

教授会において相当の資格があると認めた者につき，本学の教育に支障がない場合に限り，学長が

許可することができる。 

２ 長期履修学生に関する規程は別に定める。 

 

第３章 大学院 

 

（大学院） 

第５条 本学に大学院を置く。 

２ 大学院に関する学則は別に定める。 

 

第４章 附属幼稚園 

 

（附属幼稚園） 

第５条の２ 本学に附属幼稚園を置く。 

２ 教育研究に併設する事業として，本学に保育所を置く。 

３ 附属幼稚園及び保育所に関し必要な事項は別に定める。 

 

第５章 学年，学期及び休業日 

 

（学年） 

第６条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第７条 学年を次の２学期に分ける。 

 前学期 ４月１日から９月30日まで 

 後学期 10月１日から翌年３月31日まで 

（休業日） 

第８条 休業日は，次のとおりとする。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

三 学園創立記念日 ５月18日 

四 夏期休業日 ８月１日から９月30日まで 

五 冬期休業日 12月25日から翌年１月７日まで 

六 学年末休業日 ３月21日から３月31日まで 

２ 必要がある場合においては，学長は，前項の規定にかかわらず，臨時に休業日を設け又は休業日

を変更することができる。 

（１年間の授業期間） 

第９条 １年間の授業を行う期間は，試験等の日数を含め，35週にわたることを原則とする。 

 

第６章 教育課程及び履修方法等 

 

（授業科目） 

第10条 本学において開設する総合教養教育科目，外国語教育科目及び専門教育科目に関する授業科
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目とその単位数は別表(１)から(11)のとおりとする。 

（授業の方法） 

第10条の２ 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 

２ 前項の授業は，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させ

ることができる。 

３ 第１項の授業は，外国において履修させることができる。 

  前項の規定により，多様なメディアを高度に利用して当該授業を行う教室等以外の場所で履修さ

せる場合についても，同様とする。 

４ 第１項の授業の一部を，校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 

５ 第２項に関し必要な事項は，別に定める。 

（教職等に関する授業科目） 

第11条 前条に定めるもののほか，教育職員免許状を取得する者のため，教職に関する科目及び特別

支援学校教諭に関する科目を置く。教職に関する授業科目とその単位数は別表(12)のとおりとし，

特別支援学校教諭に関する科目とその単位数は別表(13)のとおりとする。 

２ 学芸員の資格を取得する者のため，博物館に関する科目を置く。博物館に関する授業科目とその

単位数は別表(14)のとおりとする。 

３ 司書の資格を取得する者のため，図書館に関する科目を置く。図書館に関する授業科目とその単

位数は別表(15)のとおりとする。 

４ 司書教諭の資格を取得する者のため，司書教諭に関する科目を置く。司書教諭に関する授業科目

とその単位数は別表(16)のとおりとする。 

５ 社会教育主事の資格を取得する者のため，社会教育に関する科目を置く。社会教育に関する授業

科目とその単位数は別表(17)のとおりとする。 

６ 医療秘書士の申請資格を取得する者のため，医療秘書に関する科目を置く。医療秘書に関する授

業科目とその単位数は別表(18)のとおりとする。 

７ 公認心理師の受験資格を取得しようとする者のため，大学において公認心理師となるために必要

な科目を置く。大学において公認心理師となるために必要な授業科目とその単位数は別表(７)のと

おりとする。 

（単位の計算方法） 

第12条 各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成す

ることを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考

慮して，次の基準により計算するものとする。 

一 講義については，15時間の授業をもって１単位とする。 

二 演習については，15時間から30時間の授業をもって１単位とする。 

三 実験，実習及び実技等については，30時間から45時間の授業をもって１単位とする。 

四 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行

う場合については，その組み合わせに応じ，前三号に規定する基準を考慮して本学が定める時

間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業研究及び卒業論文実習の授業科目については，これらに必要な学

修等を考慮して単位数を定める。 

（授業期間） 

第13条 各授業科目の授業は，15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし，教育上特別

の必要があると認められる場合は，この期間より短い特定の期間において授業を行うことができ

る。 

（単位の授与） 

第14条 授業科目を履修し，その試験に合格した者には，所定の単位を与える。 

２ 前項の試験に関し，必要な事項は別に定める。 

 

（成績） 

第15条 試験の成績は，100点をもって最高とし，60点以上を合格とする。 

（成績の評語） 

第16条 成績の評語は，90点以上を秀，80点以上を優，70点以上を良，60点以上を可とし，60点未満

を不可とする。 

 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第17条 本学は，教育上有益と認めるときは，学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科

目について修得した単位を，60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得した

ものとして認定することができる。 

２ 前項の規定は，学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 

３ 前２項の実施に関し必要な事項は別に定める。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第17条の２ 本学は，教育上有益と認めるときは，学生が行う他の短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修，その他文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみな

し，前条により本学において修得したものとして認定する単位数と合わせて60単位を超えない範囲

で，単位を認定することができる。 

２ 前項の実施に関し必要な事項は別に定める。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第18条 本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学入学以前に大学又は短期大学において修得

した単位，及び短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修，その他文部科学大臣が別に定め

る学修については，本学における授業科目の履修により修得したものとして認定することができ

る。 

２ 前項により修得したものとみなし，また与えることのできる単位数は，編入学，転入学等の場合

を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第17条第１項及び第２項並びに前条第

１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

３ 前２項の規定は，学生が外国の大学又は短期大学で修得した単位の場合にも準用する。 

４ 前３項の実施に関し必要な事項は別に定める。 

（卒業の要件） 

第19条 本学を卒業するためには，人文科学部，教育学部及び経営学部は４年以上，薬学部は６年以

上在学し，次に定める単位を含め，人文科学部，教育学部及び経営学部は124単位以上，薬学部は

186単位以上を修得しなければならない。 

学  部 学  科 総合教養教育科目 外国語教育科目 専門教育科目 

人文科学部 

表現文化学科 20 6 68 

実践英語学科 20 12 84 

総合歴史学科 20 8 68 

  

学  部 学  科 総合教養教育科目 外国語教育科目 専門教育科目 

教育学部 
初等教育学科 20 6 62 

教育心理学科 20 6 62 

 

学  部 学  科 総合教養教育科目 外国語教育科目 専門教育科目 

経営学部 経営学科 20 8 82 

 

学  部 学  科 総合教養教育科目 外国語教育科目 専門教育科目 

薬学部 薬学科 15 6 165 
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（成績） 

第15条 試験の成績は，100点をもって最高とし，60点以上を合格とする。 

（成績の評語） 

第16条 成績の評語は，90点以上を秀，80点以上を優，70点以上を良，60点以上を可とし，60点未満

を不可とする。 

 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第17条 本学は，教育上有益と認めるときは，学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科

目について修得した単位を，60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得した

ものとして認定することができる。 

２ 前項の規定は，学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 

３ 前２項の実施に関し必要な事項は別に定める。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第17条の２ 本学は，教育上有益と認めるときは，学生が行う他の短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修，その他文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみな

し，前条により本学において修得したものとして認定する単位数と合わせて60単位を超えない範囲

で，単位を認定することができる。 

２ 前項の実施に関し必要な事項は別に定める。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第18条 本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学入学以前に大学又は短期大学において修得

した単位，及び短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修，その他文部科学大臣が別に定め

る学修については，本学における授業科目の履修により修得したものとして認定することができ

る。 

２ 前項により修得したものとみなし，また与えることのできる単位数は，編入学，転入学等の場合

を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第17条第１項及び第２項並びに前条第

１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

３ 前２項の規定は，学生が外国の大学又は短期大学で修得した単位の場合にも準用する。 

４ 前３項の実施に関し必要な事項は別に定める。 

（卒業の要件） 

第19条 本学を卒業するためには，人文科学部，教育学部及び経営学部は４年以上，薬学部は６年以

上在学し，次に定める単位を含め，人文科学部，教育学部及び経営学部は124単位以上，薬学部は

186単位以上を修得しなければならない。 

学  部 学  科 総合教養教育科目 外国語教育科目 専門教育科目 

人文科学部 

表現文化学科 20 6 68 

実践英語学科 20 12 84 

総合歴史学科 20 8 68 

  

学  部 学  科 総合教養教育科目 外国語教育科目 専門教育科目 

教育学部 
初等教育学科 20 6 62 

教育心理学科 20 6 62 

 

学  部 学  科 総合教養教育科目 外国語教育科目 専門教育科目 

経営学部 経営学科 20 8 82 

 

学  部 学  科 総合教養教育科目 外国語教育科目 専門教育科目 

薬学部 薬学科 15 6 165 
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（教育職員免許状等） 

第20条 教育職員免許状を取得しようとする者は，前条各号に定めるもののほかに教育職員免許法及

び同法施行規則に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

２ 本学において取得できる教育職員免許状の種類は次のとおりとする。 

学  部 学  科 免許状の種類 免許教科 

人文科学部 

表現文化学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

国語 

国語 

実践英語学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

外国語（英語） 

外国語（英語） 

総合歴史学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

地理歴史 

教育学部 
初等教育学科 

小学校教諭一種免許状 

幼稚園教諭一種免許状 

特別支援学校教諭一種免許状 

 

教育心理学科 養護教諭一種免許状  

３ 学芸員の資格を取得しようとする者は，前条各号に定めるもののほかに博物館法及び同法施行規

則に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

４ 司書の資格を取得しようとする者は，前条各号に定めるもののほかに図書館法及び同法施行規則

に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

５ 司書教諭の資格を取得しようとする者は，前条各号に定めるもののほかに学校図書館法及び学校

図書館司書教諭講習規程に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

６ 社会教育主事の資格を取得しようとする者は，前条各号に定めるもののほかに社会教育法及び社

会教育主事講習等規程に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

７ 教育学部初等教育学科において保育士の資格を取得しようとする者は，前条各号に定めるものの

ほかに児童福祉法及び同法施行規則に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

８ 教育学部において認定心理士の申請資格を取得しようとする者は，前条各号に定めるもののほか

に社団法人日本心理学会認定心理士認定資格細則に定める授業科目の単位を修得しなければならな

い。 

９ 人文科学部，教育学部及び経営学部において医療秘書士の申請資格を取得しようとする者は，前

条各号に定めるもののほかに公益社団法人日本医師会が定める授業科目の単位を修得しなければな

らない。 

10 教育学部教育心理学科において公認心理師の受験資格を取得しようとする者は，前条各号に定め

るもののほかに公認心理師施行規則に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

 

第７章 卒業及び学位 

 

（卒業） 

第21条 本学において人文科学部，教育学部及び経営学部は４年以上，薬学部は６年以上在学し，第

19条に定める授業科目及び単位数を修得した者については，教授会の意見を聴き，学長が卒業を認

定する。 

２ 学長は，卒業を認定した者に対して，卒業証書・学位記を授与する。 

（学位） 

第22条 人文科学部を卒業した者に学士（人文科学），教育学部を卒業した者には学士（教育学），

経営学部を卒業した者には学士（経営学），薬学部を卒業した者には学士（薬学）の学位を授与す

る。 

２ 学位に関する規程は別に定める。 

 

第８章 入学，退学，転学及び休学等 

 

（入学の時期） 

第23条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，再入学及び転入学については，学期の始めとす

ることができる。 

（入学資格） 

第24条 本学に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校を卒業した者 

二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

三 外国において，学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定したもの 

四 文部科学大臣の指定した者 

五 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による

大学入学資格検定に合格した者を含む） 

六 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者 

七 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る）で文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

八 個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，18

歳に達した者 

（入学志願の手続） 

第25条 本学への入学を志願する者は，本学所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければならな

い。 

２ 入学検定料の金額は別に定める。 

３ 本学において特に必要があると認めた者は，入学検定料を減免することができる。 

４ 入学検定料の減免に関する規程は別に定める。 

５ 提出の時期，方法，同時に提出すべき書類等については別に定める。 

（入学者の選考） 

第26条 前条の入学志願者については，別に定めるところにより，選考を行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第27条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに，入学金その他の学

納金及び本学の指定する書類を提出しなければならない。 

２ 学長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

（再入学） 

第28条 願いにより本学を退学した者又は第38条第一号により除籍された者が再入学を希望するとき

は，選考のうえ，教授会の意見を聴き，学長が入学を許可することができる。 

２ 前項の場合，退学又は除籍前に修得した授業科目及び単位数の全部又は一部を既に修得したもの

として認めることがある。この認定は教授会の意見を聴き，学長が行う。 

３ 再入学の場合に必要な手続は別に定める。 

（編入学及び転入学） 

第29条 次の各号の一に該当する者で，本学に編入学を志願する者があるときは，編入学定員を定め

る学科等のほかは，欠員のある場合に限り，選考のうえ，教授会の意見を聴き，学長が相当年次に

入学を許可することができる。 

一 大学を卒業した者又は退学した者 

二 短期大学，高等専門学校，国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者，及び専

修学校の専門課程のうち，文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者（ただし，学

校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る） 
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第８章 入学，退学，転学及び休学等 

 

（入学の時期） 

第23条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，再入学及び転入学については，学期の始めとす

ることができる。 

（入学資格） 

第24条 本学に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校を卒業した者 

二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

三 外国において，学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定したもの 

四 文部科学大臣の指定した者 

五 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による

大学入学資格検定に合格した者を含む） 

六 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者 

七 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る）で文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

八 個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，18

歳に達した者 

（入学志願の手続） 

第25条 本学への入学を志願する者は，本学所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければならな

い。 

２ 入学検定料の金額は別に定める。 

３ 本学において特に必要があると認めた者は，入学検定料を減免することができる。 

４ 入学検定料の減免に関する規程は別に定める。 

５ 提出の時期，方法，同時に提出すべき書類等については別に定める。 

（入学者の選考） 

第26条 前条の入学志願者については，別に定めるところにより，選考を行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第27条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに，入学金その他の学

納金及び本学の指定する書類を提出しなければならない。 

２ 学長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

（再入学） 

第28条 願いにより本学を退学した者又は第38条第一号により除籍された者が再入学を希望するとき

は，選考のうえ，教授会の意見を聴き，学長が入学を許可することができる。 

２ 前項の場合，退学又は除籍前に修得した授業科目及び単位数の全部又は一部を既に修得したもの

として認めることがある。この認定は教授会の意見を聴き，学長が行う。 

３ 再入学の場合に必要な手続は別に定める。 

（編入学及び転入学） 

第29条 次の各号の一に該当する者で，本学に編入学を志願する者があるときは，編入学定員を定め

る学科等のほかは，欠員のある場合に限り，選考のうえ，教授会の意見を聴き，学長が相当年次に

入学を許可することができる。 

一 大学を卒業した者又は退学した者 

二 短期大学，高等専門学校，国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者，及び専

修学校の専門課程のうち，文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者（ただし，学

校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る） 
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三 学校教育法施行規則附則第７条に定める従前の規定による高等学校，専門学校又は教員養成諸

学校等の課程を修了した者又は卒業した者 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学す

べき年数については，教授会の意見を聴き，学長が決定する。 

３ 編入学，転入学の場合に必要な手続は別に定める。 

（保証人） 

第30条 入学を許可された者は，保証人を定め本学の指定する期間内に届出なければならない。 

（保証人の責任） 

第31条 保証人は学生の在籍中の次に定める事項について責任を持つものとする。 

 一 授業料及び教育充実費（以下「学費」という。）の未納分 

 二 在籍料の未納分 

 三 学内施設・備品などに損害を与えた場合の修復費用 

 四 学生の故意又は過失行為によって第三者に損害を与え，その賠償責任を大学が負うことになっ

た場合の損害賠償額 

２ 前項の保証極度額は，第40条第２項に規定する学費合計とする。 

３ 保証人は父母若しくは成年の親族又はそれに代わる者とし，いずれも独立の生計を営む者とす

る。 

（保証人の変更及び転居） 

第32条 保証人を変更したとき又は保証人が転居したときは直ちに届出なければならない。 

（退学） 

第33条 退学をしようとする者は，学長の許可を受けなければならない。 

（転学） 

第34条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は，学長の許可を受けなければならな

い。 

（転学部・転学科） 

第34条の２ 本学の他の学部に転学部または同一学部の他の学科に転学科を希望する者があるとき

は，選考のうえ許可することがある。 

２ 転学部，転学科の場合に必要な手続は別に定める。 

（休学） 

第35条 疾病その他やむを得ない事由により３か月以上修学することのできない者は，学長の許可を

得て休学することができる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については，学長は休学を命ずることがで

きる。 

（休学期間） 

第36条 休学の期間は１年を超えることができない。ただし，特別の事由がある場合は，引き続き延

長することができる。 

２ 休学の期間は，通算して４年を超えることができない。 

３ 休学の期間は，第４条第２項の在学年限に算入しない。 

（復学） 

第37条 休学期間満了の場合又は休学の期間中にその事由が消滅した場合は，学長の許可を得て復学

することができる。 

（除籍） 

第38条 次の各号の一に該当する者は，教授会の意見を聴き，大学教育研究評議会で審議し，学長が

除籍する。 

一 学費その他の学納金の納付を怠り，督促してもなお納付しない者 

二 第４条第２項に定める在学年限を超えた者 

三 第36条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

 

四 死亡または長期間にわたり行方不明の者 

五 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

２ 前項第五号に関し必要な事項は，学部ごとに定める。 

（復籍） 

第38条の２ 前条第一号により除籍になった者が除籍通知後１年以内に未納の学費その他の納付金を

納付し，復籍の願い出があった場合には，大学教育研究評議会で審議し，学長が復籍を許可するこ

とがある。 

２ 前項の場合，除籍前に修得した授業科目及び単位数の全部又は一部を既に修得したものとして認

めることがある。この認定は教授会の意見を聴き，学長が行う。 

 

第９章 授業料，入学金その他の費用 

 

（入学金の納付） 

第39条 本学に入学する者は，入学金を納付しなければならない。 

２ 入学金の額は，270,000円とする。 

３ 納付した入学金は，返付しない。 

（学費の納付） 

第40条 学費は，前学期・後学期の２期に分けて納付しなければならない。ただし，長期履修学生の

学費については別に定める。 

２ 学費の年額は下表のとおりとする。 

 令和２年度以降入学生         （単位：円） 

   項目 

学部 
授業料 教育充実費 

学費 

合計 

人文科学部 920,000 － 920,000 

教育学部 

経営学部 
950,000 － 950,000 

薬学部 1,530,000 450,000 1,980,000 

令和元年度以前入学生         （単位：円） 

   項目 

学部 
授業料 教育充実費 

学費 

合計 

人文科学部 

教育学部 

経営学部 
915,000 － 915,000 

薬学部 1,500,000 455,000 1,955,000 

３ 本学において特別の事情があると認められた者は，前項の規定にかかわらず，月割分納又は延納

を認めることがある。 

（授業料，入学金その他の費用の減免） 

第40条の２ 本学において特に必要があると認めた者は，授業料，入学金その他の費用を減免するこ

とができる。 

２ 授業料，入学金その他の費用の減免に関する規程は別に定める。 

（退学・転学及び停学の場合の学費） 

第41条 退学又は転学した者，退学を命ぜられた者及び停学中の者は当該学期の学費全額を納付しな

ければならない。 

（休学の場合の学費免除） 

第42条 休学した者については次の算式により算出した学費を免除する。 
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四 死亡または長期間にわたり行方不明の者 

五 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

２ 前項第五号に関し必要な事項は，学部ごとに定める。 

（復籍） 

第38条の２ 前条第一号により除籍になった者が除籍通知後１年以内に未納の学費その他の納付金を

納付し，復籍の願い出があった場合には，大学教育研究評議会で審議し，学長が復籍を許可するこ

とがある。 

２ 前項の場合，除籍前に修得した授業科目及び単位数の全部又は一部を既に修得したものとして認

めることがある。この認定は教授会の意見を聴き，学長が行う。 

 

第９章 授業料，入学金その他の費用 

 

（入学金の納付） 

第39条 本学に入学する者は，入学金を納付しなければならない。 

２ 入学金の額は，270,000円とする。 

３ 納付した入学金は，返付しない。 

（学費の納付） 

第40条 学費は，前学期・後学期の２期に分けて納付しなければならない。ただし，長期履修学生の

学費については別に定める。 

２ 学費の年額は下表のとおりとする。 

 令和２年度以降入学生         （単位：円） 

   項目 

学部 
授業料 教育充実費 

学費 

合計 

人文科学部 920,000 － 920,000 

教育学部 

経営学部 
950,000 － 950,000 

薬学部 1,530,000 450,000 1,980,000 

令和元年度以前入学生         （単位：円） 

   項目 

学部 
授業料 教育充実費 

学費 

合計 

人文科学部 

教育学部 

経営学部 
915,000 － 915,000 

薬学部 1,500,000 455,000 1,955,000 

３ 本学において特別の事情があると認められた者は，前項の規定にかかわらず，月割分納又は延納

を認めることがある。 

（授業料，入学金その他の費用の減免） 

第40条の２ 本学において特に必要があると認めた者は，授業料，入学金その他の費用を減免するこ

とができる。 

２ 授業料，入学金その他の費用の減免に関する規程は別に定める。 

（退学・転学及び停学の場合の学費） 

第41条 退学又は転学した者，退学を命ぜられた者及び停学中の者は当該学期の学費全額を納付しな

ければならない。 

（休学の場合の学費免除） 

第42条 休学した者については次の算式により算出した学費を免除する。 
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免除額 = 授業料年額 × 
休学日の当月から復学日の前月までの月数

12
 + 教育充実費 × 

休学日の当月から復学日の前月までの月数

12
 

２ 端数が生じた場合には，10の位以下の数字は切り上げ，100円単位とする。この端数処理は，授

業料又は教育充実費それぞれの減免額算定の最後に一度だけ行うものとし，計算途中において複数

回にわたり行うことはしない。 

 （在籍料） 

第42条の２ 休学した者については，休学期間中，次の算式により算出した在籍料を納付しなければ

ならない。 

 在籍料の算式 

 在籍料 × 休学日の当月から復学日の前月までの月数 

２ 在籍料は，１か月 20,000円とする。 

（その他の費用の納付） 

第43条 入学金，学費のほか，実験実習料を徴収することがある。 

２ 前項に規定する納付金の金額，納付に必要な手続等については別に定める。 

（納付した授業料等） 

第44条 削除 

 

第10章 職員組織 

 

（職員組織） 

第45条 本学に，学長，教授，准教授，講師，助教，助手，事務職員，技能職員その他必要な職員を

置く。 

（職員の職務） 

第46条 職員の職務は学校教育法及び就実学園就業規則の定めるところによる。 

 

第11章 大学教育研究評議会，教授会 

 

（大学教育研究評議会） 

第47条 本学に，教育研究に関する重要な事項を審議するため大学教育研究評議会（以下「評議会」

という。）を置く。 

（評議会の構成） 

第47条の２ 評議会は，学長，副学長，研究科長，学部長及び事務部長をもって構成する。 

２ 前項の規定にかかわらず，学長が必要と認めたときは，評議会を構成する者以外の者の出席を求

めることができる。 

（評議会の役割・権限） 

第47条の３ 評議会は学長の諮問機関とし，教育研究に関する重要な事項で学長が必要と認めたもの

を審議する。 

２ 評議会に関する規程は，学長が別に定める。 

（各種委員会の設置） 

第47条の４ 評議会のもとに，各種委員会を置く。 

２ 各種委員会に関する規程は別に定める。 

（教授会） 

第48条 本学に教授会を置く。 

（教授会の構成） 

第49条 教授会は学部長及び教授をもって構成する。ただし，教授会が必要と認めたときは，准教

授，講師及び助教を加えることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，学部長が必要と認めたときは，教授会にその他の職員の出席を求める

 

ことができる。 

（教授会の役割・権限） 

第50条 教授会は，学長の諮問機関とし，学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を

述べるものとする。 

一 学生の入学，卒業 

二 学位の授与 

三 前二号に掲げるもののほか，教育研究に関する重要な事項で，教授会の意見を聴くことが必要

なものとして，学長が定めるもの 

２ 教授会は，前項に規定するもののほか，学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項につ

いて審議し，及び学長の求めに応じ，意見を述べることができる。 

３ 教授会に関する規程は，学長が別に定める。 

 

第12章 科目等履修生，委託生，単位互換履修生， 

研究生，聴講生，外国人留学生及び帰国子女 

 

（科目等履修生） 

第51条 本学において開設する授業科目の一部を履修しようとする者があるときは，教授会において

相当の資格があると認めた者につき，当該授業科目の授業に支障がない場合に限り，学長が許可す

ることができる。 

２ 科目等履修生に関し必要な手続きについては別に定める。 

（委託生） 

第52条 他の大学又は公共機関から委託生として推薦された者が，学修を願い出るときは，教授会に 

おいて相当の資格があると認めた者につき，本学の教育に支障のない場合に限り，学長が許可する

ことができる。 

２ 委託生には学則を準用する。ただし，学則第21条は適用しない。 

３ 委託生の授業料その他の納付金については，科目等履修生に準ずる。 

（単位互換履修生） 

第53条 協定を結んでいる他の大学，短期大学又は高等専門学校に在学している学生が，本学の開講

科目を履修しようとするときは，教授会において相当の資格があると認めた者につき，当該科目の

授業に支障がない場合に限り，学長が許可することができる。 

２ 単位互換履修生に関し必要な手続きについては別に定める。 

（研究生） 

第54条 本学において特定の事項について研究しようとする者があるときは，教授会において相当の

資格があると認めた者につき，本学の教育に支障がない場合に限り，学長が許可することができ

る。 

２ 研究生に関し必要な手続きについては別に定める。 

（聴講生） 

第55条 本学において開設する授業科目の一部を聴講しようとする者があるときは，教授会において

相当の資格があると認めた者につき，当該授業科目の授業に支障がない場合に限り，学長が許可す

ることができる。 

２ 聴講生に関し必要な手続きについては別に定める。 

（外国人留学生） 

第56条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願する者があると

きは，選考のうえ，教授会の意見を聴き，外国人留学生として学長が許可することができる。 

２ 外国人留学生に関する規程は別に定める。 

（帰国子女） 

第57条 外国人留学生以外の学生で，外国において相当の期間中等教育（中学校又は高等学校に対応
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ことができる。 

（教授会の役割・権限） 

第50条 教授会は，学長の諮問機関とし，学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を

述べるものとする。 

一 学生の入学，卒業 

二 学位の授与 

三 前二号に掲げるもののほか，教育研究に関する重要な事項で，教授会の意見を聴くことが必要

なものとして，学長が定めるもの 

２ 教授会は，前項に規定するもののほか，学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項につ

いて審議し，及び学長の求めに応じ，意見を述べることができる。 

３ 教授会に関する規程は，学長が別に定める。 

 

第12章 科目等履修生，委託生，単位互換履修生， 

研究生，聴講生，外国人留学生及び帰国子女 

 

（科目等履修生） 

第51条 本学において開設する授業科目の一部を履修しようとする者があるときは，教授会において

相当の資格があると認めた者につき，当該授業科目の授業に支障がない場合に限り，学長が許可す

ることができる。 

２ 科目等履修生に関し必要な手続きについては別に定める。 

（委託生） 

第52条 他の大学又は公共機関から委託生として推薦された者が，学修を願い出るときは，教授会に 

おいて相当の資格があると認めた者につき，本学の教育に支障のない場合に限り，学長が許可する

ことができる。 

２ 委託生には学則を準用する。ただし，学則第21条は適用しない。 

３ 委託生の授業料その他の納付金については，科目等履修生に準ずる。 

（単位互換履修生） 

第53条 協定を結んでいる他の大学，短期大学又は高等専門学校に在学している学生が，本学の開講

科目を履修しようとするときは，教授会において相当の資格があると認めた者につき，当該科目の

授業に支障がない場合に限り，学長が許可することができる。 

２ 単位互換履修生に関し必要な手続きについては別に定める。 

（研究生） 

第54条 本学において特定の事項について研究しようとする者があるときは，教授会において相当の

資格があると認めた者につき，本学の教育に支障がない場合に限り，学長が許可することができ

る。 

２ 研究生に関し必要な手続きについては別に定める。 

（聴講生） 

第55条 本学において開設する授業科目の一部を聴講しようとする者があるときは，教授会において

相当の資格があると認めた者につき，当該授業科目の授業に支障がない場合に限り，学長が許可す

ることができる。 

２ 聴講生に関し必要な手続きについては別に定める。 

（外国人留学生） 

第56条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願する者があると

きは，選考のうえ，教授会の意見を聴き，外国人留学生として学長が許可することができる。 

２ 外国人留学生に関する規程は別に定める。 

（帰国子女） 

第57条 外国人留学生以外の学生で，外国において相当の期間中等教育（中学校又は高等学校に対応
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する学校における教育をいう。）を受けた者が本学に入学を志願するときは，選考のうえ，教授会

の意見を聴き，帰国子女として学長が許可することができる。 

２ 帰国子女に関する規程は別に定める。 

 

第13章 賞罰 

 

（表彰） 

第58条 学生として表彰に値する行為があった者は，教授会の意見を聴き，学長が表彰することがで

きる。 

２ 表彰に関する規程は別に定める。 

（懲戒） 

第59条 本学の学則に違反し又は学生としての本分に反する行為をした者は，教授会の意見を聴き，

評議会で審議し，学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は，訓告，停学及び退学とする。 

３ 前項の退学は，次の各号の一に該当する者に対して行う。 

一 性行不良で改善の見込みがない者 

二 正当な理由がなくて出席が常でない者 

三 本学の秩序を乱し，その他学生としての本分に著しく反した者 

４ 懲戒に関する規程は別に定める。 

 

第14章 公開講座 

 

（公開講座） 

第60条 社会人の教養を高め，文化の向上に資するため，本学に公開講座を開設することができる。 

 

第15章 附属施設 

 

（図書館） 

第61条 本学に図書館を置く。 

２ 図書館に関し必要な事項は別に定める。 

（研究所） 

第62条 本学に吉備地方文化研究所を置く。 

２ 吉備地方文化研究所に関し必要な事項は別に定める。 

（臨床薬学教育研究センター） 

第63条 本学に臨床薬学教育研究センターを置く。 

２ 臨床薬学教育研究センターに関し必要な事項は別に定める。 

（就実教育実践研究センター） 

第64条 本学に就実教育実践研究センターを置く。 

２ 就実教育実践研究センターに関し必要な事項は別に定める。 

（就実心理臨床センター） 

第65条 本学に就実心理臨床センターを置く。 

２ 就実心理臨床センターに関し必要な事項は別に定める。 

（産学官地域連携センター） 

第65条の２ 本学に産学官地域連携センターを置く。 

２ 産学官地域連携センターに関し必要な事項は別に定める。 

（教育開発センター） 

第65条の３ 本学に教育開発センターを置く。 

 

２ 教育開発センターに関し必要な事項は別に定める。 

（就実大学薬学部附属薬局） 

第66条 本学に就実大学薬学部附属薬局を置く。 

２ 就実大学薬学部附属薬局に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この学則は，昭和54年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正学則は、令和 5 年 4 月 1 日から施行し，令和 5 年度入学生から適用する。 

２ 令和５年度から令和８年度において，入学定員及び収容定員は，改正後の学則第３条の規定にか

かわらず，次のとおりとする。 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

学部 学科 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

経営学部 経営学科 160名 460名 160名 520名 160名 580名 

 

 令和５年度 

学部 学科 入学定員 収容定員 

経営学部 経営学科 160名 640名 
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２ 教育開発センターに関し必要な事項は別に定める。 

（就実大学薬学部附属薬局） 

第66条 本学に就実大学薬学部附属薬局を置く。 

２ 就実大学薬学部附属薬局に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この学則は，昭和54年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正学則は、令和 5 年 4 月 1 日から施行し，令和 5 年度入学生から適用する。 

２ 令和５年度から令和８年度において，入学定員及び収容定員は，改正後の学則第３条の規定にか

かわらず，次のとおりとする。 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

学部 学科 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

経営学部 経営学科 160名 460名 160名 520名 160名 580名 

 

 令和５年度 

学部 学科 入学定員 収容定員 

経営学部 経営学科 160名 640名 
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薬学部履修要項（2015〜2023年度生）

授業の履修に関して，学則に明示されていない細目は，この履修要項に定めるところによる。

Ⅰ　授業科目の構成

１．本学薬学部において開設する科目は，次のとおりである。

⑴　総合教養教育科目

⑵　外国語教育科目

⑶　専門教育科目

①薬学総合教育科目

②物理系薬学科目

③化学系薬学科目

④生物系薬学科目

⑤衛生薬学科目

⑥医療系薬学科目

⑦臨床系薬学科目

⑧実習科目

⑨アドバンスト科目

２．これらの授業科目は，履修の方法により，次のように分類される。

⑴　必修科目　	必ず履修しなければならない授業科目で，この必修科目のすべての単位を修得しなければ，卒

業することはできない。

⑵　選択科目　	各自が自由に選択し履修する授業科目である。ただし，学則に定める卒業に必要な単位数を充

足するように選択履修しなければならない。

Ⅱ　単位の計算方法

各授業科目の単位数は，次の基準により計算するものとする。

１．講義については，15時間の授業をもって１単位とする。

２．演習及び外国語については，15時間から30時間の授業をもって１単位とする。

３．実験，実習及び実技等については，30時間から45時間の授業をもって１単位とする。

４．卒業特別研究については，これに必要な学修等を考慮して，10単位とする。

履
修
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Ⅲ　卒業に必要な単位数

本学薬学部を卒業するためには，所定の科目・単位を次表のとおり修得しなければならない。

Ⅳ　進級に必要な要件

実習科目の不合格者は，原則として進級できない。その他，各学年で下記に示す条件を満たした者でなければ進

級できない。

１．１年次で次に示す条件を満たした者でなければ，２年次に進級することはできない。

（2022〜2023年度生）

⑴　１年次終了時において，必修科目の欠単位が６単位以内である者＊

　　　＊総合教養教育科目は６単位以内，専門教育科目は９単位以上，合計15単位が必要。

（2015〜2021年度生）

⑴　１年次終了時において，必修科目の欠単位が６単位以内である者＊

　　　＊総合教養教育科目は４単位以内，専門教育科目は９単位以上，合計13単位が必要。

２．２年次で次に示す条件をすべて満たした者でなければ，３年次に進級することはできない。

（2022〜2023年度生）

⑴　２年次終了時までに，総合教養教育科目の必修科目６単位を修得した者

⑵　２年次終了時までに，総合教養教育科目の選択科目９単位以上を修得した者

⑶　２年次終了時までに，外国語教育科目の選択科目６単位以上を修得した者

⑷　２年次終了時までに，薬学総合教育科目の必修科目７単位を修得した者

⑸　２年次終了時までに，専門教育科目の必修科目の欠単位が６単位以内である者

（2015〜2021年度生）

⑴　２年次終了時までに，総合教養教育科目の必修科目４単位を修得した者

⑵　２年次終了時までに，総合教養教育科目の選択科目11単位以上を修得した者

⑶　２年次終了時までに，外国語教育科目の選択科目６単位以上を修得した者

⑷　２年次終了時までに，薬学総合教育科目の必修科目７単位を修得した者

⑸　２年次終了時までに，専門教育科目の必修科目の欠単位が６単位以内である者

（2015〜2021年度生）

学科区分 薬　　学　　科

総合教養教育科目 必修科目　　４単位
選択科目　　11単位

外 国 語 教 育 科 目 選択科目　	　６単位

専 門 教 育 科 目

①	薬学総合教育科目 必修科目　　20単位

②	物理系薬学科目 必修科目　　12単位

③	化学系薬学科目 必修科目　　12単位

④	生物系薬学科目 必修科目　　17単位

⑤	衛 生 薬 学 科 目 必修科目　　10単位

⑥	医療系薬学科目 必修科目　　31単位

⑦	臨床系薬学科目 必修科目　　19単位

⑧	実 習 科 目 必修科目　　36単位

⑨	アドバンスト科目 選択科目　　８単位

合　　　計 186単位以上

（2022〜2023年度生）

学科区分 薬　　学　　科

総合教養教育科目 必修科目　　６単位
選択科目　　９単位

外 国 語 教 育 科 目 選択科目　	　６単位

専 門 教 育 科 目

①	薬学総合教育科目 必修科目　　20単位

②	物理系薬学科目 必修科目　　12単位

③	化学系薬学科目 必修科目　　12単位

④	生物系薬学科目 必修科目　　17単位

⑤	衛 生 薬 学 科 目 必修科目　　10単位

⑥	医療系薬学科目 必修科目　　31単位

⑦	臨床系薬学科目 必修科目　　19単位

⑧	実 習 科 目 必修科目　　36単位

⑨	アドバンスト科目 選択科目　　８単位

合　　　計 186単位以上

履
修
要
項

－ 32 －



３．３年次で次に示す条件をすべて満たした者でなければ，４年次に進級することはできない。

⑴　３年次終了時において，必修科目の欠単位が６単位以内である者

⑵　２年次までの必修科目をすべて修得した者

４．４年次で次に示す条件をすべて満たした者でなければ，５年次に進級することはできない。

⑴　４年次終了までの必修科目の単位をすべて修得した者

ただし，休学または長期欠席がなく，４年次終了時に必修科目の不足が２科目４単位以内であれば，教授

会において仮進級を認めることがある。なお，仮進級生は実務実習との重複により欠単位科目の履修が出来

ず，５年次に学年が留め置かれることがある。

５．５年次で次に示す条件をすべて満たした者でなければ，６年次に進級することはできない。

⑴　	５年次終了時までに，病院・薬局実務実習科目の単位を修得した者（薬学共用試験の不合格者は5年次の

病院・薬局実務実習を履修することができないので、注意すること）

⑵　５年次終了時までに，アドバンスト科目の選択科目８単位以上を修得した者

Ⅴ　進級，卒業の判定及び留年者の取扱い

１．進級，卒業の判定は進級及び卒業判定会議で行われ，上記規定により，進級できない者及び卒業できない者

は留年となる。なお，学年途中で休学した学生の進級判定は，復学願提出後，３月の進級判定会議で行う。

２．留年者は，留めおかれた学年（前年度）の未修得科目のうち，進級及び卒業に必要な科目をすべて再履修す

ること。

３．留年者は，進級に必要な未習得科目を再履修の上，なお時間に余裕があり，かつ時間割上で可能な場合には，

科目担当教員の了解と教授会の議を経て，次年次に配当されている科目を受講することができる。当該科目を

優秀な成績で合格した場合には，翌年単位を配分している学年に進級し，当該学期に在学していた場合にのみ，

その学期が修了した段階で単位を認定する。

４．病気その他やむを得ない理由により，進級に必要な単位を修得できなかった場合については，進級判定会議

において検討し，個別に指導する。ただし，この場合は，仮進級となり，次年度に修得できない場合には留年

となることがある。

５．学力劣等により留年となった者が，同一年次に２年間在学し，なお進級又は卒業できないときや，２年次終

了までに３年間在学し，なお進級できないときは，３月の進級判定会議の議を経て就実大学学則第38条第五項

により除籍とすることがある。

Ⅵ　学修の達成目標

学生は，各教科のシラバスに記載している到達目標の内容を80％以上達成する様に努力すること。

履修要項
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2022〜2023年度生
 （別表１）　各学年における総合教養教育科目（必修）・専門教育科目の単位数及び開講科目数

科　目　分　類 必修/選択
単位数／開講科目数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次

総合教養教育科目 必修 ６／６

薬学総合教育科目 必修 ５／４ ２／２ １／１ １／１ 11／２

物理系薬学 必修 ３／２ ８／４ １／１

化学系薬学 必修 ５／３ ５／３ ２／２

生物系薬学 必修 ２／１ 10／５ ５／３

衛生薬学 必修 ４／２ ３／２ ３／２

医療系薬学 必修 ７／４ 16／８ ８／６

臨床系薬学 必修 ８／５ 11／７

実習科目 必修 ２／２ ２／２ ２／１ 20／１ 	10／１＊

アドバンスト教育科目 選択 １／１ 10／９ 10／10 ６／６

合　　　計 21／16 39／23 48／33 35／27 26／７ 21／３

＊卒業特別研究は４年次に開講し，６年次に単位認定

 （別表２）進級・卒業における必要単位数（※Ⅳ進級に必要な要件を図表化）

科　目　分　類 必修/選択
進級または卒業に必要な単位数

１→２年次 ２→３年次 ３→４年次 ４→５年次 ５→６年次 卒業時

総合教養教育科目 必修 ６以内注１ ６ ６ ６ ６ ６

総合教養教育科目 選択 ９ ９ ９ ９ ９

外国語教育科目 選択 ６ ６ ６ ６ ６

教養･外国語科目小計 21 21 21 21 21

薬学総合教育科目 必修

９以上注１

７

81注２

９ ９ 20

物理系薬学 必修

38

12 12 12

化学系薬学 必修 12 12 12

生物系薬学 必修 17 17 17

衛生薬学 必修 ０ 10 10 10

医療系薬学 必修 ０ 31 31 31

臨床系薬学 必修 ０ 19 19 19

実習科目 必修 ０ ２ ４ ６ 26 36

アドバンスト教育科目 選択 ０ ０ ０ ０ ８ ８

専門教育科目小計 ９以上 47 85 116 144 165

進級・卒業必要単位数 15 68 106 137 165 186

注１：総合教養教育科目は６単位以内，専門教育科目は９単位以上，合計15単位が必要。

注２：２年次までの必修科目をすべて修得すること。
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2015〜2021年度生
 （別表１）　各学年における総合教養教育科目（必修）・専門教育科目の単位数及び開講科目数

科　目　分　類 必修/選択
単位数／開講科目数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次

総合教養教育科目 必修 ４／４

薬学総合教育科目 必修 ５／４ ２／２ １／１ １／１ 11／２

物理系薬学 必修 ３／２ ８／４ １／１

化学系薬学 必修 ５／３ ５／３ ２／２

生物系薬学 必修 ２／１ 10／５ ５／３

衛生薬学 必修 ４／２ ３／２ ３／２

医療系薬学 必修 ７／４ 16／８ ８／６

臨床系薬学 必修 ８／５ 11／７

実習科目 必修 ２／２ ２／２ ２／１ 20／１ 	10／１＊

アドバンスト教育科目 選択 １／１ 10／９ 10／10 ６／６

合　　　計 19／14 39／23 48／33 35／27 26／７ 21／３

＊卒業特別研究は４年次に開講し，６年次に単位認定

 （別表２）進級・卒業における必要単位数（※Ⅳ進級に必要な要件を図表化）

科　目　分　類 必修/選択
進級または卒業に必要な単位数

１→２年次 ２→３年次 ３→４年次 ４→５年次 ５→６年次 卒業時

総合教養教育科目 必修 ４以内注１ ４ ４ ４ ４ ４

総合教養教育科目 選択 11 11 11 11 11

外国語教育科目 選択 ６ ６ ６ ６ ６

教養･外国語科目小計 21 21 21 21 21

薬学総合教育科目 必修

９以上注１

７

81注２

９ ９ 20

物理系薬学 必修

38

12 12 12

化学系薬学 必修 12 12 12

生物系薬学 必修 17 17 17

衛生薬学 必修 ０ 10 10 10

医療系薬学 必修 ０ 31 31 31

臨床系薬学 必修 ０ 19 19 19

実習科目 必修 ０ ２ ４ ６ 26 36

アドバンスト教育科目 選択 ０ ０ ０ ０ ８ ８

専門教育科目小計 ９以上 47 85 116 144 165

進級・卒業必要単位数 13 68 106 137 165 186

注１：総合教養教育科目は４単位以内，専門教育科目は９単位以上，合計13単位が必要。

注２：２年次までの必修科目をすべて修得すること。
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薬学部履修要項（2013・2014年度生）

授業科目の履修に関して，学則に明示されていない細目は，この履修要項に定めるところによる。

Ⅰ　授業科目の構成

１．本学薬学部において開設する科目は，次のとおりである。

⑴　総合教養教育科目

⑵　外国語教育科目

⑶　専門教育科目

２．これらの授業科目は，履修の方法により，次のように分類される。

⑴　必 修 科 目　	必ず履修しなければならない授業科目で，この必修科目のすべての単位を修得しなければ，

卒業することはできない。

⑵　選択必修科目　	原則として，全て履修しなければならない授業科目である。ただし，この科目の中から，

別項に示す進級及び卒業に必要な単位を修得しなければならない。

⑶　選 択 科 目　	各自が自由に選択し履修する授業科目である。ただし，学則に定める卒業に必要な単位数

を充足するように選択履修しなければならない。

Ⅱ　単位の計算方法

各授業科目の単位数は，次の基準により計算するものとする。

１．講義については，15時間の授業をもって１単位とする。

２．演習及び外国語については，15時間から30時間の授業をもって１単位とする。

３．実験、実習及び実技等については，30時間から45時間の授業をもって１単位とする。

４．卒業論文実習については，これに必要な学修等を考慮して，５単位とする。

Ⅲ　卒業に必要な単位数

本学薬学部を卒業するためには，学科所定の科目・単位を次表のとおり修得しなければならない。

Ⅳ　進級に必要な単位数等

１．各学年で開講する科目数と単位数を別表１に示す。上級学年へ進級するためには，各年次において，別表２

に示す必要な単位を修得しておくこと。（別表１及び２は入学年度によって異なるので注意すること。）

学科区分 薬　　学　　科

総合教養教育科目
必 修 科 目　　　４単位
選択必修科目　　　４単位
選 択 科 目　　　13単位

外国語教育科目 選 択 科 目　　　６単位

専 門 教 育 科 目
必 修 科 目　　　48単位
選択必修科目　　	107単位
選 択 科 目　　　８単位

合　　　計 190単位以上
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２．進級，卒業の判定及び留年者の取扱い

⑴　進級，卒業の判定は進級及び卒業判定会議で行われ，上記規定により，進級できない者及び卒業できない

者は留年となる。なお，学年途中で休学した学生の進級判定は，復学願提出後，３月の進級判定会議で行う。

⑵　留年者は，留め置かれた学年（前年度）の未修得科目のうち，進級及び卒業に必要な科目をすべて再履修

すること。

⑶　留年者は，時間に余裕があり，かつ時間割上で可能な場合には，前年度以前の未修得科目を再履修するこ

とができる。

⑷　留年者は，⑵，⑶の未修得科目を再履修の上，なお時間に余裕があり，かつ時間割上で可能な場合には，

科目担当教員の了解と教授会の議を経て，次年次に配当されている科目を受講することができる。当該科目

を優秀な成績で合格した場合には，翌年単位を配分している学年に進級し，当該学期に在学していた場合に

のみ，その学期が修了した段階で単位を認定する。

⑸　病気その他やむを得ない理由により，進級に必要な単位を修得できなかった場合については，進級判定会

議において検討し，個別に指導する。ただし，この場合は仮進級となり，次年度に修得できない場合には留

年となることがある。

⑹　留年となった者については，１年間の勉学状況を厳重に観察した上，進級判定会議において成業の見込み

がないと認めたときには，退学を勧告する。
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2013・2014年度生
 （別表１）各学年における総合教養教育科目と専門科目の単位数及び開講科目数

 （別表２）進級・卒業時における必要単位数

科目分類
単位数／科目数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５-６年次 卒業要件単位

総合教養教育科目　　　（必修） ３／２ １／１ ４

総合教養教育科目　（選択必修） ６／３ ４

総合教養教育科目　　　（選択） 112／58 ６／３ 13

外国語教育科目　　　　（選択） 26／26 ６

薬学導入・総合科目　　（必修） ３／２ ０／０ ２／２ １／１ ６／１ 12

薬学専門実習科目　　　（必修） ４／３ ５／４ ２／１ 25／２ 36

薬学導入・総合科目（選択必修） １／１ １／１ １／１ １／１ ３

物理系薬学　　　　（選択必修） ６／３ ７／４ 11

化学系薬学　　　　（選択必修） ４／２ ９／５ ５／３ 16

生化学系薬学　　　（選択必修） ２／１ 10／５ 10

分子生物系薬学　　（選択必修） ６／３ ４／３ ３／２ 11

衛生薬学　　　　　（選択必修） ７／５ ４／２ 10

医療系薬学１　　　（選択必修） ６／３ 10／５ ６／３ 18

医療系薬学２　　　（選択必修） 10／５ 10／５ 16

臨床系薬学　　　　（選択必修） ７／４ ７／４ 12

アドバンスト教育科目　（選択） ２／１ 21／21 ８

合　計 163／98 50／28 53／33 34／19 52／24 190

科目分類 必修/選択
進級または卒業に必要な単位数

1→2年次 2→3年次 3→4年次 4→5年次 卒業時

総合教養教育科目 必修 ３ ４ ４ ４ ４

総合教養教育科目 選択必修 ２ ４ ４ ４ ４

総合教養教育科目 選択 ９ 13 13 13 13

外国語教育科目 選択 ４ ６ ６ ６ ６

専門薬学教育科目（導入・総合・実習） 必修 ３ ７ 11 17 48

薬学導入・総合科目 選択必修 ０ １ ２ ３ ３

物理系薬学 選択必修 ４ ９ 11 11 11

化学系薬学 選択必修 ２ ９ 16 16 16

生化学系薬学 選択必修 ０ ８ 10 10 10

分子生物系薬学 選択必修 ０ ４ ８ 11 11

衛生薬学 選択必修 ０ ０ ５ 10 10

医療系薬学１ 選択必修 ０ ４ 12 18 18

医療系薬学２ 選択必修 ０ ０ ８ 16 16

臨床系薬学 選択必修 ０ ０ ５ 12 12

アドバンスト教育科目 選択 ０ ０ ０ ０ ８

合　計 27 42 46 36 39

累積単位数 27 69 115 151 190
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2013〜2023年度生
Ⅶ　履修登録
　１．履修登録上の注意事項

　⑴	　授業科目の履修は，学則第19条の規定に従って，各年次に履修すべき授業科目を考慮して計画を立てること。

　⑵	　履修登録単位数の上限は原則１年間で48単位とする。

　⑶	　一度登録した授業科目の変更は後期の追加登録及び削除以外許されないので，履修登録の際には慎重に履

修計画を立てることが必要である。

　⑷	　登録した授業科目は，途中で放棄することなく必ず履修し，試験を受けなければならない。途中で放棄し

たり，試験を受けなかった場合は不合格となる。

　⑸	　クラス指定あるいは学科指定のある授業科目は，必ず指定された時間に履修しなければならない。

　⑹	　特定の授業科目及び特定の教室を使用する授業科目（第二外国語，情報処理，書道等）については，履修

人数を制限する場合がある。

　⑺	　第１年次に配当されている授業科目は，第１年次に履修しなければならない。その他の年次においても同

様である。

　⑻	　各年次とも，下位年次に配当されている授業科目を履修することはできるが，上位年次に配当されている

授業科目を履修することはできない。ただし，留年者においては，次年次に配当されている科目の受講を認

めることがある。

　⑼	　同一時限に２科目を重複して登録受講することはできない。

　⑽	　過年度に，合格点を得た科目を再度登録することはできない。ただし，重複履修可の科目は除く。

　⑾	　前期・後期を通じて，原則48単位（１年間に履修登録できる単位数の最高限度）を超えない範囲で後期追

加登録をすることができる。なお，後期追加登録時に，後期科目の削除も認められる。

　２．登録申請並びに手続方法（履修登録スケジュール表は，入学後のガイダンスで配布します）

　学生は，後学期履修する授業科目を含め，各年次において単位を修得しようとする授業科目について，各自

登録しなければならない。授業科目の登録は，下記の要領に従って年度の当初に行うこと。この登録を怠ると，

その年度の授業及び試験を受け単位を修得することができないので十分注意すること。

　⑴	　年度始めのオリエンテーション（「履修指導」）の際，担当教員から説明を聞き，「時間割表」及び「履修

要覧」（授業科目表・履修上の注意）を参照して，各年度に履修しようとする授業科目を決定すること。

　⑵	　この全授業科目（必修，選択必修，選択，集中）はすべて履修要覧巻末にある「履修登録下書き用紙」に

記入すること。

　⑶	　指定された期間に「履修登録下書き用紙」を確認しながら，自宅もしくは情報教室のパソコンを使って履

修希望科目の申請をすること（Web履修申請）。

　⑷	　履修登録内容確認期間にCampusPlanにログインし，履修登録内容を確認すること。この期間の確認内容

が時間割確定となる。ただし，この期間に履修登録内容を変更することはできない。

　⑸　後期科目追加登録（削除）希望者は，指定された日に手続を行うこと（詳細は掲示する）。
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Ⅷ　授　　業
　１．授業時間

　　　平常の授業は，時間割表に従って次の時間で行われる。

　　　Ⅰ時限　　９：10　〜　10：40

　　　Ⅱ時限　　10：50　〜　12：20

　　　Ⅲ時限　　13：10　〜　14：40

　　　Ⅳ時限　　14：50　〜　16：20

　　　Ⅴ時限　　16：30　〜　18：00

　　　Ⅵ時限　　18：10　〜　19：40

　２．休　　講

　授業担当者がやむを得ない事情で授業を休講する場合は，事前に掲示により伝達する。休講掲示がなく，始

業時より30分以上経過しても連絡のない場合は，教務課へ申し出て指示を受けること。休講した場合は，原則

として後日補講する。

　３．臨時休講

⑴　警報発令の際の取り扱い

　午前７時に岡山県岡山市に暴風警報・暴風雪警報もしくは特別警報のいずれかが発令されている場合は臨

時に休講とする（大雨・洪水等その他の警報の場合は休講としない）。ただし，午前10時までに当該警報が

解除された場合は，Ⅲ時限から授業を実施する。

⑵　交通機関の運休の際の取り扱い

　午前７時にJR山陽本線ならびにJR赤穂線のいずれもについて「岡山」駅―「高島」駅間を含む区間に運

休の措置が取られていた場合（一部列車の運休や一時的な運転見合わせは含まない）は臨時に休講とする。

ただし，午前10時までに当該区間の運行が再開された場合は，Ⅲ時限から授業を実施する。

⑶　避難勧告・避難指示発令の際の取り扱い

　午前７時に西川原校地を含む地域に「避難指示（警戒レベル４）」または「緊急安全確保（警戒レベル５）」

が発令されていた場合（「高齢者等避難（警戒レベル３）」は含まない）は臨時に休講とする。

⑷	　上記⑴から⑶については，通常の授業だけではなく定期試験・追試験・再試験，週末や通常授業期間外に

行われる集中講義・補講等についても，全てそのまま適用する。

⑸　その他

　学長が学生の安全確保のために必要と判断した場合には，臨時に休講の措置を行うことがある。また，授

業実施に支障がないと判断した場合には臨時休講措置の解除を行うことがある。これらの場合は掲示・学内

放送・メール・ホームページ等の手段で周知する。

⑹　休講となった場合には，原則として後日補講する。

⑺　臨時休講の場合の注意

　臨時休講の措置が取られた場合は，図書館等学内施設も原則として閉鎖される。学内で行われる課外活動・

課外講座等も休止となる。

⑻　臨時休講とならない場合の注意

　臨時休講の措置が取られない場合でも，自宅周辺の状況，自分が利用する交通機関の状況等を考えて，安

全第一で無理のない行動を取ること。授業開始後の時間帯に交通機関の運休が予告されている場合などは，

帰宅困難の可能性も考えて登校するかどうかを慎重に判断すること。なお，登下校に危険や困難があると自

身で判断して欠席した場合は，指定様式の欠席届に詳しい状況を記載して授業担当者に提出することで配慮

を求めることができる。
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　４．欠　　席

　⑴	　欠席届

　授業を欠席する場合は，「欠席届」を授業科目担当者になるべく事前に届け出る。もし，事前に届けられ

なかった場合は，事後速やかに届け出ること。

　⑵	　長期欠席届

　７日以上の欠席の場合は，医師の診断書を添えて所定の用紙に記入し，教務課に届け出ること。

　この届出が受理されることにより個別に欠席届を提出する必要はなくなる。

　⑶	　公欠届

　公欠とは，その授業において欠席の取り扱いをしない措置である。出席を必要とする授業回数の母数には

算入しないこととなる。欠席を出席の扱いにする制度ではないので注意すること。

　公欠届は下記の場合に限り，所定の用紙に記入し，教務課に速やかに届け出ること。

　※ただし，補講および集中講義については，原則として公欠は認められない。

①　諸課程の単位修得のための実習期間など。

②	　「学校保健安全法」及び「同法施行規則」及び本学規定に定める感染症（次頁参照）に罹患した場合。（出

席停止期間証明書または診断書が必要。ただし第２種インフルエンザについては，これにかわりインフル

エンザ罹患報告書及び受診時の領収書が必要。）

・次頁の感染症と診断された場合には，速やかに教務課まで電話で報告すること。

・	治癒後に受診機関より「出席停止期間証明書」（本学様式）または「診断書」の交付を受け，授業公欠届（教

務課申請用）とともに届け出る。ただし第２種インフルエンザについては，受診機関からの交付は不要と

し，「インフルエンザ罹患報告書」及び「受診時の領収書」を提出すること。（必ず治癒後に届け出ること。

感染拡大を防ぐため，出席停止期間は大学に出てきてはならない）

　※「その他の感染症」以外の診断書については病名・出席停止期間の記載があるものに限る。

　※［第３種］のうち「その他の感染症」は「出席停止期間証明書」（本学様式）に限る。

　※�授業公欠届（教務課申請用）及び出席停止期間証明書・インフルエンザ罹患報告書は，履修要覧巻末の

様式をコピーするか，就実イントラネット・ホームページからダウンロードすること。

③　忌引によるもの（会葬礼状等の証明書類が必要）※忌引の適用される親族と日数

・１親等の親族（父母）の場合は連続した７日間まで（休日を含む）

・２親等の親族（祖父母・兄弟姉妹）の場合は連続した３日間まで（休日を含む）

・３親等の親族（曾祖父母・伯叔父母・甥姪）の場合は１日のみ

④　その他

　教務部長，各学部長，短大部長，各学科長などの協議の結果，やむを得ないと認められた場合。
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感染症についての出席停止期間の基準
学校保健安全法施行規則

※第２種については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
＊第３種のうち「その他の感染症」については、「出席停止期間証明書」（本学様式）に限る。（診断書は無効）

感染症の種類 出席停止期間の基準
（以下の基準に基づき、主治医が判断する）

［第１種］

エボラ出血熱

治癒するまで

クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ熱
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウ
イルスに限る）
中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイル
スに限る）
特定鳥インフルエンザ
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症および新感染症

［第２種］

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症
を除く）

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を
経過するまで

百日咳 特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性
物質製剤による治療が終了するまで

麻しん 解熱後３日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を
経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん 発疹が消えるまで
水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱（プール熱） 主な症状がなくなって２日を経過するまで

結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそ
れがないと	認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそ
れがないと	認めるまで

［第３種］

コレラ

病状により学校医その他の医師において感染のおそ
れがないと	認めるまで

細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
（学校医その他の医師において感染のおそれがあり出席停止の措置が必要
と認める感染症）＊
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Ⅸ　学籍異動
休学・退学をする場合は，事前にクラス担任または指導教員に相談すること。

休学・退学の願い出は，月日をさかのぼって願い出ることはできない。休学期間・退学日の取扱については，

教務課で説明を受けること。

　１．休学・復学

⑴	　疾病その他やむを得ない事由により３か月以上修学することのできない者は，保証人連署のうえ学長に願

い出，その許可を得て休学することができる。

　疾病による場合は，医師の診断書を添付すること。

⑵　休学中は，当該期間を含む学期の単位を修得することはできない。

⑶　休学できる期間は休学願を提出する月の翌月以降，月初めから１か月単位で，当該年度末までである。

⑷	　休学の期間は，１年を超えることができない。ただし，特別な事由がある場合は，引続き更に１年まで延

長することができる。

⑸	　休学の期間は，通算して４年を超えることができない。

⑹	　休学の期間は，学則第４条第２項の在学年限に算入しない。

⑺　休学期間中は，学納金の一部が免除される（学則第42条）。

⑻	　休学期間満了の場合又は休学期間中にその事由が消滅したときは，学長の許可を得て復学することができる。

　２．退学・再入学

⑴	　退学をしようとする者は，その事由を詳記し，保証人連署のうえ，学長に願い出，その許可を得なければ

ならない。

　	　前期末退学を希望する者は，９月30日，後期末退学を希望する者は，３月31日までに事前に担任またはゼミ

指導教員に相談をし承諾を得た上で教務課に申し出ること。

⑵	　願いにより本学を退学した者又は学則第38条第１号により除籍された者が，再入学を希望するときは選考

のうえ入学を許可することがある。

　３．転学部・転学科

　本学の他の学部に転学部または同一学部の他の学科に転学科を希望する者があるときは，選考のうえ許可す

ることがある。

　４．除　　籍

　次に該当する者は，教授会の意見を聴き，大学教育研究評議会で審議し，学長が除籍する。

⑴	　授業料その他の学納金の納付を怠り，督促してもなお納付しない者。

⑵	　学則第４条第２項に定める在学年限を超えた者。

⑶	　学則第36条第２項に定める休学期間を超えてなお修学できない者。

⑷	　死亡または長期間にわたり行方不明の者。

⑸	　学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。

　５．復　　籍

　除籍になった者が除籍通知後１年以内に未納の学納金を納付し，復籍の願い出があった場合には，大学教育

研究評議会で審議し，学長が復籍を許可することがある。

　除籍前に修得した授業科目及び単位数の全部又は一部をすでに修得したものとして認めることがある。この

認定は教授会の意見を聴き学長が行う。
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Ⅹ　試　　験

　単位を修得するためには，その授業科目を履修登録した上で，その授業を受け（予習・復習・課題などの時間

を含む），かつ本学で施行する試験に合格しなければならない。原則として授業回数の２／３以上の出席を単位

修得要件とする。出席に不正があった場合は，当該授業科目の単位を認定しないことがある。

１．試験の方法

　試験は，それぞれの授業科目に応じて筆記・口述・レポート・論文・作品の製作・実技等によって行う。

２．試験の種類

⑴　定期試験

　定期試験は，各学期において一定の期日を定めて行われる。ただし，必要に応じ，試験の日時・場所等の

調整を行うことがある。

　試験を実施する授業科目は，日時・実施方法等をあらかじめ担当教員から教務課へ連絡のあったもののみ

掲示する。

 〈授業科目の不合格発表〉

　定期試験の不合格者については，再試験対象科目のみ教務課からWebClass等に授業科目ごとに学籍番

号を掲示する。

⑵　追 試 験

　追試験は，下記に示す病気その他やむを得ない事由により定期試験を受験できなかった者に対して行う。

ただし，欠席当日を含め３日以内に教務課へ連絡すること。この場合，追試験は，原則として当該定期試験

成績報告締切日時までに行うものとする。

①　病気欠席（医師の診断書を提出のこと。ただし第２種インフルエンザについては，これにかわりインフ

ルエンザ罹患報告書及び受診時の領収書が必要。）

②　就職試験日時との重複（教務課の所定用紙にキャリア支援・開発課の証明印を押したものを提出のこと）

③　	忌引（父母は１週間以内，兄弟姉妹祖父母は３日間以内，曾祖父母，伯叔父母，甥姪は１日のみで，死

亡を証明する書類（会葬礼状等）を提出のこと）

④　その他特別な事情により，教務部長が正当と認めた場合

 （①〜③の証明書類は，欠席の連絡日から１週間以内に教務課へ提出すること。）

⑶　再 試 験

・総合教養教育科目の必修科目（「数理・データサイエンス基礎」・「情報リテラシー」・実習科目を除く）及

び選択必修科目，外国語教育科目（英語科目のみ），専門教育科目の必修科目（演習・実習科目を除く）

及び選択必修科目は再試験を実施する。ただし，卒業特別講義については別に定める。

・総合教養教育科目の選択科目は再試験を実施しない。

・演習・実習科目及び専門教育科目の選択科目については，各授業担当教員の指示に従うこと。（再試験を

受験する場合は必ず再試験手続きを行うこと）

・追試験の項目に示す病気その他やむを得ない事由（①〜④）により再試験を受験できなかった者に対して

は，再度，再試験を実施する。ただし，欠席当日を含め３日以内に教務課へ連絡すること。再試験は，原

則として再試験成績報告締切日時までに受験しなければならない。

 〈再試験手続〉

　教務課所定の用紙に必要事項を記入し，押印の上，受験手数料（１科目1,000円）を添えて本人が出願

受付期間内に教務課へ申し込むこと。

　再試験の日時は教務課よりWebClass等に掲示する。

　再試験の不合格者については，教務課よりWebClass等に授業科目ごとに学籍番号を掲示する。

履修要項
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⑷　試験結果の通知

　各試験の結果については，教務課から各学生に通知する。

３．レポートの提出

　試験にかわるレポートの提出方法は，次の通りである。ただし，専門科目におけるレポート等の提出につい

ては，担当教員の指示に従い，所定の様式で指定された場所に期日までに提出すること。

⑴　本人が担当教員から指定された場所に直接提出すること。

⑵　字数や表紙の有無などレポートの様式については，授業科目担当者の指示に従ってください。

⑶　一度提出したレポートの変更訂正は認めないので提出前に十分注意すること。

⑷　提出の締切日時は厳守すること。（事務受付時間は月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで。）

　４．試験に関する注意事項

⑴	　試験の欠席

　試験を欠席する場合は，欠席当日を含め３日以内（土・日・祝日および休業日を除く）に必ず教務課へ電

話で連絡すること。（TEL　086－271－8120）（受付時間は午前９時から午後５時まで。）

※欠席連絡がない場合は，追試験の対象とならない。連絡方法は電話に限る。

⑵	　受験資格者以外の受験の禁止

　受験資格のない者（当該科目を履修登録していない者など）は受験できない。万一間違えて受験してもそ

の成績は無効となる。

⑶	　学生証の呈示

　学生証のない者は受験できない。学生証は試験中，机上に呈示すること。

　試験当日，学生証を忘れた者は，教務課で仮学生証（当日のみ有効）の交付を受けること。

⑷	　座席の指定

　試験室では指定された席に着くこと。

　席が指定されていない場合は監督者の指示に従う。

⑸	　所持品について

　机上に置くことが出来る物は，持ち込みを許可されたものと筆記用具に限る。それ以外のものは各自の足

元に置くこと。（原則として下敷きは許可しない）

　スマートフォン・携帯電話については，電源を切りかばん等にしまうこと。

⑹　答案持ち出しの禁止

　試験室に入室した者は，必ず答案を提出すること。

　無断で持ち帰ることは許されない。

⑺　遅刻及び退出

　試験開始より20分経過後は入室できない。

　監督者が必要と認めれば，試験開始後30分を経過したのち退出することが出来る。ただし，退出後の再入

室は出来ない。

⑻	　試験終了後の入室

　試験が終了しても，回収答案の整理がすむまで試験室への入室は禁止する。

　５．試験中の不正行為（P.185参照）

　試験中，不正な行為が確認された場合，当該授業科目の試験日を含め，以後の受験を停止したうえ，これ

をWebClass等に公示する。

　不正行為をした者の当該学年における通年履修科目はすべて０点とする。半期の科目については不正行為

の行なわれた学期に履修したものを０点とする。
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Ⅺ　単位の修得及び学業成績

１．授業科目の授業を受け，かつ試験もしくはその他の方法による学習効果の判定において合格した者は，その

授業科目の課程を修了したものと認められ，所定の単位が与えられる。

２．学業成績は，100点満点とし，60点以上を合格，60点未満を不合格とする。

３．成績の評語は，以下の通りとする。

　⑴　2011年度以降入学生

　⑵　2010年度以前入学生

４．再試験による成績は，最高60点までとする。

５．合格点を得た授業科目を再度受験することは許されない。

６．成績表は各学期末に保証人あてに送付する。また，学生本人には４月の履修指導時に配付する。

GPA（Grade�Point�Average）制度について

本学では，GPA制度を導入している。GPAとは，授業ごとの成績評価（（秀），優，良，可，不可）に対応する

点数（GP：Grade	Point）を付与して，１単位あたりの平均値を算出し一定水準に到達しているかどうかを評価す

る制度のことである。

◎　GPA制度の目的

１．成績不振の学生を早期に発見し，担任制度や科目担当教員による適切な支援・指導を行う。

２．GPA評価により，自らの成績を客観的に自己評価し，学習意欲の向上を図る。

３．修得単位数だけでなく，GPA評価により個々の科目のレベルアップを図るよう喚起する。

４．GPAを目安にして，履修登録科目数の自主規制を促し，目標達成のための計画的履修を促す。

５．標語評価に加え，厳格なGPA評価により，総合的な学力の向上及び質の保証を図る。

成　　績
（評点）

評　　語
（成績証明書）

評　　語
（成績表） G　P 判　定 定　　　　　　　義

90〜100点 秀 S ４ 合　格 学修到達目標を大きく超える優秀な成果をあげ
ている。

80〜 89点 優 A ３ 合　格 学修到達目標を充分に達成している。
70〜 79点 良 B ２ 合　格 学修到達目標を概ね達成している。
60〜 69点 可 C １ 合　格 学修到達目標を最低限達成している。

 0〜 59点
－ D ０ 不合格 学修到達目標を達成していない。

再試験受験資格：有

－ E ０ 不合格 学修到達目標を達成していない。
再試験受験資格：無

成　　績
（評点）

評　　語
（成績証明書）

評　　語
（成績表） G　P 判　定 定　　　　　　　義

80〜100点 優 A 3.5 合　格 学修到達目標を充分に達成している。
70〜 79点 良 B ２ 合　格 学修到達目標を概ね達成している。
60〜 69点 可 C １ 合　格 学修到達目標を最低限達成している。

 0〜 59点
－ D ０ 不合格 学修到達目標を達成していない。

再試験受験資格：有

－ E ０ 不合格 学修到達目標を達成していない。
再試験受験資格：無

履修要項
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◎　Grade	Point（GP）は，以下の通りとする。

　（2010年度以前入学生）

　（注）E判定で不可になった場合は，再試験受験の資格がない。

◎　GPAの算出方法

GPA=
（履修登録科目で得たGP×その科目の単位数）の合計

履修登録科目の単位数の合計

対象科目については，各学部で定めるものとし，履修指導の際に説明する。

◎　GPAの利用法

　GPAは，成績証明書や成績表には記載されず，別途配付する。

　GPAによって学習状況の把握ができる。例えば，GPAが２以下の場合は，それぞれの科目で期待されてい

る達成度よりも低い状態が多いことを示しており，奮起が必要である。また，前の学期よりもGPAが下がっ

ていれば，学習上に何らかの問題がある。このように，学期毎のGPA値を見ながら，自主的かつ意欲的な履

修計画に利用できる。

　GPAは，教員による修学指導に活用する他，奨学金，表彰等の対象者の選考に利用されることがある。

　前期集中講義，一部の前期科目は後期に成績確定となるため，GPAは後期に算入される。

　各年度末に累積GPAが1.00未満の者には，学科教員が面談を行って学生の状況や修学意欲等を確認し，必要

な修学指導を行う。その際，卒業の見込みがないと判断した場合には，学科・学部で審議したうえで退学を勧

告することがある。ただし，入学初年度の学生については退学の勧告は行わない。

◎　履修中止制度

　一定期間受講し，「授業内容が思っていたものと違っていた」，「授業を理解するのに知識が不足している」

等の理由により，履修中止が認められることがある。ただし，必修科目，特定科目，集中講義科目や各学部･

学科で指定した科目は，履修中止の対象とはならない。

　履修中止の申請期間は，授業開始２週目終了前後の１週間を予定している。指示された期間内に教務課で手

続きを行うこと。その場合テキストの返品は認められない。履修中止とした科目はGPA算出の対象とならな

GPA制度による成績評価
成　　績
（評点）

評　　語
（成績証明書）

評　　語
（成績表） G　　P 判　　定

	90〜100点 秀 S ４

合　格
	80〜	 89点 優 A ３

	70〜	 79点 良 B ２

	 60〜	 69点 可 C １

	 	 0〜	 59点 － D・E ０ 不合格

GPA制度による成績評価
成　　績
（評点）

評　　語
（成績証明書）

評　　語
（成績表） G　　P 判　　定

	80〜100点 優 A ３.５

合　格	70〜	 79点 良 B ２

	 60〜	 69点 可 C １

	 	 0〜	 59点 － D・E ０ 不合格
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いが，申請手続きをせずに履修放棄した場合は，その科目は不合格（GP値は０点）となり，GPA値が下がる。

　また，履修中止した科目の単位数は，履修登録上限単位数に含まれるので，計画的な履修を心がけなければ

ならない。

※	履修中止が認められた後，履修中止の取り止めはできないので，卒業・進級・資格取得等の単位が不足しな

いよう，履修要覧を確認のうえ申請すること。

　履修中止ができる科目（卒業要件科目）

　〈薬学部〉

　　アドバンスト科目のみ

◎　成績評価への異議申立について
⑴　申立事由
　学生は次のいずれかに該当する場合に，成績の異議申立を行うことができる。
　　①　成績の誤記入等，明らかに担当教員の誤りであると思われるもの
　　②　	シラバスまたは担当教員の説明等により周知している成績評価の方法から明らかに逸脱している

と思われるもの
　　③　その他異議申立を行うにあたり合理的または客観的な根拠があると思われるもの
　　　　根拠を示さずに，その評価になった理由のみを尋ねたり成績の再考を求めたりするものは受付できない。
⑵　申立手続き
　「成績評価についての異議申立書」に必要事項を記入し，R館１階教務課（総合受付）に提出すること。
⑶　申立期間等
　・	成績の開示日から起算して７日間（休業日等受付休止日を除く）を申立期間とする。具体的な日付等は
各成績の開示ごとに掲示等で告知する。

　・	担当教員は教務課を通して速やかに書面で回答する。申立者は回答書を交付する旨の通知を受けた日か
ら起算して３日以内（休業日等を除く）に教務課で回答書を受領すること。

　・	回答を受けてさらに異議申立をする場合は，回答書受領日から起算して３日以内（休業日等を除く）に
R館１階教務課（総合受付）に新たに異議申立書を提出すること。この場合は教務委員会で対応を協議
する。

　・いずれの場合も期限を過ぎての申立には原則として応じられない。

Ⅻ　単位互換制度

　本学では，大学コンソーシアム岡山との間に単位互換協定を結んでおり，下記に示す授業科目を６年間で10単

位まで履修できる。これらの科目を修得した場合，卒業要件単位の自由選択として認定することができる。ただ

し，卒業に必要な単位数のうち定められている単位数は就実大学で開講されている科目から修得しなければなら

ない。また，これらの科目を履修する場合は，１年間に履修登録できる48単位に含めることとする。履修希望者

は，オリエンテーション期間行事表を確認し，説明会に必ず出席すること。履修申込期間を厳守のうえ，本学教

務課に申し込むこと。

　履修科目等の詳細は，「大学コンソーシアム岡山」のホームページ

https://www.consortium-okayama.jp/を参照，または教務課へたずねること。

履修要項
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ⅩⅢ　文部科学大臣が定める学修による単位認定

　本学に入学以前又は以後に，下表に示した検定試験等で一定の成績を修めた者に対し，申請に基づいて上限４

単位まで認定を行う。この単位は，年間履修登録単位数の上限48単位の枠外とし，卒業要件単位として教務委員

会が認定する。

認定単位数
試験の種類 ２　単　位 ４　単　位

実用英語技能検定試験（英検） 準１級 １級

TOEFL		PBT
TOEFL		CBT
TOEFL		iBT

520〜599点
190〜249点
	 68〜	 99点

600〜677点
250〜300点
100〜120点

TOEIC®	Listening	&	Reading 620〜859点 860〜990点

単位認定申請書　提出締切：（前期）４月の履修登録期間

　　　　　　　　　　　　  （後期）９月の後期追加登録期間

※検定試験合格に基づく英語科目の認定については，English		ReadingⅠ・Ⅱ，English		CompositionⅠ・Ⅱのうち，

いずれか上限４単位までとする。

※合格証明書又は成績証明書を添付のこと

提出先：教務課

ⅩⅣ　海外研修制度

１．海外語学研修

　本学が企画する海外語学研修は，次のとおりである。（薬学部においては単位は認定されないが，参加は可能）

　研修先および期間については，掲示・ＨＰ・募集要項等をよく確認すること。（国際情勢に応じて変更する

ことがある）

研修先：⑴　アイルランド　ダブリンシティ大学	 （約３週間）

　　　　⑵　オーストラリア　アデレード大学	 （約３週間）

　　　　⑶　韓国　祥明大学校	 （約２週間）

研修日程：最新年度の海外研修募集要項を確認すること。

参加資格：①通常の学生生活を送るのに支障のない健康状態であること

　　　　　②授業出席率は80％以上であること

手 続 き：	科目としての履修登録は行わず，「海外研修申込書」を国際交流課に提出すること（申込書類は国

際交流課まで）。

　　　　　提出期日については，掲示・ＨＰ・募集要項等をよく確認すること。

２．薬学海外研修（専門教育科目【アドバンスト科目】）

　研修先および期間については，掲示・ＨＰ・募集要項等ををよく確認すること。

参加資格：通常の学生生活を送るのに支障のない健康状態であること。
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ⅩⅤ　ナンバリングについて

〇科目ナンバリングとは

「授業科目に適切な番号を付し分類することで，学修の段階や順序等を表し，教育課程の体系性を明示する仕組み」

であり，授業科目の分類の意味を持つ。履修計画を立てる際に，科目ナンバーを参照することで教育課程全体の中

の授業科目の位置づけや分類を把握し，適切な科目を選択することができるようになる。とりわけ他学部の授業科

目の履修を希望する場合は，他学部の教育課程の体系性を理解することが容易となり，履修計画を立案するうえで

参考となる。科目ナンバリングは，シラバスに掲載する。時間割にある「コード」とは異なるため注意すること。

＊ナンバリングが付記された授業科目一覧は，WebClassの「学生さんへのお知らせコース」から確認すること。

〇科目ナンバリングの構造

Ｇ１０ ＦＹ ０５ 1

主催・分野区分コード
（アルファベット１桁+数字２桁）

分野・科目群区分コード
（アルファベット２桁）

科目コード
（数字２桁）

レベル（グレード）コード
（数字１桁）

G10 総合教養教育科目 FY 初年次教育 01〜99 0 入学前に身に付ける

HU 人文科学 1 基礎・入門・導入的

SW 社会科学 2 発展的・応用的

NS 自然科学 3 実践的・専門的に高度な内容

HH 健康･スポーツ 4 卒業論文・卒業研究関連

IP 情報 9 レベル分けに適さない科目

LG 語学･グローバル

ID 学際

OT 技能･導入

G11 外国語教育科目 EN 英語

GE ドイツ語

FR フランス語

CH 中国語

HA ハングル

NI 日本語

P19 薬学科専門教育学科 CE 薬学総合教育科目

Ph 物理系薬学

Ch 化学系薬学

Bi 生物系薬学

Hy 衛生薬学

Me 医療系薬学

Cl 臨床系薬学

PP 薬学実習

ⅩⅥ　クラス担任

学　　年 ク　　　ラ　　　ス　　　担　　　任

１〜６年 １年次のオリエンテーション時にクラス担任表を配付する。１年次のクラス担任は，
３年次まで継続する。また，４〜６年次の担任は，４年次進級時に決定する。

履修要項

履
修
要
項

－ 51 －



ⅩⅤⅡ　（2015〜2023年度生）卒業特別研究，実務実習及び共用試験

１．卒業特別研究学生の配属

　４年次へ進級した者は，特定の研究室へ配属され，担当教員の指導により４〜６年次に卒業特別研究を行う。

その配属は，学生の希望をもとにして決定する。

２．実務実習（病院実習及び薬局実習）

　５年次に，病院実習及び薬局実習をそれぞれ少人数のグループに分かれて行う。実習先及び実習時期は，学

生の希望及び居住地をもとに決定する。

３．共用試験

　実務実習を受けるためには，必要な一定の知識が備わっているかを評価するコンピュータ支援基礎学力試験

（CBT）及び技能や態度が備わっているかを評価する客観的臨床能力試験（OSCE）の共用試験に合格しなけ

ればならない。

　薬学教育が６年制に延長されたことに伴い，薬学生は卒業前の実務実習において，薬剤師の指導・監督の下

に，薬剤師としての実践能力を十分に修得しておくことが求められた。しかし，「薬剤師でない者は，販売又

は授与の目的で調剤してはならない」と規定した薬剤師法第19条に基づけば，薬剤師資格を有さない薬学生が

調剤行為をすることは法律に違反する可能性が生じる。この違法性を阻却するために，全国薬科大学長・薬学

部長会議のもとに設置された薬学共用試験センターが，大学間格差のない参加型実習を行う予定の薬学生を対

象に，必要な知識，技能及び態度を確認する共用試験を実施する。その方法は，主として知識を評価する

CBT（Computer-based	Testing）と，主として技能と態度を評価するOSCE（Objective	Stuctured	Clinical	

Examination）に分けられる。この両試験において合格した薬学生は，共用試験合格者として，病院や薬局で

実習を行う水準にあることが保証される。

　CBT：知識及び問題解決能力を評価する客観試験

　CBTはコンピューターを用いた試験であり，薬学生の知識を評価するために，多肢選択試験形式で，ディ

スプレイ上の選択問題を順次，解答していくものである。薬学教育モデル・コアカリキュラムと実務実習モデ

ル・コアカリキュラムに基づき，広範にわたる内容から310問が出題される。

　OSCE：技能・態度を評価する客観的臨床能力試験

　OSCEは，学習者の基本的な臨床技能及び態度を客観的に評価するために開発された評価方法であり，「実

地試験」，「シミュレーションテスト」に相当する。OSCEでは「ステーション」と呼ばれるいくつかの試験会

場が用意され，各ステーションで個別の領域における臨床能力を評価するための課題が出される。受験者は合

図に従って各ステーションを順に巡り，課題表に示された項目を定められた時間内に実施する。

ⅩⅤⅢ　（〜2014年度生）卒業論文実習，実務実習及び共用試験

１．卒業論文実習学生の配属

　４年次へ進級した者は，特定の研究室へ配属され，担当教員の指導により４〜６年次に卒業論文実習を行う。

その配属は，学生の希望をもとにして決定する。ただし，４年次へ進級した時点に配属される研究室は仮の所

属とし，５年次へ進級した時点で正式に配属が確定する。なお，４年次の仮進級学生が留年した場合は，仮の

配属は取り消され，無効となる。

２．実務実習（病院実習及び薬局実習）

　５年次に，病院実習及び薬局実習をそれぞれ少人数のグループに分かれて行う。実習先及び実習時期は，学

生の希望及び居住地をもとに決定する。
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３．共用試験

　実務実習を受けるためには，必要な一定の知識が備わっているかを評価するコンピュータ支援基礎学力試験

（CBT）及び技能や態度が備わっているかを評価する客観的臨床能力試験（OSCE）の共用試験に合格しなけ

ればならない。

　薬学教育が６年制に延長されたことに伴い，薬学生は卒業前の実務実習において，薬剤師の指導・監督の下

に，薬剤師としての実践能力を十分に修得しておくことが求められた。しかし，「薬剤師でない者は，販売又

は授与の目的で調剤してはならない」と規定した薬剤師法第19条に基づけば，薬剤師資格を有さない薬学生が

調剤行為をすることは法律に違反する可能性が生じる。この違法性を阻却するために，全国薬科大学長・薬学

部長会議のもとに設置された薬学共用試験センターが，大学間格差のない参加型実習を行う予定の薬学生を対

象に，必要な知識，技能及び態度を確認する共用試験を実施する。その方法は，主として知識を評価する

CBT（Computer-based	Testing）と，主として技能と態度を評価するOSCE（Objective	Stuctured	Clinical	

Examination）に分けられる。この両試験において合格した薬学生は，共用試験合格者として，病院や薬局で

実習を行う水準にあることが保証される。

　CBT：知識及び問題解決能力を評価する客観試験

　CBTはコンピューターを用いた試験であり，薬学生の知識を評価するために，多肢選択試験形式で，ディ

スプレイ上の選択問題を順次，解答していくものである。薬学教育モデル・コアカリキュラムと実務実習モデ

ル・コアカリキュラムに基づき，広範にわたる内容から310問が出題される。

　OSCE：技能・態度を評価する客観的臨床能力試験

　OSCEは，学習者の基本的な臨床技能及び態度を客観的に評価するために開発された評価方法であり，「実

地試験」，「シミュレーションテスト」に相当する。OSCEでは「ステーション」と呼ばれるいくつかの試験会

場が用意され，各ステーションで個別の領域における臨床能力を評価するための課題が出される。受験者は合

図に従って各ステーションを順に巡り，課題表に示された項目を定められた時間内に実施する。

履修要項

履
修
要
項
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Ⅰ　総合教養教育科目,外国語教育科目

　⑴　総合教養教育科目（2023年度生）

授業科目及び履修方法（2015〜2023年度生）

授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

初
年
次
教
育
科
目

スタートアップ就実 選 2 ○ 講義 １年次　必履修

数理・データサイエンス基礎 必 1 ● 講義

情報リテラシー 必 1 ● 講義

人　

文　

科　

学　

系　

科　

目

自然地理学 選 2 ○ 講義

人類学の世界と歴史 選 2 ○ 講義

アジアの民族誌 選 2 ○ 講義

心理学１ 選 2 ○ 講義

心理学２ 選 2 ○ 講義

現代の哲学と思想 選 2 ○ 講義

現代の倫理 選 2 ○ 講義

日本文化論１ 選 2 ○ 講義

日本文化論２ 選 2 ○ 講義

女性の生活と歴史 選 2 ○ 講義

現代の女性環境 選 2 ○ 講義

漢詩文の表現と心 選 2 ○ 講義

漢詩文の表現と思想 選 2 ○ 講義

ポピュラー音楽の歴史 選 2 ○ 講義

世界の文学 選 2 講義

２０世紀史 選 2 講義

ことばの科学 選 2 ○ 講義
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授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

社　

会　

科　

学　

系　

科　

目

キャリアデザイン論 選 2 ○ 講義

人権の現代的課題ａ 選 2 ○ 講義

法学 選 2 ○ 講義

日本国憲法ａ 選 2 ○ 講義

社会学の世界と歴史 選 2 ○ 講義

社会学概論A 選 2 ○ 講義

社会学概論B 選 2 ○ 講義

基礎経営論 選 2 ○ 講義

基礎経済学 選 2 ○ 講義

経済学概論 選 2 ○ 講義

労働と社会 選 2 ○ 講義

政治学概論 選 2 ○ 講義

現代教育の諸問題 選 2 ○ 講義

自　

然　

科　

学　

系　

科　

目

健康と衛生 選 2 ○ 講義

健康と栄養 選 2 ○ 講義

環境と地球 選 2 ○ 講義

環境と生命 選 2 ○ 講義

化学の世界と歴史 選 2 ○ 講義

現代生活と化学 選 2 ○ 講義

からだの構造と機能 選 2 ○ 講義

からだの化学と生物学 選 2 ○ 講義

生命機能のプログラム 選 2 ○ 講義

地球と宇宙のサイエンス 選 2 ○ 講義

日本伝統の折紙の科学 選 2 ○ 講義

リメディアルサイエンス 選 1 ○ 演習

基礎数学演習 必 1 ● 演習

基礎物理学演習 必 1 ● 演習

基礎化学演習 必 1 ● 演習

基礎生物学演習 必 1 ● 演習

教
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授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
科
目

身体運動と健康の科学 選 2 ○ 講義

健康・スポーツと社会 選 2 ○ 講義

スポーツ１h・i 選 1 ○ 演習

スポーツ２ 選 1 演習 （人文クラス指定）

スポーツ３ 選 1 ○ 演習

スポーツ４ 選 1 ○ 演習

こころの健康科学 選 2 ○ 講義

現代人とこころの障害 選 2 ○ 講義

情
報
科
目

プログラミング入門 選 1 ○ 講義

情報と社会 選 2 ○ 講義

語
学
・
グ
ロ
ー

バ
ル
科
目

アジアの世界と文化 選 2 ○ 講義

欧米の世界と文化 選 2 ○ 講義

学
際
領
域

科　
　

目

コラボレーション学修１ 選 2 ○ 講義

コラボレーション学修２ 選 2 ○ 講義

導
入
科
目
・
技
能
科
目
・
そ
の
他

茶道１ 選 1 ○ 演習

茶道２ 選 1 ○ 演習

日本事情１ 選 2 ○ 講義

外国人留学生・
帰国子女適用

日本事情２ 選 2 ○ 講義

日本事情３ 選 2 ○ 講義

日本事情４ 選 2 ○ 講義

（注１）初年次教育科目の必修科目２単位，自然科学系の必修科目４単位，初年次教育，人文科学系，社会科学系，自然科学系，
健康・スポーツ，情報，語学・グローバル科目，学際領域，導入・技能・その他の選択科目の中から９単位以上を履修
すること。

（注２）進級の要件となる単位数は34頁で確認すること。
（注３）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注４）●：必修科目，○：選択科目

教
　
養

授業科目及び履修方法

－ 57 －



＜就実大学教養教育の目標＞
　教養教育のカリキュラムポリシー
　教養教育は，グローバル社会で活躍できるように学問の裾野を広げ，様々な角度から物事を見ることのできる
能力，自主的，総合的に考え適確に判断する論理的思考力と問題解決力ならびに豊かな人間性を養い，自分の知
識や人生を社会との関係で位置付けることのできる人材を育てることを目的とする。
教養教育のラーニングアウトカムズ（学習成果）
⑴　知識・理解
　①異文化とその多様性に関する知識を身につけ，深く理解することができる。（異文化・多文化への理解）
　②	人間の身体と心，人間の文化，社会と自然に関する知識，それらを横断した学際的な知識と視点を身につけ，
現実的な諸課題の解決や自らの生活及び文化創造に生かすことができる。（幅広い教養的知識）

⑵　汎用的技能
　③日本語と特定の外国語を用いて，基礎的なコミュニケーションができる。（コミュニケーション・スキル）
　④	情報通信技術（ICT）に関する確かな知識と技能を身につけ，適切な行動を選択できるとともに，学修や社
会生活，文化創造に生かすことができる。（情報リテラシー）

　⑤論理的・批判的な思考力を身につけ，情報や知識を複眼的に分析し表現できる。（論理的思考力）
　⑥	問題を発見し，必要な情報を収集・分析・整理する力と柔軟な発想力をもって，問題への解決策を構想・創
造することができる。（問題解決力）

⑶　態度・志向性
　⑦自らを律して行動できる。（自己管理力）
　⑧他者と協力して仕事を進める意欲・態度を養う。（チームワーク，リーダーシップ）
　⑨高い倫理観を持ち，自己の良心と社会の規範やルールに従って行動できる。（倫理観）
　⑩	社会人としての責務を理解し，現実的な諸課題に主体的に取り組む姿勢を身につけ，社会の発展のために積
極的に関与できる。（市民としての社会的責任）

　⑪自らの洞察を深め，生涯にわたって自己研鑽に努める態度を身につける。（生涯学習力）

総合教養教育科目カリキュラムマップ（2023年度）

分　
　

類

科 
目 
群

授　　業　　科　　目

教　養　教　育　の　目　標

知識・理解 汎用的技能 態度・志向性

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

総　

合　

教　

養　

教　

育　

科　

目

初
年
次
教
育
科
目

スタートアップ就実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

数理・データサイエンス基礎 ○ ○ ○ ○ ○

情報リテラシー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

人　

文　

科　

学　

系　

科　

目

自然地理学 ○ ○ ○

人類学の世界と歴史 ○ ○ ○ ○ ○

アジアの民族誌 ○ ○ ○ ○ ○

心理学１ ○ ○

心理学２ ○ ○

現代の哲学と思想 ○ ◯ ◯ ○

現代の倫理 ○ ◯ ◯ ○

日本文化論１ ○ ○ ○ ○ ○

教
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分　
　

類

科 

目 

群
授　　業　　科　　目

教　養　教　育　の　目　標

知識・理解 汎用的技能 態度・志向性

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

総　
　
　
　

合　
　
　
　

教　
　
　
　
　

養　
　
　
　

教　
　
　
　

育　
　
　
　

科　
　
　
　

目

人　

文　

科　

学　

系　

科　

目

日本文化論２ ○ ○ ○ ○ ○

女性の生活と歴史 ○

現代の女性環境 ○ ○ ○ ○ ○

漢詩文の表現と心 ○ ○

漢詩文の表現と思想 ○ ○

ポピュラー音楽の歴史 ○ ○ ○ 〇

世界の文学 ○ ○ ○ ○

20世紀史 ○ ○ ○ ○

ことばの科学 ○ ○ ○ ○ ○

社　

会　

科　

学　

系　

科　

目

キャリアデザイン論 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

人権の現代的課題 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

法学 ○ ○ ○ ○ ○

日本国憲法 ○ ○ ○ ○

社会学の世界と歴史 ○ ○ ○ ○

社会学概論A（ジェンダーと社会） ○ ○ ○ ○

社会学概論B（医療と社会） ○ ○ ○ ○

基礎経営論 ○ ○ ○ ○

基礎経済学 ○ ○ ○ ○

経済学概論 ○ ○ ○ ○

労働と社会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

政治学概論 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

現代教育の諸問題 ○ ○ ○ ○ ○ ○

自 

然 

科 

学 

系 

科 

目

健康と衛生 ○ ○ ○ ○

健康と栄養 ○ ○ ○ ○

環境と地球 ○ ○

環境と生命 ○ ○

化学の世界と歴史 ○ ○

現代生活と化学 ○ ○ ○

教
　
養

授業科目及び履修方法

－ 59 －



分　
　

類

科 

目 

群
授　　業　　科　　目

教　養　教　育　の　目　標

知識・理解 汎用的技能 態度・志向性

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

総　
　
　
　

合　
　
　
　

教　
　
　
　
　

養　
　
　
　

教　
　
　
　

育　
　
　
　

科　
　
　
　

目

自 

然 

科 

学 

系 

科 

目

からだの構造と機能 ○ ○

からだの化学と生物学 ○ ○

生命機能のプログラム（〜命と病〜） ○ ○

地球と宇宙のサイエンス ○ ○ ○ ○

日本伝統の折紙の科学 ○ ○ ○

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
科
目

身体運動と健康の科学 ○ ○ ○ ○ ○

健康・スポーツと社会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

スポーツ１ ○ ○ ○ ○ ○

スポーツ２ ○ ○ ○ ○ ○

スポーツ３ ○ ○ ○ ○ ○

スポーツ４ ○ ○ ○ ○ ○

こころの健康科学 ○ ○

現代人とこころの障害 ○ ○ ○ ○

情
報
科
目

プログラミング入門 ○ ○ ○

情報と社会 ○ ○ ○ ○ ○
語

学

・

グ
ロ
ー
バ
ル
科
目

アジアの世界と文化 ○ ○ ○ ○ ○

欧米の世界と文化 ○ ○ ○ ○ ○

学
際
領
域

科　
　

目

コラボレーション学修１（いのちとは？） ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○

コラボレーション学修２（日常での数を考える） ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○

そ　
　
　
　
　

の　
　
　
　
　

他

茶道	１，２ ○ ○

日本事情１〜4 ○ ○ 〇

リメディアルサイエンス ○ ○ ○

基礎数学演習 ○ ○ ○ ○ ○

基礎物理学演習 ○ ○ ○

基礎生物学演習 ○ ○

基礎化学演習 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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　⑴　総合教養教育科目（2022年度生）

授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

初
年
次
教
育
科
目

スタートアップ就実 選 2 ○ 講義 １年次　必履修

数理・データサイエンス基礎 必 1 ● 講義

情報リテラシー 必 1 ● 講義

人　

文　

科　

学　

系　

科　

目

現代都市の魅力診断 選 2 講義 人文科学系科目・社会科学系科
目から４単位以上履修すること

自然地理学 選 2 ○ 講義

人類学の世界と歴史 選 2 ○ 講義

アジアの民族誌 選 2 ○ 講義

心理学１ 選 2 ○ 講義

心理学２ 選 2 ○ 講義

現代の哲学と思想 選 2 ○ 講義

現代の倫理 選 2 ○ 講義

日本文化論１ 選 2 ○ 講義

日本文化論２ 選 2 ○ 講義

女性の生活と歴史 選 2 ○ 講義

現代の女性環境 選 2 ○ 講義

漢詩文の表現と心 選 2 ○ 講義

漢詩文の表現と思想 選 2 ○ 講義

ポピュラー音楽の歴史 選 2 ○ 講義

世界の文学 選 2 講義

２０世紀史 選 2 講義

ことばの科学 選 2 ○ 講義
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授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

社　

会　

科　

学　

系　

科　

目

キャリアデザイン論 選 2 ○ 講義

人権の現代的課題ａ 選 2 ○ 講義

法学 選 2 ○ 講義

日本国憲法ａ 選 2 ○ 講義

社会学の世界と歴史 選 2 ○ 講義

社会学概論A 選 2 ○ 講義

社会学概論B 選 2 ○ 講義

基礎経営論 選 2 ○ 講義

基礎経済学 選 2 ○ 講義

経済学概論 選 2 ○ 講義

労働と社会 選 2 ○ 講義

政治学概論 選 2 ○ 講義

現代教育の諸問題 選 2 ○ 講義

自　

然　

科　

学　

系　

科　

目

健康と衛生 選 2 ○ 講義

健康と栄養 選 2 ○ 講義

環境と地球 選 2 ○ 講義

環境と生命 選 2 ○ 講義

化学の世界と歴史 選 2 ○ 講義

現代生活と化学 選 2 ○ 講義

からだの構造と機能 選 2 ○ 講義

からだの化学と生物学 選 2 ○ 講義

生命機能のプログラム 選 2 ○ 講義

地球と宇宙のサイエンス 選 2 ○ 講義

日本伝統の折紙の科学 選 2 ○ 講義

リメディアルサイエンス 選 1 ○ 演習

基礎数学演習 必 1 ● 演習

基礎物理学演習 必 1 ● 演習

基礎化学演習 必 1 ● 演習

基礎生物学演習 必 1 ● 演習
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授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
科
目

身体運動と健康の科学 選 2 ○ 講義 健康・スポーツ科目から１単
位以上履修すること

健康・スポーツと社会 選 2 ○ 講義

スポーツ１h・i 選 1 ○ 演習

スポーツ２ 選 1 演習 （人文クラス指定）

スポーツ３ 選 1 ○ 演習

スポーツ４ 選 1 ○ 演習

こころの健康科学 選 2 ○ 講義

現代人とこころの障害 選 2 ○ 講義

情
報
科
目

プログラミング入門 選 1 ○ 講義

情報と社会 選 2 ○ 講義

語
学
・
グ
ロ
ー

バ
ル
科
目

アジアの世界と文化 選 2 ○ 講義

欧米の世界と文化 選 2 ○ 講義

学
際
領
域

科　
　

目

コラボレーション学修１ 選 2 ○ 講義

コラボレーション学修２ 選 2 ○ 講義

導
入
科
目
・
技
能
科
目
・
そ
の
他

茶道１ 選 1 ○ 演習

茶道２ 選 1 ○ 演習

日本事情１ 選 2 ○ 講義

外国人留学生・
帰国子女適用

日本事情２ 選 2 ○ 講義

日本事情３ 選 2 ○ 講義

日本事情４ 選 2 ○ 講義

（注１）初年次教育科目の必修科目２単位，自然科学系の必修科目４単位，初年次教育，人文科学系，社会科学系，自然科学系，
健康・スポーツ，情報，語学・グローバル科目，学際領域，導入・技能・その他の選択科目の中から９単位以上（人文
科学系・社会科学系４単位，健康・スポーツ１単位を含む）を履修すること。

（注２）進級の要件となる単位数は34頁で確認すること。
（注３）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注４）●：必修科目，○：選択科目
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　⑴　総合教養教育科目（2018〜2021年度生）

授　業　科　目
〜2017年度生
科目名

必
／
選

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

初 

年 

次

教
育
科
目

スタートアップ就実 選 2 ○ 講義 1年次　必履修

人　

文　

科　

学　

系　

科　

目

現代都市の魅力診断 選 2 講義 人文科学系科目・社会科
学系科目から４単位以上
履修すること自然地理学 選 2 ○ 講義

人類学の世界と歴史 選 2 ○ 講義

アジアの民族誌 選 2 ○ 講義

心理学１ 選 2 ○ 講義

心理学２ 選 2 ○ 講義

現代の哲学と思想 選 2 ○ 講義

現代の倫理 現代人の倫理と価値観 選 2 ○ 講義

日本文化論１ 選 2 ○ 講義

日本文化論２ 選 2 ○ 講義

女性の生活と歴史 選 2 ○ 講義

現代の女性環境 選 2 ○ 講義

漢詩文の表現と心 選 2 ○ 講義

漢詩文の表現と思想 選 2 ○ 講義

ポピュラー音楽の歴史 選 2 ○ 講義

世界の文学 選 2 講義

２０世紀史 選 2 講義

ことばの科学 選 2 ○ 講義

社　

会　

科　

学　

系　

科　

目

キャリアデザイン論 選 2 ○ 講義

人権の現代的課題ａ 選 2 ○ 講義

法学 選 2 ○ 講義

日本国憲法ａ 選 2 ○ 講義

社会学の世界と歴史 選 2 ○ 講義

社会学概論A 選 2 ○ 講義

社会学概論B 選 2 ○ 講義

基礎経営論 選 2 ○ 講義

基礎経済学 選 2 ○ 講義

経済学概論 選 2 ○ 講義

労働と社会 選 2 ○ 講義

政治学概論 選 2 ○ 講義

現代教育の諸問題 選 2 ○ 講義
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授　業　科　目
〜2017年度生
科目名

必
／
選

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

自　

然　

科　

学　

系　

科　

目

健康と衛生 健康と食品 選 2 ○ 講義

健康と栄養 選 2 ○ 講義

環境と地球 化学と環境問題 選 2 ○ 講義

環境と生命 病気と環境 選 2 ○ 講義

化学の世界と歴史 選 2 ○ 講義

現代生活と化学 生命と生活の化学 選 2 ○ 講義

からだの構造と機能 人体の構造と機能 選 2 ○ 講義

からだの化学と生物学 いきものと物質 選 2 ○ 講義

生命機能のプログラム 選 2 ○ 講義

地球と宇宙のサイエンス 選 2 ○ 講義

日本伝統の折紙の科学 選 2 ○ 講義

リメディアルサイエンス 選 1 ○ 演習

基礎数学演習 必 1 ● 演習

基礎物理学演習 必 1 ● 演習

基礎化学演習 必 1 ● 演習

基礎生物学演習 必 1 ● 演習

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
科
目

身体運動と健康の科学 スポーツと健康 選 2 ○ 講義 健康・スポーツ科目か
ら１単位以上履修する
こと健康・スポーツと社会 スポーツと社会 選 2 ○ 講義

スポーツ１h・i 選 1 ○ 演習

スポーツ２ 選 1 演習 （人文クラス指定）

スポーツ３ 選 1 ○ 演習

スポーツ４ 選 1 ○ 演習

こころの健康科学 選 2 ○ 講義

現代人とこころの障害 選 2 ○ 講義

情
報
科
目

情報と社会 選 2 ○ 講義

情報リテラシー 選 1 演習

語
学
・
グ
ロ
ー

バ
ル
科
目

アジアの世界と文化 選 2 ○ 講義

欧米の世界と文化 選 2 ○ 講義
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授　業　科　目
〜2017年度生
科目名

必
／
選

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

学
際
領
域

科　
　

目

コラボレーション学修１ 選 2 ○ 講義

コラボレーション学修２ 生活に役立つ統計 選 2 ○ 講義

導
入
科
目
・
技
能
科
目
・
そ
の
他

茶道１ 選 1 ○ 演習

茶道２ 選 1 ○ 演習

日本事情１ 選 2 ○ 講義

外国人留学生・
帰国子女適用

日本事情２ 選 2 ○ 講義

日本事情３ 選 2 ○ 講義

日本事情４ 選 2 ○ 講義

（注１）自然科学系の必修科目４単位，初年次教育，人文科学系，社会科学系，自然科学系，健康・スポーツ，情報，語学・グロー
バル科目，学際領域，導入・技能・その他の選択科目の中から11単位以上（人文科学系・社会科学系４単位，健康・スポー
ツ１単位を含む）を履修すること。（情報リテラシーのクラス分けは別途掲示する。）

（注２）進級の要件となる単位数は35頁で確認すること。
（注３）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注４）●：必修科目，○：選択科目

教
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　⑴　総合教養教育科目（2016・2017年度生）

授　業　科　目
2018年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態

備　　考前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

人　
　
　
　
　
　

文　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

社　
　
　
　
　
　

会　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　

学

文 章 表 現 e 2 ○ 講義 人文・社会科学から
４単位以上履修する
こと口 頭 表 現 e 2 ○ 講義

学 生 生 活 概 論 2 ○ 講義

こころの健康科学 2 ○ 講義

現代人とこころの障害 2 ○ 講義

漢詩文の表現と心 2 ○ 講義

漢詩文の表現と思想 2 ○ 講義

茶 道 １ 1 ○ 演習

茶 道 ２ 1 ○ 演習

日 本 文 化 論 １ 2 ○ 講義

日 本 文 化 論 ２ 2 ○ 講義

ポピュラー音楽の歴史 2 ◯ 講義

現代の哲学と思想 2 ◯ 講義

人類学の世界と歴史 2 ○ 講義

ア ジ ア の 民 族 誌 2 ○ 講義

地理学の世界と歴史 2 ○ 講義

心理学１（心理学の世界と歴史（〜12）） 2 ○ 講義

心理学２（現代人のこころと行動（〜12）） 2 ○ 講義

発 　   想 　   学 2 ◯ 講義

現代人の倫理と価値観 現代の倫理 2 ○ 講義

女性の生活と歴史 2 ○ 講義

現 代 の 女 性 環 境 2 ○ 講義

人権の現代的課題 a 2 ○ 講義

法学（社会生活と法（〜12）） 2 ○ 講義

日 本 国 憲 法 a 2 ○ 講義

社会学の世界と歴史 2 ○ 講義

社会学概論Ａ（＝現代社会の諸問題） 2 ○ 講義

社会学概論B（＝医療と社会題（〜12）） 2 ○ 講義

基礎経済学（経済と生活（〜12）） 2 ○ 講義

経済学概論（現代経済論（〜12）） 2 ○ 講義

基 礎 経 営 論 2 ◯ 講義
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授　業　科　目
2018年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態

備　　考前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

人　

文　

・　

社　

会　

科　

学

基 礎 会 計 学 2 ◯ 講義

基礎マーケティング論 2 ◯ 講義

金融システムと生活
－グローバルな視点から世界を見る－（14〜） 2 ◯ 講義

生活に役立つ統計 コラボレーション学修２ 2 ◯ 講義

マ ス メ デ ィ ア 論 2 ◯ 講義

社 会 生 活 と 儀 礼 2 講義

現代都市の魅力診断 2 講義

自 然 地 理 学 2 ○ 講義

自　
　
　
　
　
　
　

然　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　

学

健 康 と 食 品 健康と衛生 2 ○ 講義

健 康 と 栄 養 2 ○ 講義

化学の世界と歴史 2 ○ 講義

化 学 と 環 境 問 題 環境と地球 2 ○ 講義

生 命 と 自 然 環 境 2 ○ 講義

人体の構造と機能 からだの構造と機能 2 ○ 講義

生命機能のプログラム 2 ○ 講義

生命と生活の化学 現代生活と化学 2 ○ 講義

病 気 と 環 境 環境と生命 2 ○ 講義

い き も の と 物 質 からだの化学と生物学 2 ○ 講義

く す り と 社 会 2 ○ 講義

情 報 と 社 会 2 ○ 講義

情 報 リ テ ラ シ ー 1 演習

リメディアルサイエンス 1 ○ 演習

基 礎 数 学 演 習 1 ● 演習

基 礎 物 理 学 演 習 1 ● 演習

基 礎 生 物 学 演 習 1 ● 演習

基 礎 化 学 演 習 1 ● 演習

ス　
　

ポ　
　

ー　
　

ツ

ス ポ ー ツ と 健 康 身体運動と健康の科学 2 ○ 講義 スポーツから１単
位以上履修するこ
と

ス ポ ー ツ と 社 会 健康・スポーツと社会 2 ○ 講義

ス ポ ー ツ １ h･i 1 ○ 演習

ス ポ ー ツ ２ 1 演習 （人文クラス指定）

ス ポ ー ツ ３ 1 ○ 演習

ス ポ ー ツ ４ 1 ○ 演習

日 本 事 情 １ 2 ○ 講義

外国人留学生
帰国子女適用

日 本 事 情 ２ 2 ○ 講義

日 本 事 情 ３ 2 ○ 講義

日 本 事 情 ４ 2 ○ 講義

キャリアデザイン論 A 2 ○ 講義

キャリアデザイン論 B 2 ○ 講義

キャリアデザイン論 C 2 ○ 講義

（注１）自然科学の必修科目４単位，人文･社会科学，スポーツ，自然科学の選択科目の中から11単位以上（人文･社会科学４単位，
スポーツ１単位を含む）を履習すること。（情報リテラシーのクラス分けは別途掲示する。）

（注２）	進級の要件となる単位数は35頁で確認すること。
（注３）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注４）●：必修科目，○：選択科目
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⑴　総合教養教育科目（2015年度生）

授　業　科　目
2018年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態

備　　考前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

人　
　
　
　
　
　

文　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

社　
　
　
　
　
　

会　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　

学

文 章 表 現 e 2 ○ 講義 人文・社会科学から
４単位以上履修する
こと

口 頭 表 現 e 2 ○ 講義

学 生 生 活 概 論 2 ○ 講義

こころの健康科学 2 ○ 講義

現代人とこころの障害 2 ○ 講義

漢詩文の表現と心 2 ○ 講義

漢詩文の表現と思想 2 ○ 講義

茶 道 １ 1 ○ 演習

茶 道 ２ 1 ○ 演習

日 本 文 化 論 １ 2 ○ 講義

日 本 文 化 論 ２ 2 ○ 講義

ポピュラー音楽の歴史 2 ◯ 講義

日 本 人 の 思 想 2 ○ 講義

ヨーロッパ人の思想 2 ○ 講義

ア ジ ア 人 の 思 想 2 ○ 講義

日 本 美 術 史 2 ○ 講義

西 洋 美 術 史 2 ○ 講義

東 洋 美 術 史 2 ○ 講義

死 生 観 の 歴 史 2 ○ 講義

現代の哲学と思想 2 ○ 講義

人類学の世界と歴史 2 ○ 講義

ア ジ ア の 民 族 誌 2 ○ 講義

地理学の世界と歴史 2 ○ 講義

心理学１（心理学の世界と歴史（〜12）） 2 ○ 講義

心理学２（現代人のこころと行動（〜12）） 2 ○ 講義

発 　   想 　   学 2 ◯ 講義

倫理と価値観の諸相 2 ○ 講義

現代人の倫理と価値観 現代の倫理 2 ○ 講義

女性の生活と歴史 2 ○ 講義

現 代 の 女 性 環 境 2 ○ 講義

人権の現代的課題 a 2 ○ 講義

法学（社会生活と法（〜12）） 2 ○ 講義

日 本 国 憲 法 a 2 ○ 講義

社会学の世界と歴史 2 ○ 講義

社会学概論Ａ（＝現代社会の諸問題） 2 ○ 講義

社会学概論B（＝医療と社会題（〜12）） 2 ○ 講義

基礎経済学（経済と生活（〜12）） 2 ○ 講義

経済学概論（現代経済論（〜12）） 2 ○ 講義

基 礎 経 営 論 2 ◯ 講義

教
　
養
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（注１）自然科学の必修科目４単位，人文･社会科学，スポーツ，自然科学の選択科目の中から11単位以上（人文･社会科学４単位，
スポーツ１単位を含む）を履習すること。（情報リテラシーのクラス分けは別途掲示する。）

（注２）	進級の要件となる単位数は35頁で確認すること。
（注３）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注４）●：必修科目，○：選択科目

授　業　科　目
2018年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態

備　　考前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

人　

文　

・　

社　

会　

科　

学

基 礎 会 計 学 2 ◯ 講義

基礎マーケティング論 2 ◯ 講義

金融システムと生活 2 ◯ 講義

生活に役立つ統計 コラボレーション学修２ 2 ◯ 講義

マ ス メ デ ィ ア 論 2 ◯ 講義

社会生活と儀礼（14〜） 2 講義

現代都市の魅力診断 2 講義

自 然 地 理 学 2 ○ 講義

自　
　
　
　
　
　
　

然　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　

学

健 康 と 食 品 健康と衛生 2 ○ 講義

健 康 と 栄 養 2 ○ 講義

化学の世界と歴史 2 ○ 講義

化 学 と 環 境 問 題 環境と地球 2 ○ 講義

生 命 と 自 然 環 境 2 ○ 講義

人体の構造と機能 からだの構造と機能 2 ○ 講義

生命機能のプログラム 2 ○ 講義

生命と生活の化学 現代生活と化学 2 ○ 講義

病 気 と 環 境 環境と生命 2 ○ 講義

い き も の と 物 質 からだの化学と生物学 2 ○ 講義

く す り と 社 会 2 ○ 講義

情 報 と 社 会 2 ○ 講義

情 報 リ テ ラ シ ー 1 演習

リメディアルサイエンス 1 ○ 演習

基 礎 数 学 演 習 1 ● 演習

基 礎 物 理 学 演 習 1 ● 演習

基 礎 生 物 学 演 習 1 ● 演習

基 礎 化 学 演 習 1 ● 演習

ス　
　

ポ　
　

ー　
　

ツ

ス ポ ー ツ と 健 康 身体運動と健康の科学 2 ○ 講義 スポーツから１単
位以上履修するこ
と

ス ポ ー ツ と 社 会 健康・スポーツと社会 2 ○ 講義

ス ポ ー ツ １ h･i 1 ○ 演習

ス ポ ー ツ ２ 1 演習 （人文クラス指定）

ス ポ ー ツ ３ 1 ○ 演習

ス ポ ー ツ ４ 1 ○ 演習

日 本 事 情 １ 2 ○ 講義

外国人留学生
帰国子女適用

日 本 事 情 ２ 2 ○ 講義

日 本 事 情 ３ 2 ○ 講義

日 本 事 情 ４ 2 ○ 講義

キャリアデザイン論 A 2 ○ 講義

キャリアデザイン論 B 2 ○ 講義

キャリアデザイン論 C 2 ○ 講義

教
　
養
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＜就実大学外国語教育の目標＞� 薬学部

　外国語教育のカリキュラムポリシー

　外国語教育は，グローバル社会で活躍できるように学問の裾野を広げ，様々な角度から物事を見ることのでき

る能力，自主的，総合的に考え適確に判断する論理的思考力と問題解決力ならびに豊かな人間性を養い，自分の

知識や人生を社会との関係で位置付けることのできる人材を育てることを目的とする。
外国語教育のラーニングアウトカムズ（学習成果）
⑴知識・理解

　①異文化とその多様性に関する知識を身につけ，深く理解することができる。（異文化・多文化への理解）

　②	人間の身体と心，人間の文化，社会と自然に関する知識，それらを横断した学際的な知識と視点を身につけ，

現実的な諸課題の解決や自らの生活及び文化創造に生かすことができる。（幅広い教養的知識）

⑵汎用的技能

　③日本語と特定の外国語を用いて，基礎的なコミュニケーションができる。（コミュニケーション・スキル）

　④	情報通信技術（ICT）に関する確かな知識と技能を身につけ，適切な行動を選択できるとともに，学修や社

会生活，文化創造に生かすことができる。（情報リテラシー）

　⑤論理的・批判的な思考力を身につけ，情報や知識を複眼的に分析し表現できる。（論理的思考力）

　⑥	問題を発見し，必要な情報を収集・分析・整理する力と柔軟な発想力をもって，問題への解決策を構想・創

造することができる。（問題解決力）

⑶技能・表現力を身につける

　⑦自らを律して行動できる。（自己管理力）

　⑧他者と協力して仕事を進める意欲・態度を養う。（チームワーク，リーダーシップ）

　⑨高い倫理観を持ち自己の良心と社会の規範やルールに従って行動できる。（倫理観）

　⑩	社会人としての責務を理解し，現実的な諸課題に主体的に取り組む姿勢を身につけ，社会の発展のために積

極的に関与できる。（市民としての社会的責任）

　⑪自らの洞察を深め，生涯にわたって自己研鑽に努める態度を身につける。（生涯学習力）

外国語教育科目カリキュラムマップ（2023年度）

分
類 授　　業　　科　　目

外国語教育の目標
知識・理解 汎用的技能 技能･表現力
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

外
国
語
教
育
科
目
・
薬
学
部

Oral	Commuication	I 〇 〇 〇 〇
Oral	Commuication	II 〇 〇 〇 〇
English	Composition	I 〇 〇 〇 〇
English	Composition	II 〇 〇 〇 〇
English	Reading	I 〇 〇 〇 〇
English	Reading	II 〇 〇 〇 〇
フランス語初級１ 〇 〇 〇
フランス語初級２ 〇 〇 〇
フランス語初級３ 〇 〇 〇
フランス語初級４ 〇 〇 〇
ドイツ語初級１ 〇 〇 〇
ドイツ語初級２ 〇 〇 〇
ドイツ語初級３ 〇 〇 〇
ドイツ語初級４ 〇 〇 〇
中国語初級１ 〇 〇 〇
中国語初級２ 〇 〇 〇
中国語初級３ 〇 〇 〇
中国語初級４ 〇 〇 〇
ハングル初級１ 〇 〇 〇
ハングル初級２ 〇 〇 〇
ハングル初級３ 〇 〇 〇
ハングル初級４ 〇 〇 〇
日本語１ 〇 〇 〇 〇
日本語２ 〇 〇 〇 〇
日本語３ 〇 〇 〇 〇
日本語４ 〇 〇 〇 〇

授業科目及び履修方法

外
国
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⑵　外国語教育科目（2023年度生）

（注１）外国語は６単位以上を修得すること。（英語のクラス分けは別途掲示する。）
（注２）進級の要件となる単位数は34・35頁で確認すること。
（注３）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注４）○：選択科目

授　業　科　目
単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

外　
　
　
　
　

国　
　
　
　
　

語

Oral	 Communication	Ⅰ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

Oral	 Communication	Ⅱ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

English	 Composition	Ⅰ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

English	 Composition	Ⅱ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

English	 Reading	 Ⅰ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

English	 Reading	 Ⅱ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

フ ラ ン ス 語 初 級 １ c 1 ○ 演習

フ ラ ン ス 語 初 級 ２ 1 演習 （人文クラス指定）

フ ラ ン ス 語 初 級 ３ 1 演習 （人文クラス指定）

フ ラ ン ス 語 初 級 ４ c 1 ○ 演習

ド イ ツ 語 初 級 １ 1 ○ 演習

ド イ ツ 語 初 級 ２ 1 ○ 演習

ド イ ツ 語 初 級 ３ 1 ○ 演習

ド イ ツ 語 初 級 ４ 1 ○ 演習

中 国 語 初 級 １ c 1 ○ 演習

中 国 語 初 級 ２ 1 演習 （人文クラス指定）

中 国 語 初 級 ３ 1 演習 （人文クラス指定）

中 国 語 初 級 ４ c 1 ○ 演習

ハ ン グ ル 初 級 １ c 1 ○ 演習

ハ ン グ ル 初 級 ２ 1 演習 （人文クラス指定）

ハ ン グ ル 初 級 ３ 1 演習 （人文クラス指定）

ハ ン グ ル 初 級 ４ c 1 ○ 演習

日 本 語 １ 1 ○ 演習

	外国人留学生
	帰国子女適用

日 本 語 ２ 1 ○ 演習

日 本 語 ３ 1 ○ 演習

日 本 語 ４ 1 ○ 演習

英
語
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⑵　外国語教育科目（2015〜2022年度生）

（注１）外国語は６単位以上を修得すること。（英語のクラス分けは別途掲示する。）
（注２）進級の要件となる単位数は34・35頁で確認すること。
（注３）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注４）○：選択科目

授　業　科　目
単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

外　
　
　
　
　

国　
　
　
　
　

語

Oral	 Communication	Ⅰ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

Oral	 Communication	Ⅱ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

English	 Composition	Ⅰ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

English	 Composition	Ⅱ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

English	 Reading	 Ⅰ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

English	 Reading	 Ⅱ f・g・h 1 ○ 演習 ３クラス

フランス語文法入門１ c 1 ○ 演習

フランス語文法入門２ 1 演習 （人文クラス指定）

フランス語講読入門１ 1 演習 （人文クラス指定）

フランス語講読入門２ c 1 ○ 演習

ドイツ語文法入門１ 1 ○ 演習

ドイツ語文法入門２ 1 ○ 演習

ドイツ語講読入門１ 1 ○ 演習

ドイツ語講読入門２ 1 ○ 演習

中 国 語 文 法 入 門 １ c 1 ○ 演習

中 国 語 文 法 入 門 ２ 1 演習 （人文クラス指定）

中 国 語 講 読 入 門 １ 1 演習 （人文クラス指定）

中 国 語 講 読 入 門 ２ c 1 ○ 演習

ハングル文法入門１ c 1 ○ 演習

ハングル文法入門２ 1 演習 （人文クラス指定）

ハングル講読入門１ 1 演習 （人文クラス指定）

ハングル講読入門２ c 1 ○ 演習

日 本 語 １ 1 ○ 演習

	外国人留学生
	帰国子女適用

日 本 語 ２ 1 ○ 演習

日 本 語 ３ 1 ○ 演習

日 本 語 ４ 1 ○ 演習

英
語
を
６
単
位
履
修
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る
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授業科目及び履修方法
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Ⅱ　専門教育科目（2015〜2023年度生）

授　業　科　目
単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

薬
学
総
合
教
育
科
目

薬 学 へ の 招 待 2 ● 講義

医 療 倫 理 学 1 ● 講義

初 年 次 ゼ ミ ナ ー ル 1 ● 演習

サイエンスコミュニケーション 1 ● 演習

薬 学 対 話 演 習 1 ● 演習

基 礎 薬 学 英 語 1 ● 演習

医 療 薬 学 英 語 a〜c 1 ● 演習

基 礎 薬 学 総 合 演 習 1 ● 演習

卒業特別ゼミナール a〜v 1 ● 演習

卒 業 特 別 講 義 a
10

● ●
講義

卒 業 特 別 講 義 b ●

物
理
系
薬
学

化学物質の構造と性質 1 ● 講義

溶液の性質と化学反応速度論 2 ● 講義

熱 力 学 と 物 理 平 衡 2 ● 講義

医 薬 品 分 析 化 学 2 ● 講義

臨 床 分 析 技 術 2 ● 講義

機 器 分 析 化 学 2 ● 講義

物 理 系 薬 学 演 習 1 ● 演習

化
学
系
薬
学

無 機 化 学 1 ● 講義

有 機 薬 化 学 Ⅰ 2 ● 講義

有 機 薬 化 学 Ⅱ 2 ● 講義

有 機 薬 化 学 Ⅲ 2 ● 講義

医 薬 品 化 学 1 ● 講義

天 然 物 化 学 2 ● 講義

生 薬 学 1 ● 講義

化 学 系 薬 学 演 習 1 ● 演習

専
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授　業　科　目
単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

生
物
系
薬
学

生 化 学 Ⅰ 2 ● 講義

生 化 学 Ⅱ 2 ● 講義

生 体 情 報 化 学 2 ● 講義

免 疫 学 2 ● 講義

分 子 生 物 学 2 ● 講義

遺 伝 子 工 学 2 ● 講義

微 生 物 薬 品 化 学 2 ● 講義

臨 床 微 生 物 学 2 ● 講義

生 物 系 薬 学 演 習 1 ● 演習

衛　

生　

薬　

学

公 衆 衛 生 学 2 ● 講義

衛 生 化 学 2 ● 講義

食 品 衛 生 学 演 習 1 ● 演習

環 境 毒 性 学 2 ● 講義

環 境 衛 生 学 2 ● 講義

衛 生 薬 学 演 習 1 ● 演習

医　
　
　

療　
　
　

系　
　
　

薬　
　
　

学

人 体 構 成 学 Ⅰ 2 ● 講義

人 体 構 成 学 Ⅱ 1 ● 講義

病 態 生 理 学 Ⅰ 2 ● 講義

病 態 生 理 学 Ⅱ 2 ● 講義

薬 理 学 Ⅰ 2 ● 講義

薬 理 学 Ⅱ 2 ● 講義

薬 理 学 Ⅲ 2 ● 講義

薬 理 学 演 習 1 ● 演習

薬 物 治 療 学 Ⅰ 2 ● 講義

薬 物 治 療 学 Ⅱ 2 ● 講義

薬 物 治 療 学 演 習 1 ● 演習

生 物 薬 剤 学 2 ● 講義

物 理 薬 剤 学 2 ● 講義

薬 物 動 態 学 2 ● 講義

薬 物 代 謝 学 2 ● 講義

製 剤 学 2 ● 講義

製 剤 機 能 論 1 ● 講義

薬 剤 学 演 習 1 ● 演習

授業科目及び履修方法

専
　
門

－ 75 －



授　業　科　目
単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

臨　
　

床　
　

系　
　

薬　
　

学

薬 事 関 係 法 規 2 ● 講義

新 薬 開 発 論 2 ● 講義

医 療 統 計 学 2 ● 講義

医 薬 品 情 報 学 2 ● 講義

薬 局 管 理 学 演 習 1 ● 演習

臨床コミュニケーション演習 1 ● 演習

薬 剤 師 職 能 論 1 ● 講義

調 剤 学 2 ● 講義

医 療 薬 学 演 習 1 ● 演習

処 方 解 析 学 Ⅰ 2 ● 講義

処 方 解 析 学 Ⅱ 2 ● 講義

臨 床 薬 学 総 合 演 習 1 ● 演習

ア
ド
バ
ン
ス
ト
科
目

薬 剤 師 と 地 域 医 療 1 ○ 講義

８単位以上
選択必修

臨 床 心 理 学 1 ○ 講義

看 護 学 概 論 1 ○ 講義

研 究 開 発 入 門 1 ○ 講義

医 療 放 射 化 学 1 講義

創 薬 化 学 1 ○ 講義

細 胞 工 学 1 ○ 講義

病 態 生 化 学 1 ○ 講義

生 体 機 能 調 節 学 1 ○ 講義

生 体 防 御 科 学 1 ○ 講義

ゲ ノ ム 科 学 1 ○ 講義

感 染 症 予 防 学 1 講義

未 病 薬 学 1 講義

環 境 遺 伝 学 1 ○ 講義

免 疫 薬 理 学 1 ○ 講義

漢 方 薬 学 Ⅰ 1 ○ 講義

漢 方 薬 学 Ⅱ 1 ○ 講義

臨 床 疫 学 1 ○ 講義

臨 床 動 態 学 1 講義

香 粧 品 科 学 1 講義

バイオ医薬品開発論 1 ○ 講義

レギュラトリーサイエンス 1 ○ 講義

専 門 薬 剤 師 概 論 Ⅰ 1 ○ 講義

専 門 薬 剤 師 概 論 Ⅱ 1 ○ 講義

フィジカルアセスメント 1 ○ 講義

薬 学 海 外 研 修 2 ○ 実習

専
　
門
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（注１）必修科目の全ての単位と選択科目の中から８単位以上を修得すること。
（注２）基礎薬学英語，医療薬学英語のクラス分けは別途掲示する。
（注３）進級の要件となる単位数は34・35頁で確認すること。
（注４）授業科目名のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注５）●：必修科目，○：選択科目

授　業　科　目
単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

薬　
　
　
　

学　
　
　
　

実　
　
　
　

習

基 礎 薬 学 実 習
（物理系・化学系） 1 ● 実習

生 命 薬 学 実 習 Ⅰ
（生化学・免疫学） 1 ● 実習

生 命 薬 学 実 習 Ⅱ
（ 衛 生・ 微 生 物 ） 1 ● 実習

医 療 薬 学 実 習
（ 薬 理・ 薬 剤 ） 1 ● 実習

実務実習事前学習 2 ● 実習

病院・薬局実務実習 20 ● 実習

卒 業 特 別 研 究 10 ● 実習

授業科目及び履修方法

専
　
門
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① 薬剤師としての心構え
② 患者・生活者本位の視点	
③ コミュニケーション能力
④ チーム医療への参画
⑤ 基礎的な科学力
⑥ 薬物療法における実践的能力
⑦ 地域の保健・医療における実践的能力
⑧ 研究能力
⑨ 自己研鑽
⑩ 教育能力

⑴　豊かな人間性と教養，倫理観を有し，医療の担い手とし
て薬剤師の義務と法令を遵守できる
⑵　患者・生活者の立場や見解を理解し尊重して，適切な行
動・態度をとることができる
⑶　薬の専門家として，医療情報を収集し，提供するための
コミュニケーションができる
⑷　チーム医療に積極的に参画し，協働して最適かつ最新な
薬物治療を実践し提案できる
⑸　探究心，創造力，判断力と問題発見・解決能力を有し，
医療薬学の進歩に貢献できる
⑹　生涯にわたり自己研鑽に努め，医療の高度化や多様性，
社会環境の変化に対応できる
⑺　薬剤師の職能を理解し，新たな職能の発見や開拓，次世
代の人材育成に貢献できる
⑻　薬剤師に必要な科学の基本的知識･技能･態度に加え，そ
の専門性を磨くことができる
⑼　地域の保健・医療に参画・連携して，人々の健康増進，
公衆衛生の向上に貢献できる
⑽　薬物療法において，安全かつ有効な医薬品の使用を推進
する薬剤師業務を実践できる

文部科学省＜薬剤師として求められる基本的な資質＞ ＜薬学部ディプロマポリシー＞
カリキュラムマップ

薬学部ディプロマポリシー 評　価　方　法

科　　　　　目 単位数 学年 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ 筆記試験 口頭試験 レポート 小テスト 取り組み態度 ルーブリック

薬 学 教 養 科 目（ 必 修 ）

基 礎 数 学 演 習 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

基 礎 物 理 学 演 習 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

基 礎 化 学 演 習 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

基 礎 生 物 学 演 習 1 1 ○ ○ ○

薬 学 専 門 科 目（ 必 修 ）

薬 学 へ の 招 待 2 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医 療 倫 理 学 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

初 年 次 ゼ ミ ナ ー ル 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

サイエンスコミュニケーション 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬 学 対 話 演 習 1 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

基 礎 薬 学 英 語 1 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

医 療 薬 学 英 語 1 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

基 礎 薬 学 総 合 演 習 1 4 ○ ○ ○ ○ ○

卒 業 特 別 ゼ ミ ナ ー ル 1 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

卒 業 特 別 講 義 10 6 ○ ○ ○ ○

化 学 物 質 の 構 造 と 性 質 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

溶液の性質と化学反応速度論 2 2 ○ ○ ○

熱 力 学 と 物 理 平 衡 2 3 ○ ○ ○

医 薬 品 分 析 化 学 2 1 ○ ○ ○ ○ ○

臨 床 分 析 技 術 2 2 ○ ○ ○ ○ ○

機 器 分 析 化 学 2 2 ○ ○ ○

物 理 系 薬 学 演 習 1 3 ○ ○ ○ ○ ○

無 機 化 学 1 1 ○ ○ ○

有 機 薬 化 学 Ⅰ 2 1 ○ ○ ○

有 機 薬 化 学 Ⅱ 2 2 ○ ○ ○ ○

Ⅲ　カリキュラム（2015〜2023年度生）

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

－ 78 －



薬学部ディプロマポリシー 評　価　方　法

科　　　　　目 単位数 学年 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ 筆記試験 口頭試験 レポート 小テスト 取り組み態度 ルーブリック

有 機 薬 化 学 Ⅲ 2 2 ○ ○ ○ ○

医 薬 品 化 学 1 3 ○ ○ ○

天 然 物 化 学 2 1 ○ ○ ○

生 薬 学 1 2 ○ ○ ○

化 学 系 薬 学 演 習 1 3 ○ ○ ○ ○ ○

生 化 学 Ⅰ 2 1 ○ ○ ○

生 化 学 Ⅱ 2 2 ○ ○ ○

生 体 情 報 化 学 2 2 ○ ○ ○ ○ ○

免 疫 学 2 2 ○ ○ ○ ○

分 子 生 物 学 2 2 ○ ○ ○

遺 伝 子 工 学 2 3 ○ ○ ○ ○ ○

微 生 物 薬 品 化 学 2 2 ○ ○ ○ ○

臨 床 微 生 物 学 2 3 ○ ○ ○ ○

生 物 系 薬 学 演 習 1 3 ○ ○ ○ ○

公 衆 衛 生 学 2 2 ○ ○ ○ ○

衛 生 化 学 2 2 ○ ○ ○ ○

食 品 衛 生 学 演 習 1 3 ○ ○ ○ ○

環 境 毒 性 学 2 3 ○ ○ ○ ○ ○

環 境 衛 生 学 2 4 ○ ○ ○ ○

衛 生 薬 学 演 習 1 4 ○ ○ ○ ○

人 体 構 成 学 Ⅰ 2 2 ○ ○ ○ ○ ○

人 体 構 成 学 Ⅱ 1 2 ○ ○ ○ ○ ○

病 態 生 理 学 Ⅰ 2 3 ○ ○ ○ ○

病 態 生 理 学 Ⅱ 2 3 ○ ○ ○ ○

薬 理 学 Ⅰ 2 2 ○ ○ ○ ○ ○

薬 理 学 Ⅱ 2 3 ○ ○ ○ ○ ○

薬 理 学 Ⅲ 2 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬 理 学 演 習 1 4 ○ ○ ○ ○ ○

薬 物 治 療 学 Ⅰ 2 3 ○ ○ ○ ○ ○

薬 物 治 療 学 Ⅱ 2 4 ○ ○ ○ ○ ○

薬 物 治 療 学 演 習 1 4 ○ ○ ○ ○ ○

生 物 薬 剤 学 2 2 ○ ○ ○ ○

物 理 薬 剤 学 2 3 ○ ○ ○ ○

薬 物 動 態 学 2 3 ○ ○ ○ ○

薬 物 代 謝 学 2 3 ○ ○ ○ ○

製 剤 学 2 4 ○ ○ ○ ○

製 剤 機 能 論 1 4 ○ ○ ○ ○

薬 剤 学 演 習 1 4 ○ ○ ○ ○

薬 事 関 係 法 規 2 4 ○ ○ ○ ○

新 薬 開 発 論 2 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医 療 統 計 学 2 3 ○ ○ ○ ○

医 薬 品 情 報 学 2 3 ○ ○ ○ ○ ○

薬 局 管 理 学 演 習 1 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

授業科目及び履修方法
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薬学部ディプロマポリシー 評　価　方　法

科　　　　　目 単位数 学年 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ 筆記試験 口頭試験 レポート 小テスト 取り組み態度 ルーブリック

臨床コミュニケーション演習 1 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬 剤 師 職 能 論 1 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

調 剤 学 2 3 ○ ○ ○ ○ ○

医 療 薬 学 演 習 1 4 ○ ○ ○ ○

処 方 解 析 学 Ⅰ 2 4 ○ ○ ○ ○ ○

処 方 解 析 学 Ⅱ 2 4 ○ ○ ○ ○ ○

臨 床 薬 学 総 合 演 習 1 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

基礎薬学実習（物理系・化学系） 1 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

生命薬学実習１（生化学・免疫学） 1 2 ○ ○ ○ ○ ○

生命薬学実習２（衛生・微生物） 1 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医療薬学実習（薬理・薬剤） 1 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実 務 実 習 事 前 学 習 2 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

病 院・ 薬 局 実 務 実 習 20 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

卒 業 特 別 研 究 10 4〜6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アドバンスト科目（選択）

臨 床 心 理 学 1 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

看 護 学 概 論 1 3 ○ ○ ○ ○ ○

医 療 放 射 化 学 1 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

創 薬 化 学 1 3 ○ ○ ○

病 態 生 化 学 1 3 ○ ○ ○ ○ ○

細 胞 工 学 1 3 ○ ○ ○ ○

生 体 機 能 調 節 学 1 3 ○ ○ ○ ○ ○

生 体 防 御 科 学 1 3 ○ ○ ○

ゲ ノ ム 科 学 1 3 ○ ○ ○ ○ ○

研 究 開 発 入 門 1 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬 剤 師 と 地 域 医 療 1 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

未 病 薬 学 1 4 ○ ○ ○ ○

香 粧 品 科 学 1 4 ○ ○ ○ ○

感 染 症 予 防 学 1 4 ○ ○ ○ ○ ○

環 境 遺 伝 学 1 4 ○ ○ ○ ○ ○

免 疫 薬 理 学 1 4 ○ ○ ○ ○

臨 床 疫 学 1 4 ○ ○ ○

臨 床 動 態 学 1 4 ○ ○ ○ ○ ○

漢 方 薬 学 Ⅰ 1 4 ○ ○ ○ ○ ○

漢 方 薬 学 Ⅱ 1 5 ○ ○ ○ ○

バ イ オ 医 薬 品 開 発 論 1 5 ○ ○ ○ ○ ○

フィジカルアセスメント 1 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

レギュラトリーサイエンス 1 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

専 門 薬 剤 師 概 論 Ⅰ 1 5 ○ ○ ○ ○ ○

専 門 薬 剤 師 概 論 Ⅱ 1 5 ○ ○ ○ ○ ○

薬 学 海 外 研 修 2 3〜6 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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2015〜2023年度カリキュラム（医療人教育）
★ 薬学専門教育 ● ヒューマニズム・医療倫理 ■ 教養教育・◆ 語学教育 ◎ 問題発見解決能力 ◇ 医療安全教育 ▼ 生涯学習意欲醸成 ※ コミュニケーション能力

分
類 科　目　名 対　　応　　教　　育　　項　　目

１年前期１年後期２年前期２年後期３年前期３年後期４年前期４年後期５年前期５年後期６年前期６年後期 合計
総
合
教
養
教
育
科
目

総合教養教育科目（選択） ■

21

外国語科目 ◆ ◆
基礎数学演習 ■
基礎物理学演習 ■
基礎化学演習 ■
基礎生物学演習 ■

薬
学
総
合
教
育
科
目

薬学への招待 ★●◎◇▼※

20

医療倫理学 ★●
初年次ゼミナール ●※
サイエンスコミュニケーション ★◎※
薬学対話演習 ●◎◇※
基礎薬学英語 ◆
医療薬学英語 ◆※
基礎薬学総合演習 ★
卒業特別ゼミナール ◎▼●
卒業特別講義 ★

物 

理 

系 

薬 

学

化学物質の構造と性質 ★

24

溶液の性質と化学反応速度論 ★
熱力学と物理平衡 ★
医薬品分析化学 ★
臨床分析技術 ★
機器分析化学 ★
物理系薬学演習 ★

化 

学 

系 

薬 

学

無機化学 ★
有機薬化学Ⅰ ★
有機薬化学Ⅱ ★
有機薬化学Ⅲ ★
医薬品化学 ★
天然物化学 ★
生薬学 ★
化学系薬学演習 ★

生 

物 

系 

薬 

学

生化学Ⅰ ★

17

生化学Ⅱ ★
生体情報化学 ★
免疫学 ★
分子生物学 ★
遺伝子工学 ★
微生物薬品化学 ★
臨床微生物学 ★
生物系薬学演習 ★◎※

衛 

生 

薬 

学

公衆衛生学 ★

10

衛生化学 ★
食品衛生学演習 ★
環境毒性学 ★
環境衛生学 ★
衛生薬学演習 ★

医　
　

療　
　

系　
　

薬　
　

学

人体構成学Ⅰ ★

31

人体構成学Ⅱ ★
病態生理学Ⅰ ★▼
病態生理学Ⅱ ★▼
薬理学Ⅰ ★
薬理学Ⅱ ★
薬理学Ⅲ ★●
薬理学演習 ★
薬物治療学Ⅰ ★
薬物治療学Ⅱ ★
薬物治療学演習 ★
生物薬剤学 ★
物理薬剤学 ★
薬物動態学 ★
薬物代謝学 ★
製剤学 ★
製剤機能論 ★
薬剤学演習 ★
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分
類 科　目　名 対　　応　　教　　育　　項　　目

１年前期１年後期２年前期２年後期３年前期３年後期４年前期４年後期５年前期５年後期６年前期６年後期 合計

臨　

床　

系　

薬　

学

薬事関係法規 ★●◇

19

新薬開発論 ★●◎◇※
医療統計学 ★
医薬品情報学 ★◇
薬局管理学演習 ★◇▼※
臨床コミュニケーション演習 ★●◎◇※
薬剤師職能論 ★◇▼
調剤学 ★◇
医療薬学演習 ★◎●
処方解析学Ⅰ ★◎●
処方解析学Ⅱ ★◎
臨床薬学総合演習 ●★◎◇※

実　

習　

科　

目

基礎薬学実習（物理系・化学系） ★◎

36

生命薬学実習１（生化学・免疫学） ★◎
生命薬学実習２（衛生・微生物） ★◎
医療薬学実習（薬理・薬剤） ★◎●
実務実習事前学習 ★●◎◇※
病院・薬局実務実習 ●◎◇▼※
卒業特別研究 ●◆◎◇▼※

ア　

ド　

バ　

ン　

ス　

ト　

科　

目

薬剤師と地域医療 ●◎◇▼※

27

臨床心理学 ●▼
看護学概論 ●◇
研究開発入門 ★◎▼
医療放射化学 ★▼
創薬化学 ★▼
細胞工学 ★▼
病態生化学 ★▼
生体機能調節学 ★▼
生体防御科学 ★◇▼
ゲノム科学 ★▼
感染症予防学 ★◇▼
未病薬学 ★▼
環境遺伝学 ★▼
免疫薬理学 ★▼
漢方薬学Ⅰ ★▼
漢方薬学Ⅱ ★▼
臨床疫学 ★▼
臨床動態学 ★◎▼※
香粧品科学 ★▼
バイオ医薬品開発論 ●◎◇▼※
レギュラトリーサイエンス ●◎◇▼※
専門薬剤師概論Ⅰ ●◇▼
専門薬剤師概論Ⅱ ●◇▼
フィジカルアセスメント ●◎◇▼
薬学海外研修 ●◆◎▼※
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履
修

モ
デ

ル 前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

基
礎

数
学

演
習

1

基
礎

物
理

学
演

習
1

基
礎

生
物

学
演

習
1

基
礎

化
学

演
習

1

薬
学

へ
の

招
待

2
医

療
倫

理
学

1
薬

学
対

話
演

習
1

基
礎

薬
学

英
語

1
医

療
薬

学
英

語
1

基
礎

薬
学

総
合

演
習

1
初

年
次

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
1

ｻ
ｲ
ｴ
ﾝ
ｽ

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ｹ

ｰ
ｼ
ｮﾝ

1

物
理

系
薬

学
演

習
1

医
薬

品
分

析
化

学
2

臨
床

分
析

技
術

2
機

器
分

析
化

学
2

無
機

化
学

1
有

機
薬

化
学

Ⅰ
2

有
機

薬
化

学
Ⅱ

2
有

機
薬

化
学

Ⅲ
2

医
薬

品
化

学
1

化
学

系
薬

学
演

習
1

天
然

物
化

学
2

生
薬

学
1

生
化

学
Ⅰ

2
生

化
学

Ⅱ
2

生
体

情
報

化
学

2
遺

伝
子

工
学

2
生

物
系

薬
学

演
習

1
免

疫
学

2
微

生
物

薬
品

化
学

2
臨

床
微

生
物

学
2

分
子

生
物

学
2

公
衆

衛
生

学
2

衛
生

化
学

2
食

品
衛

生
学

演
習

1
環

境
毒

性
学

2
環

境
衛

生
学

2
衛

生
薬

学
演

習
1

人
体

構
成

学
Ⅰ

2
人

体
構

成
学

Ⅱ
1

病
態

生
理

学
Ⅰ

2
病

態
生

理
学

Ⅱ
2

薬
理

学
演

習
1

薬
学

治
療

学
演

習
1

薬
理

学
Ⅰ

2
薬

理
学

Ⅱ
2

薬
理

学
Ⅲ

2
薬

物
治

療
学

Ⅱ
2

製
剤

機
能

論
1

生
物

薬
剤

学
2

物
理

薬
剤

学
2

薬
物

治
療

学
Ⅰ

2
製

剤
学

2
製

剤
学

演
習

1
薬

物
動

態
学

2
薬

物
代

謝
学

2

医
療

統
計

学
2

医
薬

品
情

報
学

2
薬

事
関

係
法

規
2

新
薬

開
発

論
2

薬
局

管
理

学
演

習
1

薬
剤

師
職

能
論

1
処

方
解

析
学

Ⅱ
2

医
療

薬
学

演
習

1
臨

床
薬

学
総

合
演

習
1

調
剤

学
2

処
方

解
析

学
Ⅰ

2

基
礎

薬
学

実
習

1
生

命
薬

学
実

習
Ⅰ

1
生

命
薬

学
実

習
Ⅱ

1
医

療
薬

学
実

習
1

病
院

・
薬

局
実

務
実

習
2
0

2
単

位
2
単

位
2
単

位
2
0
単

位

臨
床

心
理

学
1

1
単

位

履
修

要
覧

　
ｐ
5
8
-
2

2
1
単

位
合

計
4
1
単

位
3
9
単

位
4
3
単

位
2
8
単

位
2
2
単

位

ア
ド

バ
ン

ス
ト

科
目

（
選

択
）

開
講

9
科

目
開

講
8
科

目
開

講
6
科

目
5
単

位
3
単

位
2
単

位

実
習

実
務

実
習

事
前

学
習

2

研
究

室
1
0
単

位

臨
床

系
薬

学
臨

床
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ｹ

ｰ
ｼ
ｮﾝ

演
習

1

8
単

位
1
1
単

位

医
療

系
薬

学

7
単

位
1
6
単

位
8
単

位

衛
生

薬
学

4
単

位
3
単

位
3
単

位

8
単

位

生
物

系
薬

学

2
単

位
1
0
単

位
5
単

位

1
単

位

化
学

系
薬

学
5
単

位
5
単

位
2
単

位

薬 学 専 門 教 育 科 目 必 修

薬
学

総
合

教
育

科
目

卒
業

特
別

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
1

卒
業

特
別

講
義

1
0

5
単

位
2
単

位

外 国 語
英

語

O
ra

l 
C

o
m

m
u
n
ic

at
io

n
Ⅰ

1
E
n
gl

is
h
 C

o
m

po
si

ti
o
n
Ⅰ

1
E
n
gl

is
h
　

R
e
ad

in
gⅠ

1

O
ra

l 
C

o
m

m
u
n
ic

at
io

n
Ⅱ

1
E
n
gl

is
h
 C

o
m

p
o
si

ti
o
n
Ⅱ

1
E
n
gl

is
h
 R

e
ad

in
gⅡ

1

6
単

位

1
単

位
1
単

位
1
1
単

位

物
理

系
薬

学
化

学
物

質
の

構
造

と
性

質
1

溶
液

の
性

質
と

化
学

反
応

速
度

論
2

熱
力

学
と

物
理

平
衡

2

3
単

位

4
年

次
5
年

次
6
年

次

卒
業

特
別

研
究

1
0

教 養 科 目

総
合

教
養

教
育

科
目

（
選

択
）

開
講

す
る

科
目

中
、

人
文

科
学

系
・
社

会
科

学
系

4
単

位
、

健
康

・
ス

ポ
ー

ツ
系

1
単

位
を

含
む

1
1
単

位
以

上
を

履
修

、
た

だ
し

、
ス

タ
ー

ト
ア

ッ
プ

就
実

は
必

履
修

1
6
単

位

1
年

次
2
年

次
3
年

次

総
合

教
養

科
目

必
修

4
単

位
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カリキュラムツリー
人材養成目的 生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学教育・ 研究を行い，医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する
ディプロマ
ポリシー
（DP）

⑴	豊かな人間性と教養，倫理観
を有し，医療の担い手として
薬剤師の義務と法令を遵守で
きる
⑵	患者・生活者の立場や見解を
理解し尊重して，適切な行
動・態度をとることができる
⑶	薬の専門家として，医療情報
を収集し，提供するためのコ
ミュニケーションができる
⑷	チーム医療に積極的に参画
し，協働して最適かつ最新な
薬物治療を実践し提案できる

⑸	探求心，創造力，判断力と問
題発見・解決能力を有し，医
療薬学の進歩に貢献できる
⑹	生涯にわたり自己研鑽に努
め，医療の高度化や多様性，
社会環境の変化に対応できる
⑺	薬剤師の職能を理解し，新た
な職能の発見や開拓，次世代
の人材育成に貢献できる

⑻	薬剤師に必要な科学の基本的知識・技能・態度に加え，その専 門性を磨くことができる ⑼	地域の保健・医療に参
画・連携して，人々の健
康増進，公衆衛生の向上
に貢献できる

⑽	薬物療法において，安全かつ有効な医薬品の使用を推
進する薬剤師業務を実践できる

⑹	生涯にわたり自己研鑽に
努め，医療の高度化や多
様性，社会環境の変化に
対応できる

科目群
薬学総合科目群 薬学専門基礎科目群 薬学専門基礎科目群

衛生薬学科目群
薬学臨床科目群

アドバンスト科目群
医療人教育 薬科学教育 物　理　系 化　学　系 生　物　系 医　療　系 臨　床　系

配　
　
　
　
　

当　
　
　
　
　

年　
　
　
　

次

六
年
次

卒業特別ゼミナール 卒業特別研究
卒業特別講義

五　

年　

次

病院・薬局実務実習 卒業特別研究 専門薬剤師概論Ⅱ
専門薬剤師概論Ⅰ

レギュラトリーサイエンス
フィジカルアセスメント
バイオ医薬品開発論
漢方薬学Ⅱ

四　

年　

次

実務実習事前学習 卒業特別研究 基礎薬学総合演習
（物理系）

基礎薬学総合演習
（化学系）

基礎薬学総合演習
（生物系）

衛生薬学演習
環境衛生学

薬剤学演習
製剤機能論
薬物治療学演習
製剤学

薬物治療学Ⅱ
薬理学演習

臨床薬学総合演習
処方解析学Ⅱ
新薬開発論
処方解析学Ⅰ
医療薬学演習
薬剤師職能論
薬事関係法規

臨床動態学
臨床疫学
漢方薬学Ⅰ
免疫薬理学
環境遺伝学
感染症予防学
薬剤師と地域医療
研究開発入門
香粧品科学
未病薬学

三　

年　

次

臨床コミュニケーション演習 医療薬学実習
医療薬学英語
生命薬学実習Ⅱ

物理系薬学演習 化学系薬学演習
医薬品化学

生物系薬学演習
臨床微生物学
遺伝子工学

環境毒性学
食品衛生学演習

薬物代謝学
薬物治療学Ⅰ
薬理学Ⅲ
病態生理学Ⅱ
薬物動態学
物理薬剤学
薬理学Ⅱ
病態生理学Ⅰ

調剤学
医薬品情報学
薬局管理学演習
医療統計学

ゲノム科学
生体防御科学
生体機能調節学
細胞工学
薬学海外研修
病態生化学
創薬化学
医療放射化学
看護学概論

二　

年　

次

薬学対話演習 基礎薬学英語
生命薬学実習Ⅰ
基礎薬学実習

機器分析化学
熱力学と物理平衡
臨床分析技術

溶液の性質と化学反応速度論
基礎薬学実習（物理系）

有機薬化学Ⅲ
生薬学

有機薬化学Ⅱ
基礎薬学実習（化学系）

微生物薬品化学
生体情報化学
分子生物学
免疫学
生化学Ⅱ

衛生化学
公衆衛生学

生物薬剤学
薬理学Ⅰ
人体構成学Ⅱ
人体構成学Ⅰ

臨床心理学

一 

年 

次

サイエンスコミュニケーション
医療倫理学

初年次ゼミナール
薬学への招待

基礎数学演習
基礎物理学演習
基礎化学演習
基礎生物学演習

医薬品分析化学
化学物質の構造と性質

天然物化学
有機薬化学Ⅰ
無機化学

生化学Ⅰ

カリキュラム
ポリシー
（CP）

卒業要件186単位以上 卒業要件186単位以上
30単位必修 30単位必修 12単位必修a 12単位必修a 17単位必修a 10単位必修 31単位必修 18単位必修 8単位選択

⑴	医療人としての豊かな人間
性，主体性，思考力・表現力
を身につける幅広い総合教育
⑵	医療の目的を理解して，協働
性と患者への思いやりを持っ
た医療人としての倫理教育
⑶	優れたコミュニケーション
能力及び問題発見・判断・解
決能力を養成するためのPBL
教育
⑷	専門教育で培った知識・技
能・態度を応用し，実践能力
を身につけるための実務実習
教育

⑸	専門教育をより広く深く理解
して自己研鑽していくための
基礎力となる薬学準備教育
⑹	薬剤師に必要な研究マインド
や問題発見・解決能力を醸成
するための薬学卒業研究教育

⑺	薬学を科学の一分野として理解し，医療・臨床薬学専門教育へ とつながる薬学基礎教育 ⑻	健康と疾病に関わる栄養
や環境要因を理解して，
疾病を予防するための衛
生薬学教育

⑼	人体の構造や機能，疾患
の病態生理，薬理作用，
薬物治療を理解するため
の医療薬学教育
⑽	医薬品の動態や生体内代
謝機序を理解し，最適な
薬剤設計を考えるための
応用薬学教育

⑾	医薬品情報，病態と薬物
療法を理解し，医薬品を
適正に使用するための臨
床薬学教育

⑿	最新の先端医療と科学の
進歩を学び，キャリア形
成につなげるためのアド
バンスト教育

アドミッション
ポリシー
（AP）

⑴ 医療人として人々の健康と福祉に貢献したいという強い意志
⑵ 目標を掲げ，主体的に学ぼうとする学習意欲と高い向学心
⑶ 探求心と洞察力をもち，新しい課題に柔軟に取り組む意欲

⑷ 薬学専門科目の学修に必要な理科，数学等の基礎的な学力
⑸ 高校レベルの論理的思考力やそれに基づく判断力・行動力
⑹ 基礎的コミュニケーション能力と相手を理解し，対応する力
ａ基礎薬学総合演習は物理・化学・生物系合わせて１単位（科目群の必要単位数に含めていない）
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人材養成目的 生命の尊厳を基盤とした強い使命感と高い倫理観のもとに，人々の健康を守る最良の医療薬学教育・ 研究を行い，医療・福祉に貢献できる高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた薬剤師を育成する
ディプロマ
ポリシー
（DP）

⑴	豊かな人間性と教養，倫理観
を有し，医療の担い手として
薬剤師の義務と法令を遵守で
きる
⑵	患者・生活者の立場や見解を
理解し尊重して，適切な行
動・態度をとることができる
⑶	薬の専門家として，医療情報
を収集し，提供するためのコ
ミュニケーションができる
⑷	チーム医療に積極的に参画
し，協働して最適かつ最新な
薬物治療を実践し提案できる

⑸	探求心，創造力，判断力と問
題発見・解決能力を有し，医
療薬学の進歩に貢献できる
⑹	生涯にわたり自己研鑽に努
め，医療の高度化や多様性，
社会環境の変化に対応できる
⑺	薬剤師の職能を理解し，新た
な職能の発見や開拓，次世代
の人材育成に貢献できる

⑻	薬剤師に必要な科学の基本的知識・技能・態度に加え，その専 門性を磨くことができる ⑼	地域の保健・医療に参
画・連携して，人々の健
康増進，公衆衛生の向上
に貢献できる

⑽	薬物療法において，安全かつ有効な医薬品の使用を推
進する薬剤師業務を実践できる

⑹	生涯にわたり自己研鑽に
努め，医療の高度化や多
様性，社会環境の変化に
対応できる

科目群
薬学総合科目群 薬学専門基礎科目群 薬学専門基礎科目群

衛生薬学科目群
薬学臨床科目群

アドバンスト科目群
医療人教育 薬科学教育 物　理　系 化　学　系 生　物　系 医　療　系 臨　床　系

配　
　
　
　
　

当　
　
　
　
　

年　
　
　
　

次

六
年
次

卒業特別ゼミナール 卒業特別研究
卒業特別講義

五　

年　

次

病院・薬局実務実習 卒業特別研究 専門薬剤師概論Ⅱ
専門薬剤師概論Ⅰ

レギュラトリーサイエンス
フィジカルアセスメント
バイオ医薬品開発論
漢方薬学Ⅱ

四　

年　

次

実務実習事前学習 卒業特別研究 基礎薬学総合演習
（物理系）

基礎薬学総合演習
（化学系）

基礎薬学総合演習
（生物系）

衛生薬学演習
環境衛生学

薬剤学演習
製剤機能論
薬物治療学演習
製剤学

薬物治療学Ⅱ
薬理学演習

臨床薬学総合演習
処方解析学Ⅱ
新薬開発論
処方解析学Ⅰ
医療薬学演習
薬剤師職能論
薬事関係法規

臨床動態学
臨床疫学
漢方薬学Ⅰ
免疫薬理学
環境遺伝学
感染症予防学
薬剤師と地域医療
研究開発入門
香粧品科学
未病薬学

三　

年　

次

臨床コミュニケーション演習 医療薬学実習
医療薬学英語
生命薬学実習Ⅱ

物理系薬学演習 化学系薬学演習
医薬品化学

生物系薬学演習
臨床微生物学
遺伝子工学

環境毒性学
食品衛生学演習

薬物代謝学
薬物治療学Ⅰ
薬理学Ⅲ
病態生理学Ⅱ
薬物動態学
物理薬剤学
薬理学Ⅱ
病態生理学Ⅰ

調剤学
医薬品情報学
薬局管理学演習
医療統計学

ゲノム科学
生体防御科学
生体機能調節学
細胞工学
薬学海外研修
病態生化学
創薬化学
医療放射化学
看護学概論

二　

年　

次

薬学対話演習 基礎薬学英語
生命薬学実習Ⅰ
基礎薬学実習

機器分析化学
熱力学と物理平衡
臨床分析技術

溶液の性質と化学反応速度論
基礎薬学実習（物理系）

有機薬化学Ⅲ
生薬学

有機薬化学Ⅱ
基礎薬学実習（化学系）

微生物薬品化学
生体情報化学
分子生物学
免疫学
生化学Ⅱ

衛生化学
公衆衛生学

生物薬剤学
薬理学Ⅰ
人体構成学Ⅱ
人体構成学Ⅰ

臨床心理学

一 

年 

次

サイエンスコミュニケーション
医療倫理学

初年次ゼミナール
薬学への招待

基礎数学演習
基礎物理学演習
基礎化学演習
基礎生物学演習

医薬品分析化学
化学物質の構造と性質

天然物化学
有機薬化学Ⅰ
無機化学

生化学Ⅰ

カリキュラム
ポリシー
（CP）

卒業要件186単位以上 卒業要件186単位以上
30単位必修 30単位必修 12単位必修a 12単位必修a 17単位必修a 10単位必修 31単位必修 18単位必修 8単位選択

⑴	医療人としての豊かな人間
性，主体性，思考力・表現力
を身につける幅広い総合教育
⑵	医療の目的を理解して，協働
性と患者への思いやりを持っ
た医療人としての倫理教育
⑶	優れたコミュニケーション
能力及び問題発見・判断・解
決能力を養成するためのPBL
教育
⑷	専門教育で培った知識・技
能・態度を応用し，実践能力
を身につけるための実務実習
教育

⑸	専門教育をより広く深く理解
して自己研鑽していくための
基礎力となる薬学準備教育
⑹	薬剤師に必要な研究マインド
や問題発見・解決能力を醸成
するための薬学卒業研究教育

⑺	薬学を科学の一分野として理解し，医療・臨床薬学専門教育へ とつながる薬学基礎教育 ⑻	健康と疾病に関わる栄養
や環境要因を理解して，
疾病を予防するための衛
生薬学教育

⑼	人体の構造や機能，疾患
の病態生理，薬理作用，
薬物治療を理解するため
の医療薬学教育
⑽	医薬品の動態や生体内代
謝機序を理解し，最適な
薬剤設計を考えるための
応用薬学教育

⑾	医薬品情報，病態と薬物
療法を理解し，医薬品を
適正に使用するための臨
床薬学教育

⑿	最新の先端医療と科学の
進歩を学び，キャリア形
成につなげるためのアド
バンスト教育

アドミッション
ポリシー
（AP）

⑴ 医療人として人々の健康と福祉に貢献したいという強い意志
⑵ 目標を掲げ，主体的に学ぼうとする学習意欲と高い向学心
⑶ 探求心と洞察力をもち，新しい課題に柔軟に取り組む意欲

⑷ 薬学専門科目の学修に必要な理科，数学等の基礎的な学力
⑸ 高校レベルの論理的思考力やそれに基づく判断力・行動力
⑹ 基礎的コミュニケーション能力と相手を理解し，対応する力
ａ基礎薬学総合演習は物理・化学・生物系合わせて１単位（科目群の必要単位数に含めていない）
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項　　目 ＳＢＯ数 科目名（主要責任科目）

A　基本事項 67

⑴薬剤師の使命
医療と薬学の歴史を認識するとともに，国民の健康管理，医療安全，
薬害防止における役割を理解し，薬剤師としての使命感を身につけ
る。

26

【①医療人として】 7 薬学への招待・初年次ゼミナール/医療倫理学/
実務実習事前学習/病院・薬局実務実習

【②薬剤師が果たすべき役割】 8 薬局管理学演習/薬剤師職能論
【③患者安全と薬害の防止】 7 薬学対話演習/薬局管理学演習
【④薬学の歴史と未来】 4 薬学への招待
⑵薬剤師に求められる倫理観
倫理的問題に配慮して主体的に行動するために，生命・医療に係る
倫理観を身につけ，医療の担い手としての感性を養う。

14

【①生命倫理】 4
医療倫理学

【②医療倫理】 3
【③患者の権利】 4 薬学対話演習
【④研究倫理】 3 新薬開発論/卒業特別研究
⑶信頼関係の構築
患者・生活者，他の職種との対話を通じて相手の心理，立場，環境
を理解し，信頼関係を構築するために役立つ能力を身につける。

11

【①コミュニケーション】 9 初年次ゼミナール/サイエンスコミュニケーション/
臨床コミュニケーション演習

【②患者・生活者と薬剤師】 2 臨床コミュニケーション演習
⑷多職種連携協働とチーム医療
医療・福祉・行政・教育機関及び関連職種の連携の必要性を
理解し，チームの一員としての在り方を身につける。

5 5 臨床薬学総合演習

⑸自己研鑽と次世代を担う人材の育成
生涯にわたって自ら学ぶことの必要性・重要性を理解し，修得した
知識・技能・態度を確実に次世代へ継承する意欲と行動力を身につ
ける。

11

【①学習の在り方】 5
臨床コミュニケーション演習/実務実習事前学習/
臨床薬学総合演習/病院・薬局実務実習/
卒業特別ゼミナール

【②薬学教育の概要】 2 薬学への招待・初年次ゼミナール/薬剤師職能論
【③生涯学習】 2 薬学への招待/サイエンスコミュニケーション
【④次世代を担う人材の育成】 2 卒業特別研究

Ｂ　薬学と社会
人と社会に関わる薬剤師として自覚を持って行動するために，保健・医療・福
祉に係る法規範・制度・経済，及び地域における薬局と薬剤師の役割を理解し，
義務及び法令を遵守する態度を身につける。

49

⑴人と社会に関わる薬剤師
人の行動や考え方，社会の仕組みを理解し，人・社会と薬剤
師の関わりを認識する。

5 5 薬学対話演習

⑵薬剤師と医薬品等に係る法規範
調剤，医薬品等（医薬品，医薬部外品，化粧品，医療機器，再生医
療等製品）の供給，その他薬事衛生に係る任務を薬剤師として適正
に遂行するために必要な法規範とその意義を理解する。

22

【①薬剤師の社会的位置づけと責任に係る法規範】 8 薬事関係法規
【②医薬品等の品質，有効性及び安全性の確保に係る法規範】 11 新薬開発論
【③特別な管理を要する薬物等に係る法規範】 3 薬事関係法規
⑶社会保障制度と医療経済
社会保障制度のもとで提供される医療と福祉について，現状と課題
を認識するとともに，薬剤師が担う役割とその意義を理解する。

11

【①医療，福祉，介護の制度】 7 薬事関係法規
【②医薬品と医療の経済性】 4 薬剤師職能論・薬事関係法規
⑷地域における薬局と薬剤師
地域の保健，医療，福祉について，現状と課題を認識するとともに，
その質を向上させるための薬局及び薬剤師の役割とその意義を理解
する。

11

【①地域における薬局の役割】 6
薬局管理学演習

【②地域における保健，医療，福祉の連携体制と薬剤師】 5

Ｃ　薬学基礎
C1　物質の物理的性質
物質の物理的性質を理解するために，原子・分子の構造，熱力学，反応速度論
などに関する基本的事項を身につける。

56

改訂薬学教育モデル・コアカリキュラム（2015〜2023年度）の概要と
対応科目一覧（2015年度入学生以降）
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項　　目 ＳＢＯ数 科目名（主要責任科目）
⑴物質の構造
物質を構成する原子・分子の構造，および化学結合に関する基本的
事項を修得する。

21

【①化学結合】 3 化学物質の構造と性質
【②分子間相互作用】 7 化学物質の構造と性質
【③原子・分子の挙動】 6 機器分析化学
【④放射線と放射能】 5 化学物質の構造と性質/医療放射化学
⑵物質のエネルギーと平衡
物質の状態を理解するために，熱力学に関する基本的事項を修得する。 28

【①気体の微視的状態と巨視的状態】 3

熱力学と物理平衡
【②エネルギー】 7
【③自発的な変化】 5
【④化学平衡の原理】 4
【⑤相平衡】 3

溶液の性質と化学反応速度論
【⑥溶液の性質】 4
【⑦電気化学】 2 熱力学と物理平衡
⑶物質の変化
物質の変換過程を理解するために，反応速度論に関する基本的事項
を修得する。

7

【①反応速度】 7 溶液の性質と化学反応速度論

C2　化学物質の分析
化学物質（医薬品を含む）を適切に分析できるようになるために，物質の定性，
定量に関する基本的事項を修得する。

45

⑴分析の基礎
化学物質の分析に用いる器具の使用法と得られる測定値の取り扱い
に関する基本的事項を修得する。

3

【①分析の基本】 3 医薬品分析化学
⑵溶液中の化学平衡
溶液中の化学平衡に関する基本的事項を修得する。 8

【①酸・塩基平衡】 4
医薬品分析化学

【②各種の化学平衡】 4
⑶化学物質の定性分析・定量分析
化学物質の定性分析および定量分析に関する基本的事項を修得する。 9

【①定性分析】 2
医薬品分析化学

【②定量分析（容量分析・重量分析）】 7
⑷機器を用いる分析法
機器を用いる分析法の原理とその応用に関する基本的事項を修得する。 12

【①分光分析法】 6

機器分析化学
【②核磁気共鳴スペクトル測定法】 1
【③質量分析法】 1
【④Ｘ線分析法】 2
【⑤熱分析】 2
⑸分離分析法
分離分析法に関する基本的事項を修得する。 6

【①クロマトグラフィー】 5
臨床分析技術

【②電気泳動法】 1
⑹臨床現場で用いる分析技術
臨床現場で用いる代表的な分析技術に関する基本的事項を修得する。 7

【①分析の準備】 2
臨床分析技術

【②分析技術】 5

C3　化学物質の性質と反応
化学物質を理解できるようになるために，代表的な有機化合物の構造，性質，
反応，分離法，構造決定法，および無機化合物の構造と性質に関する基本的事
項を修得する。

61

⑴化学物質の基本的性質
基本的な有機化合物の命名法，電子配置，反応，立体構造などに関
する基本的事項を修得する。

17

【①基本事項】 9 有機薬化学Ⅰ〜Ⅲ
【②有機化合物の立体構造】 8 基礎化学演習
⑵有機化合物の基本骨格の構造と反応
有機化合物の基本骨格となる脂肪族および芳香族化合物の構造，性
質，反応性などに関する基本的事項を修得する。

13

【①アルカン】 5
有機薬化学Ⅰ

【②アルケン・アルキン】 3
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項　　目 ＳＢＯ数 科目名（主要責任科目）
【③芳香族化合物】 5 有機薬化学Ⅱ
⑶官能基の性質と反応
官能基を有する有機化合物の性質，反応性に関する基本的事項を修
得する。

14

【①概説】 2 有機薬化学Ⅲ
【②有機ハロゲン化合物】 3 有機薬化学Ⅰ
【③アルコール･フェノール･エーテル】 2

有機薬化学Ⅲ【④アルデヒド・ケトン・カルボン酸・カルボン酸誘導体】 3
【⑤アミン】 1
【⑥電子効果】 1 有機薬化学Ⅱ
【⑦酸性度・塩基性度】 2 有機薬化学Ⅲ
⑷化学物質の構造決定
代表的な機器分析としての核磁気共鳴（NMR），赤外吸収（IR），
質量分析による構造決定法の基本的事項を修得する。

12

【①核磁気共鳴（NMR）】 5
機器分析化学【②赤外吸収（IR）】 2

【③質量分析（MS）】 4
【④総合演習】 1 基礎薬学実習
⑸無機化合物・錯体の構造と性質
代表的な無機化合物・錯体（医薬品を含む）の構造，性質に関する
基本的事項を修得する。

5

【①無機化合物・錯体】 5 無機化学

C4　生体分子・医薬品の化学による理解
医薬品の生体内での作用を化学的に理解できるようになるために，医薬品標的
および医薬品の構造と性質，生体反応の化学に関する基本的事項を修得する。

36

⑴医薬品の標的となる生体分子の構造と化学的な性質
医薬品の標的となる生体分子の基本構造と，その化学的な性質に関
する基本的事項を修得する。

6

【①医薬品の標的となる生体高分子の化学構造】 2
生化学Ⅰ

【②生体内で機能する小分子】 4
⑵生体反応の化学による理解
医薬品の作用の基礎となる生体反応の化学的理解に関する基本的事
項を修得する。

9

【①生体内で機能するリン，硫黄化合物】 2 生体情報化学
【②酵素阻害剤と作用様式】 3 生化学Ⅰ
【③受容体のアゴニストおよびアンタゴニスト】 2 生体情報化学
【④生体内で起こる有機反応】 2 生化学Ⅰ
⑶医薬品の化学構造と性質，作用
医薬品に含まれる代表的な構造およびその性質を医薬品の作用と関
連づける基本的事項を修得する。

21

【①医薬品と生体分子の相互作用】 1

医薬品化学

【②医薬品の化学構造に基づく性質】 2
【③医薬品のコンポーネント】 3
【④酵素に作用する医薬品の構造と性質】 6
【⑤受容体に作用する医薬品の構造と性質】 5
【⑥DNAに作用する医薬品の構造と性質】 3
【⑦イオンチャネルに作用する医薬品の構造と性質】 1

C5　自然が生み出す薬物
自然界に存在する物質を医薬品として利用できるようになるために，代表的な
生薬の基原，特色，臨床応用および天然生物活性物質の単離，構造，物性，作
用などに関する基本的事項を修得する。

23

⑴薬になる動植鉱物
基原，性状，含有成分，品質評価などに関する基本的事項を修得する。 12

【①薬用植物】 4
生薬学

【②生薬の基原】 1
【③生薬の用途】 2 化学系薬学演習
【④生薬の同定と品質評価】 5 生薬学/基礎薬学実習
⑵薬の宝庫としての天然物
医薬品資源としての天然生物活性物質を構造によって分類・整理する
とともに，天然生物活性物質の利用に関する基本的事項を修得する。

11

【①生薬由来の生物活性物質の構造と作用】 5

天然物化学
【②微生物由来の生物活性物質の構造と作用】 2
【③天然生物活性物質の取扱い】 1
【④天然生物活性物質の利用】 3
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項　　目 ＳＢＯ数 科目名（主要責任科目）

C6　生命現象の基礎
生命現象を細胞レベル，分子レベルで理解できるようになるために，生命体の
最小単位である細胞の成り立ちや生命現象を担う分子に関する基本的事項を修
得する。

62

⑴細胞の構造と機能
細胞膜，細胞小器官，細胞骨格などの構造と機能に関する基本的事
項を修得する。

4

【①細胞膜】 2
生体情報化学／基礎生物学演習【②細胞小器官】 1

【③細胞骨格】 1
⑵生命現象を担う分子
生命現象を担う分子の構造，性質，役割に関する基本的事項を修得
する。

9

【①脂質】 1
生化学Ⅱ／基礎生物学演習

【②糖質】 2
【③アミノ酸】 1

生化学Ⅰ
【④タンパク質】 1
【⑤ヌクレオチドと核酸】 1 分子生物学
【⑥ビタミン】 1

生化学Ⅰ
【⑦微量元素】 1
【⑧生体分子の定性，定量】 1 生命薬学実習Ⅰ（生化学・免疫学）
⑶生命活動を担うタンパク質
生命活動を担うタンパク質の構造，性質，機能，代謝に関する基本
的事項を修得する。

9

【①タンパク質の構造と機能】 1

生化学Ⅰ/生体情報化学
【②タンパク質の成熟と分解】 2
【③酵素】 4
【④酵素以外のタンパク質】 2
⑷生命情報を担う遺伝子
生命情報を担う遺伝子の複製，発現と，それらの制御に関する基本
的事項を修得する。

14

【①概論】 2

分子生物学
【②遺伝情報を担う分子】 3
【③遺伝子の複製】 1
【④転写・翻訳の過程と調節】 5
【⑤遺伝子の変異・修復】 1
【⑥組換えDNA】 2 遺伝子工学
⑸生体エネルギーと生命活動を支える代謝系
生体エネルギーの産生，貯蔵，利用，およびこれらを担う糖質，脂質，
タンパク質，核酸の代謝に関する基本的事項を修得する。

13

【①概論】 1

生化学Ⅰ・Ⅱ
【②ATPの産生と糖質代謝】 5
【③脂質代謝】 2
【④飢餓状態と飽食状態】 2
【⑤その他の代謝系】 3
⑹細胞間コミュニケーションと細胞内情報伝達
細胞間コミュニケーション及び細胞内情報伝達の方法と役割に関す
る基本的事項を修得する。

8

【①概論】 1
生体情報化学【②細胞内情報伝達】 5

【③細胞間コミュニケーション】 2
⑺細胞の分裂と死
細胞周期と分裂，細胞死に関する基本的事項を修得する。 5

【①細胞分裂】 2
分子生物学【②細胞死】 1

【③がん細胞】 2

C7　人体の成り立ちと生体機能の調節
人体の成り立ちを個体，器官，細胞の各レベルで理解できるようになるために，
人体の構造，機能，調節に関する基本的事項を修得する。

39

⑴人体の成り立ち
遺伝，発生，および各器官の構造と機能に関する基本的事項を修得
する。

25

【①遺伝】 3 遺伝子工学
【②発生】 2 分子生物学/病態生理学Ⅰ・Ⅱ
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項　　目 ＳＢＯ数 科目名（主要責任科目）
【③器官系概論】 4

人体構成学Ⅰ

【④神経系】 2
【⑤骨格系・筋肉系】 2
【⑥皮膚】 1
【⑦循環器系】 3
【⑧呼吸器系】 1
【⑨消化器系】 2 人体構成学Ⅱ
【⑩泌尿器系】 1 人体構成学Ⅰ
【⑪生殖器系】 1

人体構成学Ⅱ
【⑫内分泌系】 1
【⑬感覚器系】 1

人体構成学Ⅰ
【⑭血液・造血器系】 1
⑵生体機能の調節
生体の維持に関わる情報ネットワークを担う代表的な情報伝達物質
の種類，作用発現機構に関する基本的事項を修得する。

14

【①神経による調節機構】 4 人体構成学Ⅰ
【②ホルモン・内分泌系による調節機構】 1 人体構成学Ⅱ
【③オータコイドによる調節機構】 1 薬理学Ⅰ
【④サイトカイン・増殖因子による調節機構】 1 免疫学
【⑤血圧の調節機構】 1 人体構成学Ⅰ
【⑥血糖の調節機構】 1 人体構成学Ⅱ
【⑦体液の調節】 2

病態生理学Ⅰ
【⑧体温の調節】 1
【⑨血液凝固・線溶系】 1 人体構成学Ⅰ
【⑩性周期の調節】 1 人体構成学Ⅱ

C8　生体防御と微生物
生体の恒常性が崩れた時に生ずる変化を理解できるようになるために，免疫反
応による生体防御機構とその破綻，及び代表的な病原微生物に関する基本的事
項を修得する。

48

⑴身体をまもる
ヒトの主な生体防御反応としての免疫応答に関する基本的事項を修
得する。

12

【①生体防御反応】 4
免疫学【②免疫を担当する組織・細胞】 3

【③分子レベルで見た免疫のしくみ】 5
⑵免疫系の制御とその破綻・免疫系の応用
免疫応答の制御とその破綻，および免疫反応の臨床応用に関する基
本的事項を修得する。

10

【①免疫応答の制御と破綻】 6
免疫学

【②免疫反応の利用】 4
⑶微生物の基本
微生物の分類，構造，生活環などに関する基本的事項を修得する。 15

【①総論】 1

微生物薬品化学
【②細菌】 6
【③ウイルス】 1
【④真菌・原虫・蠕虫】 2
【⑤消毒と滅菌】 2
【⑥検出方法】 3 生命薬学実習Ⅱ（微生物）
⑷病原体としての微生物
ヒトと微生物の関わりおよび病原微生物に関する基本的事項を修得
する。

11

【①感染の成立と共生】 2 微生物薬品化学
【②代表的な病原体】 9 臨床微生物学

D　衛生薬学
D1　健康
人々の健康増進，公衆衛生の向上に貢献できるようになるために，現代社会にお
ける疾病とその予防，栄養と健康に関する基本的知識，技能，態度を修得する。

39

⑴社会・集団と健康
人々（集団）の健康と疾病の現状およびその影響要因を把握するた
めに，保健統計と疫学に関する基本的事項を修得する。

8

【①健康と疾病の概念】 1
公衆衛生学【②保健統計】 3

【③疫学】 4
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項　　目 ＳＢＯ数 科目名（主要責任科目）
⑵疾病の予防
健康を理解し疾病の予防に貢献できるようになるために，感染症，
生活習慣病，職業病などについての現状とその予防に関する基本的
事項を修得する。

13

【①疾病の予防とは】 2

公衆衛生学
【②感染症とその予防】 4
【③生活習慣病とその予防】 3
【④母子保健】 2
【⑤労働衛生】 2
⑶栄養と健康
食生活が健康に与える影響を科学的に理解するために，栄養と食品
機能，食品衛生に関する基本的事項を修得する。

18

【①栄養】 8 衛生化学
【②食品機能と食品衛生】 7

食品衛生学演習
【③食中毒と食品汚染】 3

D2　環境
人々の健康にとってより良い環境の維持と公衆衛生の向上に貢献できるように
なるために，化学物質などのヒトへの影響，適正な使用，および地球生態系や
生活環境と健康との関わりにおける基本的知識，技能，態度を修得する。

41

⑴化学物質・放射線の生体への影響
化学物質などの生体への有害作用を回避し，適正に使用できるよう
になるために，化学物質の毒性などに関する基本的事項を修得する。

19

【①化学物質の毒性】 7
環境毒性学【②化学物質の安全性評価と適正使用】 5

【③化学物質による発がん】 3
【④放射線の生体への影響】 4 医療放射化学/環境毒性学
⑵生活環境と健康
地球生態系や生活環境を保全，維持できるようになるために，環境
汚染物質などの成因，測定法，生体への影響，汚染防止，汚染除去
などに関する基本的事項を修得する。

22

【①地球環境と生態系】 5

環境衛生学

【②環境保全と法的規制】 3
【③水環境】 6
【④大気環境】 3
【⑤室内環境】 2
【⑥廃棄物】 3

Ｅ　医療薬学
E1　薬の作用と体の変化
疾病と薬物の作用に関する知識を修得し，医薬品の作用する過程を理解する。

28

⑴薬の作用
医薬品を薬効に基づいて適正に使用できるようになるために，薬物
の生体内における作用に関する基本的事項を修得する。

13

【①薬の作用】 9 薬理学Ⅰ・Ⅲ
【②動物実験】 3 医療薬学実習（薬理・薬剤）
【③日本薬局方】 1 製剤学
⑵身体の病的変化を知る
身体の病的変化から疾患を推測できるようになるために，代表的な
症候，病態・臨床検査に関する基本的事項を修得する。

9

【①症候】 1 病態生理学Ⅰ・Ⅱ
【②病態・臨床検査】 8 病態生理学Ⅱ
⑶薬物治療の位置づけ
医療チームの一員として薬物治療に参画できるようになるた
めに，代表的な疾患における治療と薬物療法に関する基本的
事項を修得する。

2 2 薬物治療学Ⅰ・Ⅱ

⑷医薬品の安全性
医薬品のリスクを回避できるようになるために，有害事象（副
作用，相互作用），薬害，薬物乱用に関する基本的事項を修
得する。

4 4 薬理学Ⅲ

E2　薬理・病態・薬物治療
患者情報に応じた薬の選択，用法・用量の設定および医薬品情報・安全性や治
療ガイドラインを考慮した適正な薬物治療に参画できるようになるために，疾
病に伴う症状などの患者情報を解析し，最適な治療を実施するための薬理，病
態・薬物治療に関する基本的事項を修得する。

163

⑴神経系の疾患と薬
神経系・筋に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治療に
関する基本的知識を修得し，治療に必要な情報収集・解析および医
薬品の適正使用に関する基本的事項を修得する。

23
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項　　目 ＳＢＯ数 科目名（主要責任科目）
【①自律神経系に作用する薬】 4 薬理学Ⅰ
【②体性神経系に作用する薬・筋の疾患の薬，病態，治療】 4 薬理学Ⅱ
【③中枢神経系の疾患の薬，病態，治療】 14 薬理学Ⅱ/病態生理学Ⅰ
【④化学構造と薬効】 1 薬理学Ⅰ
⑵免疫・炎症・アレルギーおよび骨・関節の疾患と薬
免疫・炎症・アレルギーおよび骨・関節に作用する医薬品の薬理お
よび疾患の病態・薬物治療に関する基本的知識を修得し，治療に必
要な情報収集・解析および医薬品の適正使用に関する基本的事項を
修得する。

17

【①抗炎症薬】 3 薬理学Ⅲ/薬物治療学Ⅱ
【②免疫・炎症・アレルギー疾患の薬，病態，治療】 9 薬物治療学Ⅱ/処方解析学Ⅱ
【③骨・関節・カルシウム代謝疾患の薬，病態，治療】 4 薬物治療学Ⅱ
【④化学構造と薬効】 1 薬理学Ⅲ
⑶�循環器系・血液系・造血器系・泌尿器系・生殖器系の疾患と薬
循環器系・血液・造血器系・泌尿器系・生殖器系に作用する医薬品
の薬理および疾患の病態・薬物治療に関する基本的知識を修得し，
治療に必要な情報収集・解析および医薬品の適正使用に関する基本
的事項を修得する。

20

【①循環器系疾患の薬，病態，治療】 6 薬理学Ⅲ/病態生理学Ⅱ/薬物治療学演習
【②血液・造血器系疾患の薬，病態，治療】 5 病態生理学Ⅱ/薬理学演習/薬物治療学演習
【③泌尿器系，生殖器系疾患の薬，病態，薬物治療】 8 薬物治療学Ⅰ・Ⅱ/病態生理学Ⅱ
【④化学構造と薬効】 1 病態生理学Ⅱ/薬理学Ⅲ
⑷呼吸器系・消化器系の疾患と薬
呼吸器系・消化器系に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬
物治療に関する基本的知識を修得し，治療に必要な情報収集・解析
および医薬品の適正使用に関する基本的事項を修得する。

14

【①呼吸器系疾患の薬，病態，治療】 4 薬理学Ⅲ/薬物治療学Ⅱ/病態生理学Ⅱ
【②消化器系疾患の薬，病態，治療】 9 薬理学Ⅲ/病態生理学Ⅱ/薬物治療学演習/処方解析学Ⅱ
【③化学構造と薬効】 1 薬理学Ⅲ
⑸代謝系・内分泌系の疾患と薬
代謝系・内分泌系に作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物
治療に関する基本的知識を修得し，治療に必要な情報収集・解析お
よび医薬品の適正使用に関する基本的事項を修得する。

9

【①代謝系疾患の薬，病態，治療】 3 薬物治療学Ⅱ/病態生理学Ⅰ
【②内分泌系疾患の薬，病態，治療】 5 病態生理学Ⅱ/薬物治療学Ⅱ
【③化学構造と薬効】 1 薬理学演習
⑹感覚器・皮膚の疾患と薬
感覚器・皮膚の疾患と薬の薬理作用・機序および副作用に関する基
本的知識を修得し，治療に必要な情報収集・解析および医薬品の適
正使用に関する基本的事項を修得する。

11

【①眼疾患の薬，病態，治療】 4
薬物治療学Ⅰ/病態生理学Ⅱ

【②耳鼻咽喉疾患の薬，病態，治療】 2
【③皮膚疾患の薬，病態，治療】 4 薬物治療学Ⅰ・Ⅱ
【④化学構造と薬効】 1 薬理学Ⅰ
⑺病原微生物（感染症）・悪性新生物（がん）と薬
病原微生物（細菌，ウイルス，真菌，原虫），および悪性新生物に
作用する医薬品の薬理および疾患の病態・薬物治療に関する基本的
知識を修得し，治療に必要な情報収集・解析および医薬品の適正使
用に関する基本的事項を修得する。

42

【①抗菌薬】 2
微生物薬品化学

【②抗菌薬の耐性】 1
【③細菌感染症の薬，病態，治療】 10 臨床微生物学
【④ウイルス感染症およびプリオン病の薬，病態，治療】 6 臨床微生物学/処方解析学Ⅰ
【⑤真菌感染症の薬，病態，治療】 2

臨床微生物学
【⑥原虫・寄生虫感染症の薬，病態，治療】 2
【⑦悪性腫瘍】 3 病態生理学Ⅰ・Ⅱ
【⑧悪性腫瘍の薬，病態，治療】 13 病態生理学Ⅰ・Ⅱ/薬物治療学Ⅱ/薬物治療学演習
【⑨がん終末期医療と緩和ケア】 2 薬理学Ⅰ/薬理学演習/処方解析学Ⅱ
【⑩化学構造と薬効】 1 薬理学演習
⑻バイオ・細胞医薬品とゲノム情報
医薬品としてのタンパク質，遺伝子，細胞を適正に利用するために，
それらを用いる治療に関する基本的知識を修得し，倫理的態度を身
につける。併せて，ゲノム情報の利用に関する基本的事項を修得する。

8

【①組換え体医薬品】 3
遺伝子工学【②遺伝子治療】 1

【③細胞，組織を利用した移植医療】 4
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項　　目 ＳＢＯ数 科目名（主要責任科目）
⑼一般用医薬品・セルフメディケーション
適切な薬物治療および地域の保健・医療に貢献できるように
なるために，要指導医薬品・一般用医薬品およびセルフメディ
ケーションに関する基本的知識を修得する。併せて，薬物治
療実施に必要な情報を自ら収集するための基本的事項を修得
する。

8 8 薬局管理学演習/実務実習事前学習

⑽医療の中の漢方薬
漢方の考え方，疾患概念，代表的な漢方薬の適応，副作用や注意事
項などに関する基本的事項を修得する。

8

【①漢方薬の基礎】 4
処方解析学Ⅰ【②漢方薬の応用】 3

【③漢方薬の注意点】 1
（11）薬物治療の最適化
最適な薬物治療の実現に貢献できるようになるために，治療に必要
な情報収集・解析および医薬品の適正使用に関する基本的事項を修
得する。

3

【①総合演習】 3 実務実習事前学習/臨床薬学総合演習

E3　薬物治療に役立つ情報
薬物治療に必要な情報を医療チームおよび患者に提供したり，処方設計を提案
したり，臨床上の問題解決ができるようになるために，医薬品情報ならびに患
者情報の収集・評価・加工，臨床研究デザイン・解析などに関する基本的知識
を修得し，それらを活用するための基本的事項を身につける。

58

⑴医薬品情報
医薬品情報の収集・評価・加工・提供・管理・評価，EBM	の実践，
生物統計ならびに臨床研究デザイン・解析に関する基本的事項を修
得する。

39

【①情報】 5

医薬品情報学
【②情報源】 6
【③収集・評価・加工・提供・管理】 5
【④EBM（Evidence-basedMedicine）】 4
【⑤生物統計】 7 医療統計学
【⑥臨床研究デザインと解析】 9 医薬品情報学
【⑦医薬品の比較・評価】 3 薬局管理学演習/実務実習事前学習
⑵患者情報
患者からの情報の収集，評価に必要な基本的事項を修得する。 6

【①情報と情報源】 2
医薬品情報学/調剤学

【②収集・評価・管理】 4
⑶個別化医療
薬物治療の個別化に関する基本的事項を修得する。 13

【①遺伝的素因】 3
薬物代謝学【②年齢的要因】 2

【③臓器機能低下】 3
【④その他の要因】 3 生物薬剤学
【⑤個別化医療の計画・立案】 2 実務実習事前学習

E4　薬の生体内運命
薬物の生体内運命を理解し，個々の患者の投与設計ができるようになるために，
薬物の体内動態およびその解析に関する基本的知識を修得し，それらを応用す
る基本的技能を身につける。

33

⑴薬物の体内動態
吸収，分布，代謝，排泄の各過程および薬物動態学的相互作用に関
する基本的事項を修得する。

23

【①生体膜透過】 2
生物薬剤学【②吸収】 5

【③分布】 6
【④代謝】 5 生物薬剤学/薬物代謝学
【⑤排泄】 5 生物薬剤学
⑵薬物動態の解析
薬物動態の理論的解析ならびに投与設計に関する基本的事項を修得
する。

10

【①薬物速度論】 6
薬物動態学

【②TDM（TherapeuticDrugMonitoring）と投与設計】 4

E5　製剤化のサイエンス
製剤化の意義と製剤の性質を理解するために，薬物と製剤材料の物性，製剤設
計，および薬物送達システムに関する基本的事項を修得する。

36

⑴製剤の性質
薬物と製剤材料の物性に関する基本的事項を修得する。 14
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項　　目 ＳＢＯ数 科目名（主要責任科目）
【①固形材料】 5

物理薬剤学
【②半固形・液状材料】 2
【③分散系材料】 4
【④薬物及び製剤材料の物性】 3
⑵製剤設計
製剤の種類，製造，品質などに関する基本的事項を修得する。 11

【①代表的な製剤】 6
製剤学【②製剤化と製剤試験法】 4

【③生物学的同等性】 1
⑶DDS（DrugDeliverySystem：薬物送達システム）
薬物の投与形態や薬物体内動態の制御法などを工夫したDDSに関す
る基本的事項を修得する。

11

【①DDSの必要性】 2

製剤機能論
【②コントロールドリリース（放出制御）】 3
【③ターゲティング（標的指向化）】 3
【④吸収改善】 3

Ｆ　薬学臨床
患者・生活者本位の視点に立ち，薬剤師として病院や薬局などの臨床現場で活
躍するために，薬物療法の実践と，チーム医療・地域保健医療への参画に必要
な基本的事項を修得する。

176

⑴薬学臨床の基礎
医療の担い手として求められる活動を適切な態度で実践するため
に，薬剤師の活躍する臨床現場で必要な心構えと薬学的管理の基本
的な流れを把握する。

25

【①早期臨床体験】※原則として2年次修了までに学習する事項 3 薬学への招待/初年次ゼミナール
【②臨床における心構え】〔Ａ⑴，⑵参照〕 7 薬局管理学演習/病院・薬局実務実習
【③臨床実習の基礎】 15 薬局管理学演習/実務実習事前学習/病院・薬局実務実習
⑵処方せんに基づく調剤
処方せんに基づいた調剤業務を安全で適正に遂行するために，医薬
品の供給と管理を含む基本的調剤業務を修得する。

76

【①法令・規則等の理解と遵守】〔Ｂ⑵，⑶参照〕 4
実務実習事前学習/臨床薬学総合演習/調剤学/
病院・薬局実務実習【②処方せんと疑義照会】 11

【③処方せんに基づく医薬品の調製】 19

【④患者・来局者応対，服薬指導，患者教育】 15 臨床コミュニケーション演習/実務実習事前学習/
病院・薬局実務実習

【⑤医薬品の供給と管理】 13 実務実習事前学習/臨床薬学総合演習/薬局管理学演習/
病院・薬局実務実習

【⑥安全管理】 14 実務実習事前学習/病院・薬局実務実習
⑶薬物療法の実践
患者に安全・最適な薬物療法を提供するために，適切に患者情報を
収集した上で，状態を正しく評価し，適切な医薬品情報を基に，個々
の患者に適した薬物療法を提案・実施・評価できる能力を修得する。

40

【①患者情報の把握】 7
実務実習事前学習/病院・薬局実務実習

【②医薬品情報の収集と活用】〔Ｅ３⑴参照〕 6
【③処方設計と薬物療法の実践（処方設計と提案）】 14

処方解析学Ⅰ・Ⅱ/実務実習事前学習/
病院・薬局実務実習【④	処方設計と薬物療法の実践（薬物療法における効果と副

作用の評価）】 13

⑷チーム医療への参画〔Ａ⑷参照〕
医療機関や地域で，多職種が連携・協力する患者中心のチーム医療
に積極的に参画するために，チーム医療における多職種の役割と意
義を理解するとともに，情報を共有し，より良い医療の検討，提案
と実施ができる。

13

【①医療機関におけるチーム医療】 9
病院・薬局実務実習

【②地域におけるチーム医療】 4
⑸地域の保健・医療・福祉への参画〔Ｂ⑷参照〕
地域での保健・医療・福祉に積極的に貢献できるようになるために，
在宅医療，地域保健，福祉，プライマリケア，セルフメディケーショ
ンの仕組みと意義を理解するとともに，これらの活動に参加するこ
とで，地域住民の健康の回復，維持，向上に関わることができる。

22

【①在宅（訪問）医療・介護への参画】 6

実務実習事前学習/臨床薬学総合演習/薬局管理学演習/
病院・薬局実務実習

【②地域保健（公衆衛生，学校薬剤師，啓発活動）への参画】 4
【③プライマリケア，セルフメディケーションの実践】
〔Ｅ２（９）参照〕 9

【④災害時医療と薬剤師】 3
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項　　目 ＳＢＯ数 科目名（主要責任科目）

Ｇ　薬学研究
薬学・医療の進歩と改善に資するために，研究を遂行する意欲と問題発見・解
決能力を身につける。

13

⑴薬学における研究の位置づけ
研究マインドをもって生涯にわたり医療に貢献するために，薬学に
おける研究の位置づけを理解する。

4 卒業特別研究

⑵研究に必要な法規範と倫理
自らが実施する研究に係る法令，指針を理解し，それらを遵守して
研究に取り組む。

3 卒業特別研究

⑶研究の実践
研究のプロセスを通して，知識や技能を総合的に活用して問題を解
決する能力を培う。

6 卒業特別研究

1073 1073 1073
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Ⅳ　他学部開放科目一覧

１　授業科目表

　人文科学部からの開放科目

授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

履修

年次

開
講
期

授業

形態
履修上の注意

古 典 文 学 史 選 2 2 前 講義

近 現 代 文 学 史 選 2 2 後 講義

日 本 語 史 選 2 2 後 講義

言 語 表 現 史 選 2 2 後 講義

身 体 表 現 史 選 2 2 後 講義

古 典 文 学 研 究 １ 選 2 2 前 講義

古 典 文 学 研 究 ２ 選 2 2 前 講義

古 典 文 学 研 究 ３ 選 2 2 後 講義

近現代文学研究１ 選 2 2 前 講義

近現代文学研究２ 選 2 2 前 講義

近現代文学研究３ 選 2 2 前 講義

日 本 語 研 究 １ 選 2 2 後 講義

日 本 語 研 究 ２ 選 2 2 集中 講義

表 現 創 造 研 究 １ 選 2 2 集中 講義 ★2019年度生まで

表 現 創 造 研 究 ２ 選 2 2 前 講義

表 現 創 造 研 究 ３ 選 2 2 集中 講義 ★2019年度生まで

古 典 文 学 講 義 １ 選 2 3 後 講義

古 典 文 学 講 義 ２ 選 2 3 後 講義

古 典 文 学 講 義 ３ 選 2 3 前 講義

近現代文学講義１ 選 2 3 後 講義

近現代文学講義２ 選 2 3 後 講義

近現代文学講義３ 選 2 3 前 講義

日 本 語 講 義 １ 選 2 3 前 講義

日 本 語 講 義 ２ 選 2 3 集中 講義

表 現 創 造 講 義 １ 選 2 3 前 講義

表 現 創 造 講 義 ２ 選 2 3 前 講義

表 現 創 造 講 義 ３ 選 2 3 後 講義

表 現 創 造 講 義 ４ 選 2 3 後 講義

異文化理解と交流１Ａ〜Ｃ 選 2 3 前 講義

異文化理解と交流２Ａ・Ｂ 選 2 3 後 講義

イギリス文化研究１ 選 2 3 前 講義

イギリス文化研究２ 選 2 3 後 講義

他
学
部
開
放
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授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

履修

年次

開
講
期

授業

形態
履修上の注意

イギリス文化研究３ 選 2 3 前 講義

アメリカ文化研究１ 選 2 3 前 講義

アメリカ文化研究２ 選 2 3 後 講義

アメリカ文化研究３ 選 2 3 後 講義

地 理 学 概 論 選 2 2 後 講義

地 誌 選 2 2 前 講義

哲学の世界と歴史 選 2 1 前 講義

日 本 人 の 思 想 選 2 1 後 講義

ヨーロッパ人の思想 選 2 1 後 講義

ア ジ ア 人 の 思 想 選 2 1 後 講義

日 本 美 術 史 選 2 1 後 講義

西 洋 美 術 史 選 2 1 前 講義

東 洋 美 術 史 選 2 1 前 講義

死 生 観 の 歴 史 選 2 1 前 講義

倫理と価値観の諸相 選 2 1 後 講義

歴史人物の生と時代１Ａ〜Ｄ 選 2 1 前・後 講義

歴史人物の生と時代２Ａ〜Ｄ 選 2 1 前・後 講義

地域史特殊研究１Ａ〜Ｈ 選 2 1 前・後 講義

地域史特殊研究２Ａ〜Ｈ 選 2 1 前・後 講義  ２Ｄ〜２Ｇは研修旅行参加が必須

吉備地方文化特論１ 選 2 1 前 講義

吉備地方文化特論２ 選 2 1 後 講義
 ２年次以上での履修が望ましい

吉備地方文化特論３ 選 2 1 前 講義

吉備地方文化特論４ 選 2 1 後 講義

考 古 学 の 基 礎 選 2 1 前 講義

考 古 学 の 現 在 選 2 1 後 講義

古 文 書 学 の 基 礎 選 2 1 後 講義

古 文 書 解 読 選 2 1 後 講義
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　経営学部からの開放科目（2014〜2023年度生のみ）

授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

履　修

年　次

開
講
期

授 業

形 態
履修上の注意

初 級 簿 記 選 2 1 前 講義

中級簿記Ⅰ（＝中級簿記） 選 2 1 後 講義

中 級 簿 記 Ⅱ 選 2 1 後 講義 ★2023年度生のみ

英文ビジネスプレゼンテーション入門 選 2 1 前 講義

国際ビジネス入門 選 2 1 前 講義

商 業 学 入 門 選 2 1 後 講義

農 業 経 済 学 入 門 選 2 1 前 講義

ホスピタリティ入門 選 2 1 前 講義

経 営 史 入 門 選 2 1 後 講義

経 営 戦 略 論 入 門 選 2 1 後 講義

経 営 哲 学 入 門 選 2 1 前 講義

金 融 概 論 選 2 1 前 講義

証 券 市 場 論 入 門 選 2 1 後 講義

特 別 講 義 Ⅰ 選 2 2 前 講義 ★2018年度生〜2021年度生のみ

授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

履修

年次

開
講
期

授業

形態
履修上の注意

社 会 福 祉 Ⅰ 選 2 1 前 講義

社 会 福 祉 Ⅱ 選 2 3 前 講義

保 育 者 論 選 2 1 後 講義

保 育 原 理 Ⅰ 選 2 1 前 講義

児 童 家 庭 福 祉 Ⅰ 選 2 1 前 講義

精 神 保 健 選 2 2 後 講義
社会福祉主事任用資格取得希望者に限る
（資格課程履修要項ページ参照）〈2019年度生以降〉	

看 護 学 選 2 1 後 講義

〈2018年度生以降〉	
精神医学概論（精神疾患とその治療） 選 2 2 前 講義

公 衆 衛 生 学 選 2 3 後 講義

　教育学部からの開放科目一覧

他
学
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Ⅰ　総合教養教育科目，外国語教育科目（2013・2014年度生）
１　授業科目表
　⑴　総合教養教育科目（2014年度生）

授　業　科　目
2018年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態

備　　考前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

人　
　
　
　
　
　

文　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

社　
　
　
　
　
　

会　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　

学

文 章 表 現 e 2 ○ 講義 人文・社会科学から
４単位以上履修する
こと

文 章 表 現 f 2 ○ 講義

口 頭 表 現 e 2 ○ 講義

学 生 生 活 概 論（14〜） 2 ○ 講義

こころの健康科学 2 ○ 講義

現代人とこころの障害 2 ○ 講義

漢詩文の表現と心 2 ○ 講義

漢詩文の表現と思想 2 ○ 講義

茶 道 １（14〜） 1 ○ 演習

茶 道 ２（14〜） 1 ○ 演習

日 本 文 化 論 １ 2 ○ 講義

日 本 文 化 論 ２ 2 ○ 講義

ポピュラー音楽の歴史 2 ◯ 講義

日 本 人 の 思 想 2 ○ 講義

ヨーロッパ人の思想 2 ○ 講義

ア ジ ア 人 の 思 想 2 ○ 講義

日 本 美 術 史 2 ○ 講義

西 洋 美 術 史 2 ○ 講義

東 洋 美 術 史 2 ○ 講義

死 生 観 の 歴 史 2 ○ 講義

現代の哲学と思想 2 ○ 講義

人類学の世界と歴史 2 ○ 講義

ア ジ ア の 民 族 誌 2 ○ 講義

地理学の世界と歴史 2 ○ 講義

心理学１（心理学の世界と歴史（〜12）） 2 ○ 講義

心理学２（現代人のこころと行動（〜12）） 2 ○ 講義

発 　 想 　 学（14〜） 2 ◯ 講義

倫理と価値観の諸相 2 ○ 講義

現代人の倫理と価値観 現代の倫理 2 ○ 講義

女性の生活と歴史 2 ○ 講義

現 代 の 女 性 環 境 2 ○ 講義

人権の現代的課題 a 2 ○ 講義

法学（社会生活と法（〜12）） 2 ○ 講義

日 本 国 憲 法 a 2 ○ 講義

社会学の世界と歴史 2 ○ 講義

社会学概論Ａ（＝現代社会の諸問題） 2 ○ 講義

社会学概論B（＝医療と生活（〜12）） 2 ○ 講義

基礎経済学（経済と生活（〜12）） 2 ○ 講義

経済学概論（現代経済論（〜12）） 2 ○ 講義

基 礎 経 営 論 2 ◯ 講義

授業科目及び履修方法（2013・2014年度生）
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（注１）	自然科学の選択必修科目４単位，人文･社会科学，スポーツ，自然科学の選択科目の中から13単位以上（人文･社会科学
４単位，スポーツ１単位を含む）を修得すること。（情報処理演習のクラス分けは別途掲示する。）

（注２）	上位年次生は，下位の配当年次の科目を履修することができる。ただし，進級の要件となる単位数は38頁で確認すること。
（注３）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注４）●：必修科目，▲：選択必修科目，○：選択科目

授　業　科　目
2018年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態

備　　考前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

人
文
・
社
会
化
学

基礎マーケティング論 2 ◯ 講義

金融システムと生活（14〜） 2 ◯ 講義

生活に役立つ統計（15・14のみ） コラボレーション学修２ 2 ◯ 講義

マ ス メ デ ィ ア 論 2 ◯ 講義

社会生活と儀礼（14〜） 2 講義

現代都市の魅力診断 2 講義

自 然 地 理 学 2 ○ 講義

自　
　
　
　
　
　
　

然　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　

学

健 康 と 食 品 健康と衛生 2 ○ 講義

健 康 と 栄 養 2 ○ 講義

化学の世界と歴史 2 ○ 講義

化 学 と 環 境 問 題 環境と地球 2 ○ 講義

生 命 と 自 然 環 境 2 ○ 講義

人体の構造と機能 からだの構造と機能 2 ○ 講義

生命機能のプログラム 2 ○ 講義

生命と生活の化学 現代生活と化学 2 ○ 講義

病 気 と 環 境 環境と生命 2 ○ 講義

い き も の と 物 質 からだの化学と生物学 2 ○ 講義

く す り と 社 会 2 ○ 講義

情 報 と 社 会（14〜 ） 2 ○ 講義

情 報 処 理 演 習 a〜c 特 別 対 応
（2015年度〜） 1 ● 演習

基 礎 数 学 特 別 対 応
（2015年度〜） 2 ▲ 講義

４単位以上選択必
修

基 礎 物 理 学 特 別 対 応
（2015年度〜） 2 ▲ 講義

基 礎 生 物 学 特 別 対 応
（2015年度〜） 2 ▲ 講義

基 礎 化 学 特 別 対 応
（2015年度〜） 2 ● 講義

基 礎 科 学 実 習 1 ● 演習

ス　
　

ポ　
　

ー　
　

ツ

ス ポ ー ツ と 健 康 身体運動と健康の科学 2 ○ 講義 スポーツから
１単位以上履修
すること

ス ポ ー ツ と 社 会 健康・スポーツと社会 2 ○ 講義

ス ポ ー ツ １ h･i 1 ○ 演習

ス ポ ー ツ ２ 1 演習 （人文クラス指定）

ス ポ ー ツ ３ 1 ○ 演習

ス ポ ー ツ ４ 1 ○ 演習

日 本 事 情 １ 2 ○ 講義

外国人留学生
帰国子女適用

日 本 事 情 ２ 2 ○ 講義

日 本 事 情 ３ 2 講義

日 本 事 情 ４ 2 講義

キャリアデザイン論 A 2 ○ 講義

キャリアデザイン論 B 2 ○ 講義

キャリアデザイン論 C 2 ○ 講義

教
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⑴　総合教養教育科目（2013年度生）

授　業　科　目
2018年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態

備　　考前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

人　
　
　
　
　
　

文　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

社　
　
　
　
　
　

会　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　

学

文 章 表 現 e 2 講義 人文・社会科学から
４単位以上履修する
こと

口 頭 表 現 e 2 ○ 講義

こころの健康科学 2 ○ 講義

現代人とこころの障害 2 ○ 講義

漢詩文の表現と心 2 ○ 講義

漢詩文の表現と思想 2 ○ 講義

日 本 文 化 論 １ 2 ○ 講義

日 本 文 化 論 ２ 2 ○ 講義

日 本 人 の 思 想 2 ○ 講義

ヨーロッパ人の思想 2 ○ 講義

ア ジ ア 人 の 思 想 2 ○ 講義

日 本 美 術 史 2 ○ 講義

西 洋 美 術 史 2 ○ 講義

東 洋 美 術 史 2 ○ 講義

死 生 観 の 歴 史 2 ○ 講義

現代の哲学と思想 2 ○ 講義

人類学の世界と歴史 2 ○ 講義

ア ジ ア の 民 族 誌 2 ○ 講義

地理学の世界と歴史 2 ○ 講義

心理学１（心理学の世界と歴史（〜12）） 2 ○ 講義

心理学２（現代人のこころと行動（〜12）） 2 ○ 講義

倫理と価値観の諸相 2 ○ 講義

現代人の倫理と価値観 現代の倫理 2 ○ 講義

女性の生活と歴史 2 ○ 講義

現 代 の 女 性 環 境 2 ○ 講義

人権の現代的課題 a 2 ○ 講義

法学（社会生活と法（〜12）） 2 ○ 講義

日 本 国 憲 法 a 2 ○ 講義

社会学の世界と歴史 2 ○ 講義

社会学概論（現代社会の諸問題（〜12）） 2 ○ 講義

基礎経済学（経済と生活（〜12）） 2 ○ 講義

経済学概論（現代経済論（〜12）） 2 ○ 講義

基 礎 経 営 論 2 ◯ 講義

基礎マーケティング論 2 ◯ 講義

現代都市の魅力診断 2 講義

自 然 地 理 学 2 ○ 講義
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（注１）	自然科学の選択必修科目４単位，人文･社会科学，スポーツ，自然科学の選択科目の中から13単位以上（人文･社会科学
４単位，スポーツ１単位を含む）を修得すること。（情報処理演習のクラス分けは別途掲示する。）

（注２）	上位年次生は，下位の配当年次の科目を履修することができる。ただし，進級の要件となる単位数は38頁で確認すること。
（注３）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注４）●：必修科目，▲：選択必修科目，○：選択科目

授　業　科　目
2018年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 授業
形態

備　　考前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

自　
　
　
　
　
　
　

然　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　

学

健 康 と 食 品 健康と衛生 2 ○ 講義

健 康 と 栄 養 2 ○ 講義

化学の世界と歴史 2 ○ 講義

化 学 と 環 境 問 題 環境と地球 2 ○ 講義

生命機能のシステム 2 講義

生 命 と 自 然 環 境 2 ○ 講義

人体の構造と機能 からだの構造と機能 2 ○ 講義

生命機能のプログラム 2 ○ 講義

生命と生活の化学 現代生活と化学 2 ○ 講義

病 気 と 環 境 環境と生命 2 ○ 講義

い き も の と 物 質 からだの化学と生物学 2 ○ 講義

く す り と 社 会 2 ○ 講義

情 報 処 理 演 習 特 別 対 応
（2015年度〜） 1 ● 演習

基 礎 数 学 特 別 対 応
（2015年度〜） 2 ▲ 講義

４単位以上
選択必修

基 礎 物 理 学 特 別 対 応
（2015年度〜） 2 ▲ 講義

基 礎 生 物 学 特 別 対 応
（2015年度〜） 2 ▲ 講義

基 礎 化 学 特 別 対 応
（2015年度〜） 2 ● 講義

基 礎 科 学 実 習 1 ● 演習

ス　
　

ポ　
　

ー　
　

ツ

ス ポ ー ツ と 健 康 身体運動と健康の科学 2 ○ 講義
スポーツから
１単位以上履修
すること

ス ポ ー ツ と 社 会 健康・スポーツと社会 2 ○ 講義

ス ポ ー ツ １ h･i 1 ○ 演習

ス ポ ー ツ ２ 1 演習 （人文クラス指定）

ス ポ ー ツ ３ 1 ○ 演習

ス ポ ー ツ ４ 1 ○ 演習

日 本 事 情 １ 2 ○ 講義

外国人留学生
帰国子女適用

日 本 事 情 ２ 2 ○ 講義

日 本 事 情 ３ 2 講義

日 本 事 情 ４ 2 講義
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⑵　外国語教育科目（2013・2014年度生）

（注１）外国語は６単位以上を修得すること。（英語のクラス分けは別途掲示する。）
（注２）進級の要件となる単位数は38頁で確認すること。
（注３）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注４）○：選択科目

授　業　科　目
単
位
数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

外　
　
　
　
　

国　
　
　
　
　

語

Oral	 Communication	Ⅰ f・g・h 1 ○ 演習 ２クラス

Oral	 Communication	Ⅱ f・g・h 1 ○ 演習 ２クラス

English	 Composition	Ⅰ f・g・h 1 ○ 演習 ２クラス

English	 Composition	Ⅱ f・g・h 1 ○ 演習 ２クラス

English	 Reading	 Ⅰ f・g・h 1 ○ 演習 ２クラス

English	 Reading	 Ⅱ f・g・h 1 ○ 演習 ２クラス

フランス語文法入門１ c 1 ○ 演習

フランス語文法入門２ 1 演習 （人文クラス指定）

フランス語講読入門１ 1 演習 （人文クラス指定）

フランス語講読入門２ c 1 ○ 演習

ドイツ語文法入門１ 1 ○ 演習

ドイツ語文法入門２ 1 ○ 演習

ドイツ語講読入門１ 1 ○ 演習

ドイツ語講読入門２ 1 ○ 演習

中 国 語 文 法 入 門 １ c 1 ○ 演習

中 国 語 文 法 入 門 ２ 1 演習 （人文クラス指定）

中 国 語 講 読 入 門 １ 1 演習 （人文クラス指定）

中 国 語 講 読 入 門 ２ c 1 ○ 演習

ハングル文法入門１ c 1 ○ 演習

ハングル文法入門２ 1 演習 （人文クラス指定）

ハングル講読入門１ 1 演習 （人文クラス指定）

ハングル講読入門２ c 1 ○ 演習

日 本 語 １ 1 ○ 演習

	外国人留学生
	帰国子女適用

日 本 語 ２ 1 ○ 演習

日 本 語 ３ 1 ○ 演習

日 本 語 ４ 1 ○ 演習
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Ⅱ　専門教育科目（2013・2014年度生）

授　業　科　目
2015年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次２年次３年次４年次５年次６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

薬
学
導
入
・
総
合
科
目

薬 学 へ の 招 待 薬学への招待 ２ ● 講義

教 養 対 話 演 習 サイエンスコミュ
ニ ケ ー シ ョ ン １ ● 演習

薬 学 対 話 演 習 臨床コミュニ
ケーション演習 １ ● 演習

基 礎 薬 学 総 合 演 習 基礎薬学総合演習 １ ● 演習

応 用 薬 学 総 合 演 習 臨床薬学総合演習 １ ● 演習

医 療 倫 理 学 医 療 倫 理 学 １ ▲ 講義

３単位以上
選択必修

基 礎 薬 学 英 語 基礎薬学英語 １ ▲ 演習

医 療 薬 学 英 語 a〜c 医療薬学英語 １ ▲ 演習

看 護 学 概 論 看 護 学 概 論
（アドバンスト科目） １ ▲ 講義

卒 業 特 別 講 義 a 卒業特別講義ａ 6 ● ● 講義

卒 業 特 別 講 義 b 卒業特別講義ｂ 6 ● 講義

物
理
系
薬
学

分子の構造と化学結合 特 別 対 応
（化学物質の構造と性質） ２ ▲ 講義

	11単位以上
選択必修

溶液の性質と化学反応速度論 溶液の性質と化
学反応速度論 ２ ▲ 講義

熱 力 学 と 物 理 平 衡 熱力学と物理平衡 ２ ▲ 講義

化 学 平 衡 特 別 対 応 ２ ▲ 講義

化学物質の検出と定量 医薬品分析化学 ２ ▲ 講義

分析技術の臨床応用 臨床分析技術 ２ ▲ 講義

物 理 系 薬 学 演 習 物理系薬学演習 １ ▲ 演習

化
学
系
薬
学

薬 化 学 特 別 対 応 ２ ▲ 講義

16単位以上
選択必修

有 機 構 造 解 析 学 機器分析化学 ２ ▲ 講義

有 機 薬 化 学 Ⅰ
（ 基 礎 有 機 化 学 ） 有機薬化学Ⅰ ２ ▲ 講義

有 機 薬 化 学 Ⅱ
（ 反 応 有 機 化 学 ） 有機薬化学Ⅱ ２ ▲ 講義

有 機 薬 化 学 Ⅲ
（ 応 用 有 機 化 学 ） 有機薬化学Ⅲ ２ ▲ 講義

医 薬 品 化 学 特 別 対 応
（医薬品化学） ２ ▲ 講義

天 然 物 化 学 特 別 対 応 ２ ▲ 講義

薬 用 植 物 学 生 薬 学 １ ▲ 講義

生 薬 学 Ⅰ
（ 生 薬 成 分 化 学 ） 天 然 物 化 学 ２ ▲ 講義

生 薬 学 Ⅱ
（ 応 用 生 薬 学 ） 特 別 対 応 １ ▲ 講義

生
化
学
系

生 化 学 Ⅰ
（ 細 胞 の 生 化 学 ） 特 別 対 応 ２ ▲ 講義

	10単位以上
選択必修

生 化 学 Ⅱ
（構造と触媒作用） 生 化 学 Ⅰ ２ ▲ 講義

生 化 学 Ⅲ
（生体エネルギーと代謝） 生 化 学 Ⅱ ２ ▲ 講義

生 体 情 報 化 学 生体情報化学 ２ ▲ 講義

基 礎 免 疫 学 免 疫 学 ２ ▲ 講義

臨 床 免 疫 学 特 別 対 応 ２ ▲ 講義
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授　業　科　目
2015年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次２年次３年次４年次５年次６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

分

子

生

物

学

系

微 生 物 薬 品 化 学 微生物薬品化学 ２ ▲ 講義

	11単位以上
選択必修

臨 床 微 生 物 学 臨床微生物学 ２ ▲ 講義

感 染 症 予 防 学 感染症予防学
（アドバンスト科目） １ ▲ 講義

放 射 薬 品 化 学 特 別 対 応 ２ ▲ 講義

遺 伝 子 工 学 遺 伝 子 工 学 １ ▲ 講義

分 子 生 物 学 Ⅰ
（分子生物学の基礎） 分 子 生 物 学 ２ ▲ 講義

分 子 生 物 学 Ⅱ
（分子生物学の応用） 特 別 対 応 ２ ▲ 講義

分 子 生 物 学 Ⅲ
（ バ イ オ 医 薬 品 ） 遺 伝 子 工 学 １ ▲ 講義

衛

生

薬

学

衛 生 化 学 Ⅰ
（ 栄 養 化 学 ） 衛 生 化 学 ２ ▲ 講義

	10単位以上
選択必修

衛 生 化 学 Ⅱ
（ 食 品 衛 生 学 ）

食 品 衛 生 学
演 習 １ ▲ 講義

公 衆 衛 生 学 公 衆 衛 生 学 ２ ▲ 講義

健 康 化 学 特 別 対 応 １ ▲ 講義

環 境 毒 性 学 環 境 毒 性 学 ２ ▲ 講義

環 境 衛 生 学 環 境 衛 生 学 ２ ▲ 講義

地 球 環 境 学 特 別 対 応 １ ▲ 講義

医　
　

療　
　

系　
　

薬　
　

学　
　

１

薬 理 学 Ⅰ
（ 分 子 薬 理 学 ） 薬 理 学 Ⅰ ２ ▲ 講義

	18単位以上
選択必修

薬 理 学 Ⅱ
（ 細 胞 薬 理 学 ） 薬 理 学 Ⅱ ２ ▲ 講義

薬 理 学 Ⅲ
（ 薬 効 解 析 学 ） 薬 理 学 Ⅲ ２ ▲ 講義

薬 理 学 Ⅳ
（ 応 用 薬 理 学 ）

特 別 対 応
（薬理学演習） ２ ▲ 講義

薬 物 治 療 学 Ⅰ
（概論および疾患別各論Ⅰ） 薬物治療学Ⅰ ２ ▲ 講義

薬 物 治 療 学 Ⅱ
（ 疾 患 別 各 論 Ⅱ ） 薬物治療学Ⅱ ２ ▲ 講義

薬 物 治 療 学 Ⅲ
（ 疾 患 別 各 論 Ⅲ ）

特 別 対 応
（薬物治療学演習） ２ ▲ 講義

人 体 構 成 学 Ⅰ
（ 解 剖 生 理 ） 人体構成学Ⅰ ２ ▲ 講義

人 体 構 成 学 Ⅱ
（生理機能の連携）

特 別 対 応
（人体構成学Ⅱ） ２ ▲ 講義

病 態 生 理 学 Ⅰ
（ 症 候 論 ） 病態生理学Ⅰ ２ ▲ 講義

病 態 生 理 学 Ⅱ
（ 疾 患 論 ） 病態生理学Ⅱ ２ ▲ 講義

医
療
系
薬
学
２

物 理 薬 剤 学 物 理 薬 剤 学 ２ ▲ 講義

生 物 薬 剤 学 生 物 薬 剤 学 ２ ▲ 講義

薬 物 動 態 学 薬 物 動 態 学 ２ ▲ 講義 	16単位以上
選択必修製 剤 学 製 剤 学 ２ ▲ 講義
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授　業　科　目
2015年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次２年次３年次４年次５年次６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

医
療
系
薬
学
２

製 剤 機 能 論 特 別 対 応
（製剤機能論） ２ ▲ 講義 16単位以上

選択必修日 本 薬 局 方 概 論 特 別 対 応 ２ ▲ 講義

薬 物 代 謝 学 薬 物 代 謝 学 ２ ▲ 講義

医 薬 品 安 全 性 学 特 別 対 応 ２ ▲ 講義

薬 事 関 係 法 規 薬事関係法規 ２ ▲ 講義

新 薬 開 発 論 新 薬 開 発 論 ２ ▲ 講義

臨

床

系

薬

学

医 療 統 計 学 医 療 統 計 学 ２ ▲ 講義

12単位以上
選択必修

医 薬 品 情 報 学 医薬品情報学 ２ ▲ 講義

薬 局 管 理 学 薬局管理学演習 １ ▲ 講義

調 剤 学 調 剤 学 ２ ▲ 講義

医 療 薬 学 特 別 対 応
（医療薬学演習） ２ ▲ 講義

薬 剤 師 職 能 論 薬剤師職能論 １ ▲ 講義

処 方 解 析 学 Ⅰ 処方解析学Ⅰ ２ ▲ 講義

処 方 解 析 学 Ⅱ 処方解析学Ⅱ ２ ▲ 講義

ア

ド

バ

ン

ス

ト

科

目

病 態 と 薬 物 治 療 １ 講義

８単位以上
選択必修

チ ー ム 医 療 １ 講義

医療現場における最先端分析技術 研究開発入門 １ ○ 講義

創 薬 化 学 創 薬 化 学 １ ○ 講義

細 胞 生 物 学 細 胞 工 学 １ ○ 講義

ゲ ノ ム 機 能 学 ゲ ノ ム 科 学 １ ○ 講義

医 療 化 学 医療放射化学 １ 講義

臨 床 栄 養 学 １ 講義

未 病 薬 学 未 病 薬 学 １ 講義

環 境 遺 伝 学 環 境 遺 伝 学 １ ○ 講義

免 疫 薬 理 学 免 疫 薬 理 学 １ ○ 講義

精 神 神 経 科 学 １ 講義

症 例 検 討 ／ Ｃ Ｐ Ｃ １ 講義

薬 剤 経 済 学 １ 講義

臨 床 動 態 学 臨 床 動 態 学 １ 講義

香 粧 品 科 学 香 粧 品 科 学 １ 講義

専 門 薬 剤 師 概 論 Ⅰ 専門薬剤師概論Ⅰ １ ○ 講義

専 門 薬 剤 師 概 論 Ⅱ 専門薬剤師概論Ⅱ １ ○ 講義

薬 剤 管 理 指 導 概 論 フィジカルア
セ ス メ ン ト １ ○ 講義

医 薬 品 等 評 価 学 レギュラトリー
サ イ エ ン ス 1 ○ 講義

漢 方 薬 学 漢 方 薬 学 Ⅰ １ ○ 講義

薬 学 海 外 研 修 薬学海外研修 ２ ○ 実習
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（注１）選択必修科目の中から107単位を，選択科目の中から８単位以上を修得すること。
（注２）基礎薬学英語，医療薬学英語のクラス分けは別途掲示する。
（注３）	上位年次生は，下位の配当年次の科目を履修することができる。ただし，必修科目は配当された年次で履修すること。
（注４）授業科目名の後のアルファベット（小文字）は，同一授業科目の分割を示す。
（注５）●：必修科目，▲：選択必修科目，○：選択科目

授　業　科　目
2015年度〜
開設科目名
（読替科目）

単
位
数

１年次２年次３年次４年次５年次６年次
授業形態 備　　考前

期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期

薬

学

実

習

物 理 系 薬 学 実 習
（分析・物理化学実習）

個 別 対 応

１ ● 実習

化 学 系 薬 学 実 習
（有機化学・生薬学実習） １ ● 実習

生 物 系 薬 学 実 習 Ⅰ ２ ● 実習（生化学・免疫学実習	ＲＩ実習を含む）

生 物 系 薬 学 実 習 Ⅱ
（遺伝子・微生物学実習） １ ● 実習

衛 生 薬 学 実 習 １ ● 実習

医 療 系 薬 学 実 習 Ⅰ
（薬理・病態生理系実習） ２ ● 実習

医 療 系 薬 学 実 習 Ⅱ
（ 薬 剤 学 実 習 ） １ ● 実習

実 務 実 習 事 前 学 習 実 務 実 習
事 前 学 習 ２ ● 実習

病院・薬局実務実習 病 院・ 薬 局
実 務 実 習 20 ● ● 実習

卒 業 論 文 実 習 卒業特別研究 ５ ● 実習
専

　門

～2014

授業科目及び履修方法

－ 109 －



　専門教育科目シラバスには，薬学教育モデル・コアカリキュラムの到達目標（SBO）が科目ごとに記載され，コ

アカリキュラムとの対応が明示されている。

　医療人としての基本的教育は，１年次から６年次までの全学年を通じて以下のとおり行われる。

１年次　	「薬学への招待」等を通じて，薬学人の関心を持たせ，その中で生命の尊さならびに医療の倫理を学習さ

せる。そのために医療現場の早期体験学習及びそれに伴うSGD，PBL学習，さらに「教養対話演習」等を

通じて，薬学としての素質を養う。

２年次　	実習科目による実験室における体験学習及び，各種講義科目（基礎・応用）におけるe-learning等を用い

た教育実践。なお上記教育は１-４年にわたって行われる。

３年次　	「薬学対話演習」等を通じて，応用薬学教育を実践。薬学対話演習においては，１対１のロールプレイと

それに関連するSGD等。

４年次　	対患者を意識した「看護学概論」や，これまでの教育を基にした「実務実習事前学習」における総合的な

学内医療人教育の実践。

５-６年次　「病院・薬局実務実習」と「卒業論文実習」により，卒前医療人教育の完成。

　５年次に開講される以下のアドバンスト科目は，モデル・コアカリキュラムにとらわれない本学独自の専門教育

科目である。

　アドバンスト科目：	病態と薬物治療・チーム医療・医療現場における最先端分析技術・創薬化学・細胞生物学・

ゲノム機能学・医療化学・臨床栄養学・未病薬学・環境遺伝学・免疫薬理学・精神神経科学・

症例検討／ＣＰＣ・薬剤経済学・臨床動態学・香粧品科学・専門薬剤師概論Ⅰ・専門薬剤師

概論Ⅱ・薬剤管理指導概論・医薬品等評価学・漢方薬学・薬学海外研修

　問題解決能力の醸成のため，演習，実習等を全学年を通じて以下のとおり配置している。

１年次	 薬学への招待

	 　　↓

	 教養対話演習　　　　基礎科学実習，物理系薬学実習

	 　　　　　　　　　　　　↓

２年次	 　　↓　　　　　　　化学系薬学実習，生物系薬学実習I

	 　　　　　　　　　　　　↓

３年次	 薬学対話演習　　　　生物系薬学実習Ⅱ，衛生薬学実習

	 　　↓　　　　　　　　　↓

４年次	 実務実習事前学習　　医療系薬学実習Ⅰ，医療系薬学実習Ⅱ

	 　　↓　　　　　　　　　↓

５-６年次	 病院・薬局実務実習，卒業論文実習
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Ⅲ　薬学教育モデル・コアカリキュラム
Ａ�．全学年を通じて：ヒユーマニズ
　ムについて学ぶ
⑴生と死
⑵医療の担い手としての心構え
⑶信頼関係の確立を目指して

Ｂ�．イントロダクション
⑴薬学への招待
⑵早期体験学習

Ｆ．薬学準備教育ガイドライン
⑴人と文化
⑵薬学英語入門
⑶薬学の基礎としての物理
⑷薬学の基礎としての化学
⑸薬学の基礎としての生物
⑹薬学の基礎としての数学・統計
⑺ＩＴ
⑻プレゼンテーション

Ｃ．薬学専門教育
　〔物理系薬学を学ぶ〕

Ｃ１物質の物理的性質

⑴物質の構造
⑵物質の状態Ⅰ
⑶物質の状態Ⅱ
⑷物質の変化
Ｃ２化学物質の分析

⑴化学平衡
⑵化学物質の検出と定量
⑶分析技術の臨床応用
Ｃ３生体分子の姿・かたちをとらえる

⑴生体分子を解析する手法
⑵生体分子の立体構造と相互作用
　〔化学系薬学を学ぶ〕

Ｃ４化学物質の性質と反応

⑴化学物質の基本的性質
⑵有機化合物の骨格
⑶官能基
⑷化学物質の構造決定
Ｃ５ターゲット分子の合成

⑴官能基の導入・変換
⑵複雑な化合物の合成
Ｃ６生体分子・医薬品を化学で理解する

⑴生体分子のコアとパーツ
⑵医薬品のコアとパーツ

Ｃ７自然が生み出す薬物

⑴薬になる動植鉱物
⑵薬の宝庫としての天然物
⑶現代医薬の中の生薬・漢方薬
　〔生物系薬学を学ぶ〕

Ｃ８生命体の成り立ち

⑴ヒトの成り立ち
⑵生命体の基本単位としての細胞
⑶生体の機能調節
⑷小さな生き物たち
Ｃ９生命をミクロで理解する

⑴細胞を構成する分子
⑵生命情報を担う遺伝子
⑶生命活動を担うタンパク質
⑷生体エネルギー
⑸生理活性分子とシグナル分子
⑹遺伝子を操作する

Ｃ10生体防御

⑴身体をまもる
⑵免疫系の破綻・免疫系の応用
⑶感染症にかかる
　〔健康と環境〕

Ｃ11健康

⑴栄養と健康
⑵社会・集団と健康
⑶疾病の予防
Ｃ12環境

⑴化学物質の生体への影響
⑵生活環境と健康
　〔薬と疾患〕

Ｃ13薬の効くプロセス

⑴薬の作用と生体内運命
⑵薬の効き方Ⅰ
⑶薬の効き方Ⅱ
⑷薬物の臓器への到達と消失
⑸薬物動態の解析
Ｃ14薬物治療

⑴体の変化を知る（疾病と検査値）
⑵疾患と薬物治療（心臓疾患等）
⑶疾患と薬物治療（腎臓疾患等）
⑷疾患と薬物治療（精神疾患等）
⑸病原微生物・悪性新生物と戦う
Ｃ15薬物治療に役立つ情報

⑴医薬品情報
⑵患者情報
⑶テーラーメイド薬物治療を目指して

　〔医薬品をつくる〕

Ｃ16製剤化のサイエンス

⑴製剤材料の性質
⑵剤形をつくる
⑶	DDS（Drug	Delivery	System	:	薬物
送達システム）

Ｃ17医薬品の開発と生産

⑴医薬品の開発と生産のながれ
⑵リード化合物の創製と最適化
⑶バイオ医薬品とゲノム情報
⑷治験・薬害
⑸バイオスタティスティスク
　〔薬学と社会〕

Ｃ18薬学と社会

⑴薬剤師を取り巻く法律と制度
⑵社会保障制度と薬剤経済
⑶コミュニティーファーマシー

Ｄ�．実務実習教育
　〔病院・薬局薬剤師〕

Ｄ１病院薬局に行く前に

⑴処方せんと調剤
⑵疑義照会
⑶薬品の管理と供給
⑷リスクマネージメント
⑸服用説明と患者接遇
Ｄ２病院・薬局で学ぶ

⑴全実習期間を通して身につける
⑵薬剤師の業務（病院）
⑶薬剤師の業務（薬局）

Ｅ�．卒業実習教育
　〔問題解決能力の醸成〕

Ｅ１総合薬学研究

⑴研究活動に求められる態度
⑵研究活動に学ぶ
⑶未知との遭遇
Ｅ２総合薬学演習

Ｇ�．薬学アドバンスト教育ガイドラ
　イン
⑴実用薬学英語
⑵グローバリゼーション
⑶定量的構造活性相関
⑷マーケティング
⑸医薬品の製造プロセス
⑹ゲノム情報の利用を目指して
⑺企業インターンシップ
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2008〜2014年度生用

薬学教育モデル・コアカリキュラム対応科目一覧

◎　本学では，薬学教育モデル・コアカリキュラムに対応した科目を配当しています。

一般目標（ＧＩＯ） 科　目　名

Ａ　全学年を通して：ヒューマニズムについて学ぶ
　生命に関わる職業人となることを自覚し，それにふさわしい行動・態度をとることができるようになるために，人との共
感的態度を身に付け，信頼関係を醸成し，さらに生涯にわたってそれらを向上させる習慣を身につける。

⑴　生と死
　生命の尊さを認識し，人の誕生から死までの間に起こりうる様々な問題を通して医療にお
ける倫理の重要性を学ぶ。

医療倫理学

⑵　医療の担い手としてのこころ構え
　常に社会に目を向け，生涯にわたって医療を通して社会に貢献できるようになるために必
要なこころ構えを身につける。

医療倫理学
看護学概論

⑶　信頼関係の確立を目指して
　医療の担い手の一員である薬学専門家として，患者，同僚，地域社会との信頼関係を確立
できるようになるために，相手の心理，立場，環境を理解するための基本的知識，技能，態
度を修得する。

看護学概論
教養対話演習

Ｂ　イントロダクション
　薬学生としてのモチベーションを高めるために，薬の専門家として身につけるべき基本的知識，技能，態度を修得し，卒
業生の活躍する現場などを体験する。

⑴　薬学への招待
　薬の専門家として必要な基本姿勢を身につけるために，医療，社会における薬学の役割，
薬剤師の使命を知り，どのように薬学が発展してきたかを理解する。

薬学への招待
日本薬局方概論

⑵　早体験学習
　薬学生として学習に対するモチベーションを高めるために，卒業生の活躍する現場などを
体験する。

薬学への招待

Ｃ　薬学専門教育

【物理系薬学を学ぶ】

Ｃ１　物質の物理的性質
　化学物質の基本的性質を理解するために，原子・分子の構造，熱力学，反応速度論などの基本的知識を修得し，それらを
応用する技能を身につける。

⑴　物質の構造
　物質を構成する基本単位である原子および分子の性質を理解するために，原子構造，分子
構造および化学結合に関する基本的知識と技能を修得する。

分子の構造と化学結合
薬化学
放射薬品化学
物理系薬学演習
物理系薬学実習

⑵　物質の状態Ⅰ
　物質の状態および相互変換過程を解析できるようになるために，熱力学の基本的知識と技
能を修得する。

熱力学と物理平衡
物理系薬学演習
物理系薬学実習

⑶　物質の状態Ⅱ
　複雑な系における物質の状態および相互変換過程を熱力学に基づき解析できるようになる
ために，溶液および電気化学に関する基本的知識と技能を修得する。

溶液の性質と化学反応速度論
物理系薬学演習
物理系薬学実習

⑷　物質の変化
　物質の変換過程を理解するために，化学反応速度論，および反応速度に影響を与える諸因
子に関する基本的知識と技能を修得する。

溶液の性質と化学反応速度論
物理系薬学演習
物理系薬学実習
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Ｃ２化学物質の分析
　化学物質（医薬品を含む）をその性質に基づいて分析できるようになるために，物質の定性，定量などに必要な基本的知
識と技能を修得する。

⑴　化学平衡
　水溶液中での物質の性質を理解するために，各種の化学平衡に関する基本的知識と技能を
修得する。

化学平衡
物理系薬学演習
物理系薬学実習

⑵　化学物質の検出と定量
　試料中に存在する物質の種類および濃度を正確に知るために，代表的な医薬品，その他の
化学物質の定性・定量法を含む各種の分離分析法の基本的知識と技能を修得する。

化学物質の検出と定量
物理系薬学演習
物理系薬学実習

⑶　分析技術の臨床応用
　薬学研究や臨床現場で分析技術を適切に応用するために，代表的な分析法の基本的知識と
技能を修得する。

分析技術の臨床応用
物理系薬学演習
物理系薬学実習

Ｃ３　生体分子の姿・かたちをとらえる
　生体の機能や医薬品の働きが三次元的な相互作用によって支配されていることを理解するために，生体分子の立体構造，
生体分子が関与する相互作用，およびそれらを解析する手法に関する基本的知識と技能を修得する。

⑴　生体分子を解析する手法
　生体分子，化学物質の姿，かたちをとらえるために，それらの解析に必要な方法に関する
基本的知識と技能を修得する。

有機構造解析学

⑵　生体分子の立体構造と相互作用
　生体分子の機能および医薬品の働きを立体的，動的にとらえるために，タンパク質，核酸
および脂質などの立体構造やそれらの相互作用に関する基本的知識を修得する。

生化学Ⅰ
分子生物学Ⅰ

【化学系薬学を学ぶ】

Ｃ４　化学物質の性質と反応
　化学物質（医薬品および生体物質を含む）の基本的な反応性を理解するために，代表的な反応，分離法，構造決定法など
についての基本的知識と，それらを実施するための基本的技能を修得する。

⑴　化学物質の基本的性質
　基本的な無機および有機化合物の構造，物性，反応性を理解するために，電子配置，電子
密度，化学結合の性質などに関する基本的知識を修得する。

薬化学
有機薬化学Ⅰ
有機薬化学Ⅱ
化学系薬学実習

⑵　有機化合物の骨格
　脂肪族および芳香族炭化水素の性質を理解するために，それぞれの基本構造，物理的性質，
反応性に関する基本的知識を修得する。

有機薬化学Ⅰ
有機薬化学Ⅱ
化学系薬学実習

⑶　官能基
　官能基が有機化合物に与える効果を理解するために，カルボニル基，アミノ基などの官能
基を有する有機化合物について，反応性およびその他の性質に関する基本的知識を修得し，
それらを応用するための基本的技能を身につける。

有機薬化学Ⅰ
有機薬化学Ⅱ
有機薬化学Ⅲ
化学系薬学実習

⑷　化学物質の構造決定
　基本的な化学物質の構造決定ができるようになるために，核磁気共鳴（ＮＭＲ）スペクト
ル，赤外吸収（ＩＲ）スペクトル，マススペクトルなどの代表的な機器分析法の基本的知識
と，データ解析のための基本的技能を修得する。

有機構造解析学
化学系薬学実習

Ｃ５　ターゲット分子の合成
　入手容易な化合物を出発物質として，医薬品を含む目的化合物へ化学変換するために，有機合成法の基本的知識，技能，
態度を修得する。

⑴　官能基の導入・変換
　個々の官能基を導入，変換するために，それらに関する基本的知識と技能を修得する。

有機薬化学Ⅰ
有機薬化学Ⅱ
有機薬化学Ⅲ
化学系薬学実習

⑵　複雑な化合物の合成
　医薬品を含む目的化合物を合成するために，代表的な炭素骨格の構築法などに関する基本
的知識，技能，態度を修得する。

有機薬化学Ⅰ
有機薬化学Ⅱ
有機薬化学Ⅲ
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Ｃ６　生体分子・医薬品を化学で理解する
　生体分子の機能と医薬品の作用を化学構造と関連づけて理解するために，それらに関連する基本的知識と技能を修得す
る。

⑴　生体分子のコアとパーツ
　生体分子の機能を理解するために，生体分子の基本構造とその化学的性質に関する基本的
知識を修得する。

生化学Ⅰ
生化学Ⅱ

⑵　医薬品のコアとパーツ
　医薬品の作用を化学構造と関連づけて理解するために，医薬品に含まれる代表的な構造と
その性質に関する基本的知識と技能を修得する。

医薬品化学

Ｃ７　自然が生み出す薬物
　自然界に存在する物質を医薬品として利用するために，代表的な天然物質の起源，特色，臨床応用および天然物質の含有
成分の単離，構造，物性，生合成系などについての基本的知識と，それらを活用するための基本的技能を修得する。

⑴　薬になる動植鉱物
　薬として用いられている動物・植物・鉱物由来の生薬の基本的性質を理解するために，そ
れらの基原，性状，含有成分，生合成，品質評価，生産と流通，歴史的背景などについての
基本的知識，およびそれらを活用するための基本的技能を修得する。

生薬学Ⅰ
天然物化学
薬用植物学
化学系薬学実習

⑵　薬の宝庫としての天然物
　医薬品開発における天然物の重要性と多様性を理解するために，自然界由来の
シーズ（医薬品の種）及び抗生物質などに関する基本的知識と技能を修得する。

天然物化学
化学系薬学実習
微生物薬品化学

⑶　現代医療の中の生薬・漢方薬
　現代医療で使用されている生薬・漢方薬について理解するために，漢方医学の考え方，代
表的な漢方処方の適用，薬効評価についての基本的知識を修得する。

生薬学Ⅱ
化学系薬学実習

【生物系薬学を学ぶ】

Ｃ８　生命体の成り立ち
　生命体の成り立ちを個体，器官，細胞レベルで理解するために，生命体の構造と機能調節などに関する基本的知識，技能，
態度を修得する。

⑴　ヒトの成り立ち
　人体の基本構造を理解するために，各器官系の構造と機能に関する基本的知識を修得する。

人体構成学Ⅰ
人体構成学Ⅱ

⑵　生命の基本単位としての細胞
　多細胞生物の成り立ちを細胞レベルで理解するために，細胞の増殖，分化，死の制御と細
胞構築に関する基本的知識を修得し，それらを扱うための基本的技能を身につける。

基礎生物学
生化学Ⅰ
生体情報化学
分子生物学Ⅰ
人体構成学Ⅰ

⑶　生体の機能調節
　ホメオスタシス（恒常性）の維持機構を個体レベルで理解するために，生体のダイナミッ
クな調節機構に関する基本的知識を修得する。

生体情報化学
薬理学Ⅰ
薬理学Ⅱ
薬理学Ⅲ
人体構成学Ⅰ
人体構成学Ⅱ

⑷　小さな生き物たち
　微生物の基本的性状を理解するために，微生物の分類，構造，生活史などに関する基本的
知識を修得し，併せて代表的な微生物取扱いのための基本的技能と態度を身につける。

臨床微生物学
生物系薬学実習Ⅱ

Ｃ９　生命をミクロに理解する
　生物をミクロなレベルで理解するために，細胞の機能や生命活動を支える分子の役割についての基本的知識を修得し，併
せてそれらの生体分子を取り扱うための基本的技能と態度を身につける。

⑴　細胞を構成する分子
　生命の活動単位としての細胞の成り立ちを分子レベルで理解するために，その構成分子の
構造，生合成，性状，機能に関する基本的知識を修得し，それらを取り扱うための基本的技
能を身につける。

生化学Ⅰ
生化学Ⅲ
生物系薬学実習Ⅰ

⑵　生命情報を担う遺伝子
　生命のプログラムである遺伝子を理解するために，核酸の構造，機能および代謝に関する
基本的知識を修得する。

生化学Ⅰ
分子生物学Ⅱ
ゲノム機能学
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⑶　生命活動を担うタンパク質
　生命活動の担い手であるタンパク質，酵素について理解するために，その構造，性状，代
謝についての基本的知識を修得し，それらを取り扱うための基本的技能を身につける。

生化学Ⅰ
生化学Ⅱ
生物系薬学実習Ⅰ

⑷　生体エネルギー
　生命活動が生体エネルギーにより支えられていることを理解するために，食物成分からの
エネルギーの産生，および糖質，脂質，タンパク質の代謝に関する基本的知識を修得し，そ
れらを取り扱うための基本的技能を身につける。

生化学Ⅲ

⑸　生理活性分子とシグナル分子
　生体のダイナミックな情報ネットワーク機構を物質や細胞レベルで理解するために，代表
的な情報伝達物質の種類，作用発現機構，などに関する基本的知識を修得する。

生化学Ⅲ
生体情報化学

⑹　遺伝子を操作する
　バイオテクノロジーを薬学領域で応用できるようになるために，遺伝子操作に関する基本
的知識，技能，態度を修得する。

遺伝子工学
生物系薬学実習Ⅱ

Ｃ10　生体防御
　内的，外的要因によって生体の恒常性が崩れた時に生ずる変化を理解するために，生体防御機構とその破綻による疾患，
および代表的な外的要因としての病原微生物に関する基本的知識と技能を修得する。

⑴　身体をまもる
　ヒトの主な生体防御反応について，その機構を組織，細胞，分子レベルで理解するために，
免疫系に関する基本的知識を修得する。

基礎免疫学

⑵　免疫系の破綻・免疫系の応用
　免疫反応に基づく生体の異常を理解するために，代表的な免疫関連疾患についての基本的
知識を修得する。併せて，免疫反応の臨床応用に関する基本的知識と技能を身につける。

臨床免疫学

⑶　感染症にかかる
　代表的な感染症を理解するため，病原微生物に関する基本的知識を修得する。

臨床微生物学
感染症予防学

【健康と環境】

Ｃ11　健康
　人とその集団の健康の維持，向上に貢献できるようになるために，栄養と健康，現代社会における疾患とその予防に関す
る基本的知識，技能，態度を修得する。

⑴　栄養と健康
　健康維持に必要な栄養を科学的に理解するために，栄養素，代謝，食品の安全性と衛生管
理などに関する基本的知識と技能を修得する。

衛生化学Ⅰ
衛生化学Ⅱ
臨床栄養学
未病薬学
衛生薬学実習

⑵　社会・集団と健康
　社会における集団の健康と疾病の現状およびその影響要因を把握するために，保健統計と
疫学に関する基本的知識，技能，態度を修得する。

公衆衛生学
未病薬学
医療統計学
薬剤管理指導概論

⑶　疾病の予防
　公衆衛生の向上に貢献するために，感染症，生活習慣病，職業病についての現状とその予
防に関する基本的知識，技能，態度を修得する。

感染症予防学
健康化学
衛生薬学実習

Ｃ12　環境
　人の健康にとってより良い環境の維持と向上に貢献できるようになるために，化学物質の人への影響，および生活環境や
地球生態系と人の健康との関わりについての基本的知識，技能，態度を修得する。

⑴　化学物質の生体への影響
　有害な化学物質などの生体への影響を回避できるようになるために，化学物質の毒性など
に関する基本的知識を修得し，これに関連する基本的技能と態度を身につける。

放射薬品化学
地球環境学
環境毒性学
環境遺伝学
衛生薬学実習

⑵　生活環境と健康
　生態系や生活環境を保全，維持するために，それらに影響を及ぼす自然現象，人為的活動
を理解し，環境汚染物質などの成因，人体への影響，汚染防止，汚染除去などに関する基本
的知識と技能を修得し，環境の改善に向かって努力する態度を身につける。

地球環境学
環境衛生学
未病薬学
衛生薬学実習
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【薬と疾病】

Ｃ13　薬の効くプロセス
　医薬品の作用する過程を理解するために，代表的な薬物の作用，作用機序，および体内での運命に関する基本的知識と態
度を修得し，それらを応用する基本的技能を身につける。

⑴　薬の作用と生体内運命
　作用部位に達した薬物の量と作用により薬効が決まることを理解するために，薬物の生体
内における動きと作用に関する基本的知識，技能，態度を修得する。

薬理学Ⅰ
薬理学Ⅱ
生物薬剤学
医療系薬学実習Ⅰ

⑵　薬の効き方Ⅰ
　神経系，循環器系，呼吸器系に作用する薬物に関する基本的知識を修得し，その作用を検
出するための基本的技能を身につける。

薬理学Ⅰ
薬理学Ⅲ
医療系薬学実習Ⅰ

⑶　薬の効き方Ⅱ
　内分泌系，消化器系，腎，血液・造血器系，代謝系，炎症，アレルギーに作用する薬物に
関する基本的知識を修得する。

薬理学Ⅲ
薬理学Ⅳ

⑷　薬物の臓器への到達と消失
　薬物の生体内運命を理解するために，吸収，分布，代謝，排泄の過程に関する基本的知識
とそれらを解析するための基本的技能を修得する。

生物薬剤学
薬物代謝学
医薬品安全性学

⑸　薬物動態の解析
　薬効や副作用を体内の薬物動態から定量的に理解できるようになるために，薬物動態の理
論的解析に関する基本的知識と技能を修得する。

薬物動態学
臨床動態学
薬局管理学
医療薬学
実務実習事前学習

Ｃ14　薬物治療
　疾病に伴う症状と臨床検査値の変化など的確な患者情報を取得し，患者個々に応じた薬の選択，用法・用量の設定および
各々の医薬品の「使用上の注意」を考慮した適正な薬物治療に参画できるようになるために，薬物治療に関する基本的知識
と技能を修得する。

⑴　体の変化を知る
　身体の病的変化を病態生理学的に理解するために，代表的な症候（呼吸困難，発熱など）
と臨床検査値に関する基本的知識を修得する。

薬物治療学Ⅰ
病態生理学Ⅰ
症例検討／ＣＰＣ

⑵　疾患と薬物治療（心臓疾患など）
　将来，適切な薬物治療に貢献できるようになるために，心臓と血管系疾患，血液・造血器
疾患，消化器系疾患，およびそれらの治療に用いられる代表的な医薬品に関する基本的知識
を修得する。併せて，薬物治療実施に必要な情報を自ら収集するための基本的技能を身につ
ける。

薬物治療学Ⅰ
薬物治療学Ⅱ
病態生理学Ⅰ
病態生理学Ⅱ
症例検討／ＣＰＣ
処方解析学Ⅰ
医療系薬学実習Ⅰ

⑶　疾患と薬物治療（腎臓疾患など）
　将来，適切な薬物治療に貢献できるようになるために，腎臓と尿路の疾患，内分泌系の疾
患，代謝性疾患，神経・筋疾患，およびそれらの治療に用いられる代表的な医薬品に関する
基本的知識を修得する。併せて，薬物治療実施に必要な情報を自ら収集するための基本的技
能を身につける。

薬物治療学Ⅰ
薬物治療学Ⅱ
病態生理学Ⅱ
症例検討／ＣＰＣ
処方解析学Ⅰ
処方解析学Ⅱ
医療系薬学実習Ⅰ
実務実習事前学習

⑷　疾患と薬物治療（精神疾患など）
　将来，適切な薬物治療に貢献できるようになるために，精神疾患，耳鼻咽喉の疾患，皮膚
の疾患，眼疾患，感染症，アレルギー・免疫疾患，骨・関節疾患，およびそれらの治療に用
いられる代表的な医薬品に関する基本的知識を修得する。併せて，薬物治療実施に必要な情
報を自ら収集するための基本的技能を身につける。

薬物治療学Ⅲ
病態生理学Ⅱ
症例検討／ＣＰＣ
処方解析学Ⅰ
処方解析学Ⅱ
医療系薬学実習Ⅰ
実務実習事前学習
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⑸　病原微生物・悪性新生物と戦う
　生体内で異常に増殖あるいは複製することにより人体に疾患を生じる細菌，ウイルスなど，
および悪性新生物に対する宅物の作用機序を理解し，薬物治療へ応用できるようになるため
に，抗菌薬，抗悪性腫瘍薬などに関する基本的知識を修得する。

微生物薬品化学
薬理学Ⅳ
薬物治療学Ⅲ
病態生理学Ⅱ
処方解析学Ⅱ

Ｃ15　薬物治療に役立つ情報
　薬物治療に必要な情報を医療チームおよび患者に提供するために，医薬品情報ならびに患者から得られる情報の収集，評
価，加工などに関する基本的知識を修得し，それらを活用するための基本的技能と態度を身につける。

⑴　医薬品情報
　医薬品の適正使用に必要な医薬品情報を理解し，正しく取り扱うことができるようになる
ために，医薬品情報の収集，評価，加工，提供，管理に関する基本的知識，技能，態度を修
得する。

情報処理演習
医薬品情報学

⑵　患者情報
　個々の患者への適正な薬物治療に貢献できるようになるために，患者からの情報の収集，
評価に必要な基本的知識，技能，態度を修得する。

薬局管理学

⑶　テーラーメイド薬物治療を目指して
　個々の患者に応じた投与計画を立案できるようになるために，薬物治療の個別化に関する
基本的知識と技能を修得する。

医薬品安全性学
薬局管理学
医療薬学

【医薬品をつくる】

Ｃ16　製剤化のサイエンス
　製剤化の方法と意義を理解するために，薬物と製剤材料の物性，医薬品への加工，および薬物送達システムに関する基本
的知識と技能を修得する。

⑴　製剤材料の性質
　薬物と製剤材料の性質を理解し，応用するために，それらの物性に関する基本的知識，お
よび取扱いに関する基本的技能を修得する。

物理薬剤学
香粧品科学
医療系薬学実習Ⅱ

⑵　剤形をつくる
　医薬品の用途に応じた適切な剤形を調製するために，製剤の種類，有効性，安全性，品質
などに関する基本的知識と，調製を行う際の基本的技能を修得する。

日本薬局方概論
製剤学
香粧品科学
医療系薬学実習Ⅱ

⑶　ＤＤＳ	（Drug	Delivery	System	：薬物送達システム）
　薬物治療の有効性，安全性，信頼性を高めるために，薬物の投与形態や薬物体内動態の制
御法などを工夫したＤＤＳ	に関する基本的知識を修得する。

製剤機能論

Ｃ17　医薬品の開発と生産
　将来，医薬品開発と生産に参画できるようになるために，医薬品開発の各プロセスについての基本的知識を修得し，併せ
て，それらを実施する上で求められる適切な態度を身につける。

⑴　医薬品開発と生産のながれ
　医薬品開発と生産の実際を理解するために，医薬品創製と製造の各プロセスについての基
本的知識を修得し，社会的に重要性に目を向ける態度を身につける。

新薬開発論
医薬品安全性学

⑵　リード化合物の創製と最適化
　ドラッグデザインの科学的な考え方を理解するために，標的生体分子との相互作用および
基盤となるサイエンスと技術に関する基本的知識と技能を修得する。

新薬開発論

⑶　バイオ医薬品とゲノム情報
　医薬品としてのタンパク質，遺伝子，細胞を適正に利用するために，それらを用いる治療
に関する基本的知識を修得し，倫理的態度を身につける。併せて，ゲノム情報の利用に関す
る基本的知識を修得する。

分子生物学Ⅲ
ゲノム機能学

⑷　治験
　医薬品開発において治験がどのように行われるかを理解するために，治験に関する基本的
知識とそれを実施する上で求められる適切な態度を修得する。

新薬開発論
薬剤師職能論

⑸　バイオスタティスティクス
　医薬品開発，薬剤疫学，薬剤経済学などの領域において，プロトコル立案，データ解析，
および評価に必要な統計学の基本的知識と技能を修得する。

医療統計学
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【薬学と社会】

Ｃ18　薬学と社会
　社会において薬剤師が果たすべき責任，義務等を正しく理解できるようになるために，薬学を取り巻く法律，制度，経済
および薬局業務に関する基本的知識を修得し，それらを活用するための基本的技能と態度を身につける。

⑴　薬剤師を取り巻く法律と制度
　患者の権利を考慮し，責任をもって医療に参画できるようになるために，薬事法，薬剤師
法などの医療および薬事関係法規，制度の精神とその施行に関する基本的知識を修得し，そ
れらを遵守する態度を身につける。

薬事関係法規
薬局管理学
薬剤師職能論

⑵　社会保障制度と薬剤経済
　公平で質の高い医療を受ける患者の権利を保障するしくみを理解するために，社会保障制
度と薬剤経済の基本的知識と技能を修得する。

薬剤経済学
薬剤師職能論

⑶　コミュニティファーマシー
　コミュニティファーマシー（地域薬局）のあり方と業務を理解するために，薬局の役割や
業務内容，医薬分業の意義，セルフメディケーションなどに関する基本的知識と，それらを
活用するための基本的態度を修得する。

薬局管理学
薬剤師職能論

Ｄ　実務実習教育

Ｄ１　病院・薬局に行く前に
　卒業後，医療に参画できるようになるために，「病院・薬局で学ぶ」に先立って，大学内で調剤および製剤，服薬説明な
どの薬剤師業務に必要な基本的知識，技能，態度を修得する。

⑴　処方せんと調剤
　医療チームの一員として調剤を正確に実施できるようになるために，処方せん授受から服
薬説明までの流れに関連する基本的知識，技能，態度を修得する。

調剤学
医療薬学
実務実習事前学習

⑵　疑義照会
　処方せん上の問題点が指摘できるようになるために，用法・用量，禁忌，相互作用などを
含む調剤上注意すべき事項に関する基本的知識，技能，態度を修得する。

調剤学
実務実習事前学習

⑶　医薬品の管理と供給
　病院・薬局における医薬品の管理と供給を正しく行うために，内服薬，注射薬などの取扱
い，および院内製剤に関する基本的知識と技能を修得する。

薬局管理学
調剤学
医療薬学
実務実習事前学習

⑷　リスクマネージメント
　薬剤師業務が人命にかかわる仕事であることを認識し，患者が被る危険を回避できるよう
になるために，医薬品の副作用，調剤上の危険因子とその対策，院内感染などに関する基本
的知識，技能，態度を修得する。

薬局管理学
実務実習事前学習

⑸　服薬説明と患者接遇
　薬物療法の適正化を通して，患者の安全確保とＱＯＬ向上に貢献できるようになるために，
服薬説明，在宅医療などに関する基本的知識と技能を修得し，併せて医療チームの一員とし
ての協調的態度を身につける。

医薬品情報学
調剤学
医療薬学

Ｄ２　病院・薬局で学ぶ

⑴　全実習期間を通して身につける
　常に患者の存在を念頭におき，倫理観を持ち，かつ責任感のある薬剤師となるために，薬
剤師に必要な基本的知識と技能，ならびに医療に担い手としてふさわしい態度を修得する。

病院・薬局実務実習

⑵　薬剤師の業務（病院）
　病院薬剤師の業務と責任を理解し，チーム医療に参画できるようになるために，調剤およ
び製剤，服薬説明などの薬剤師業務に関する基本的知識，技能，態度を修得する。

病院・薬局実務実習

⑶　病院実習のまとめ
　病院実習での体験を将来に生かすために，実習を通して学んだことを整理し復習する。

病院・薬局実務実習

⑷　薬剤師の業務（薬局）
　薬局の社会的役割と責任を理解し，地域医療に参画できるようになるために，保険調剤，
医薬品などの供給・管理，情報提供，健康相談，医療機関や地域との関わりについての基本
的知識，技能，態度を修得する。

病院・薬局実務実習
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⑸　薬局実習のまとめ
　薬局病院実習での体験を将来に生かすために，実習を通して学んだことを整理し復習する。

病院・薬局実務実習

Ｅ　実務実習教育

Ｅ１　総合薬学研究
　薬学の知識を総合的に理解し，医療社会に貢献するために，研究課題を通して新しいことを発見し，科学的根拠に基づい
て問題点を解決する能力を修得し，それを生涯にわたって高め続ける態度を養う。

⑴　研究活動に求められる態度
　将来，研究活動に参画できるようになるために，必要な基本的理念および態度を修得する。

卒業論文実習

⑵　研究活動を学ぶ
　将来，研究を自ら実施できるようになるために，研究課題の達成までの研究プロセスを体
験し，研究活動に必要な基本的知識，技能，態度を修得する。

卒業論文実習

⑶　未知との遭遇
　研究活動を通して，創造の喜びと新しいことを発見する研究の醍醐味を知り，感動する。

卒業論文実習

Ｅ２　総合薬学演習
　新しい医薬品が社会のニーズに応え，医療の発展にいかに貢献してきたかを理解するため
に，代表的な疾患あるいは画期的な現代医薬品を取り上げて調査し，考察する。その過程を
通して医薬品を多面的に評価する能力を身につける。

卒業特別講義Ⅰ・Ⅱ

Ｆ　薬学準備教育ガイドライン（例示）

⑴　人と文化
　薬学領域の学習と併行して，人文科学，社会科学および自然科学などを広く学び，知識を
獲得し，さまざまな考え方，感じ方に触れ，物事を多角的にみる能力を養う。そして見識あ
る人間としての基礎を築くために，自分自身についての洞察を深め，生涯にわたって自己研
鑽に努める習慣を身につける。

総合教養教育科目
人文社会系（43科目・2011年度生）

（26科目・2008-2010年度生）
自然科学系（12科目）
外国語科目（26科目）

⑵　薬学英語入門
　薬学を中心とした自然科学の分野で必要とされる英語の基礎力を身につけるために，「読
む」「書く」「聞く」「話す」に関する基本的知識と技能を修得する。

基礎薬学英語
医療薬学英語

⑶　薬学の基礎としての物理
　薬学を学ぶ上で必要な物理学の基礎力を身につけるために，物質および物体間の相互作用
などに関する基本的知識を修得する。

基礎物理学
基礎科学実習

⑷　薬学の基礎としての化学
　薬学を学ぶ上で必要な化学の基礎力を身につけるために，原子の構成から分子の成り立ち
などに関する基本的知識と技能を修得する。

基礎化学
基礎科学実習

⑸　薬学の基礎としての生物
　薬学を学ぶ上で必要な生物学の基礎力を身につけるために，細胞，組織，器官，個体，集
団レベルでの生命現象と，誕生から死への過程に関する基本的知識，技能，態度を修得する。

基礎生物学
基礎科学実習

⑹　薬学の基礎としての数学・統計
　薬学を学ぶ上で必要な数学・統計学に関する基本的知識を修得し，それらを薬学領域で応
用するための基本的技能を身につける。

基礎数学
医療統計学

⑺　ＩＴ
　情報の授受に効果的なコンピュータの利用法を理解し，必要なデータや情報を有効活用で
きるようになるために，インターネットを利用した情報の収集，開示，データベースの使用
法，応用などに関する基本的知識，技能，態度を修得する。

情報処理演習
教養対話演習
薬学対話演習

⑻　プレゼンテーション
　必要な情報，意思の伝達を行うことができ，集団の意見を整理して発表できるようになる
ために，プレゼンテーションの基情報処理演習本的知識，技能，態度を修得する。

教養対話演習
薬学対話演習
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Ｇ　薬学アドバンスト教育ガイドライン（例示）

⑴　実用薬学英語
　薬学に関連した学術誌，雑誌，新聞の読解，および医療現場，研究室，学術会議などで必
要とされる実用的英語力を身につけるために，科学英語の基本的知識と技能を修得し，生涯
にわたって学習する習慣を身につける。

基礎薬学英語
医療薬学英語

⑵　グローバリゼーション
　将来，国際化の流れに対応できる薬剤師，創薬専門家となるために必要な基本的知識と技
能を修得し，それらを通して国際的視野に立ったものの見方を身につける。

基礎薬学英語
医療薬学英語

⑶　定量的構造活性相関
　ドラッグデザインの実践的方法を理解するために，構造活性相関の基本的知識と技能を修
得し，併せて具体例に基づいた最適化に関する基本的知識を修得する。

創薬化学
医療化学

⑷　マーケティング
　どのような医薬品の開発が望まれているかを知るために，疾病統計，市場調査などに関す
る基本的知識と技能を修得する。

医療統計学

⑸　医薬品の製造プロセス
　医薬品の製造プロセスを理解するために，品質，安全性，毒性，環境保全，経済性に関す
る基本的知識を修得し，工業規模の生産が環境に及ぼす影響に配慮する態度を身につける。

新薬開発論

⑹　ゲノム情報の利用を目指して
　ゲノム情報に基づいた創薬ターゲットの探索と合理的なドラッグデザインを理解するため
に，標的遺伝子発現情報やプロテオーム解析に関する基本的知識を修得する。

遺伝子工学・細胞工学
ゲノム機能学
医療化学

⑺　企業インターンシップ
　企業の社会的役割と責任を理解し，企業を通して社会に貢献できるようになるために，企
業における業務に関する基本的知識，技能，態度を修得する。
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（必：必須科目、選：選択科目、選必：選択必須科目）
Ⅳ　旧カリキュラム科目を再履修する場合の新カリキュラム科目への読み替え・対応

旧分類 旧科目名 単位 区分 学年 対応する新科目名 単位 区分 学年

総
合
教
養
教
育
科
目

総合教養教育科目（選択） 11 総合教養教育科目（選択） 11

※情報処理演習 1 必 1前 特別対応

外国語科目 6 外国語科目 6

※基礎数学 2 選必 1前 特別対応

※基礎物理学 2 選必 1前 特別対応

※基礎化学 2 必 1前 特別対応

※基礎生物学 2 選必 1前 特別対応

※基礎科学実習 1 必 2前 特別対応

薬
学
導
入
・
総
合
科
目

薬学への招待 2 必 1前 薬学への招待 2 必 1前

教養対話演習 1 必 1後 サイエンスコミュニケーション 1 必 1後

薬学対話演習 1 必 3後 臨床コミュニケーション演習 1 必 3後

基礎薬学総合演習 1 必 3後 基礎薬学総合演習 1 必 4後

応用薬学総合演習 1 必 4前 臨床薬学総合演習 1 必 4後

医療倫理学 1 選必 1後 医療倫理学 1 必 1後

基礎薬学英語 1 選必 2後 基礎薬学英語 1 必 2後

医療薬学英語 1 選必 3前 医療薬学英語 1 必 3前

看護学概論 1 選必 4前 看護学概論（アドバンスト科目） 1 選 3前

卒業特別講義ａ 6 必 6通 卒業特別講義ａ 10 必 6通

卒業特別講義ｂ 6 必 6前 卒業特別講義ｂ 10 必 6前

物
理
系
薬
学

※分子の構造と化学結合 2 選必 1後 特別対応（化学物質の構造と性質） 1 必 1後

溶液の性質と化学反応速度論 2 選必 2前 溶液の性質と化学反応速度論 2 必 2前

熱力学と物理平衡 2 選必 2後 熱力学と物理平衡 2 必 2後

※化学平衡 2 選必 1前 特別対応 1前

化学物質の検出と定量 2 選必 1後 医薬品分析化学 2 必 1後

分析技術の臨床応用 2 選必 2前 臨床分析技術 2 必 2前

物理系薬学演習 1 必 2後 物理系薬学演習 1 必 3後

化　

学　

系　

薬　

学

※薬化学 2 選必 1後 特別対応 1後

有機構造解析学 2 選必 2前 機器分析化学 2 必 2後

有機薬化学Ⅰ 2 選必 2前 有機薬化学Ⅰ 2 必 1後

有機薬化学Ⅱ 2 選必 2後 有機薬化学Ⅱ 2 必 2前

有機薬化学Ⅲ 2 選必 3前 有機薬化学Ⅲ 2 必 2後

※医薬品化学 2 選必 3後 特別対応（医薬品化学） 1 必 3前

※天然物化学 2 選必 1後 特別対応 1後

薬用植物学 1 選必 2前 生薬学 1 必 2前

生薬学Ⅰ 2 選必 2後 天然物化学 2 必 1後

※生薬学Ⅱ 1 選必 3前 特別対応 3前

生
化
学
系
薬
学

※生化学Ⅰ 2 選必 1後 特別対応 1前

生化学Ⅱ 2 選必 2前 生化学Ⅰ 2 必 1後

生化学Ⅲ 2 選必 2後 生化学Ⅱ 2 必 2前

生体情報化学 2 選必 2後 生体情報化学 2 必 2後

基礎免疫学 2 選必 2前 免疫学 2 必 2前

※臨床免疫学 2 選必 2後 特別対応 2後

コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

 

読
み
替
え・対
応

～2014

－ 122 －



旧分類 旧科目名 単位 区分 学年 対応する新科目名 単位 区分 学年

分
子
生
物
系
薬
学

微生物薬品化学 2 選必 3前 微生物薬品化学 2 必 2後

臨床微生物学 2 選必 4前 臨床微生物学 2 必 3前

感染症予防学 1 選必 4後 感染症予防学（アドバンスト科目） 1 選 4後

放射薬品化学 2 選必 2前 特別対応 2前

遺伝子工学 1 選必 3前 遺伝子工学 2 必 3前

分子生物学Ⅰ 2 選必 2前 分子生物学 2 必 2前

※分子生物学Ⅱ 2 選必 2後 特別対応 2後

分子生物学Ⅲ 1 選必 3前 遺伝子工学 2 必 3前

衛　

生　

薬　

学

衛生化学Ⅰ 2 選必 3前 衛生化学 2 必 2後

衛生化学Ⅱ 1 選必 3後 食品衛生学演習 1 必 3前

公衆衛生学 2 選必 3前 公衆衛生学 2 必 2前

※健康化学 1 選必 3後 特別対応 3後

環境毒性学 2 選必 4前 環境毒性学 2 必 3後

環境衛生学 2 選必 4後 環境衛生学 2 必 4前

※地球環境学 1 選必 3前 特別対応 3前

医　

療　

系　

薬　

学　

１

薬理学Ⅰ 2 選必 2後 薬理学Ⅰ 2 必 2後

薬理学Ⅱ 2 選必 3前 薬理学Ⅱ 2 必 3前

薬理学Ⅲ 2 選必 3後 薬理学Ⅲ 2 必 3後

※薬理学Ⅳ 2 選必 4前 特別対応（薬理学演習） 1 必 4前

薬物治療学Ⅰ 2 選必 3後 薬物治療学Ⅰ 2 必 3後

薬物治療学Ⅱ 2 選必 4前 薬物治療学Ⅱ 2 必 4前

※薬物治療学III 2 選必 4後 特別対応（薬物治療学演習） 1 必 4後

人体構成学Ｉ 2 選必 2前 人体構成学Ⅰ 2 必 2前

※人体構成学II 2 選必 2後 特別対応（人体構成学Ⅱ） 1 必 2後

病態生理学I 2 選必 3前 病態生理学Ⅰ 2 必 3前

病態生理学II 2 選必 3後 病態生理学Ⅱ 2 必 3後

医　

療　

系　

薬　

学　

２

物理薬剤学 2 選必 3前 物理薬剤学 2 必 3前

生物薬剤学 2 選必 3後 生物薬剤学 2 必 2後

薬物動態学 2 選必 3後 薬物動態学 2 必 3前

製剤学 2 選必 4前 製剤学 2 必 4前

※製剤機能論 2 選必 4後 特別対応（製剤機能論） 1 必 4後

※日本薬局方概論 2 選必 3前 特別対応 3前

薬物代謝学 2 選必 3後 薬物代謝学 2 必 3後

※医薬品安全性学 2 選必 4前 特別対応 4前

薬事関係法規 2 選必 4前 薬事関係法規 2 必 4前

新薬開発論 2 選必 4後 新薬開発論 2 必 4後

臨
床
系
薬
学

医療統計学 2 選必 3前 医療統計学 2 必 3前

医薬品情報学 2 選必 3後 医薬品情報学 2 必 3後

薬局管理学 1 選必 3前 薬局管理学演習 1 必 3前

調剤学 2 選必 3後 調剤学 2 必 3後

※医療薬学 2 選必 4前 特別対応（医療薬学演習） 1 必 4前

薬剤師職能論 1 選必 4後 薬剤師職能論 1 必 4前

処方解析学Ⅰ 2 選必 4前 処方解析学Ⅰ 2 必 4前

処方解析学Ⅱ 2 選必 4後 処方解析学Ⅱ 2 必 4後
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旧分類 旧科目名 単位 区分 学年 対応する新科目名 単位 区分 学年

ア　

ド　

バ　

ン　

ス　

ト　

科　

目

病態と薬物治療 1 選 5前 開講せず

チーム医療 1 選 5前 開講せず

医療現場における最先端分析技術 1 選 5後 研究開発入門 1 選 4前

創薬化学 1 選 5後 創薬化学 1 選 3前

細胞生物学 1 選 5後 細胞工学 1 選 3後

ゲノム機能学 1 選 5後 ゲノム科学 1 選 3後

医療化学 1 選 5後 医療放射化学 1 選 3前

臨床栄養学 1 選 5前 開講せず

未病薬学 1 選 5後 未病薬学 1 選 4前

環境遺伝学 1 選 5後 環境遺伝学 1 選 4後

免疫薬理学 1 選 5後 免疫薬理学 1 選 4後

精神神経科学 1 選 5後 開講せず

症例検討／CPC 1 選 5後 開講せず

薬剤経済学 1 選 5前 開講せず

臨床動態学 1 選 5後 臨床動態学 1 選 4後

香粧品科学 1 選 5後 香粧品科学 1 選 4前

専門薬剤師概論Ⅰ 1 選 5前 専門薬剤師概論Ⅰ 1 選 5後

専門薬剤師概論Ⅱ 1 選 5前 専門薬剤師概論Ⅱ 1 選 5後

薬剤管理指導概論 1 選 5前 フィジカルアセスメント 1 選 5前

医薬品等評価学 1 選 5前 レギュラトリーサイエンス 1 選 5後

漢方薬学 1 選 5前 漢方薬学Ⅰ 1 選 4後

薬学海外研修 2 選 5前 薬学海外研修 2 選 3前

薬　

学　

実　

習

※物理系薬学実習 1 必 2前

個別対応

※化学系薬学実習 1 必 2前

※生物系薬学実習Ⅰ 2 必 2後

※生物系薬学実習Ⅱ 1 必 3後

※衛生薬学実習 1 必 3後

※医療系薬学実習Ⅰ 2 必 4前

※医療系薬学実習Ⅱ 1 必 4前

実務実習事前学習 2 必 4後 実務実習事前学習 2 必 4前・後

病院・薬局実務実習 20 必 5通 病院・薬局実務実習 20 必 5通

卒業論文実習 5 必 5・6 卒業特別研究 10 必 4・5・6

◎	旧カリキュラムの１年次開講科目を再履修する場合は，対応する新カリキュラム科目（１年次生科目）を履修して単位を読み
替えるか，あるいは旧カリキュラム科目（旧科目）の特別クラスとして開講するので，再履修を希望する者は必ず担当教員に
対応を相談，確認すること。
※印の科目は再履修該当者があった場合に特別クラス開講または個別に特別対応する科目である。
　【演習科目，実習科目，新カリキュラムでは開講のない科目】
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Ⅴ　他学部開放科目一覧

１　授業科目表

　人文科学部からの開放科目

授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

履修

年次

開
講
期

授業

形態
履修上の注意

古 典 文 学 史 選 2 2 前 講義

近 現 代 文 学 史 選 2 2 後 講義

日 本 語 史 選 2 2 後 講義

言 語 表 現 史 選 2 2 後 講義

身 体 表 現 史 選 2 2 後 講義

古 典 文 学 研 究 １ 選 2 2 前 講義

古 典 文 学 研 究 ２ 選 2 2 前 講義

古 典 文 学 研 究 ３ 選 2 2 後 講義

近現代文学研究１ 選 2 2 前 講義

近現代文学研究２ 選 2 2 前 講義

近現代文学研究３ 選 2 2 前 講義

日 本 語 研 究 １ 選 2 2 後 講義

日 本 語 研 究 ２ 選 2 2 集中 講義

表 現 創 造 研 究 １ 選 2 2 集中 講義 ★2019年度生まで

表 現 創 造 研 究 ２ 選 2 2 前 講義

表 現 創 造 研 究 ３ 選 2 2 集中 講義 ★2019年度生まで

古 典 文 学 講 義 １ 選 2 3 後 講義

古 典 文 学 講 義 ２ 選 2 3 後 講義

古 典 文 学 講 義 ３ 選 2 3 前 講義

近現代文学講義１ 選 2 3 後 講義

近現代文学講義２ 選 2 3 後 講義

近現代文学講義３ 選 2 3 前 講義

日 本 語 講 義 １ 選 2 3 前 講義

日 本 語 講 義 ２ 選 2 3 集中 講義

表 現 創 造 講 義 １ 選 2 3 前 講義

表 現 創 造 講 義 ２ 選 2 3 前 講義

表 現 創 造 講 義 ３ 選 2 3 後 講義

表 現 創 造 講 義 ４ 選 2 3 後 講義

異文化理解と交流１Ａ〜Ｃ 選 2 3 前 講義

異文化理解と交流２Ａ・Ｂ 選 2 3 後 講義

イギリス文化研究１ 選 2 3 前 講義

イギリス文化研究２ 選 2 3 後 講義
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授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

履修

年次

開
講
期

授業

形態
履修上の注意

イギリス文化研究３ 選 2 3 前 講義

アメリカ文化研究１ 選 2 3 前 講義

アメリカ文化研究２ 選 2 3 後 講義

アメリカ文化研究３ 選 2 3 後 講義

地 理 学 概 論 選 2 2 後 講義

地 誌 選 2 2 前 講義

哲学の世界と歴史 選 2 1 前 講義

日 本 人 の 思 想 選 2 1 後 講義

ヨーロッパ人の思想 選 2 1 後 講義

ア ジ ア 人 の 思 想 選 2 1 後 講義

日 本 美 術 史 選 2 1 後 講義

西 洋 美 術 史 選 2 1 前 講義

東 洋 美 術 史 選 2 1 前 講義

死 生 観 の 歴 史 選 2 1 前 講義

倫理と価値観の諸相 選 2 1 後 講義

歴史人物の生と時代１Ａ〜Ｄ 選 2 1 前・後 講義

歴史人物の生と時代２Ａ〜Ｄ 選 2 1 前・後 講義

地域史特殊研究１Ａ〜Ｈ 選 2 1 前・後 講義

地域史特殊研究２Ａ〜Ｈ 選 2 1 前・後 講義  ２Ｄ〜２Ｇは研修旅行参加が必須

吉備地方文化特論１ 選 2 1 前 講義

吉備地方文化特論２ 選 2 1 後 講義
 ２年次以上での履修が望ましい

吉備地方文化特論３ 選 2 1 前 講義

吉備地方文化特論４ 選 2 1 後 講義

考 古 学 の 基 礎 選 2 1 前 講義

考 古 学 の 現 在 選 2 1 後 講義

古 文 書 学 の 基 礎 選 2 1 後 講義

古 文 書 解 読 選 2 1 後 講義
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　教育学部からの開放科目一覧

　経営学部からの開放科目（2014〜2023年度生のみ）

授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

履　修

年　次

開
講
期

授業

形態
履修上の注意

初 級 簿 記 選 2 1 前 講義

中級簿記Ⅰ（＝中級簿記） 選 2 1 後 講義

中 級 簿 記 Ⅱ 選 2 1 後 講義 ★2023年度生のみ

英文ビジネスプレゼンテーション入門 選 2 1 前 講義

国際ビジネス入門 選 2 1 前 講義

商 業 学 入 門 選 2 1 後 講義

農 業 経 済 学 入 門 選 2 1 前 講義

ホスピタリティ入門 選 2 1 前 講義

経 営 史 入 門 選 2 1 後 講義

経 営 戦 略 論 入 門 選 2 1 後 講義

経 営 哲 学 入 門 選 2 1 前 講義

金 融 概 論 選 2 1 前 講義

証 券 市 場 論 入 門 選 2 1 後 講義

特 別 講 義 Ⅰ 選 2 2 前 講義 ★2018年度生〜2021年度生のみ

授　業　科　目
必
／
選

単
位
数

履修

年次

開
講
期

授業

形態
履修上の注意

社 会 福 祉 Ⅰ 選 2 1 前 講義

社 会 福 祉 Ⅱ 選 2 3 前 講義

保 育 者 論 選 2 1 後 講義

保 育 原 理 Ⅰ 選 2 1 前 講義

児 童 家 庭 福 祉 Ⅰ 選 2 1 前 講義

精 神 保 健 選 2 2 後 講義
社会福祉主事任用資格取得希望者に限る〈2019年度生以降〉	

看 護 学 選 2 1 後 講義

〈2018年度生以降〉	
精神医学概論（精神疾患とその治療） 選 2 2 前 講義

公 衆 衛 生 学 選 2 3 後 講義
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■薬剤師でなければできない業務の例

資　格　等
薬学部を卒業すると取得できる資格等（薬学科）

資　　　格 内　　　　　容

調剤業務 販売又は授与の目的での調剤

薬局の管理者 実地の管理業務（勤務薬剤師等の監督，構造設備や医薬品・その他物品の管理
等）

医薬品製造販売業の総括製
造販売責任者 医薬品の品質管理及び製造販売後の安全管理業務

医薬品製造所の医薬品製造
管理者 医薬品製造の実地管理業務

保険薬剤師 保険調剤及び薬学的管理・指導

学校薬剤師 学校における環境衛生，保健管理等の技術指導

資　　　格 内　　　　　容

健康食品管理士 健康食品の問題に対処できるアドバイザリースタッフとして，また食の安全・
安心のためのリスクコミュニケーターとしての役割を担う

■本学薬学部在学中に取得できる受験資格（本学薬学部は健康食品管理士養成校に認定されている）

資　　　格 内　　　　　容

毒物劇物取扱責任者 毒物・劇物を取扱う製造所，営業所等における毒物・劇物の保健衛生上の危害
防止

麻薬管理者 麻薬診療施設で施用・交付される麻薬の業務上の管理

薬事監視員（公務員） 厚生労働省又は都道府県・政令市の職員として薬局，医薬品製造販売業等の立
入検査等

麻薬取締官（員）（公務員）
地方厚生局（麻薬取締部）又は都道府県の職員として，麻薬及び向精神薬取締
法など薬物５法に違反した罪，麻薬，あへん又は覚せい剤の中毒に犯された罪
等に対する司法警察員としての職務

食品衛生監視員（公務員） 厚生労働省又は都道府県・政令市の職員として，食品営業施設の臨検検査及び
監視指導等

環境衛生指導員（公務員） 都道府県又は市町村の職員として，一般廃棄物・産業処理物処理施設，浄化槽
管理者等への立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導等

食品衛生管理者 特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物等製造施設における製造又は加
工の衛生的管理

衛生管理者 作業場を巡回し，労働上の健康障害を防止する措置，健康診断の実施等衛生に
関わる技術的事項の管理

■薬剤師であればできる業務の例
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■薬剤師であればその取得に特別な考慮が払われる資格の例

■薬学部を卒業すると取得できる資格（業務）の例

資　　　格 内　　　　　容

作業環境測定士 有害な業務を行う作業場等での作業環境の測定

公害防止管理者
（大気２種，水質２種） 特定工場における大気汚染，水質汚濁防止に関する業務

環境計量士 大気，水等環境中の有害物質や濃度・騒音レベル等の環境測定における統合的
な計測技術管理

労働衛生コンサルタント受
験資格 事業所における労働衛生水準の向上のため，作業場等の診断，改善指導等

介護支援専門員（ケアマネ
ージャー）受験資格

介護を必要としている人への最適なケアプランの作成とプランの持つ目標に向
けたコーディネートの実施

資　　　格 内　　　　　容

薬剤師国家試験受験資格

医薬部外品・化粧品・医療機器製
造販売業の総括製造販売責任者 医薬部外品等の品質管理及び製造販売後の安全管理

医薬部外品・化粧品・医療
機器製造所の責任技術者 医薬部外品等製造の実地管理

建築物環境衛生管理技術者 建築物の環境衛生管理の監督

水道技術管理者 水道施設における水道の管理についての技術上の業務

ごみ処理施設の技術管理者 ゴミ処理施設の維持管理に関する技術上の業務

騒音関係・粉塵関係・振動
関係の公害防止管理者 特定工場における騒音・粉塵・振動防止に関する業務

甲種危険物取扱者受験資格 危険物製造所，取扱所等における立ち会い管理に係る業務
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（厚生労働省まとめによる）平成32年度に実施される第106回薬剤師国家試験から適用

薬剤師国家試験出題基準
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【別表Ⅰ　物理・化学・生物】

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
物質の物理的性質 物質の構造 化学結合

ヒトの体及び薬物の基本的性質・
特性を理解するために必要な基礎
知識を問う

化学結合の様式について説明できる。
分子軌道の基本概念及び軌道の混成について
説明できる。
共役や共鳴の概念を説明できる。

分子間相互作用
生命現象や薬物の薬効発現を理解
するために必要な基礎知識を問う

ファンデルワールス力の概要を説明できる。
静電相互作用について例を挙げて説明できる。
双極子間相互作用について例を挙げて説明できる。
分散カについて例を挙げて説明できる。
水素結合について例を挙げて説明できる。
電荷移動相互作用について例を挙げて説明できる。
疎水性相互作用について例を挙げて説明できる。

原子・分子の挙動
臨床で用いられる分析法を理解す
るために必要な基礎知識を問う

電磁波の性質及び物質との相互作用を説明できる。
分子の振動、回転、電子遷移について説明で
きる。
電子や核のスピンとその磁気共鳴について説明
できる。
光の屈折、偏光及び旋光性について説明できる。
光の散乱及び干渉について説明できる。
結晶構造と回折現象の概要を説明できる。

放射線と放射能
臨床で用いられる放射性物質の
基本的性質を理解し、安全な取
扱いに必要な基礎知識を問う

原子の構造と放射壊変について説明できる。
電離放射線の種類を列挙し、それらの性質及び
物質との相互作用について説明できる。
代表的な放射性核種の物理的性質について説
明できる。
核反応及び放射平衡について説明できる。
放射線測定の原理と利用について概要を説明で
きる。

物質のエネルギーと平衡 気体の微視的状態と巨視的
状態
医薬品を含む化学物質の状態や
生体との相互作用を理解するため
に必要となる気体の微視的状態と
巨視的状態の基礎知識を問う

ファンデルワールスの状態方程式について概要
を説明できる。
気体の分子運動とエネルギーの関係について概
要を説明できる。
エネルギーの量子化とボルツマン分布について概
要を説明できる。

エネルギー
医薬品を含む化学物質の状態や
生体との相互作用を理解するため
に必要となる熱力学的な基礎知識
を問う

熱力学における系、外界、境界について説明で
きる。
熱力学第一法則を説明できる。
状態関数と経路関数の違いを説明できる。
定圧過程、定容過程、等温過程、断熱過程を
説明できる。
定容熱容量及び定圧熱容量について説明できる。
エンタルピーについて説明できる。
化学変化に伴うエンタルピ一変化について説明
できる。

自発的な変化
医薬品を含む化学物質の状態や
生体との相互作用を理解するため
に必要となる熱力学的な基礎知識
を問う

エントロピーについて説明できる。
熱力学第二法則について説明できる。
熱力学第三法則について説明できる。
ギブズエネルギーについて説明できる。
熱力学関数を使い、自発的な変化の方向と程度
を予測できる。

化学平衡の原理
医薬品を含む化学物質の状態や
生体との相互作用を理解するため
に必要となる熱力学的な基礎知識
を問う

ギブズエネルギーと化学ポテンシャルの関係を説
明できる。
ギブズエネルギーと平衡定数の関係を説明できる。
平衡定数に及ぼす圧力及び温度の影響につい
て説明できる。
共役反応の原理について説明できる。

相平衡
医薬品を含む化学物質の状態や
生体との相互作用を理解するため
に必要となる相平衡に関する基礎
知識を問う

相変化に伴う熱の移動について説明できる。
相平衡と相律について説明できる。
状態図について説明できる。



－ 138 －

資

　格

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
物質の物理的性質 物質のエネルギーと平衡 溶液の性質

医薬品を含む化学物質の状態や
生体との相互作用を理解するため
に必要となる溶液の性質に関する
基礎知識を問う

希薄溶液の束一的性質について説明できる。
活量と活量係数について説明できる。
電解質溶液の電気伝導率及びモル伝導率の濃
度による変化を説明できる。
イオン強度について説明できる。

電気化学
医薬品を含む化学物質の状態や
生体との相互作用を理解するため
に必要となる酸化還元に関する基
礎知識を問う

起電力とギブズエネルギーの関係について説明で
きる。
電極電位（酸化還元電位）について説明できる。

物質の変化 反応速度
医薬品を含む化学物質の変換過
程を理解するために必要な基礎知
識を問う

反応次数と速度定数について説明できる。
微分型速度式を積分型速度式に変換できる。
代表的な反応次数の決定法を列挙し、説明できる。
代表的な（擬）一次反応の反応速度を測定し、
速度定数を求めることができる。
代表的な複合反応（可逆反応、平行反応、連
続反応等）の特徴について説明できる。
反応速度と温度との関係を説明できる。
代表的な触媒反応（酸・塩基触媒反応、酵素
反応等）について説明できる。

化学物質の分析 分析の基礎 分析の基本
医薬品を含む化学物質の分析を
正しく実施・解析するために必要
な基礎知識を問う

分析に用いる器具の正しい使用法を説明できる。
測定値を適切に取り扱うことができる。
分析法のバリデーションについて説明できる。

溶液中の化学平衡 酸・塩基平衡
医薬品を含む化学物質の溶液中
での酸・塩基平衡を理解するため
に必要な基礎知識を問う

酸・塩基平衡の概念について説明できる。
pH及び解離定数について説明できる。
溶液のpHの測定法を説明できる。
緩衝作用や緩衝液について説明できる。

各種の化学平衡
医薬品を含む化学物質の溶液中
での酸・塩基平衡以外の化学平
衡を理解するために必要な基礎知
識を問う

錯体・キレート生成平衡について説明できる。
沈殿平衡について説明できる。
酸化還元平衡について説明できる。
分配平衡について説明できる。

化学物質の定性分析・定量
分析

定性分析
医薬品を含む化学物質の定性分
析を正確に実施するために必要な
基礎知識を問う

代表的な無機イオンの定性反応の概要を説明で
きる。
日本薬局方収載の代表的な医薬品の確認試験
を列挙し、その内容の概要を説明できる。

定量分析（容量分析・重量
分析）
医薬品を含む化学物質の定量分
析を正確に実施するために必要な
基礎知識を問う

中和滴定（非水滴定を含む）の原理、操作法
及び応用例を説明できる。
キレート滴定の原理、操作法及び応用例を説明
できる。
沈殿滴定の原理、操作法及び応用例を説明で
きる。
酸化還元滴定の原理、操作法及び応用例を説
明できる。
日本薬局方収載の代表的な医薬品の容量分析
の内容を説明できる。
日本薬局方収載の代表的な純度試験を列挙し、
その内容を説明できる。
日本薬局方収載の重量分析法の原理及び操作
法を説明できる。

機器を用いる分析法 分光分析法
医薬品を含む化学物質の分光分
析を正しく実施し、得られた結果を
正しく判断するために必要な基礎
知識を問う

紫外可視吸光度測定法の原理及び応用例を説
明できる。
蛍光光度法の原理及び応用例を説明できる。
赤外吸収（IR）スペクトル測定法の原理及び応
用例を説明できる。
原子吸光光度法、誘導結合プラズマ（ICP）
発光分光分析法及びICP質量分析法の原理及
び応用例を説明できる。
旋光度測定法（旋光分散）の原理及び応用例
を説明できる。
分光分析法を用いた日本薬局方収載の代表的
な医薬品の分析方法を説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
化学物質の分析 機器を用いる分析法 核磁気共鳴（NMR）スペク

トル測定法
医薬品を含む化学物質の核磁気
共鳴（NMR）スペクトル測定を正
しく実施し、得られた結果を正しく
判断するために必要な基礎知識を
問う

核磁気共鳴（NMR）スペクトル測定法の原理
及び応用例について概要を説明できる。

質量分析法
医薬品を含む化学物質の質量分
析を正しく実施し、得られた結果を
正しく判断するために必要な基礎
知識を問う

質量分析法の原理及び応用例を説明できる。

X線分析法
医薬品を含む化学物質のX線分
析を正しく実施し、得られた結果を
正しく判断するために必要な基礎
知識を問う

Ｘ線結晶解析の原理及び応用例について概要を
説明できる。
粉末Ｘ線回折測定法の原理と利用法について概
要を説明できる。

熱分析
医薬品を含む化学物質の熱分析
を正しく実施し、得られた結果を正
しく判断するために必要な基礎知
識を問う

熱重量測定法の原理を説明できる。
示差熱分析法及び示差走査熱量測定法の概要
を説明できる。

分離分析法 クロマトグラフィー
医薬品を含む化学物質のクロマト
グラフィーによる分離を正しく実施
し、得られた結果を正しく判断する
ために必要な基礎知識を問う

クロマトグラフィーの分離機構を説明できる。
薄層クロマトグラフィーの特徴と代表的な検出法
を説明できる。
液体クロマトグラフィーの特徴と代表的な検出法
を説明できる。
ガスクロマトグラフィーの特徴と代表的な検出法を
説明できる。
クロマトグラフィーを用いた試料の定性・定量法
を説明できる。

電気泳動法
医薬品を含む化学物質の電気泳
動による分離を正しく実施し、得ら
れた結果を正しく判断するために
必要な基礎知識を問う

電気泳動法の原理及び応用例を説明できる。

臨床現場で用いる分析技術 分析の準備
基礎から応用への橋渡しを考慮し
て、臨床現場で用いられる代表的
な分析技術の正しい実施に必要と
なる適切な準備を選択するための
基礎知識を問う

分析目的に即した試料の前処理法を説明できる。
臨床分析における精度管理及び標準物質の意
義を説明できる。

分析技術
基礎から応用への橋渡しを考慮し
て、臨床現場で用いられる代表的
な分析技術を正しく実施し、得ら
れた結果を正しく判断するために
必要な基礎知識を問う

臨床分析で用いられる代表的な分析法を列挙で
きる。
免疫化学的測定法の原理を説明できる。
酵素を用いた代表的な分析法の原理を説明できる。
代表的なドライケミストリーについて概要を説明で
きる。
代表的な画像診断技術（X線検査、MRI、超
音波、内視鏡検査、核医学検査等）について
概要を説明できる。

化学物質の性質と反応 化学物質の基本的性質 基本事項
医薬品等の基本的性質を理解す
るために必要な基礎知識を問う

代表的な化合物をIUPAC規則に基づいて命名
することができる。
薬学領域で用いられる代表的な化合物を慣用名
で記述できる。
基本的な化合物のルイス構造式について説明で
きる。
有機化合物の性質と共鳴の関係について説明で
きる。
ルイス酸・塩基、ブレンステッド酸・塩基を定義
することができる。
基本的な有機反応（置換、付加、脱離）の特
徴を理解し、分類できる。



－ 140 －

資

　格

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
化学物質の性質と反応 化学物質の基本的性質 基本事項

医薬品等の基本的性質を理解す
るために必要な基礎知識を問う

炭素原子を含む反応中間体（カルボカチオン、
カルボアニオン、ラジカル）の構造と性質を説明
できる。
反応の過程を、エネルギー図を用いて説明できる。

基本的な有機反応機構を表記する電子の動きに
ついて説明できる。

有機化合物の立体構造
医薬品等の立体構造を理解する
ために必要な基礎知識を問う

構造異性体と立体異性体の違いについて説明で
きる。
キラリティーと光学活性の関係を説明できる。
エナンチオマーとジアステレオマーについて説明で
きる。
ラセミ体とメソ体について説明できる。
絶対配置の表示法を説明し、キラル化合物の構
造を識別することができる。
炭素－炭素二重結合の立体異性（cis, trans な
らびにE, Z 異性）について説明できる。
フィッシャー投影式とニューマン投影式で表記され
た有機化合物の構造を理解できる。
エタン、ブタン等の立体配座とその安定性につい
て説明できる。

有機化合物の基本骨格の構
造と反応

アルカン
医薬品等の基本骨格であるアルカ
ンの性質を理解するために必要な
基礎知識を問う

アルカンの基本的な性質について説明できる。
アルカンの構造異性体を列挙できる。
シクロアルカンの環のひずみを決定する要因につ
いて説明できる。
置換シクロヘキサンの安定な立体配座を決定す
る要因について説明できる。

アルケン・アルキン
医薬品等の基本骨格であるアル
ケン、アルキンの反応性を理解す
るために必要な基礎知識を問う

アルケンへの代表的な付加反応を列挙し、その
特徴を説明できる。
アルケンの代表的な酸化、還元反応を列挙し、
その特徴を説明できる。
アルキンの代表的な反応を列挙し、その特徴を
説明できる。

芳香族化合物
医薬品等の基本骨格である芳香
族化合物の性質・反応性を理解
するために必要な基礎知識を問う

代表的な芳香族炭化水素化合物の性質と反応
性を説明できる。
芳香族性の概念を説明できる。
芳香族炭化水素化合物の求電子置換反応の反
応性、配向性、置換基の効果について説明で
きる。
代表的な芳香族複素環化合物の性質を芳香族
性と関連づけて説明できる。
代表的な芳香族複素環の求電子置換反応の反
応性、配向性、置換基の効果について説明で
きる。

官能基の性質と反応 概説
医薬品等に含まれる代表的官能
基の性質を理解するために必要な
基礎知識を問う

代表的な官能基を列挙し、性質を説明できる。
官能基の性質を利用した分離精製法を説明でき
る。

有機ハロゲン化合物
医薬品等に含まれるハロゲンの性
質・反応性を理解するために必要
な基礎知識を問う

有機ハロゲン化合物の基本的な性質と反応を列
挙し、説明できる。
求核置換反応の特徴について説明できる。
脱離反応の特徴について説明できる。

アルコール・フェノール・
エーテル
医薬品等に含まれるアルコール・
フェノール・エーテルの性質・反
応性を理解するために必要な基礎
知識を問う

アルコール、フェノール類の基本的な性質と反応
を列挙し、説明できる。
エーテル類の基本的な性質と反応を列挙し、説
明できる。

アルデヒド・ケトン・カルボン酸・
カルボン酸誘導体
医薬品等に含まれるアルデヒド・ケ
トン・カルボン酸・カルボン酸誘導
体の性質・反応性を理解するため
に必要な基礎知識を問う

アルデヒド類及びケトン類の基本的な性質と反応
を列挙し、説明できる。
カルボン酸の基本的性質と反応を列挙し、説明
できる。
カルボン酸誘導体（酸ハロゲン化物、酸無水物、
エステル、アミド）の基本的性質と反応を列挙し、
説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
化学物質の性質と反応 官能基の性質と反応 アミン

医薬品等に含まれるアミンの性質
を理解するために必要な基礎知識
を問う

アミン類の基本的性質と反応を列挙し、説明で
きる。

電子効果
医薬品等に含まれる代表的官能
基の性質・反応性を理解するため
に必要な基礎知識を問う

官能基が及ぼす電子効果について説明できる。

酸性度・塩基性度
医薬品等の性質・反応性を理解
するために必要な官能基の酸性
度・塩基性度に関する基礎知識
を問う

アルコール、フェノール、カルボン酸、炭素酸等
の酸性度を比較して説明できる。
含窒素化合物の塩基性度を比較して説明できる。

化学物質の構造決定 核磁気共鳴（NMR）
医薬品等の構造を確認するために
必要な核磁気共鳴に関する基礎
知識を問う

1H及び13C NMRスペクトルより得られる情報を
説明できる。
有機化合物中の代表的プロトンについて、おお
よその化学シフト値を示すことができる。
1H NMRの積分値の意味を説明できる。
1H NMRシグナルが近接プロトンにより分裂（カッ
プリング）する基本的な分裂様式を説明できる。
医薬品等の1H NMRを解析できる。

赤外吸収（IR）
医薬品等の官能基を確認するた
めに必要な赤外吸収に関する基
礎知識を問う

IRスペクトルより得られる情報を説明できる。
IRスペクトル上の基本的な官能基の特性吸収を
列挙し、帰属することができる。

質量分析
医薬品等の構造を確認するために
必要な質量分析に関する基礎知
識を問う

マススペクトルより得られる情報を説明できる。
測定化合物に適したイオン化法を選択できる。
ピークの種類（基準ピーク、分子イオンピーク、
同位体ピーク、フラグメントピーク）を説明できる。
代表的な化合物のマススペクトルを解析できる。

無機化合物・錯体の構造と
性質

無機化合物・錯体
医薬品や生体内物質に含まれる
無機化合物・錯体の性質を理解
するために必要な基礎知識を問う

代表的な典型元素と遷移元素を列挙できる。
代表的な無機酸化物、オキソ化合物の名称、
構造、性質を列挙できる。
活性酸素と窒素酸化物の名称、構造、性質を
列挙できる。
代表的な錯体の名称、構造、基本的な性質を
説明できる。
医薬品として用いられる代表的な無機化合物及
び錯体を列挙できる。

生体分子・医薬品の化学に
よる理解

医薬品の標的となる生体分
子の構造と化学的な性質

医薬品の標的となる生体高
分子の化学構造
医薬品が相互作用する生体高分
子の構造を化学的に理解するため
に必要な基礎知識を問う

代表的な生体高分子を構成する小分子（アミノ
酸、糖、脂質、ヌクレオチド等）の構造に基づ
く化学的性質を説明できる。
医薬品の標的となる生体高分子（タンパク質、
核酸等）の立体構造とそれを規定する化学結合、
相互作用について説明できる。

生体内で機能する小分子
医薬品の機能と関連する生体内
小分子の構造と性質を理解するた
めに必要な基礎知識を問う

細胞膜受容体及び細胞内（核内）受容体の代
表的な内因性リガンドの構造と性質について説
明できる。
代表的な補酵素が酵素反応で果たす役割につ
いて、有機反応機構の観点から説明できる。
活性酸素、一酸化窒素の構造に基づく生体内
反応を化学的に説明できる。
生体内に存在する代表的な金属イオン及び錯体
の機能を化学的に説明できる。

生体反応の化学による理解 生体内で機能するリン、硫黄
化合物
生体内物質・医薬品の部分構造
であるリン、硫黄化合物の性質と
機能を理解するために必要な基礎
知識を問う

リン化合物（リン酸誘導体等）及び硫黄化合物
（チオール、ジスルフィド、チオエステル等）の構
造と化学的性質を説明できる。
リン化合物（リン酸誘導体等）及び硫黄化合物（チ
オール、ジスルフィド、チオエステル等）の生体内
での機能を化学的性質に基づき説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
生体分子・医薬品の化学に
よる理解

生体反応の化学による理解 酵素阻害薬と作用様式
酵素阻害薬の構造を化学的に理
解するために必要な基礎知識を問
う

不可逆的酵素阻害薬の作用を酵素の反応機構
に基づいて説明できる。
基質アナログが競合阻害薬となっている代表的
な医薬品を列挙できる。
遷移状態アナログが競合阻害薬となっている代
表的な医薬品を列挙できる。

受容体のアゴニスト及びアン
タゴニスト
受容体を標的とする医薬品の基
本構造と作用等の化学的な理解
に必要な基礎知識を問う

代表的な受容体のアゴニスト（作用薬、作動薬、
刺激薬）とアンタゴニスト（拮抗薬、遮断薬）と
の相違点について、内因性リガンドの構造と比較
して説明できる。
低分子内因性リガンド誘導体が医薬品として用い
られている理由を説明できる。

生体内で起こる有機反応
生体内物質、医薬品等の代謝反
応を理解するために必要な基礎知
識を問う

代表的な生体分子（脂肪酸、コレステロール等）
の代謝反応を有機化学の観点から説明できる。
異物代謝の反応（発がん性物質の代謝的活性
化等）を有機化学の観点から説明できる。

医薬品の化学構造と性質、
作用

医薬品と生体分子の相互作用
医薬品と生体高分子の相互作用
に影響を及ぼす因子を理解するた
めに必要な基礎知識を問う

医薬品と生体分子との相互作用を化学的な観点
（電子効果、立体効果等）から説明できる。

医薬品の化学構造に基づく
性質
医薬品の物性、動態に影響を及
ぼす化学構造を理解するために必
要な基礎知識を問う

医薬品の構造からその物理化学的性質（酸性、
塩基性、疎水性、親水性等）を説明できる。
プロドラッグ等の薬物動態を考慮した医薬品の化
学構造について説明できる。

医薬品のコンポーネント
医薬品の薬効に関わる部分構造
を化学的に理解するために必要な
基礎知識を問う

代表的な医薬品のファーマコフォアについて説明
できる。
バイオアイソスター（生物学的等価体）について、
代表的な例を挙げて説明できる。
医薬品に含まれる代表的な複素環を構造に基づ
いて分類し、医薬品コンポーネントとしての性質
を説明できる。

酵素に作用する医薬品の構
造と性質
酵素を標的とする医薬品の基本
構造と作用等の化学的な理解に
必要な基礎知識を問う

ヌクレオシド及び核酸塩基アナログを有する代表
的医薬品を列挙し、化学構造に基づく性質、作
用等について説明できる。
フェニル酢酸、フェニルプロピオン酸構造等をも
つ代表的医薬品を列挙し、化学構造に基づく性
質、作用等について説明できる。
スルホンアミド構造をもつ代表的医薬品を列挙
し、化学構造に基づく性質、作用等について説
明できる。
キノロン骨格をもつ代表的医薬品を列挙し、化学
構造に基づく性質、作用等について説明できる。
β－ラクタム構造をもつ代表的医薬品を列挙し、
化学構造に基づく性質、作用等について説明で
きる。
ペプチドアナログの代表的医薬品を列挙し、化学
構造に基づく性質、作用等について説明できる。
酵素に作用するその他の代表的医薬品を列挙
し、化学構造に基づく性質、作用等について説
明できる。

受容体に作用する医薬品の
構造と性質
受容体を標的とする医薬品の基
本構造と作用等の化学的な理解
に必要な基礎知識を問う

カテコールアミン骨格を有する代表的医薬品を列
挙し、化学構造に基づく性質、作用等について
説明できる。
アセチルコリンアナログの代表的医薬品を列挙
し、化学構造に基づく性質、作用等について説
明できる。
ステロイドアナログの代表的医薬品を列挙し、化学
構造に基づく性質、作用等について説明できる。

ベンゾジアゼピン骨格及びバルビタール骨格を有
する代表的医薬品を列挙し、化学構造に基づく
性質、作用等について説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
生体分子・医薬品の化学に
よる理解

医薬品の化学構造と性質、
作用

受容体に作用する医薬品の
構造と性質
受容体を標的とする医薬品の基
本構造と作用等の化学的な理解
に必要な基礎知識を問う

オピオイドアナログの代表的医薬品を列挙し、化
学構造に基づく性質、作用等について説明でき
る。
受容体に作用するその他の代表的医薬品を列挙
し、化学構造に基づく性質、作用等について説
明できる。

DNAに作用する医薬品の構
造と性質
DNAを標的とする医薬品の基本
構造と作用等を化学的に理解する
ために必要な基礎知識を問う

DNAと結合する医薬品（アルキル化剤、シスプ
ラチン類）を列挙し、それらの化学構造と反応機
構を説明できる。
DNAにインターカレートする医薬品を列挙し、それ
らの構造上の特徴と作用等を説明できる。
DNA鎖を切断する医薬品を列挙し、それらの構
造上の特徴と作用等を説明できる。

イオンチャネルに作用する医
薬品の構造と性質
イオンチャネルを標的とする医薬品
の基本構造と作用等を化学的に
理解するために必要な基礎知識を
問う

イオンチャネルに作用する医薬品の代表的な基
本構造（ジヒドロピリジン等）の特徴と作用等を
説明できる。

自然が生み出す薬物 薬になる動植鉱物 薬用植物
薬用植物に関して薬剤師に必要
な基礎知識を問う

代表的な薬用植物の学名、薬用部位、薬効等
を挙げることができる。
代表的な薬用植物を外部形態から説明し、区別
できる。
植物の主な内部形態について説明できる。
法律によって取扱いが規制されている植物（ケシ、
アサ）の特徴を説明できる。

生薬の基原・用途
代表的な生薬に関して必要な基
礎知識を問う

代表的な生薬（植物、動物、藻類、菌類由来）
を列挙し、その基原、薬用部位を説明できる。
代表的な生薬（植物、動物、藻類、菌類、鉱
物由来）の薬効、成分、用途等を説明できる。

生薬の副作用
生薬によって引き起こされる副作
用のうち重要なものを問う

副作用や使用上の注意が必要な代表的な生薬
を列挙し、説明できる。

生薬の同定と品質評価
代表的な生薬の品質を担保するた
めに薬剤師に必要な基礎知識を
問う

生薬の同定と品質評価法について説明できる。
日本薬局方の生薬総則及び生薬試験法につい
て説明できる。
代表的な生薬を鑑別できる。
代表的な生薬の確認試験を説明できる。
代表的な生薬の純度試験を説明できる。

薬の宝庫としての天然物 生薬由来の生物活性物質の
構造と作用
品質や薬理作用に関連する生薬
の成分について基礎知識を問う

生薬由来の代表的な生物活性物質を化学構造
と生合成経路に基づいて分類できる。
脂質や糖質に分類される生薬由来の代表的な生
物活性物質を列挙し、その作用を説明できる。
芳香族化合物に分類される生薬由来の代表的な
生物活性物質を列挙し、その作用を説明できる。
テルペノイド、ステロイドに分類される生薬由来
の代表的な生物活性物質を列挙し、その作用を
説明できる。
アルカロイドに分類される生薬由来の代表的な生
物活性物質を列挙し、その作用を説明できる。

微生物由来の生物活性物質
の構造と作用
微生物由来の代表的医薬品の化
学構造と薬理作用に関する基礎
知識を問う

微生物由来の生物活性物質を化学構造に基づ
いて分類できる。
微生物由来の代表的な生物活性物質を列挙し、
その作用を説明できる。

天然生物活性物質の利用
医薬品として使用されている天然
物又はその誘導体を理解するため
に必要な基礎知識を問う

医薬品として使われている代表的な天然生物活
性物質を列挙し、その用途を説明できる。
天然生物活性物質を基に化学修飾等により開発
された代表的な医薬品を列挙し、その用途、リー
ド化合物を説明できる。
農薬等で使われている代表的な天然生物活性
物質を列挙し、その用途を説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
生命現象の基礎 細胞の構造と機能 細胞の基本

生命体の最小単位である細胞の
構造と機能を理解するための基礎
知識を問う

細胞膜を構成する代表的な生体成分（膜脂質、
膜タンパク質等）を列挙し、その機能を分子レベ
ルで説明できる。
エンドサイトーシスとエキソサイトーシスについて説
明できる。
細胞小器官（核、ミトコンドリア、小胞体、リソソー
ム、ゴルジ体、ペルオキシソーム等）やリボソー
ムの構造と機能を説明できる。
細胞骨格（微小管、中間径フィラメント、マイク
ロフィラメント）の構造と機能を説明できる。

生命現象を担う分子 生体の主要構成分子
生命現象を担う主要構成分子の
種類、構造、性質、役割を理解
するための基礎知識を問う

代表的な脂質の種類（リン脂質、糖脂質、コレ
ステロール、脂肪酸、中性脂肪等）の種類、
構造、性質、役割を説明できる。
代表的な単糖、二糖の種類、構造、性質、役
割を説明できる。
代表的な多糖の種類、構造、性質、役割を説
明できる。
アミノ酸を列挙し、その構造に基づいて性質を説
明できる。
タンパク質の構造（一次、二次、三次、四次
構造）と性質を説明できる。
ヌクレオチドと核酸（DNA、RNA）の種類、構造、
性質を説明できる。
脂質、糖質、アミノ酸、タンパク質、核酸の定
性又は定量試験の原理と方法を説明できる。

生体に必須な微量成分
生命現象を担う必須微量成分に
関する基礎知識を問う

ビタミン（補酵素型を含む）の種類、構造、性質、
役割を説明できる。
代表的な必須微量元素の種類、役割を説明で
きる。

生命活動を担うタンパク質 タンパク質の基本
種々のタンパク質の機能、成熟・
分解を理解するための基礎知識を
問う

多彩な機能を持つタンパク質（酵素、受容体、
シグナル分子、膜輸送体、運搬・輸送タンパク質、
貯蔵タンパク質、構造タンパク質、接着タンパク
質、防御タンパク質、調節タンパク質）のそれ
ぞれの役割を説明できる。

タンパク質の翻訳後の成熟過程（フォールディン
グ、細胞小器官間の輸送や翻訳後修飾）につ
いて説明できる。
タンパク質の細胞内での分解（リソソーム、プロ
テアソーム、オートファジー）について説明できる。
膜輸送体の種類、構造、機能を説明できる。
血漿リポタンパク質（キロミクロン、VLDL、
LDL、HDL）の構造、機能を説明できる。

酵素
酵素の機能と調節を理解するため
の基礎知識を問う

酵素反応の特性と反応速度論、代表的な可逆
的阻害を説明できる。
酵素反応における補酵素、微量金属の役割を
説明できる。
代表的な酵素活性調節機構（アロステリック調
節、化学修飾、チモーゲン等）を説明できる。

生命情報を担う遺伝子 遺伝情報を担う分子
遺伝情報を担う核酸の機能を理解
するための基礎知識を問う

DNA、遺伝子、染色体、ゲノムとは何かを説明
できる。
染色体の構造（ヌクレオソーム、クロマチン、セ
ントロメア、テロメア等）を説明できる。
遺伝子の構造（プロモーター、エンハンサ一、
エキソン、イントロン等）を説明できる。
RNAの種類（hnRNA、mRNA、rRNA、tRNA、
miRNA等）と機能について説明できる。

複製
DNA複製の過程と調節を理解す
るための基礎知識を問う

DNA複製の過程について説明できる。
テロメラーゼの機能について説明できる。
DNA変異に対する代表的な修復について説明
できる。



－ 145 －

資

　格

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
生命現象の基礎 生命情報を担う遺伝子 転写・翻訳

遺伝子発現の過程と調節を理解
するための基礎知識を問う

DNAからRNAへの転写の過程について説明できる。
エピジェネティックな転写制御について説明できる。
転写因子による転写制御について説明できる。
RNAのプロセシング（キャップ構造、スプライシ
ング、snRNP、ポリA鎖等）について説明できる。
RNAからタンパク質への翻訳の過程について説
明できる。

組換えDNA
遺伝子組換え技術の基本原理を
理解するための基礎知識を問う

遺伝子工学技術（遺伝子クローニング、cDNA
クローニング、PCR、組換えタンパク質発現法等）
を説明できる。
遺伝子改変生物（遺伝子導入・欠損動物、クロー
ン動物、遺伝子組換え植物）について説明できる。

生体エネルギーと生命活動を
支える代謝系

ATPの産生と糖質代謝
糖からのエネルギー産生機構を理
解するための基礎知識を問う

解糖系及び乳酸の生成について説明できる。
クエン酸回路（TCAサイクル）について説明できる。

電子伝達系（酸化的リン酸化）とATP合成につ
いて説明できる。
グリコーゲンの代謝について説明できる。
糖新生について説明できる。

脂質代謝
脂質の代謝を理解するための基
礎知識を問う

脂肪酸の生合成とβ酸化について説明できる。
コレステロールの生合成と代謝について説明できる。

飢餓状態と飽食状態
エネルギー状態による代謝調節を
理解するための基礎知識を問う

飢餓状態のエネルギー代謝（ケトン体の利用等）
について説明できる。
余剰のエネルギーを蓄えるしくみを説明できる。

その他の代謝系
主要生体構成成分の代謝を理解
するための基礎知識を問う

アミノ酸分子中の炭素及び窒素の代謝（尿素
回路等）について説明できる。
ヌクレオチドの生合成と分解について説明できる。
ペントースリン酸回路について説明できる。

細胞間コミュニケーションと細
胞内情報伝達

細胞内情報伝達
細胞内情報伝達の過程と調節を
理解するための基礎知識を問う

細胞間コミュニケーションにおける情報伝達様式
（内分泌、パラクリン、オートクリン、接触型）を
説明できる。
細胞膜チャネル内蔵型受容体を介する細胞内情
報伝達について説明できる。
細胞膜受容体からGタンパク質（Gs、Gi、Gq）
を介する細胞内情報伝達について説明できる。
細胞膜受容体タンパク質等のリン酸化を介する
細胞内情報伝達について説明できる。
細胞内情報伝達におけるセカンドメッセンジャー

（cAMP、cGMP、DG、IP3、Ca2+、PIP3）
について説明できる。
細胞内（核内）受容体を介する細胞内情報伝
達について説明できる。

細胞間コミュニケーション
細胞間の接着に関する基本的理
解を問う

細胞間の接着構造、主な細胞接着分子の種類
と特徴を説明できる。
主な細胞外マトリックス分子の特徴を説明できる。

細胞の分裂と死 細胞増殖の基本
細胞の増殖とその調節を理解
するための基礎知識を問う

細胞周期とその制御機構について説明できる。
体細胞と生殖細胞の細胞分裂について説明できる。
幹細胞、胚性幹細胞（ES細胞）、人工多能性
幹細胞（iPS細胞）について説明できる。
細胞死（アポトーシスとネクローシス）について
説明できる。
正常細胞とがん細胞の違いについて説明できる。
がん遺伝子とがん抑制遺伝子について説明できる。

人体の成り立ちと生体機能の
調節

人体の成り立ち 遺伝と発生
遺伝と発生を理解するための基礎
知識を問う

遺伝のしくみについて説明できる。
遺伝子多型（一塩基多型を含む）について説
明できる。
代表的な遺伝疾患を列挙できる。
個体発生について説明できる。
細胞の分化における幹細胞、前駆細胞の役割
について説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
人体の成り立ちと生体機能の
調節

人体の成り立ち 器官系概論
人体組織に関する基本的理解を
問う

人体を構成する器官、器官系の名称、形態、
体内での位置及び機能を説明できる。
組織、器官を構成する代表的な細胞の種類（上
皮、内皮、間葉系等）と形態的及び機能的特
徴を説明できる。

各器官の構造と機能
各器官に関する基本的理解を問う

中枢神経系（組織の構造、構築細胞の種類と
機能）について説明できる。
末梢（体性・自律）神経系（組織の構造、構
築細胞の種類と機能）について説明できる。
骨、筋肉（組織の構造、構築細胞の種類と機能）
について説明できる。
代表的な骨格筋及び関節の名称を挙げ、位置
を示すことができる。
筋収縮の調節機構について説明できる。
皮膚（組織の構造、構築細胞の種類と機能）
について説明できる。
心臓（組織の構造と機能）について説明できる。
血管系（組織の構造、構築細胞の種類と機能）
について説明できる。
リンパ管系（組織の構造と機能）について説明
できる。
肺、気管支（組織の構造、構築細胞の種類と
機能）について説明できる。
胃、小腸、大腸等の消化管（組織の構造、構
築細胞の種類と機能）について説明できる。
肝臓、膵臓、胆嚢（組織の構造、構築細胞の
種類と機能）について説明できる。
泌尿器系（組織の構造、構築細胞の種類と機
能）について説明できる。
生殖器系（組織の構造と機能）について説明で
きる。
内分泌系（組織の構造、構築細胞の種類と機
能）について説明できる。
感覚器系（組織の構造と機能）について説明で
きる。
血液・造血器系（血液細胞の種類と機能）に
ついて説明できる。

生体機能の調節 神経による調節機構
神経細胞と神経伝達を理解するた
めの基礎知識を問う

神経細胞の興奮と伝導、シナプス伝達の調節
機構について説明できる。
代表的な神経伝達物質（アセチルコリン、カテ
コールアミン、GABA等）を挙げ、生理活性及
び作用機構について説明できる。
神経系、感覚器を介するホメオスタシスの調節
機構の代表例を列挙できる。
神経による筋収縮の調節機構について説明でき
る。

生理活性物質による調節機
構
生理活性物質とその生理作用を
理解するための基礎知識を問う

代表的なホルモンの産生器官、生理活性及び
作用機構について説明できる。
代表的なオータコイドの生理活性及び作用機構
について説明できる。
代表的なサイトカイン、増殖因子の生理活性及
び作用機構について説明できる。

恒常性の調節機構
恒常性の調節機構を理解するた
めの基礎知識を問う

血圧の調節機構について説明できる。
血糖の調節機構について説明できる。
体液の調節機構について説明できる。
尿の生成機構、尿量の調節機構について説明
できる。
体温の調節機構について説明できる。
血液凝固・線溶系の機構について説明できる。
性周期の調節機構について説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
生体防御と微生物 身体をまもる 生体防御反応

免疫機構を理解するための基礎
知識を問う

異物の侵入に対する物理的、生理的、化学的
バリアー及び補体の役割について説明できる。
免疫反応の特徴（自己と非自己の識別、特異性、
多様性、クローン性、記憶、寛容）を説明できる。
自然免疫と獲得免疫及び両者の関係を説明できる。
体液性免疫と細胞性免疫について説明できる。

免疫を担当する組織・細胞
免疫機構を担う細胞の機能を理解
するための基礎知識を問う

免疫に関与する組織（脾臓、胸腺、リンパ節、
パイエル板）を列挙し、その役割を説明できる。
免 疫 担 当 細 胞（Th1、Th2、キラー T、B、
NK、樹状細胞、マクロファージ等）の種類と役
割を説明できる。
免疫反応における主な細胞間ネットワークについ
て説明できる。

分子レベルで見た免疫のしくみ
免疫機構を担う分子の機能を理解
するための基礎知識を問う

自然免疫及び獲得免疫における異物の認識を比
較して説明できる。
MHC抗原の構造と機能及び抗原提示での役割
について説明できる。
T細胞とB細胞による抗原認識の多様性（遺伝
子再構成）と活性化について説明できる。
抗体分子の基本構造、種類、役割を説明できる。
免 疫 系に関わる主なサイトカイン（TNF-α、
IL-1、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-
12、IFN-α、IFN-β、IFN-γ等）の作用を説明
できる。

生体防御と微生物 免疫系の制御とその破綻・免
疫系の応用

免疫応答の制御と破綻
免疫機構に関わる疾患を理解する
ための基礎知識を問う

【注意】特に病態等に関して問題
に含まれる疾患は、薬理、病態・
薬物治療の出題基準を超えないこ
と

炎症の一般的症状、担当細胞及び反応機構に
ついて説明できる。
アレルギーを4種類に分類し、担当細胞及び反
応機構について説明できる。
自己免疫疾患について説明できる。
臓器移植と免疫反応の関わり（拒絶反応、免
疫抑制薬等）について説明できる。
感染症と免疫応答との関わりについて説明できる。
腫瘍排除に関与する免疫反応について説明できる。

免疫反応の利用
抗体の医療への応用を理解する
ための基礎知識を問う

ワクチンの原理と種類（生ワクチン、不活化ワク
チン、トキソイド、混合ワクチン等）について説
明できる。
モノクローナル抗体とポリクローナル抗体の違い
と作製方法について説明できる。
血清療法と抗体医薬の基礎について説明できる。
抗原抗体反応を利用した検査方法（ELISA、ウ
エスタンブロット法等）について説明できる。

微生物の基本 細菌
微生物を理解するための基礎知識
を問う

原核生物、真核生物、ウイルスの特徴を説明で
きる。
細菌の分類や性質（系統学的分類、グラム陽
性菌と陰性菌、好気性菌と嫌気性菌等）を説
明できる。
細菌の構造と増殖機構について説明できる。
細菌の異化作用（呼吸と発酵）及び同化作用
について説明できる。
細菌の遺伝子伝達（接合、形質導入、形質転
換）について説明できる。
薬剤耐性菌及び薬剤耐性化機構について説明
できる。
代表的な細菌毒素について説明できる。
グラム染色について説明できる。

ウイルス
ウイルスを理解するための基礎知
識を問う

ウイルスの構造、分類及び代表的なウイルスの
増殖機構について説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
生体防御と微生物 微生物の基本 真菌・原虫・蠕虫

真菌・原虫・蠕虫に関する基礎
知識を問う

真菌の特徴を説明できる。
原虫及び蠕虫の特徴を説明できる。

消毒と滅菌
消毒と滅菌に関する基本知識を問
う

滅菌、消毒及び殺菌、静菌の概念を説明できる。
主な滅菌法及び消毒法について説明できる。

病原体としての微生物 感染の成立と共生
感染に関する基本知識を問う

感染の成立（感染源、感染経路、侵入門戸等）
と共生（腸内細菌等）について説明できる。
日和見感染と院内感染について説明できる。

代表的な病原体
種々の病原性微生物とそれによる
感染症を理解するための基礎知識
を問う

【注意】特に病態等に関して問題
に含まれる疾患は、薬理、病態・
薬物治療の小項目「細菌感染症
の病態、薬物治療」「ウイルス感
染症の病態、薬物治療」「真菌
感染症の病態、薬物治療」「原
虫・寄生虫感染症の病態、薬物
治療」の出題基準を超えないこと

DNAウイルス（ヒトへルペスウイルス、アデノウイ
ルス、パピローマウイルス、B型肝炎ウイルス等）
の特徴を説明できる。
RNAウイルス（ノロウイルス、ロタウイルス、ポリ
オウイルス、コクサッキーウイルス、エコーウイルス、
ライノウイルス、A型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイ
ルス、インフルエンザウイルス、麻疹ウイルス、
風疹ウイルス、日本脳炎ウイルス、狂犬病ウイル
ス、ムンプスウイルス、HIV、HTLV等）の特徴
を説明できる。

グラム陽性球菌（ブドウ球菌、レンサ球菌等）
及びグラム陽性桿菌（破傷風菌、ガス壊疸菌、
ボツリヌス菌、ジフテリア菌、炭疸菌、セレウス菌、
ディフィシル菌等）の特徴を説明できる。
グラム陰性球菌（淋菌、髄膜炎菌等）及びグラ
ム陰性桿菌（大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属菌、
チフス菌、エルシニア属菌、クレブシエラ属菌、
コレラ菌、百日咳菌、腸炎ビブリオ、緑膿菌、
レジオネラ、インフルエンザ菌等）の特徴を説明
できる。

グラム陰性らせん菌（へリコバクター・ピロリ、カ
ンピロバクター・ジェジュニ/コリ等）及びスピロへー
タの特徴を説明できる。
抗酸菌（結核菌、らい菌等）の特徴を説明できる。
マイコプラズマ、リケッチア、クラミジアの特徴を
説明できる。
真菌（アスペルギルス、カンジダ、ムーコル、白
癬菌等）の特徴を説明できる。
原虫（マラリア原虫、膣トリコモナス、クリプトス
ポリジウム等）、蠕虫（アニサキス、エキノコック
ス等）の特徴を説明できる。
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【別表Ⅱ　衛生】

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
健康 社会・集団と健康 健康と疾病の概念

薬剤師による健康増進、疾病予
防の管理を理解する上で必要とな
る健康と疾病の概念について基
礎知識を問う

健康と疾病の概念の変遷と、その理由を説明で
きる。

保健統計
薬剤師による健康増進、疾病予
防の管理を理解する上で必要とな
る保健統計の理解及び取扱いに
関する基礎知識を問う

集団の健康と疾病の現状及びその影響要因を
把握する上での人口統計の意義を説明できる。
人口統計及び傷病統計に関する指標について
説明できる。
人口動態（死因別死亡率等）の変遷について
説明できる。

疫学
薬剤師による健康増進、疾病予
防の管理を理解する上で必要とな
る疫学の理解及び取扱いに関す
る基礎知識を問う

疾病の予防における疫学の役割を説明できる。
疫学の三要因（病因、環境要因、宿主要因）
について説明できる。
疫学の種類（記述疫学、分析疫学等）とその
方法について説明できる。
リスク要因の評価として、オッズ比、相対危険度、
寄与危険度及び信頼区間について説明できる。

疾病の予防 疾病の予防とは
薬剤師による健康増進、疾病予
防の管理を理解する上で必要な
基礎知識を問う

疾病の予防について、一次、二次、三次予防
という言葉を用いて説明できる。
健康増進政策（健康日本２１等）について説明
できる。

感染症とその予防
薬剤師による健康増進、疾病予
防の管理を理解する上で必要とな
る感染症に関する基礎知識を問う

現代における感染症（日和見感染、院内感染、
新興感染症、再興感染症等）の特徴について
説明できる。
感染症法における感染症とその分類について説
明できる。
代表的な性感染症を列挙し、その予防対策につ
いて説明できる。
予防接種の意義と方法について説明できる。

生活習慣病とその予防
薬剤師による健康増進、疾病予
防の管理を理解する上で必要とな
る生活習慣病に関する基礎知識
を問う

生活習慣病の種類とその動向について説明できる。
生活習慣病の代表的なリスク要因を列挙し、そ
の予防法について説明できる。
食生活や喫煙等の生活習慣と疾病の関わりにつ
いて説明できる。

母子保健
薬剤師による健康増進、疾病予防
の管理を理解する上で必要となる母
子保健に関する基礎知識を問う

新生児マススクリーニングの意義について説明
し、代表的な検査項目を列挙できる。
母子感染する代表的な疾患を列挙し、その予防
対策について説明できる。

労働衛生
薬剤師による健康増進、疾病予防
の管理を理解する上で必要となる
労働衛生に関する基礎知識を問う

代表的な労働災害、職業性疾病について説明
できる。
労働衛生管理について説明できる。

栄養と健康 栄養
薬剤師による健康増進、疾病予
防の管理を理解する上で必要とな
る栄養に関する基礎知識を問う

五大栄養素を列挙し、それぞれの役割について
説明できる。
各栄養素の消化、吸収、代謝のプロセスを説明
できる。
食品中の三大栄養素の栄養的な価値を説明で
きる。
五大栄養素以外の食品成分（食物繊維、抗酸
化物質等）の機能について説明できる。
エネルギー代謝に関わる基礎代謝量、呼吸商、
推定エネルギー必要量の意味を説明できる。
日本人の食事摂取基準について説明できる。
栄養素の過不足による主な疾病を列挙し、説明
できる。
疾病治療における栄養の重要性を説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
健康 栄養と健康 食品機能と食品衛生

薬剤師による健康増進、疾病予
防の管理を理解する上で必要とな
る食品機能と食品衛生に関する
基礎知識を問う

炭水化物、タンパク質が変質する機構について
説明できる。
油脂が変敗する機構及び油脂の変質試験につ
いて説明できる。
食品の変質を防ぐ方法（保存法）を説明できる。
食品成分由来の発がん性物質を列挙し、その生
成機構を説明できる。
代表的な食品添加物を用途別に列挙し、それら
の働きを説明できる。
特別用途食品と保健機能食品について説明できる。
食品衛生に関する法的規制について説明できる。

食中毒と食品汚染
薬剤師による健康増進、疾病予
防の管理を理解する上で必要とな
る食中毒と食品汚染に関する基
礎知識を問う

代表的な細菌性・ウイルス性食中毒を列挙し、
それらの原因となる微生物の性質、症状、原因
食品及び予防方法について説明できる。
食中毒の原因となる代表的な自然毒を列挙し、
その原因物質、作用機構、症状の特徴を説明
できる。
化学物質（重金属、残留農薬等）やカビによる
食品汚染の具体例を挙げ、ヒトの健康に及ぼす
影響を説明できる。

環境 化学物質・放射線の生体へ
の影響

化学物質の毒性
薬剤師による疾病予防、環境衛
生の管理を理解する上で必要とな
る環境化学物質や乱用薬物の毒
性及び対処法を理解するための
基礎知識を問う

代表的な有害化学物質の吸収、分布、代謝、
排泄の基本的なプロセスについて説明できる。
肝臓、腎臓、神経等に特異的に毒性を示す代
表的な化学物質を列挙できる。
重金属、PCB、ダイオキシン等の代表的な有害
化学物質や農薬の急性毒性、慢性毒性の特徴
について説明できる。
重金属や活性酸素による障害を防ぐための生体
防御因子について具体例を挙げて説明できる。
薬物の乱用による健康への影響について説明で
きる。
代表的な中毒原因物質の解毒処置法を説明で
きる。
代表的な中毒原因物質（乱用薬物を含む）の
試験法を列挙し、説明できる。

化学物質の安全性評価と適
正使用
薬剤師による疾病予防、環境衛
生の管理を理解する上で必要とな
る化学物質の安全性を理解するた
めの基礎知識を問う

個々の化学物質の使用目的にかんがみ、適正
使用とリスクコミュニケーションの重要性について
説明できる。
化学物質の毒性を評価するための主な試験法を
列挙し、説明できる。
毒性試験の結果を評価するために必要な量一反
応関係、閾値、無毒性量（NOAEL）等につ
いて説明できる。
化学物質の安全摂取量（1日許容摂取量等）
について説明できる。
有害化学物質による人体影響を防ぐための法的
規制（化審法、化管法等）を説明できる。

化学物質による発がん
薬剤師による疾病予防、環境衛
生の管理を理解する上で必要とな
る化学発がんを理解するための基
礎知識を問う

発がん性物質等の代謝的活性化の機構を列挙
し、その反応機構を説明できる。
遺伝毒性試験（Ames試験等）の原理を説明で
きる。
発がんに至る過程（イニシエーション、プロモーショ
ン等）について説明できる。

放射線の生体への影響
薬剤師による疾病予防、環境衛
生の管理を理解する上で必要とな
る放射線生体影響を理解するため
の基礎知識を問う

電離放射線を列挙し、生体への影響を説明できる。
代表的な放射性核種（天然、人工）と生体と
の相互作用を説明できる。
電離放射線を防御する方法について説明できる。
非電離放射線（紫外線、赤外線等）を列挙し、
生体への影響を説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
環境 生活環境と健康 地球環境と生態系

薬剤師による疾病予防、環境衛
生の管理を理解する上で必要とな
る地球環境・生態系及びそれらの
保全を理解するための基礎知識を
問う

地球規模の環境問題の成因、人に与える影響
について説明できる。
生態系の構成員を列挙し、その特徴と相互関係
を説明できる。
化学物質の環境内動態（生物濃縮等）につい
て例を挙げて説明できる。
地球環境の保全に関する国際的な取組につい
て説明できる。
人が生態系の一員であることを踏まえて環境問題
を説明できる。

環境保全と法的規制
薬剤師による疾病予防、環境衛
生の管理を理解する上で必要とな
る公害・環境汚染及びそれらを防
止する法的規制を理解するための
基礎知識を問う

典型七公害とその現状及び四大公害について
説明できる。
環境基本法の理念を説明できる。
環境汚染（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等）
を防止するための法規制について説明できる。

水環境
薬剤師による疾病予防、環境衛
生の管理を理解する上で必要とな
る水環境や水質汚濁及び水の浄
化法を理解するための基礎知識を
問う

原水の種類を挙げ、特徴を説明できる。
水の浄化法、塩素処理について説明できる。
水道水の水質基準の主な項目を列挙し、測定法
について説明できる。
下水処理及び排水処理の主な方法について説
明できる。
水質汚濁の主な指標を列挙し、測定法について
説明できる。
富栄養化の原因とそれによってもたらされる問題
点を挙げ、対策を説明できる。

大気環境
薬剤師による疾病予防、環境衛
生の管理を理解する上で必要とな
る大気環境や大気汚染を理解す
るための基礎知識を問う

主な大気汚染物質を列挙し、その推移と発生源、
健康影響について説明できる。
主な大気汚染物質の測定法について説明できる。
大気汚染に影響する気象要因（逆転層等）を
説明できる。

室内環境
薬剤師による疾病予防、環境衛
生の管理を理解する上で必要とな
る室内環境の保全及びその評価
指標を理解するための基礎知識を
問う

室内環境を評価するための代表的な指標を列挙
し、測定法について説明できる。
室内環境と健康との関係について説明できる。

廃棄物
薬剤師による疾病予防、環境衛
生の管理を理解する上で必要とな
る廃棄物及びその取扱い法を理
解するための基礎知識を問う

廃棄物の種類と処理方法を列挙できる。
廃棄物処理の問題点を列挙し、その対策を説明
できる。
マニフェスト制度について説明できる。
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【別表Ⅲ　薬理】

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬の作用と体の変化 薬の作用機序 用量と作用 薬の用量と作用の関係を説明できる。

薬物の標的分子 薬物が作用する仕組みについて、代表的な受容
体、酵素、イオンチャネル及びトランスポーターを
例に挙げて説明できる。

受容体 アゴニスト（作用薬、作動薬、刺激薬）とアンタ
ゴニスト（拮抗薬、遮断薬）について説明できる。
代表的な受容体を列挙し、刺激あるいは遮断さ
れた場合の生理反応を説明できる。

受容体と情報伝達系 薬物の作用発現に関連する代表的な細胞内情
報伝達系を列挙し、活性化あるいは抑制された
場合の生理反応を説明できる。

薬効に影響を及ぼす要因 薬物の選択（禁忌を含む）、用法、用量の変更
が必要となる要因（年齢、疾病、妊娠等）につ
いて具体例を挙げて説明できる。

薬物相互作用 薬理作用に由来する代表的な薬物相互作用を
列挙し、その機序を説明できる。

薬理学実験 薬効や副作用に関する薬理実験の代表的な研
究方法とデータの解析について説明できる。

医薬品の安全性 薬物依存性・耐性 薬物依存性、耐性について具体例を挙げて説
明できる。

副作用と毒性 薬物の主作用と副作用、毒性との関連について
説明できる。

副作用と有害事象 薬物の副作用と有害事象の違いについて説明で
きる。

薬の効き方 神経系に作用する薬 自律神経系に作用する薬 交感神経系に作用し、その支配器官の機能を
修飾する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、
主な副作用を説明できる。
副交感神経系に作用し、その支配器官の機能
を修飾する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機
序、主な副作用を説明できる。
神経節に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理
作用、機序、主な副作用を説明できる。

体性神経系に作用する薬・
運動神経系及び骨格筋に作
用する薬

知覚神経に作用する代表的な薬物（局所麻酔
薬等）を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用
を説明できる。
運動神経系及び骨格筋に作用する代表的な薬
物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説
明できる。

中枢神経系に作用する薬 全身麻酔薬の薬理（薬理作用、機序、主な副
作用）を説明できる。
麻薬性鎮痛薬、非麻薬性鎮痛薬の薬理（薬理
作用、機序、主な副作用）を説明できる。
睡眠障害治療薬の薬理（薬理作用、機序、主
な副作用）を説明できる。
統合失調症治療薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）を説明できる。
うつ病・双極性障害治療薬の薬理（薬理作用、
機序、主な副作用）を説明できる。
神経症治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）を説明できる。
てんかん治療薬の薬理（薬理作用、機序、主
な副作用）を説明できる。
パーキンソン病治療薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）を説明できる。
認知症治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）を説明できる。
脳内出血・脳梗塞等に関連する治療薬の薬理

（薬理作用、機序、主な副作用）を説明できる。
片頭痛治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）を説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬の効き方 神経系に作用する薬 中枢神経系に作用する薬 中枢興奮薬、その他の中枢神経系に作用する

薬物の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）
を説明できる。

免疫・炎症・アレルギー及び
骨・関節に作用する薬

抗炎症薬 抗炎症薬（ステロイド性及び非ステロイド性）及
び解熱性鎮痛薬の薬理（薬理作用、機序、主
な副作用）を説明できる。

免疫・アレルギーに作用する
薬

アレルギー治療薬 (抗ヒスタミン薬、抗アレルギー
薬等) の薬理 (薬理作用、機序、主な副作用) 
を説明できる。
免疫抑制薬の薬理（薬理作用、機序、主な副
作用）を説明できる。
関節リウマチ治療薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）を説明できる。

骨・カルシウム代謝に作用す
る薬

骨粗しょう症治療薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）を説明できる。
カルシウム代謝異常に関連する治療薬の薬理

（薬理作用、機序、主な副作用）を説明できる。
循環器系・血液系・造血器
系・泌尿器系・生殖器系に
作用する薬

循環器系に作用する薬 不整脈治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）を説明できる。
心不全治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）を説明できる。
虚血性心疾患治療薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）を説明できる。
高血圧症治療薬の薬理（薬理作用、機序、主
な副作用）を説明できる。
低血圧治療薬・末梢血管拡張薬等の薬理（薬
理作用、機序、主な副作用）を説明できる。

血液・造血器系に作用する
薬

止血薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）
を説明できる。
抗血栓薬、抗凝固薬及び血栓溶解薬の薬理（薬
理作用、機序、主な副作用）を説明できる。
貧血治療薬･白血球減少症治療薬の薬理（薬
理作用、機序、主な副作用）を説明できる。

泌尿器系・生殖器系に作用
する薬

利尿薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）
を説明できる。
排尿障害治療薬の薬理（薬理作用、機序、主
な副作用）を説明できる。
妊娠・分娩・避妊に関連する薬物の薬理（薬
理作用、機序、主な副作用）を説明できる。

呼吸器系・消化器系に作用
する薬

呼吸器系に作用する薬 気管支喘息・慢性閉塞性肺疾患の治療薬の薬
理（薬理作用、機序、主な副作用）を説明で
きる。
鎮咳薬、去痰薬、呼吸興奮薬の薬理（薬理作
用、機序、主な副作用）を説明できる。

消化器系に作用する薬 胃・十二指腸潰瘍治療薬の薬理（薬理作用、
機序、主な副作用）を説明できる。
その他の消化性疾患治療薬の薬理（薬理作用、
機序、主な副作用）を説明できる。
制吐薬・催吐薬の薬理（薬理作用、機序、主
な副作用）を説明できる。
肝疾患・膵臓疾患・胆道疾患治療薬の薬理（薬
理作用、機序、主な副作用）を説明できる。

代謝系・内分泌系に作用す
る薬

代謝系に作用する薬 糖尿病治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）を説明できる。
脂質異常症治療薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）を説明できる。
高尿酸血症・痛風治療薬の薬理（薬理作用、
機序、主な副作用）を説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬の効き方 代謝系・内分泌系に作用す

る薬
内分泌系に作用する薬 副腎皮質ホルモン関連薬の薬理（薬理作用、

機序、主な副作用）を説明できる。
性ホルモン関連薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）を説明できる。
甲状腺ホルモン関連薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）を説明できる。
その他のホルモン関連薬の薬理（薬理作用、
機序、主な副作用）を説明できる。

感覚器系・皮膚に作用する
薬

感覚器系に作用する薬 緑内障治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）を説明できる。
その他の眼疾患（白内障・加齢性黄斑変性等）
の治療薬、散瞳薬・縮瞳薬の薬理（薬理作用、
機序、主な副作用）を説明できる。
めまい（動揺病、メニエール病等）の治療薬の
薬理（薬理作用、機序、主な副作用）を説明
できる。

皮膚に作用する薬 褥瘡・皮膚潰瘍治療薬、その他の皮膚疾患（ア
トピー性皮膚炎、尋常性乾癬、尋常性痤瘡等）
の治療薬の薬理（薬理作用、機序、主な副作用）
を説明できる。

病原微生物（感染症）・悪
性新生物（がん）に作用す
る薬

抗菌薬 抗菌薬の薬理（薬理作用、機序、抗菌スペク
トル、主な副作用）を説明できる。
抗真菌薬抗真菌薬の薬理（薬理作用、機序、
主な副作用）を説明できる。

抗ウイルス薬 ウイルス感染症（ヘルペスウイルス感染症、サイ
トメガロウイルス感染症、インフルエンザ、ウイル
ス性肝炎、HIV）治療薬の薬理（薬理作用、
機序、主な副作用）を説明できる。

原虫・寄生虫感染症治療薬 原虫感染症・寄生虫感染症治療薬の薬理（薬
理作用、機序、主な副作用）を説明できる。

抗悪性腫瘍薬 抗悪性腫瘍薬の薬理（薬理作用、機序、主な
副作用）を説明できる。

薬物の基本構造と薬効 化学構造と薬効の関連性 代表的な薬物の基本構造と薬効の関連を説明で
きる。
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【別表Ⅳ　薬剤】

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬の生体内運命 薬物の体内動態 生体膜透過 薬物の生体膜透過における単純拡散、促進拡

散及び能動輸送の特徴を説明できる。
薬物の生体膜透過に関わるトランスポーターの例
を挙げ、その特徴と薬物動態における役割を説
明できる。

吸収 経口投与された薬物の吸収について説明できる。
非経口的に投与される薬物の吸収について説明
できる。
薬物の吸収に影響する因子（薬物の物性、生
理学的要因等）を列挙し、説明できる。
薬物の吸収過程における相互作用について例を
挙げて説明できる。
初回通過効果について説明できる。

分布 薬物が結合する代表的な血漿タンパク質を挙げ、
タンパク結合の強い薬物を列挙できる。
薬物の組織移行性（分布容積）と血漿タンパク
結合並びに組織結合との関係を定量的に説明で
きる。
薬物のタンパク結合及び結合阻害の測定・解
析方法を説明できる。
血液－組織関門の構造・機能と、薬物の脳や
胎児等への移行について説明できる。
薬物のリンパ及び乳汁中への移行について説明
できる。
薬物の分布過程における相互作用について例を
挙げて説明できる。

代謝 代表的な薬物代謝酵素を列挙し、その代謝反応
が起こる組織並びに細胞内小器官、反応様式
について説明できる。
薬物代謝の第Ⅰ相反応（酸化・還元・加水分解）、
第Ⅱ相反応（抱合）について、例を挙げて説明
できる。
代表的な薬物代謝酵素（分子種）により代謝さ
れる薬物を列挙できる。
プロドラッグと活性代謝物について、例を挙げて
説明できる。
薬物代謝酵素の阻害及び誘導のメカニズムと、
それらに関連して起こる相互作用について、例を
挙げて説明できる。

排泄 薬物の尿中排泄機構について説明できる。
腎クリアランスと、糸球体ろ過、分泌、再吸収
の関係を定量的に説明できる。
代表的な腎排泄型薬物を列挙できる。
薬物の胆汁中排泄と腸肝循環について説明できる。
薬物の排泄過程における相互作用について例を
挙げて説明できる。

薬物動態の解析 薬物速度論 線形コンパートメントモデルと、関連する薬物動
態パラメータ（全身クリアランス、分布容積、消
失半減期、生物学的利用能等）を説明できる。
線形1－コンパートメントモデルに基づいた解析が
できる（急速静注・経口投与 [単回及び反復投
与]、定速静注）。
体内動態が非線形性を示す薬物の例を挙げ、
非線形モデルに基づいた解析ができる。
モーメント解析の意味と、関連するパラメータの
計算法について説明できる。
組織クリアランス（肝、腎）及び固有クリアラン
スの意味と、それらの関係について、数式を使っ
て説明できる。
薬物動態学－薬力学解析（PK-PD解析）につ
いて説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬の生体内運命 薬物動態の解析 TDM

（Therapeutic Drug 
Monitoring）と投与設計

治療薬物モニタリング（TDM）の意義を説明し、
TDMが有効な薬物を列挙できる。
TDMを行う際の採血ポイント、試料の取り扱い、
測定法について説明できる。
薬物動態パラメータを用いて患者ごとの薬物投
与設計ができる。
ポピュレーションファーマコキネティクスの概念と
応用について説明できる。

製剤化のサイエンス 製剤の性質 固形材料 粉体の性質について説明できる。
結晶（安定形及び準安定形）や非晶質、無水
物や水和物の性質について説明できる。
固形材料の溶解現象（溶解度、溶解平衡等）
や溶解した物質の拡散と溶解速度について説明
できる。
固形材料の溶解に影響を及ぼす因子（pHや温
度等）について説明できる。
固形材料の溶解度や溶解速度を高める代表的
な製剤的手法を列挙し、説明できる。

半固形・液状材料 流動と変形（レオロジー）について説明できる。
高分子の構造と高分子溶液の性質（粘度等）
について説明できる。

分散系材料 界面の性質（界面張力、分配平衡、吸着等）
や代表的な界面活性剤の種類と性質について
説明できる。
代表的な分散系（分子集合体、コロイド、乳剤、
懸濁剤等）を列挙し、その性質について説明で
きる。
分散した粒子の安定性と分離現象（沈降等）
について説明できる。
分散安定性を高める代表的な製剤的手法を列挙
し、説明できる。

薬物及び製剤材料の物性 製剤分野で汎用される高分子の構造を理解し、
その物性について説明できる。
薬物の安定性（反応速度、複合反応等）や安
定性に影響を及ぼす因子（pH、温度等）につ
いて説明できる。
薬物の安定性を高める代表的な製剤的手法を列
挙し、説明できる。

製剤設計 代表的な製剤
（日本薬局方準拠）

製剤化の概要と意義について説明できる。
経口投与する製剤の種類とその特性について説
明できる。
粘膜に適用する製剤（点眼剤、吸入剤等）の
種類とその特性について説明できる。
注射により投与する製剤の種類とその特性につ
いて説明できる。
皮膚に適用する製剤の種類とその特性について
説明できる。
その他の製剤（生薬関連製剤、透析に用いる
製剤等）の種類と特性について説明できる。

製剤化と製剤試験法 代表的な医薬品添加物の種類・用途・性質に
ついて説明できる。
製剤化の単位操作、汎用される製剤機械及び
代表的な製剤の具体的な製造工程について説
明できる。
汎用される容器、包装の種類や特徴について説
明できる。
製剤に関連する試験法（日本薬局方準拠）を
列挙し、説明できる。

生物学的同等性 製剤の特性（適用部位、製剤からの薬物の放
出性等）を理解した上で、生物学的同等性につ
いて説明できる。
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　格

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
製剤化のサイエンス D D S（ D r u g  D e l i v e r y 

System：薬物送達システム）
DDSの必要性 DDSの概念と有用性について説明できる。

代表的なDDS技術を列挙し、説明できる。
コントロールドリリース

（放出制御）
コントロールドリリースの概要と意義について説明
できる。
投与部位ごとに、代表的なコントロールドリリース
技術を列挙し、その特性について説明できる。
コントロールドリリース技術を適用した代表的な医
薬品を列挙できる。

ターゲティング（標的指向化）ターゲティングの概要と意義について説明できる。
投与部位ごとに、代表的なターゲティング技術を
列挙し、その特性について説明できる。
ターゲティング技術を適用した代表的な医薬品を
列挙できる。

吸収改善 吸収改善の概要と意義について説明できる。
投与部位ごとに、代表的な吸収改善技術を列挙
し、その特性について説明できる。
吸収改善技術を適用した代表的な医薬品を列挙
できる。
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　格

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬の作用と体の変化 身体の病的変化を知る 症候 以下の症候・病態について、生じる原因とそれら

を伴う代表的疾患を挙げ、患者情報をもとに疾患
を推測できる。
ショック、高血圧、低血圧、発熱、けいれん、
意識障害・失神、チアノーゼ、脱水、全身倦
怠感、肥満・やせ、黄疸、発疹、貧血、出血
傾向、リンパ節腫脹、浮腫、心悸亢進・動悸、
胸水、胸痛、呼吸困難、咳・痰、めまい、頭痛、
運動麻痺・不随意運動・筋力低下、腹痛、悪心・
嘔吐、嚥下困難・障害、食欲不振、下痢・便秘、
吐血・下血、腹部膨満（腹水を含む）、タンパ
ク尿、血尿、尿量・排尿の異常、月経異常、
関節痛・関節腫脹、腰背部痛、記憶障害、知
覚異常（しびれを含む）・神経痛、視力障害、
聴力障害

病態・臨床検査 尿検査及び糞便検査の検査項目を列挙し、目的
と異常所見を説明できる。
血液検査、血液凝固機能検査及び脳脊髄液検
査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明
できる。
血液生化学検査の検査項目を列挙し、目的と異
常所見を説明できる。
免疫学的検査の検査項目を列挙し、目的と異常
所見を説明できる。
動脈血ガス分析の検査項目を列挙し、目的と異
常所見を説明できる。
代表的な生理機能検査（心機能、腎機能、肝
機能、呼吸機能等）、病理組織検査及び画像
検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説
明できる。
代表的な微生物検査の検査項目を列挙し、目的
と異常所見を説明できる。
代表的なフィジカルアセスメントの検査項目を列挙
し、目的と異常所見を説明できる。

薬物治療の位置づけ 薬物治療の位置づけ 代表的な疾患における薬物治療と非薬物治療
（外科手術、食事療法等）の位置づけを説明で
きる。

医薬品の安全性 医薬品の安全性 以下の障害を呈する代表的な副作用について、
推定される原因医薬品、身体所見、検査所見
及び対処方法の概要を説明できる。
血液障害・電解質異常、肝障害、腎障害、消
化器障害、循環器障害、精神障害、皮膚障害、
呼吸器障害、薬物アレルギー（ショックを含む）、
代謝障害、筋障害

病態・薬物治療 神経系の疾患 体性神経系・筋の疾患の病
態、薬物治療

以下の疾患について、病態と治療の概要を説明
できる。
進行性筋ジストロフィー、ギラン・バレー症候群、
重症筋無力症

中枢神経系の疾患の病態、
薬物治療

統合失調症について、病態（病態生理、症状
等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
うつ病、躁うつ病（双極性障害）について、病
態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品
の選択等）を説明できる。
神経症、不眠症について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
てんかんについて、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
脳血管疾患（脳内出血、脳梗塞（脳血栓、脳
塞栓、一過性脳虚血）、くも膜下出血）について、
病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬
品の選択等）を説明できる。

【別表Ⅴ　病態・薬物治療】
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資

　格

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
病態・薬物治療 神経系の疾患 中枢神経系の疾患の病態、

薬物治療
パーキンソン病について、病態（病態生理、症
状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明で
きる。
認知症（アルツハイマー型認知症、脳血管性認
知症等）について、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
片頭痛について、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
以下の疾患について、病態と治療の概要を説明
できる。
脳炎・髄膜炎、多発性硬化症、筋萎縮性側索
硬化症、ナルコレプシー、薬物依存症、アルコー
ル依存症

免疫・炎症・アレルギー及び
骨・関節の疾患

炎症 炎症の病態（病態生理、症状等）を説明できる。
創傷治癒の過程について説明できる。

免疫・炎症・アレルギー疾患
の病態、薬物治療

アナフィラキシーショックについて、病態（病態
生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
を説明できる。
関節リウマチについて、病態（病態生理、症状
等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
以下の全身性自己免疫疾患について、病態と治
療の概要を説明できる。
全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、ベー
チェット病
臓器移植（腎臓、肝臓、骨髄、臍帯血、輸血）
について、拒絶反応及び移植片対宿主病

（GVHD）の病態（病態生理、症状等）・薬物
治療（医薬品の選択等）を説明できる。

骨・関節疾患の病態、薬物
治療

骨粗しょう症について、病態（病態生理、症状
等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
以下の骨・関節疾患について、病態と治療の概
要を説明できる。
変形性関節症、骨軟化症（くる病を含む）

循環器系・血液系・造血器
系・泌尿器系・生殖器系の
疾患

循環器系疾患の病態、薬物
治療

不整脈について、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
急性及び慢性心不全について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）について、
病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬
品の選択等）を説明できる。
高血圧症について、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
以下の循環器系疾患について、病態と治療の
概要を説明できる。
閉塞性動脈硬化症（ASO）、心原性ショック、
弁膜症、感染性心内膜炎

血液・造血器系疾患の病態、
薬物治療

以下の貧血について、病態と治療の概要を説明
できる。
鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血（悪性貧血等）、
再生不良性貧血、自己免疫性溶血性貧血

（AlHA）、腎性貧血

播種性血管内凝固症候群（DIC）について、
病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬
品の選択等）を説明できる。
以下の血液系疾患について、病態と治療の概要
を説明できる。
血友病、血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）、
特発性血小板減少性紫斑病（ITP）、白血球減
少症、血栓塞栓症
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　格

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
病態・薬物治療 循環器系・血液系・造血器

系・泌尿器系・生殖器系の
疾患

泌尿器系・生殖器系疾患の
病態、薬物治療

急性及び慢性腎不全、慢性腎臓病（CKD）に
ついて、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医
薬品の選択等）を説明できる。
ネフローゼ症侯群について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
過活動膀胱及び低活動膀胱について、病態（病
態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
を説明できる。
以下の泌尿器系疾患について、病態と治療の
概要を説明できる。
糸球体腎炎、糖尿病性腎症、薬剤性腎症、尿
路感染症（腎孟腎炎、膀胱炎、尿道炎）、尿
路結石

前立腺肥大症について、病態（病態生理、症
状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明で
きる。
以下の生殖器系疾患について、病態と治療の
概要を説明できる。
子宮内膜症、子宮筋腫
以下の妊娠・分娩に関連する疾患について、病
態と治療の概要を説明できる。
異常妊娠、異常分娩、不妊症、性機能不全

呼吸器系・消化器系の疾患 呼吸器系疾患の病態、薬物
治療

気管支喘息について、病態（病態生理、症状
等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
慢性閉塞性肺疾患について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
間質性肺炎（肺線維症を含む）について、病態

（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選
択等）を説明できる。
以下の呼吸器疾患について、病態と治療の概要
を説明できる。
上気道炎（かぜ症候群を含む）、気管支炎、肺炎、
インフルエンザ、肺結核、胸膜炎

消化器系疾患の病態、薬物
治療

以下の上部消化器疾患について、病態（病態
生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
を説明できる。
胃食道逆流症（逆流性食道炎を含む）、消化性
潰瘍、胃炎

炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、クローン病等）
について、病態（病態生理、症状等）・薬物治
療（医薬品の選択等）を説明できる。
肝疾患（肝炎、肝硬変（ウイルス性を含む）、
薬剤性肝障害）について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
膵炎について、病態（病態生理、症状等）・薬
物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
胆道疾患（胆石症、胆道炎）について、病態（病
態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
を説明できる。
機能性消化管障害（過敏性腸症候群を含む）
について、病態（病態生理、症状等）・薬物治
療（医薬品の選択等）を説明できる。
以下の消化器疾患について、病態と治療の概要
を説明できる。
慢性便秘、感染性腸炎、急性虫垂炎、腹膜炎

代謝系・内分泌系の疾患 代謝系疾患の病態、薬物治
療

糖尿病とその合併症について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
病態・薬物治療 代謝系・内分泌系の疾患 代謝系疾患の病態、薬物治

療
脂質異常症について、病態（病態生理、症状
等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
高尿酸血症、痛風について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
低血糖症について、病態と治療の概要を説明で
きる。

内分泌系疾患の病態、薬物
治療

バセドウ病、慢性甲状腺炎（橋本病）について、
病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬
品の選択等）を説明できる。
クッシング症候群について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
以下の内分泌系疾患について、病態と治療の
概要を説明できる。
先端巨大症、高プロラクチン血症、下垂体機能
低下症、副甲状腺機能亢進症・低下症、粘液
水腫、アジソン病、アルドステロン症、尿崩症、
褐色細胞腫

感覚器・皮膚の疾患 眼疾患の病態、薬物治療 緑内障について、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
白内障について、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
加齢性黄斑変性について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
以下の眼疾患について、病態と治療の概要を説
明できる。
角膜炎、結膜炎、網膜症、網膜色素変性症

耳鼻咽喉疾患の病態、薬物
治療

めまい（動揺病、メニエール病等）について、
病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬
品の選択等）を説明できる。
以下の耳鼻咽喉疾患について、病態と治療の
概要を説明できる。
アレルギー性鼻炎、花粉症、副鼻腔炎、中耳炎、
口内炎・咽頭炎・扁桃炎

皮膚疾患の病態、薬物治療 アトピー性皮膚炎について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
白癬について、病態（病態生理、症状等）・薬
物治療（医薬品の選択等）を説明できる。

以下の皮膚疾患について、病態と治療の概要を
説明できる。
蕁麻疹、接触性皮膚炎、薬疹（スティーブンス-
ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死症を含む）、
尋常性乾癬、光線過敏症、褥瘡、尋常性痤瘡

感染症・悪性新生物（がん）細菌感染症の病態、薬物治
療

以下の呼吸器感染症について、病態（病態生理、
症状等）、感染経路と予防方法及び薬物治療

（医薬品の選択等）の概要を説明できる。
扁桃炎、細菌性肺炎、肺結核、百日咳、マイ
コプラズマ肺炎

以下の消化器感染症について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）の概要
を説明できる。
急性虫垂炎、胆嚢炎、胆管炎、病原性大腸菌
感染症、偽膜性大腸炎、腹膜炎

以下の感覚器感染症について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。
副鼻腔炎、中耳炎、結膜炎



－ 162 －

資

　格

大項目 中項目 小項目 小項目の例示
病態・薬物治療 感染症・悪性新生物（がん）細菌感染症の病態、薬物治

療
以下の尿路感染症について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）の概要
を説明できる。
腎孟腎炎、膀胱炎、尿道炎
以下の性感染症について、病態（病態生理、
症状等）、予防方法及び薬物治療（医薬品の
選択等）の概要を説明できる。
梅毒、淋病、クラミジア症
髄膜炎について、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択等）の概要を説明でき
る。
以下の皮膚細菌感染症について、病態（病態
生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
の概要を説明できる。
伝染性膿痂疹、蜂窩織炎
感染性心内膜炎、胸膜炎について、病態（病
態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
の概要を説明できる。
以下の薬剤耐性菌による院内感染について、感
染経路と予防方法、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択等）の概要を説明でき
る。
MRSA、緑膿菌等

以下の全身性細菌感染症について、病態（病
態生理、症状等）、感染経路と予防方法及び
薬物治療（医薬品の選択等）の概要を説明でき
る。
破傷風、敗血症

ウイルス感染症の病態、薬物
治療

へルペスウイルス感染症（単純ヘルペス、水痘・
帯状疱疹、脳炎）について、予防方法及び病態

（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選
択等）の概要を説明できる。
サイトメガロウイルス感染症について、病態（病
態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
の概要を説明できる。
インフルエンザについて、感染経路と予防方法
及び病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医
薬品の選択等）を説明できる。
ウイルス性肝炎（HAV、HBV、HCV）について、
感染経路と予防方法及び病態（病態生理（急
性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、肝細胞がん）、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明
できる。

後天性免疫不全症候群（AIDS）について、感
染経路と予防方法及び病態（病態生理、症状
等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
以下のウイルス感染症について、感染経路と予
防方法及び病態（病態生理、症状等）・薬物
治療（医薬品の選択等）の概要を説明できる。
伝染性単核球症、ウイルス性下痢症、麻疹、
風疹、流行性耳下腺炎、上気道炎（かぜ症候
群を含む）、気管支炎

真菌感染症の病態、薬物治
療

以下の真菌感染症について、病態（病態生理、
症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）の概要
を説明できる。
白癬、カンジダ症、ニューモシスチス肺炎、肺ア
スペルギルス症

原虫・寄生虫感染症の病態、
薬物治療

以下の原虫・寄生虫感染症について、病態（病
態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
の概要を説明できる。
マラリア、トリコモナス症、アニサキス症
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
病態・薬物治療 感染症・悪性新生物（がん）悪性腫瘍 腫瘍の定義（良性腫瘍と悪性腫瘍の違い）を

説明できる。
悪性腫瘍について、以下の項目の概要を説明で
きる。
組織型分類及び病期分類、悪性腫瘍の検査（細
胞診、組織診、画像診断、腫瘍マーカー（腫
瘍関連の変異遺伝子、遺伝子産物を含む））、
悪性腫瘍の疫学（がん罹患の現状及びがん死
亡の現状）、悪性腫瘍のリスク及び予防要因

悪性腫瘍の治療における薬物治療の位置づけに
ついて概要を説明できる。

悪性腫瘍の病態、疾患 抗悪性腫瘍薬の主な副作用（下痢、悪心・嘔吐、
白血球減少、皮膚障害（手足症候群を含む）、
血小板減少等）とその軽減のための対処法を説
明できる。
代表的ながん化学療法のレジメンについて、構
成薬物及びその役割、副作用、対象疾患の概
要を説明できる。
以下の白血病について、病態（病態生理、症
状等）・薬物治療（医薬品の選択等）を説明で
きる。
急性（慢性）骨髄性白血病、急性（慢性）リ
ンパ性白血病

悪性リンパ腫及び多発性骨髄腫について、病態
（病態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選
択等）を説明できる。
大腸癌について、病態（病態生理、症状等）・
薬物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
以下の消化器系の悪性腫瘍について、病態（病
態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
の概要を説明できる。
胃癌、食道癌、肝癌、胆嚢・胆管癌、膵癌
肺癌について、病態（病態生理、症状等）・薬
物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
以下の頭頚部の悪性腫瘍について、病態（病
態生理、症状等）・薬物治療（医薬品の選択等）
の概要を説明できる。
脳腫瘍、喉頭・咽頭の悪性腫瘍
乳癌について、病態（病態生理、症状等）・薬
物治療（医薬品の選択等）を説明できる。
以下の泌尿器・生殖器・皮膚の悪性腫瘍につ
いて、病態（病態生理、症状等）・薬物治療（医
薬品の選択等）の概要を説明できる。
腎癌、膀胱癌、前立腺癌、子宮癌、卵巣癌、
悪性黒色腫

がん終末期医療と緩和ケア がん終末期の病態（病態生理、症状等）と治
療を説明できる。
がん性疼痛の病態（病態生理、症状等）と薬
物治療（医薬品の選択、WHO三段階除痛ラダー
を含む）を説明できる。

医療の中の漢方薬 漢方薬の基礎 配合生薬の組合せによる漢方薬の系統的な分
類について概要を説明できる。

漢方薬の応用 漢方医学における診断法、体質や病態の捉え方
（陰陽、虚実、証等）、治療法について概要を
説明できる。

漢方薬の注意点 漢方薬の副作用と使用上の注意点を例示して説
明できる。

バイオ・細胞医薬品とゲノム
情報

組換え体医薬品 組換え体医薬品の特色と有用性を説明できる。
代表的な組換え体医薬品を列挙できる。
組換え体医薬品の安全性について説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
病態・薬物治療 バイオ・細胞医薬品とゲノム

情報
遺伝子治療 遺伝子治療の原理、現状及び倫理的問題点を

説明できる。
細胞、組織を利用した移植医
療

移植医療の現状及びゲノム情報の取扱いに関す
る倫理的問題点を説明できる。
摘出及び培養組織を用いた移植医療について説
明できる。
臍帯血、末梢血及び骨髄に由来する血液幹細
胞を用いた移植医療について説明できる。
胚性幹細胞（ES細胞）、人工多能性幹細胞（iPS
細胞）を用いた細胞移植医療について説明できる。

薬物治療に役立つ情報 医薬品情報 情報 薬物治療に必須の医薬品情報を列挙できる。
医薬品（後発医薬品等を含む）の開発過程で
行われる試験（非臨床試験、臨床試験、安定
性試験）の種類、目的と得られる医薬品情報に
ついて概要を説明できる。
医薬品の市販後に行われる調査・試験の種類、
目的と得られる医薬品情報について概要を説明で
きる。

情報源 医薬品情報源の一次資料、二次資料、三次資
料の分類法の概要と代表的な二次資料、三次
資料の特徴を説明できる。
厚生労働省、医薬品医療機器総合機構、製薬
企業等の発行する資料を列挙し、概要を説明で
きる。
医薬品添付文書（医療用、一般用）の法的位
置づけ及び各項目の記載内容・記載方法につい
て説明できる。
医薬品インタビューフォームの位置づけと医薬品
添付文書との違いについて説明できる。

収集・評価・加工・提供・
管理

目的（効能効果、副作用、相互作用、薬剤鑑別、
妊婦への投与、中毒等）に適した主な情報源を
列挙できる。
MEDLINE等の医学・薬学文献データベース検
索におけるキーワード、シソーラスの重要性を理解
し、検索法を説明できる。
各種の医薬品情報（臨床試験等の原著論文を
含む）の信頼性、科学的妥当性等を評価する
際に必要な基本的項目を説明できる。
医薬品情報をニーズに合わせて加工・提供し、
管理する際の方法と注意点（知的所有権、守
秘義務等）について説明できる。

EBM（Evidence-based 
Medicine）

EBMの基本概念と実践のプロセスについて説明
できる。
代表的な臨床研究法（ランダム化比較試験、コ
ホート研究、ケースコントロール研究等）の長所
と短所を挙げ、それらのエビデンスレベルについ
て概要を説明できる。
臨床研究論文の批判的吟味に必要な基本的項
目を列挙し、内的妥当性（研究結果の正確度
や再現性）と外的妥当性（研究結果の一般化
の可能性）について概要を説明できる。
メタアナリシスの概念を理解し、結果を説明できる。

生物統計 臨床研究における基本的な統計量（平均値、
中央値、標準偏差、標準誤差、信頼区間等）
の意味と違いを説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬物治療に役立つ情報 医薬品情報 生物統計 帰無仮説の概念及び検定と推定の違いを説明で

きる。
主なパラメトリック検定とノンパラメトリック検定を
列挙し、それらの使い分けを説明できる。
主な回帰分析（直線回帰、ロジスティック回帰、
Cox比例ハザード回帰等）と相関係数の検定に
ついて概要を説明できる。
基本的な生存時間解析法（カプラン・マイヤー
曲線等）について概要を説明できる。

臨床研究デザインと解析 臨床研究（治験を含む）の代表的な手法（介
入研究、観察研究）を列挙し、それらの特徴に
ついて概要を説明できる。
臨床研究におけるバイアス・交絡とその回避法
について概要を説明できる。
観察研究での主な疫学研究デザイン（症例報告、
症例集積、コホート研究、ケースコントロール研究、
ネステッドケースコントロール研究等）について概
要を説明できる。
副作用の因果関係の評価法（副作用判定アル
ゴリズム等）について概要を説明できる。
優越性試験と非劣性試験の違いについて説明で
きる。
介入研究の計画上の技法（症例数設定、ラン
ダム化、盲検化等）について概要を説明できる。
介入研究の効果指標（真のエンドポイントと代用
のエンドポイント、主要エンドポイントと副次的エン
ドポイント）の違いを例を挙げて説明できる。
臨床研究の結果（有効性、安全性）の主なパ
ラメータ（相対リスク減少、絶対リスク減少、治
療必要数、オッズ比、発生率等）を説明し、計
算できる。

医薬品の比較・評価 病院や薬局において医薬品を採用選択する際に
検討すべき項目を列挙し、その意義を説明できる。
医薬品情報に基づいて、代表的な医薬品間（同
種同効薬、先発医薬品と後発医薬品等）の有
効性や安全性について比較・評価するための項
目を列挙できる。

患者情報 情報と情報源 薬物治療に必要な患者基本情報を列挙できる。
患者情報源の種類を列挙し、それぞれの違いを
説明できる。

収集・評価・管理 問題志向型システム（POS）を説明できる。
SOAP形式等の患者情報の記録方法について
説明できる。
医薬品の効果や副作用を評価するために必要な
患者情報について概要を説明できる。
患者情報の取扱いにおける守秘義務と管理の重
要性を説明できる。

個別化医療 遺伝的素因 薬物の主作用及び副作用に影響する代表的な
遺伝的素因について、例を挙げて説明できる。
薬物動態に影響する代表的な遺伝的素因（薬
物代謝酵素・トランスポーターの遺伝子変異等）
について、例を挙げて説明できる。
コンパニオン診断に基づく薬物治療について、例
を挙げて説明できる。

年齢的要因 低出生体重児、新生児、乳児、幼児、小児に
おける薬物動態と薬物治療で注意すべき点を説
明できる。
高齢者における薬物動態と薬物治療で注意すべ
き点を説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬物治療に役立つ情報 個別化医療 臓器機能低下 腎疾患・腎機能低下時における薬物動態と薬物

治療・投与設計において注意すべき点を説明で
きる。
肝疾患・肝機能低下時における薬物動態と薬物
治療・投与設計において注意すべき点を説明で
きる。
心臓疾患を伴った患者における薬物動態と薬物
治療・投与設計において注意すべき点を説明で
きる。

その他の要因 薬物の効果に影響する生理的要因（性差、閉経、
日内変動等）を列挙できる。
妊娠・授乳期における薬物動態と、生殖・妊娠・
授乳期の薬物治療で注意すべき点を説明できる。
栄養状態の異なる患者（肥満、低アルブミン血
症、腹水等）における薬物動態と薬物治療で注
意すべき点を説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
プロフェッショナリズム 薬剤師の使命 薬剤師の活動分野 薬剤師の活動分野（医療機関、薬局、製薬企

業、衛生行政等）と社会における役割について
説明できる。

患者安全と薬害の防止 医薬品の役割とリスクについて説明できる。
WHOによる患者安全の基本的な考え方につい
て説明できる。
医療に関するリスクマネジメントにおける薬剤師の
責任と義務を説明できる。
医薬品が関わる代表的な医療過誤やインシデント
の事例を列挙し、その原因と防止策を説明できる。
重篤な副作用の例について、患者や家族の苦
痛を理解し、これらを回避するための手段を説明
できる。
代表的な薬害の例（サリドマイド、スモン、非加
熱血液製剤、ソリブジン等）について、その原因
と社会的背景及びその後の対応を説明できる。
代表的な薬害について、患者や家族の苦痛を理
解し、これらを回避するための手段を説明できる。

薬学の歴史と未来 薬学の歴史的な流れと医療において薬学が果た
してきた役割について説明できる。
薬物療法の歴史と人類に与えてきた影響につい
て説明できる。
薬剤師の誕生から現在までの役割の変遷の歴史

（医薬分業を含む）について説明できる。
将来の薬剤師と薬学が果たす役割について概要
を説明できる。

薬剤師に求められる倫理観 生命倫理 生命の尊厳について説明できる。
生命倫理の諸原則（自律尊重、無危害、善行、
正義等）について説明できる。
生と死に関わる倫理的問題について概要を説明
できる。
科学技術の進歩、社会情勢の変化に伴う生命
観の変遷について概要を説明できる。

医療倫理 医療倫理に関する規範（ジュネーブ宣言等）に
ついて説明できる。
薬剤師が遵守すべき倫理規範（薬剤師綱領、
薬剤師倫理規定等）について説明できる。
医療の進歩に伴う倫理的問題について説明できる。

患者の権利 患者の価値観、人間性に配慮することの重要性
を説明できる。
患者の基本的権利の内容（リスボン宣言等）に
ついて説明できる。
患者の自己決定権とインフォームド・コンセントの
意義について説明できる。
知り得た情報の適切な取扱い（守秘義務等）と患
者等への情報提供の重要性について説明できる。

薬学研究 薬学における研究の位置づけ 医薬品の創製における基礎から臨床に至る研究
の目的と薬剤師の役割について説明できる。
研究における自立性と独創性の重要性について
説明できる。

研究に必要な法規範と倫理 自らが実施する研究に係る法令、指針について
説明できる。
研究の実施、患者情報の取扱い等において配
慮すべき事項について説明できる。
臨床研究における倫理規範（へルシンキ宣言等）
について説明できる。
人を対象とする研究において遵守すべき倫理指
針の概要を説明できる。

研究の実践 正義性、社会性、誠実性に配慮し、法規範を
守ることの重要性を説明できる。
研究を実践するプロセスの概要を説明できる。

【別表Ⅵ　法規・制度・倫理】
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
プロフェッショナリズム 信頼関係の構築 コミュニケーション 意思、情報の伝達に必要な要素について説明で

きる。
言語的及び非言語的コミュニケーションについて
説明できる。
相手の立場、文化、習慣等によって、コミュニケーショ
ンのあり方が異なることを例を挙げて説明できる。
対人関係に影響を及ぼす心理的要因について説
明できる。
相手の心理状態とその変化に配慮した対応の仕
方について説明できる。
自分の心理状態を意識して他者と接することの重
要性を説明できる。
相手の考えや感情を理解するための適切な聴き
方、質問の仕方を説明できる。
自分の考えや感情を相手に伝えるための適切な
方法を説明できる。
他者の意見を尊重し、協力してよりよい解決に導
くための方法を説明できる。

自己研鑽と次世代を担う人材
の育成

学習のあり方 講義、国内外の教科書・論文、検索情報等の
内容について、重要事項や問題点を抽出できる。
必要な情報を的確に収集し、信憑性について判
断できる。
得られた情報を論理的に統合・整理し、自らの考
えとともにわかりやすく表現できる。
インターネット上の情報が持つ意味・特徴を知り、
情報倫理、情報セキュリティに配慮して活用できる。

薬学教育の概要 「薬剤師として求められる基本的な資質」につい
て、具体例を挙げて説明できる。
薬学が総合科学であることを認識し、薬剤師の
役割と学習内容を関連づける。

生涯学習 生涯にわたって継続的に自ら学習する重要性を
認識し、その方法と意義について説明できる。

次世代を担う人材の育成 後輩等への適切な指導方法について概要を説明
できる。

薬学と社会 人と社会に関わる薬剤師 人と社会に関わる薬剤師 人の行動がどのような要因によって決定されるの
かについて説明できる。
人・社会が医薬品に対して抱く考え方や思いの
多様性について説明できる。
人・社会の視点から薬剤師を取り巻く様々な仕
組みと規制について説明できる。
薬剤師が倫理規範や法令を守ることの重要性に
ついて説明できる。
倫理規範や法令に則した行動を説明できる。

薬剤師と医薬品等に係る法
規範

薬剤師の社会的位置づけと
責任に係る法規範

薬剤師に関わる法令とその構成について説明で
きる。
薬剤師免許に関する薬剤師法の規定について
説明できる。
薬剤師の任務や業務に関する薬剤師法の規定と
その意義について説明できる。
薬剤師以外の医療職種の任務に関する法令の
規定について説明できる。
医療提供施設の種類、定義と要件について説
明できる。
医療の理念と医療の担い手の責務に関する医療
法の規定とその意義について説明できる。
医療の提供体制と安全の確保等に関する医療
法の規定とその意義について説明できる。
個人情報の取扱いについて説明できる。
薬剤師の刑事責任、民事責任（製造物責任を
含む）について説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬学と社会 薬剤師と医薬品等に係る法

規範
医薬品等の品質、有効性及
び安全性の確保に係る法規
範

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律」の目的及び医薬品等

（医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再
生医療等製品）の定義について説明できる。

医薬品等の開発から承認までのプロセスと法規
範について説明できる。
治験の意義と仕組みについて説明できる。
医薬品等の製造販売及び製造に係る法規範に
ついて説明できる。
製造販売後調査制度及び製造販売後安全対策
について説明できる。
薬局、医薬品販売業及び医療機器販売業に係
る法規範について説明できる。
医薬品等の取扱いに関する「医薬品、医療機
器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律」の規定について説明できる。
日本薬局方の意義と構成について説明できる。
生物由来製品の取扱いと血液供給体制に係る
法規範について説明できる。
健康被害救済制度について説明できる。
レギュラトリーサイエンスの必要性と意義について
説明できる。

特別な管理を要する薬物等に
係る法規範

麻薬、向精神薬、覚せい剤原料等の取扱いに
係る規定について説明できる。
覚せい剤、大麻、あへん、指定薬物等の乱用
防止規制について説明できる。
毒物劇物の取扱いに係る規定について説明できる。

社会保障制度と医療経済 医療、福祉、介護の制度 日本の社会保障制度の枠組みと特徴について説
明できる。
医療保険制度（成り立ち、種類、仕組み、現状）
について説明できる。
療養担当規則について説明できる。
公費負担医療制度（生活保護等）について説
明できる。
介護保険制度の基本的な仕組みについて説明で
きる。
薬価基準制度の概要を説明できる。
調剤報酬、診療報酬及び介護報酬の仕組みの
概要を説明できる。

医薬品と医療の経済性 医薬品の市場の特徴と流通の仕組みについて
概要を説明できる。
国民医療費の動向について概要を説明できる。
後発医薬品とその役割について説明できる。
薬物療法の経済評価手法について概要を説明で
きる。

地域における薬局と薬剤師 地域における薬局の役割 地域における薬局（健康サポート薬局を含む）
の機能と役割について説明できる。
医薬分業の意義と動向を説明できる。
かかりつけ薬剤師・薬局による薬学的管理の意
義について説明できる。
セルフメディケーションにおける薬局の役割につい
て説明できる。
災害時の薬局の役割について説明できる。
医療費の適正化に薬局が果たす役割について
説明できる。

地域における保健、医療、
福祉の連携体制と薬剤師

地域包括ケアの理念、薬局と薬剤師の役割に
ついて説明できる。
在宅医療及び居宅介護における薬局と薬剤師
の役割について説明できる。
学校薬剤師の役割について説明できる。
地域の保健、医療、福祉において利用可能な
社会資源について説明できる。
地域から求められる医療提供施設、福祉施設及
び行政との連携について説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬学臨床基本事項 医療人としての基本 医療人として 患者や家族、周囲の人々の心身に及ぼす病気

やケアの影響について説明できる。
患者・家族・生活者の心身の状態や多様な価
値観に配慮した関わり方について説明できる。
患者・生活者の健康の回復と維持、生活の質
の向上に薬剤師が積極的に貢献することの重要
性を説明できる。
現代社会が抱える課題（少子・超高齢社会等）
に対して、薬剤師が果たすべき役割を説明できる。
様々な死生観・価値観・信条等を受容すること
の重要性について個々の場面に合わせて説明で
きる。
常に患者・生活者の視点に立ち、医療の担い
手としてふさわしい行動ができる。
自己の能力の限界を認識し、状況に応じて他者
に協力・支援を求める行動ができる。
チームワークと情報共有の重要性を理解し、チー
ムの一員としての役割を積極的に果たすことがで
きる。
チーム医療や地域保健・医療・福祉を担う一員
としての責任を自覚した行動ができる。
薬学的管理を実施する際のインフォームド・コンセ
ントについて具体的に説明できる。
患者・生活者中心の医療の視点から患者・生
活者の個人情報や自己決定権に配慮すべき
個々の対応ができる。
医療の担い手が守るべき倫理規範を遵守し、ふ
さわしい態度で行動ができる。
一次救命処置（心肺蘇生、外傷対応等）につ
いて説明できる。

薬剤師業務の基礎 臨床業務の基礎 医薬品の適正使用における薬剤師の役割と
ファーマシューティカルケアについて説明できる。
保険調剤における薬剤師業務を具体的に説明で
きる。
健康管理、疾病予防、セルフメディケーション及
び公衆衛生における薬剤師の役割について説明
できる。
薬物乱用防止、自殺防止における薬剤師の役
割について説明できる。
病院における薬剤部門の位置づけと業務の流れ
について他部門と関連づけて説明できる。
病院に所属する医療スタッフの職種名を列挙し、
その業務内容を具体的に説明できる。
急性期医療（救急医療・集中治療・外傷治療等）
や周術期医療における適切な薬学的管理につい
て説明できる。
周産期医療や小児医療における適切な薬学的
管理について説明できる。
終末期医療や緩和ケアにおける適切な薬学的
管理について説明できる。
外来化学療法における適切な薬学的管理につい
て説明できる。

薬学臨床実践 処方箋に基づく調剤 処方箋と疑義照会 処方箋の記載事項（医薬品名、分量、用法・
用量等）が適切であるか確認できる。
注射薬処方箋の記載事項（医薬品名、分量、
投与速度、投与ルート等）が適切であるか確認
できる。
処方箋の監査の意義、その必要性と注意点に
ついて説明できる。
薬歴、診療録、患者の状態等から処方が妥当
であるか判断できる。

【別表Ⅶ　実務】
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬学臨床実践 処方箋に基づく調剤 処方箋と疑義照会 薬歴、診療録、患者の状態等から判断して適切

に疑義照会ができる。
処方箋に基づく医薬品の調
製

薬袋、薬札（ラベル）に記載すべき事項を適切
に記入できる。
適切な手順で後発医薬品を選択できる。
処方箋に従って計数・計量調剤ができる。
錠剤の粉砕及びカプセル剤の開封の可否を判断
できる。
一回量（一包化）調剤の必要性を判断できる。
注射薬処方箋に従って注射薬調剤ができる。
皮下注射、筋肉内注射、静脈内注射・点滴等
の基本的な手技を説明できる。
代表的な輸液の種類と適応を説明できる。
注射剤・散剤・水剤等の配合変化に関して実施
されている回避方法を列挙できる。
無菌操作の原理とその基本的な操作について具
体的に説明できる。
注射剤（高カロリー輸液等）の無菌的混合操作
について具体的に説明できる。
抗悪性腫瘍薬等の取扱いにおけるケミカルハザー
ド回避の手技を具体的に説明できる。
特別な注意を要する医薬品（劇薬・毒薬・麻薬・
向精神薬・抗悪性腫瘍薬等）の調剤と適切な
取扱いができる。
調製された薬剤の適切な鑑査について具体的に
説明できる。

服薬指導 患者・来局者の病状や背景に配慮し、医薬品
を安全かつ有効に使用するための服薬指導や患
者教育ができる。
代表的な疾患において注意すべき生活指導項目
を列挙できる。
患者・来局者に使用上の説明が必要な製剤（眼
軟膏、坐剤、吸入剤、自己注射剤等）の取扱
い方法を説明できる。
医師の治療方針を理解した上で、患者への適切
な服薬指導を実施できる。
妊婦・授乳婦、小児、高齢者等特別な配慮が
必要な患者への服薬指導において、適切な応対
ができる。
お薬手帳、健康手帳、患者向け説明書等を使
用した服薬指導ができる。
収集した患者情報を薬歴や診療録等に適切に記
録することができる。

医薬品の供給と管理 医薬品管理の流れを説明できる。
医薬品の品質に影響を与える因子と保存条件を
説明できる。
医薬品の供給・保管・廃棄について適切に実
施できる。
医薬品の適切な在庫管理を実施できる。
医薬品の適正な採用と採用中止の流れについて
説明できる。
劇薬・毒薬・麻薬・向精神薬及び覚せい剤原
料の適切な管理と取扱いができる。
特定生物由来製品の適切な管理と取扱いができる。
代表的な放射性医薬品の種類と用途、保管管
理方法を説明できる。
院内製剤の意義、調製上の手続き、品質管理
等について説明できる。
薬局製剤（漢方製剤を含む）の取扱いについて
説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬学臨床実践 処方箋に基づく調剤 安全管理 特にリスクの高い代表的な医薬品（抗悪性腫瘍

薬、糖尿病治療薬、使用制限のある薬等）の
特徴と注意点を列挙できる。
調剤ミスを防止するために工夫されている事項を
具体的に説明できる。
インシデント（ヒヤリハット）、アクシデントの事例を
もとに、リスクを回避するための具体策と発生後
の適切な対処法を実施することができる。
感染予防の基本的考え方とその方法が説明でき
る。
施設内で衛生的な手洗い、スタンダードプリコー
ションを実施できる。
代表的な消毒薬の用途、使用濃度及び調製時
の注意点を説明できる。
臨床検体・感染性廃棄物を適切に取り扱うこと
ができる。
施設内での感染対策（予防、蔓延防止等）に
ついて具体的に説明できる。

薬物療法の実践 患者情報の把握 患者・来局者及び種々の情報源（診療録、薬歴・
指導記録、看護記録、お薬手帳、持参薬等）
から、薬物療法に必要な情報を収集できる。
患者・来局者から、必要な情報（症状、心理状態、
既往歴、生活習慣、アレルギー歴、薬歴、副作
用歴等）を適切な手順で聞き取ることができる。
基本的な身体所見の観察・測定（フィジカルア
セスメント）の目的と得られた所見の薬学的管理
への活用について説明できる。
患者の基本的な身体所見を観察・測定・評価し、
薬学的管理に活かすことができる。

医薬品情報の収集と活用 医療スタッフ及び患者のニーズに合った医薬品
情報が提供できる。
緊急安全性情報、安全性速報、不良品回収、
製造中止等の緊急情報を適切に取り扱うことが
できる。

処方設計と薬物療法の実践
（処方設計と提案）

患者の診断名、病態、科学的根拠等から薬物
治療方針を確認できる。
患者の状態（疾患、重症度、合併症、肝・腎
機能や全身状態、妊婦・授乳婦、小児、高齢
者等の生理的特性、遺伝子の特性、心理・希
望等）や薬剤の特徴（作用機序や製剤的性質
等）に基づき、適切な処方を提案できる。

治療ガイドライン等を確認し、科学的根拠に基づ
いた処方を立案できる。
処方設計の提案に際し、薬物投与プロトコルや
クリニカルパスを活用できる。
患者のアドヒアランスの評価方法、アドヒアラン
スが良くない原因とその対処法を説明できる。
アドヒアランス向上のために、処方変更、調剤
や用法の工夫が提案できる。
患者の栄養状態や体液量、電解質の過不足等
が評価できる。
入院患者の持参薬について、継続・変更・中
止の提案ができる。
処方提案に際して、医薬品の経済性等を考慮し
て、適切な後発医薬品を選択できる。

処方設計と薬物療法の実践
（薬物療法における効果と副
作用の評価）

医薬品の効果と副作用について、モニタリングす
べき症状と検査所見等を説明できる。
治療薬物モニ夕リングが必要な医薬品が処方さ
れている患者について、血中濃度測定の提案が
できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬学臨床実践 薬物療法の実践 処方設計と薬物療法の実践

（薬物療法における効果と副
作用の評価）

薬物血中濃度の推移から薬物療法の効果、副
作用及び相互作用について予測できる。
臨床検査値の変化と使用医薬品の関連性を説
明できる。
薬物治療の効果について、患者の症状や検査
所見等から評価できる。
副作用の発現について、患者の症状や検査所
見等から評価できる。
薬物治療の効果、副作用の発現、薬物血中濃
度等に基づき、医師に対し、薬剤の種類、投
与量、投与方法、投与期間等の変更を提案で
きる。
患者の薬物治療上の問題点を列挙し、適切な
評価と薬学的管理の立案を行い、SOAP形式等
で適切に記録できる。
医薬品・医療機器等安全性情報報告用紙に必
要事項を記載し、報告できる。

チーム医療への参画 多職種連携協働とチーム医
療

保健、医療における多職種連携協働及びチーム
医療の意義について説明できる。
多職種連携協働に関わる薬剤師、各職種及び
行政の役割について説明できる。
チーム医療に関わる薬剤師、各職種、患者・家
族の役割について説明できる。

医療機関におけるチーム医療 医療機関における多様な医療チーム（ICT、
NST、緩和ケアチーム、褥瘡チーム等）の目的
と構成、構成員の役割、その中での薬剤師の重
要性を説明できる。
病院と地域の医療連携の意義と具体的な方法

（連携クリニカルパス、退院時共同指導、病院・
薬局連携、関連施設との連携等）を説明できる。
他職種と患者の状態（病状、検査値、アレルギー
歴、心理、生活環境等）、治療開始後の変化（治
療効果、副作用、心理状態、QOL等）につい
て情報共有の重要性を説明できる。
他職種と連携・協力して、患者の最善の治療・
ケアが提案できる。

地域におけるチーム医療 地域の保健、医療、介護、福祉に関わる職種
とその連携体制（地域包括ケア）及びその意義
について説明できる。
地域住民への情報提供・健康教育の重要性を
説明できる。
地域医療を担う職種間で地域住民に関する情報
共有ができる。
かかりつけ薬剤師・薬局の業務を具体的に説明
できる。
健康サポート薬局の具体的な業務を説明できる。

地域の保健・医療・福祉へ
の参画

在宅（訪問）医療・介護へ
の参画

在宅医療・介護の目的、仕組み、関わる職種、
支援の内容を説明できる。
在宅医療・介護を受ける患者の特色と背景を説
明できる。
在宅医療・介護に関する薬剤師の役割と管理
業務（訪問薬剤管理指導業務、居宅療養管理
指導業務、医療廃棄物の取扱い等）について
説明できる。
在宅患者の病状（症状、疾患と重症度、栄養
状態等）とその変化、生活環境等の情報収集の
方法、他職種との情報共有について説明できる。
在宅患者の終末期医療について説明できる。
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大項目 中項目 小項目 小項目の例示
薬学臨床実践 地域の保健・医療・福祉へ

の参画
地域保健への参画 学校薬剤師が行う業務内容とその意義を説明で

きる。
地域保健における薬剤師の役割と代表的な活動

（薬物乱用防止、自殺防止、感染予防、アンチドー
ピング活動等）について説明できる。
地域住民の衛生管理（消毒、食中毒の予防、
日用品を使用する場合の危険行為等に対する対
処法）における薬剤師活動を説明できる。

プライマリケア・セルフメディ
ケーション

現在の医療システムの中でのプライマリケア、セ
ルフメディケーションの重要性を説明できる。
薬局製剤（漢方製剤含む）、要指導医薬品、
一般用医薬品、健康食品、サプリメント、医療
機器等のリスクに応じた適切な取扱い、管理が
できる。
来局者から収集した情報や身体所見等に基づ
き、来局者の病状（疾患、重症度等）や体調
を推測できる。
来局者に対して、病状に合わせた適切な対応（医
師への受診勧奨、救急対応、要指導医薬品、
一般用医薬品及び検査薬等の推奨、生活指導
等）を選択できる。
選択した薬局製剤（漢方製剤含む）、要指導医
薬品、一般用医薬品、健康食品、サプリメント、
医療機器等の使用方法や注意点（副作用・相
互作用等含む）等を来局者に適切にわかりやす
く説明できる。

疾病予防及び健康管理について適切な生活指
導やアドバイスができる。

災害時医療と薬剤師 災害時における地域の医薬品供給体制・医療
救護体制について説明できる。
災害発生時における病院・薬局の役割と薬剤師
の活動について説明できる。
災害時に派遣される医療チームと薬剤師の関わり
を説明できる。
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就実大学・就実大学大学院学位規程

制　　定　平成11年４月１日

最終改正　平成31年２月22日

　（目的）

第１条　この規程は，学位規則（昭和28年文部省令第９号）及び就実大学学則並びに就実大学大学院学則に基づ

き，就実大学が授与する学位について，必要な事項を定める。

　（学位）

第２条　本学が授与する学位は，学士，修士，博士とする。

２　学位は，それぞれの専攻領域に応じ別表１の種類に区分する。

　（学士の学位授与の要件）

第３条　学士の学位は，本学学則の定めるところにより，本学学部の課程を修了した者に授与する。

　（修士の学位授与の要件）

第４条　修士の学位は，本学大学院学則の定めるところにより，本学修士課程を修了した者に授与する。

　（博士の学位授与の要件）

第５条　博士の学位は，本学大学院学則の定めるところにより，本学博士課程を修了した者に授与する。

　（修士の学位授与の申請）

第６条　修士の学位の授与の申請をする者は，申請書に学位論文，学位論文の要旨，参考論文のあるときは当該参

考論文を添え，研究科長を経て学長に申請するものとする。

２　前項の申請期限及び修士論文の形式等については，研究科委員会で定める。

　（博士の学位授与の申請）

第７条　博士の学位の授与の申請をする者は，申請書に学位論文，学位論文の要旨，参考論文のあるときは当該参

考論文を添え，研究科長を経て学長に申請するものとする。

２　前項の申請期限及び博士論文の形式等については，研究科委員会で定める。

　（修士論文審査の付託）

第８条　学長は，修士論文の提出があったときは，審査を研究科委員会に付託する。

　（博士論文審査の付託）

第９条　学長は，博士論文の提出があったときは，審査を研究科委員会に付託する。

　（修士論文の審査及び試験）

第10条　修士論文の審査及び最終試験は専攻において審議し，研究科委員会に報告する。

２　審査は２名以上の大学院担当教員によって行い，うち１名を主査とする。

３　最終試験は，論文審査を中心とし，これに関連ある科目について行う。

４　学位授与の合否は，専攻より提出された報告に基づき研究科委員会で審議し，学長に報告する。

　（博士論文の審査及び試験）

第11条　博士論文の審査及び最終試験は専攻において審議し，研究科委員会に報告する。

２　審査は３名以上の大学院担当教員によって行い，うち１名を主査とする。

３　最終試験は，論文審査を中心とし，これに関連ある科目について行う。

４　学位授与の合否は，専攻より提出された報告に基づき研究科委員会で審議し，学長に報告する。
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　（学位記の授与）

第12条　学長は，教授会並びに研究科委員会の報告に基づき所定の学位記を授与する。

　（雑則）

第13条　この規程に定めるもののほか必要な事項は，学士の学位については教授会において，修士，博士の学位に

ついては研究科委員会において別にこれを定める。

　（規程の改廃）

第14条　この規程は，教務委員会並びに研究科委員会で審議し，大学教育研究評議会に諮り学長が決裁する。

　　　附　則

１　この規程は，平成11年４月１日から施行する。

２　この改正規程は，平成15年４月１日から施行する。ただし，文学部日本文学科，英米文学科及び史学科の学位

の種類は，改正後の別表ｌにかかわらず，学士（文学）とする。

３　この改正規程は，平成19年４月１日から施行する。ただし，文学部日本文学科，英米文学科及び史学科の学位

の種類は，改正後の別表ｌにかかわらず，学士（文学）とする。

４　この改正規程は，平成21年４月１日から施行する。ただし，文学研究科日本語学・日本文学専攻，英語学・英

米文学専攻及び史学専攻の学位の種類は，改正後の別表ｌにかかわらず，修士（文学）とする。

５　この改正規程は平成23年４月１日から施行する。ただし，人文科学部初等教育学科に授与する学士（初等教育

学）の学位は，改正後の別表１にかかわらず平成23年３月31日に当該学科に在学するものが在学しなくなるまで

の間，存続するものとする。

６　この改正規程は，平成24年４月１日から施行する。

７　様式１号の改正は，平成26年４月１日から施行する。

８　この改正規程は，平成27年４月１日から施行する。ただし，人文科学研究科初等教育学専攻に授与する修士

（教育学）の学位は，改正後の別表１にかかわらず平成27年３月31日に当該専攻に在学するものが在学しなくな

るまでの間，存続するものとする。

９　この規程は，平成31年４月１日から施行する。

別表１

　１　学士の学位

　２　修士の学位

研　究　科 専　　攻 学位の種類

人文科学研究科 人 文 科 学 専 攻 修士（人文科学）

教育学研究科 教 育 学 専 攻 修士（教育学）

学　部 学　　　　　科 学位の種類

人文科学部

表 現 文 化 学 科 学士（人文科学）

実 践 英 語 学 科 学士（人文科学）

総 合 歴 史 学 科 学士（人文科学）

教育学部
初 等 教 育 学 科 学士（教育学）

教 育 心 理 学 科 学士（教育学）

薬学部 薬 学 科 学士（薬学）

経営学部 経 営 学 科 学士（経営学）
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３　博士の学位

様式１号

　　⑴　学士の卒業証書・学位記

　　⑵　修士の学位記

　　⑶　博士の学位記

卒
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研　究　科 専　　攻 学位の種類

医療薬学研究科 疾 病 治 療 薬 学 専 攻 博士（医療薬学）
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就実大学科目等履修生規程

制　　定　平成４年11月25日

最終改正　平成31年２月22日

　（総則）

第１条　この規程は学則第51条に基づき，科目等履修生の取扱いについて必要なことを定める。

　（出願資格）

第２条　科目等履修生として願い出ることのできる者は，学則第24条に規定する入学資格を有するものとする。

　（出願期間・出願書類）

第３条　履修を希望する者は，所定の期日までに次の書類に検定料10000円を添えて教務課に提出し，その手続き

を終わらなければならない。

　　　一　出願期間（締切日が日曜日にあたるときはその翌日までとする。）

　　　　イ　通年・前期科目・後期科目　　２月16日から３月３日まで

　　　　ロ　後　期　科　目　　　　　　　８月17日から８月31日まで

　　　二　出願書類

　　　　イ　科目等履修生願書（本学所定用紙）

　　　　ロ　履歴書（本学所定用紙）

　　　　ハ　出願理由書（自筆　日本語で記すこと）

　　　　ニ　最終出身学校の卒業証明書又は卒業見込証明書

　　　　ホ　最終出身学校の成績証明書

　　　　ヘ　健康診断書（胸部X線検査を含む，１年以内のもの。複写可）

　　　　ト　在職中の者は，所属長の承諾書

　　　　チ　外国人の場合は，以上のほか次の書類を必要とする。

　　　　　　⑴　在学中の身元保証人の保証書（日本在住者のもの）

　　　　　　⑵　外国人日本語能力試験１級の成績通知書

　　　　　　⑶　その他本学が必要と認める書類

　　　　	　後期科目を願い出るにあたり，当該年度において前期科目を履修した者，又は通年科目を履修中の者

は，科目等履修生願書のみを提出し，その他は不要とする。

　（選考方法）

第４条　選考は書類審査及び授業担当者による面接によって行う。

　（履修許可）

第５条　科目等履修生として出願する者については，前条の選考結果に基づき教授会の議を経て，学長が履修を許

可する。

２　科目履修が許可された者には科目履修許可書を交付する。

　（履修科目）

第６条　１年間に履修できる科目は，24単位以内とする。

　（履修手続）

第７条　履修を許可された場合は，許可日から10日以内に下記に定める登録料及び授業料を納めなければならな

い。ただし，外国に在住する者についてはこの限りではない。
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２　学期開始日現在で就実大学大学院に在籍している学生は登録料及び授業料の全額を免除する。

３　学期開始日現在で満40歳に達している者は登録料の全額を免除し，併せて授業料の半額を免除する。

４	　外国人の場合，上記の金額を納めるとともに住民票の写し又は在留資格を記載した住民票記載事項証明書を提

出しなければならない。

５　納付した授業料等は，原則として返付しない。

　（単位の授与及び証明書）

第８条　科目等履修生は，履修を許可された授業科目の履修を修了し，所定の試験に合格した場合，単位を修得す

ることができる。

　　２　科目等履修生は単位修得証明書を求めることができる。

　（履修の取消し）

第	９条　科目等履修生として不適当と判断される場合は，教授会の議を経て，学長が履修の許可を取り消すことが

ある。

　（履修の取止め）

第10条　	本人の都合により履修期間の途中で履修を取り止める場合は，教務課にその旨を届出なければならない。

　（学則の準用）

第11条　科目等履修生には学則を準用する。ただし，学則第21条は適用しない。

　（規程の改廃）

第12条　この規程の改廃は，教務委員会で審議し，大学教育研究評議会に諮り学長が決定する。

　　　附　則

１　就実女子大学聴講生規程（昭和63年４月１日制定）は廃止する。

２　就実女子大学聴講生の教育職員免許状取得に関する規程（昭和56年11月25日制定）は廃止する。

３　この規程は，平成５年４月１日から施行する。

４　この改正規程は，平成31年４月１日から施行する。

項　　　目 金　　　　額

登録料（年額） １０,０００円

授業料（１単位につき） １２,０００円
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就実大学研究生規程

制　　定　平成10年４月１日

最終改正　平成31年２月22日
　（趣旨）

第１条　この規程は学則第54条に基づき，研究生の取り扱いについて必要なことを定める。

　（入学資格）

第２条　本学に研究生として入学することのできる者は，大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると

本学において認定した者とする。

　（出願手続）

第３条　研究を希望する者は，次の書類を教務課に提出し，その手続を終わらなければならない。ただし，本学を

卒業して引き続き研究生を志願する者については，研究生願書及び研究計画書のみで足りるものとする。

　　　　一　研究生願書（本学所定用紙）

　　　　二　履歴書（本学所定用紙）

　　　　三　研究計画書（本学所定用紙）

　　　　四　最終出身学校の卒業証明書又は卒業見込証明書

　　　　五　最終出身学校の成績証明書

　　　　六　健康診断書（胸部X線検査を含む，１年以内のもの。複写可）

　　　　七　在職中の者は，所属長の承諾書

　　　　八　外国人の場合は，本学が必要と認める書類

　（選考方法）

第４条　選考は書類審査によって行う。

　（入学許可）

第５条　研究生として入学を志願する者については，前条の選考結果に基づき，教授会の議を経て，学長が入学を

許可する。

２　研究を許可された者には，研究生証を交付する。

　（入学手続）

第６条　研究を許可された場合は，本学の指定する書類を提出するとともに，許可日から10日以内に下記に定める

入学金及び研究料を納めなければならない。ただし，外国に在住する者についてはこの限りではない。

２　学期開始日現在で満40歳に達している者は入学金の全額を免除し，併せて研究料の半額を免除する。

３	　外国人の場合，上記の金額を納めるとともに住民票の写し又は在留資格を記載した住民票記載事項証明書を提

出しなければならない。

４　納付した研究料等は，原則として返付しない。

項　　　　　目 金　　　　　額

入学金 １０,０００円

研究料（半期） １２０,０００円
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　（入学時期及び研究期間）

第７条　入学の時期は，原則として学期の始めとし，研究期間は入学時より１年以内とする。

２　前項の規定にかかわらず，当該研究生が研究の継続を希望し，指導教員がその必要性を認めた場合には，教授

会の議を経て，学長は研究期間の延長を許可することができる。

　（聴講）

第８条　研究生は，指導教員の指導により授業担当教員の承認を受けて，研究に直接関係のある授業を聴講するこ

とができる。ただし，単位は認定されない。

　（研究証明書）

第９条　研究を修了した者には，研究証明書を交付することができる。

　（研究の取消し）

第10条　研究生として不適当であると判断される場合，教授会の議を経て，学長が研究の許可を取り消すことがあ

る。

　（研究の取止め）

第11条　本人の都合により研究期間の途中で研究を取り止めようとする者は，書面をもって教務課にその旨を届け

出て，学長の許可を受けなければならない。

　（学則の準用）

第12条　研究生には学則を準用する。ただし，学則第14条及び第21条は適用しない。

　（規程の改廃）

第13条　この規程の改廃は，教務委員会で審議し，大学教育研究評議会に諮り学長が決定する。

　　　附　則

１　この規程は，平成10年４月１日から施行する。

２　この改正規程は平成31年４月１日から施行する。
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就実大学単位互換履修生規程

制　　定　平成12年４月１日

最終改正　平成31年２月22日

　（総則）

第１条　この規程は学則第53条に基づき，単位互換履修生の取り扱いについて必要なことを定める。

　（出願資格）

第２条　単位互換履修生として願い出ることのできる者は，学則第24条に規定する入学資格を有するものとする。

　（出願方法）

第３条　履修を希望する者は，所定の期日までに次の書類を教務課に提出し，その手続きを終わらなければならな

い。

一　出願期間

　通年・前期科目については４月，後期科目については７月又は９月のその年度で設定された期日までに

行う。

二　出願書類

イ　単位互換履修生出願票（所定用紙）

ロ　写真３枚（カラー４㎝×３㎝，裏面に大学名・氏名記入）

　　　　　　 （就実短期大学へ出願する場合は不要）

　（選考方法）

第４条　選考は書類審査及び授業担当者によって行う。

　（履修許可）

第５条　単位互換履修生として出願する者については，前条の選考結果に基づき教授会の議を経て，学長が履修を

許可する。

２　履修が許可された者には，単位互換履修生証を交付する。

　（履修手続）

第６条　履修を許可された場合は，所定の期日までに履修登録及び諸手続を行わなければならない。授業料は徴収

しない。ただし，実習費等を徴収することがある。

　（単位の授与及び証明書）

第７条　単位互換履修生は，履修を許可された授業科目の履修を修了し，所定の試験に合格した場合，単位を修得

することができる。

２　単位互換履修生は単位修得証明書を求めることができる。

　（履修の取り消し）

第８条　単位互換履修生として不適当と判断される場合は，教授会の議を経て，学長が履修の許可を取り消すこと

がある。

　（履修の取り止め）

第９条　本人の都合により履修期間の途中で履修を取り止める場合は，教務課にその旨を届出なければならない。

　（学則の準用）

第10条　単位互換履修生には学則を準用する。ただし，学則第21条は適用しない。
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　（規程の改廃）

第11条　この規程の改廃は，教務委員会で審議し，大学研究評議会に諮り学長が決定する。

附　則

１　この規程は，平成12年４月１日から施行する。

２　この改正規程は，平成31年４月１日から施行する。
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就実大学聴講生規程

制　　定　平成10年12月16日

最終改正　平成31年２月22日

　（総則）

第１条　この規程は学則第55条に基づき，聴講生の取扱いについて必要なことを定める。

　（出願資格）

第２条　聴講生として願い出ることのできる者は，聴講しようとする授業科目を学修するに足りる学力を有するも

のとし，男女を問わない。

　（出願書類）

第３条　聴講を希望する者は，原則所定の期日までに次の書類を教務課に提出しなければならない。

　　　一　出願期間（締切日が日曜にあたるときはその翌日までとする）

　　　　イ　通年・前期科目・後期科目　３月10日から４月30日まで

　　　　ロ　後期科目　　　　　　　　　９月１日から10月31日まで

　　　二　出願書類

　　　　イ　聴講生願書（本学所定用紙）

　　　　ロ　履歴書（本学所定用紙）

　　　　ハ　出願理由書（自筆　日本語で記すこと）

　　　　ニ　健康診断書（胸部X線検査を含む，１年以内のもの。複写可）

　　　　ホ　外国人の場合は，その他本学が必要と認める書類

　　　	　後期科目を願い出るにあたり，当該年度において前期科目を聴講した者，又は通年科目を聴講中の者は，

聴講生願書のみを提出し，その他は不要とする。

　（選考方法）

第４条　選考は書類審査及び授業担当者の了解によって行う。

　（聴講許可）

第５条	　聴講生として出願する者については，前条の選考結果に基づき教授会の議を経て学長が聴講を許可する。

２　科目聴講が許可された者には科目聴講許可書を交付する。

　（聴講手続）

第６条　聴講を許可された場合は，許可日から10日以内に下記に定める登録料及び聴講料を納めなければならな

い。ただし，外国に在住する者についてはこの限りではない。

２　学期開始日現在で満40歳に達している者は登録料の全額を免除し，併せて聴講料の半額を免除する。

３　納付した聴講料等は，原則として返付しない。

項　　　　目 金　　　　額

登録料（年額） ５,０００円

聴講料（半期１科目につき） １０,０００円
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　（単位の授与及び聴講証明書）

第７条　聴講生が聴講した授業科目の単位認定は行わない。

２　聴講生は聴講証明書を求めることができる。

　 （聴講の取消し）

第８条　聴講生として不適当と判断される場合は，教授会の議を経て，学長が聴講の許可を取り消すことがある。

　（聴講の取止め）

第９条　本人の都合により，聴講期間の途中で聴講を取り止める場合は，教務課にその旨を届出なければならな

い。

　（学則の準用）

第10条　聴講生には学則を準用する。ただし，学則第14条及び第21条は適用しない。

　（規程の改廃）

第11条　この規程の改廃は，教務委員会で審議し，大学教育研究評議会に諮り学長が決定する。

　　　附　則

１　この規程は，平成11年４月１日から施行する。

２　この改正規程は，平成31年４月１日から施行する。
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就実大学・就実短期大学　キャンパス
ネットワーク（S-Net）利用規程

制定　平成19年４月１日

改正　平成26年７月１日

　（目的）

第１条　この規程は，就実大学・就実短期大学（以下「本学」という。）キャンパスネットワーク（以下「S-Net」

という。）の適正かつ安全な利用を目的とする。

　（利用資格）

第２条　S-Net	を利用できる者は次のとおりとする。

　　　一　本学の学生ならびに教職員

　　　二　その他，情報システム部長が適当と認めた者

　（利用申請）

第３条　S-Net	を利用しようとする者は情報システム部長に申請し，許可を受けなければならない。

２　利用の期限は，本学の学生については在学期間中，本学の教職員については在職期間中とする。

　（機器の接続）

第４条　利用者が	S-Net	にネットワーク機器を新たに接続しようとするとき，接続している機器のネットワーク

仕様を変更しようとするときは，情報システム部長に申請し，許可を受けなければならない。

２　接続していた機器を廃止しようとするときは，情報システム部長に届出るものとする。

　（遵守事項）

第５条　S-Net	の利用者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。

　　　一　情報セキュリティに関する適正な知識と情報倫理を身につけ，ネットワークの安定的な運用に協力する

こと

　　　二　学術研究・教育および本学の業務以外の目的で利用しないこと

　　　三　人権とプライバシーを尊重し，公序良俗を守ること

　　　四　S-Net	の安定稼動と情報セキュリティを損なう行為を行わないこと

　（遵守事項違反）

第６条　第５条に規定する遵守事項に反する行為の発生または発生の恐れがある場合，情報システム部長はこれを

調査することができる。

２　情報システム部長は，前項の調査の結果，遵守事項に反する行為が認められた場合は，当該利用者の利用を停

止するとともに，S-Net	の秩序維持のために必要な措置をとることができる。

　（利用者の責任）

第７条　S-Net	の利用は，利用者の責任において行わなければならない。

２　S-Net	の障害などにより利用者に生じたデータ破損などの損害について，本学は責任を負わないものとする。

３　利用者が	S-Net	を利用して他者に損害を与えた場合は，利用者本人がその損害を賠償する責任を負うものと

する。

　（サービスの停止）

第８条　S-Net	は，メンテナンス又は予期せぬ障害などのため，計画的に，もしくは緊急に全部又は一部を停止す
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る場合がある。

　（雑　則）

第９条　S-Net	の利用についてこの規程に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。

　　　附　則

１　この規程は，平成19年４月１日から施行する。

２　この改正規程は，平成26年７月１日から施行する。



－ 188 －

諸
規
則

就実大学・就実短期大学　再入学規程

制　　定　令和４年２月16日

　（目的）

第１条　この規程は，就実大学学則第28条，就実短期大学学則第31条に基づき，再入学の取り扱いについて必要な

ことを定める。

　（出願資格）

第２条　再入学の出願資格を有する者は，次の各号に該当する者で，再入学日が退学日又は除籍日から１年経過し

ており，退学日又は除籍日から４年以内のものとする。

　　　一　当該学科が受け入れ可能であること。

　　　二	　健康上の理由，経済的理由などの正当な理由で退学した者，又は学費未納により除籍となった者で復籍

の許可期間を過ぎていること。

　　　三　再入学時には退学となる事由が解消されていること。

　　　四　入学後１年未満で退学又は除籍された者は除く。

　　　五　本規程に基づき再入学した後，退学した者又は除籍された者は，再入学の資格を有しない。

　（出願手続）

第３条　入学希望者は，学科の事前相談を受けたうえで出願期間に再入学審査料（20,000円）を納付し，次の書類

を教務課へ提出しなければならない。

　　　一　保証人連署の再入学願書

　　　二　在学中の成績証明書

　　　三　再入学の目的を含めた入学後の計画などを記述した書類

　　　四	　退学した理由とその経緯，現在，その理由となる事由が解消されていること，又は見込みであることを

記載した書類（学費未納により除籍となった者は，除籍となった時の状況と，現在は学費納入が可能となっ

ていることを記載した書類）

　　　五　その他，当該学科が必要とする資料

　（出願期間）

第４条　出願できる期間は，次のとおりとする。ただし，締切日が土曜日又は日曜日の場合は，翌々日又は翌日の

月曜日とする。

　　　一　前学期に再入学を希望する場合は，12月20日までとする。

　　　二　後学期に再入学を希望する場合は，６月20日までとする。

　（選考方法及び決定等）

第５条　当該学科が定めるところにより選考のうえ，教授会の意見を聴き，学長が決定する。

　（学年及び在学期間）

第６条　再入学の学年は，原則として退学又は除籍時の学年とする。

　２	　再入学した学生は，その学生が在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在学することはできない。た

だし，再入学前の在学期間を通算し，人文科学部，教育学部及び経営学部においては８年，薬学部においては

12年，短期大学においては４年を超えて在学することはできない。
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　（単位認定）

第７条　退学又は除籍前に修得した授業科目及び単位数の全部又は一部をすでに修得したものとして認めることが

ある。この認定は教授会の意見を聴き，学長が行う。

　（再入学手続き及び学費）

第８条　再入学を許可された者は，本学所定の書類を再入学学期前月の指定の期日までに提出しなければならない。

　２	　再入学を許可された者は，所定の学費を再入学学期前月の指定の期日までに納付しなければならない。ただ

し，入学金は免除する。

　（規程の改廃）

第９条　この規程の改廃は，教務委員会で審議し，大学教育研究評議会に諮り学長が決定する。

　　	附　則

　この規程は，令和４年４月１日から施行する。
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就実大学転学部・転学科規程

制　　定　平成13年４月１日

最終改正　令和４年３月23日

　 （総　則）

第１条　この規程は学則第34条の２に基づき，転学部又は転学科の取り扱いについて必要なことを定める。

　 （基本方針）

第２条	　他の学部・学科に転学部又は転学科を希望する場合には，原則として希望する転学部・転学科（以下「当

該学部・学科」という。）先が受け入れ可能な場合に限り出願することができる。

　 （出願資格）

第３条	　転学部又は転学科の出願資格を有する者は，出願時までに所属の学部および学科に半年以上在学している

者とする。

　 （出願方法および出願期間）

第４条	　転学部又は転学科を希望する者は，当該学部・学科に事前相談をしたうえで本学所定の転学部願・転学科

願を12月20日までに，教務課に提出しなければならない。

　　　　ただし，締切日が土曜日又は日曜日の場合は，翌々日又は翌日の月曜日とする。

　 （転学部，転学科の時期）

第５条　転学部又は転学科の時期は，学年の始めとする。

　 （選考方法）

第６条　転学部又は転学科を希望する者の選考は，当該学部・学科において書類審査，試験等により行う。

　 （転学部，転学科の許可）

第７条　転学部又は転学科の許可は，前条の選考結果に基づき，教授会の意見を聴き，学長が行う。

　 （在学年限及び既修得単位の認定）

第８条	　転学部又は転学科を許可された者の在学年限は学則第４条に準じる。ただし，過去に在学していた年数を

これに含めるものとする。

２　既修得単位の認定は，教授会の意見を聴き，学長が行う。

　 （規程の改廃）

第９条　この規程の改廃は，教務委員会で審議し，大学教育研究評議会に諮り学長が決定する。

　　　附　　則

　この改正規程は，令和４年４月１日から施行する。
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就実大学学内試験（定期試験，追･再試験）
における不正行為に対する処置

制　　定　昭和51年９月22日

最終改正　平成27年４月１日

１　次の行為は不正行為とする。

　一　代人が受験したり，受験を依頼すること。

　二　持ち込みを許可されていないノート，書籍，辞書，携帯電話･電子辞書等の電子機器類等を使用すること。

　三　持ち込みを許可されているノート，書籍，辞書，電子辞書類等を試験時間中に貸し借りすること。

　四　あらかじめ机等に書き込むこと，又はカンニングペーパー等を使用もしくは所持すること。　

　五　他人の答案を書き写す，又は他人に自己の答案を写させること。

　六　他人と答案用紙を交換すること。

　七　試験時間中に私語をすること。

　八　試験監督者の指示に従わない，又は公正な試験を妨げる行為をすること。

　九　以上に類する行為をすること。

２　前項の不正行為をしたと確認された場合，当該授業科目の試験日を含め，以後の受験を停止したうえ，これを

学内に公示する。

３　不正行為をした者の当該学年における通年履修科目はすべて０点とする。半期の科目については不正行為のお

こなわれた学期に履修したものをすべて０点とする。
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他の大学又は短期大学における
授業科目の履修等に関する規程

制定　平成20年11月19日

改正　平成31年２月22日

　（目的）

第１条　この規程は，就実大学（以下「本学」という。）学則第17条，第17条の２及び第18条に基づき，学生が在

学中又は入学前に，他の大学又は短期大学において行った授業科目の履修若しくは他の大学又は短期大学以

外の教育施設等において行った学修を，本学における授業科目の履修として認定する際に必要な事項を定め

る。

　（単位の認定）

第２条　前条の認定は，教授会の議を経て学長が行う。

　（初等教育学科において保育士資格を取得しようとする者の単位認定の取り扱い）

第３条　初等教育学科において保育士資格を取得しようとする者は，教育上有益と認めるときは，学生が在学中に

他の指定保育士養成施設において履修した授業科目又は入学前に指定保育士養成施設で履修した授業科目につい

て修得した単位を，30単位を超えない範囲で当該授業科目に相当する授業科目の履修により修得したものとみな

すことができる。

２　初等教育学科において保育士資格を取得しようとする者が，指定保育士養成施設以外の学校等（学校教育法

（昭和22年法律第216号））による大学，高等専門学校，高等学校の専攻科若しくは盲学校，聾学校若しくは養護

学校の専攻科，専修学校の専門課程又は同法第56条第１項に規定する者を入学資格とする各種学校）で履修した

授業科目について修得した単位については，本学で設定する教養科目に相当する授業科目について，30単位を超

えない範囲で修得したものとみなす。

３　初等教育学科において保育士資格を取得しようとする者が，外国の短期大学又は大学で修得した単位は，本学

の単位として認定しない。

　（規程の改廃）

第４条　この規程の改廃は，教務委員会で審議し，大学教育研究評議会に諮り学長が決定する。

　　　附　則

１　この規程は，平成21年４月１日から施行する。

２　この規程は，平成31年４月１日から施行する。
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就実大学・就実短期大学授業料等の
学費納付に関する取扱要領

制　　定　昭和63年４月１日

最終改正　令和３年４月１日

  （趣旨）

第１条　就実大学・就実短期大学授業料等の学費納付については，学則によるもののほか，この取扱要領の定める

ところによる。

  （定義）

第２条　この規程において授業料等の学費とは，授業料，教育充実費および在籍料をいう。

  （納付期日）

第３条　授業料等の学費は，本学指定の用紙により次の期間に納付しなければならない。

　一　前期分　４月６日〜４月23日

　　　後期分　10月６日〜10月23日

　　納付期限日が日曜・祭日等の金融機関休業日と重なった場合は，翌営業日とする。

　二　入学，休学，編入学，転入学，再入学，聴講を許可された者の納付期日については，その都度定める。

  （休学中の授業料等の学費）

第４条　休学中の授業料，教育充実費は，学則に規定する算式により算定した額が免除される。

　　　　ただし，在籍料およびその他の学費は全納しなければならない。

  （退学）

第５条　退学の場合は，当該期の授業料等の学費を納入しなければならない。

  （延納）

第６条　特別の事情により期日までに納付が困難な場合には，規定の用紙により納付延期願を学長宛に提出しなけ

ればならない。

  （除籍）

第７条　授業料等の学費の納付を怠り，督促してもなお納付しない者については，就実大学大学院学則第37条，就

実大学学則第38条及び就実短期大学学則第41条により除籍する。

  （死亡除籍の授業料等の学費）

第８条　死亡による除籍は，次の算式により算定した授業料の全額を返付する。ただし，当該期の授業料等の学費

が納付されていなければならない。

　　　　
授業料年額	×	

死亡日の翌月から納付済みの月数
	＋	教育充実費年額	×	

死亡日の翌月から納付済みの月数

　　　　　　　　　　　		　　　　　　 12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	12

　　　附　則

１　この要領は，昭和63年４月１日から施行する。

２　この改正要領は，改正の日から施行する。
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就実大学・就実短期大学授業料等の
学費未納者に対する督促手続要領

制　　定　昭和62年４月１日

最終改正　平成20年４月１日

第１条　授業料等の学費未納者に対する督促手続はこの要領の定めるところによる。

第２条　授業料等の学費を納付期限までに納付しない者があるときは，事務部長は次のとおり督促するものとす

る。

　一　第１回督促は前期５月10日，後期11月10日に本人宛別記様式１の学費納入のお願いを送付する。

　二	　第２回督促は前期６月10日，後期12月10日に本人宛別記様式２の督促状と振込納付書を送付する。

　三　第３回督促は前期９月11日，後期翌年１月11日に保証人宛別記様式３の督促状を送付する。

　四　最終督促は，前・後期とも翌年３月１日に保証人宛別記様式４の督促状を書留郵便により送付する。

第３条　授業料等の学費延納許可を受けた者で所定の納付期限までに納付しない者があるときは，事務部長は前・

後期とも翌年３月１日に保証人宛別記様式４の督促状を送付する。

第４条　第２条及び第３条の督促後，３月31日においてなお納付していない者については，学長は３月31日付で学

則の規定により除籍する。

第５条　除籍決定後直ちに学長は，本人及び保証人に対し除籍通知を書留郵便で送付する。

　　　附　則

１　この要領は，昭和62年４月１日から施行する。

２　この改正要領は，改正の日から施行する。



諸規則

－ 195 －

諸
規
則

制　　定　平成８年９月26日
最終改正　令和４年４月１日

　 （趣旨）
第１条　就実大学・就実大学大学院・就実短期大学における学費等納付金及び諸費用に関しては，他

の学則・規程に別段の定めのあるもののほか，この規程の定めるところによる。
　 （種類及び額）
第２条　就実大学・就実大学大学院・就実短期大学において徴収する学費等納付金及び諸費用の額は，

次の表のとおりとする。
　１．学費等納付金（入学金を除き年額）
　　令和２年度以降入学生 　（単位　円）

　

大 学 院 大　学
（人文科学部）

大　学
（教育学部･経営学部）

大　学
（薬学部） 短 期 大 学

種 類 金　額 種 類 金　額 種 類 金　額 種 類 金　額 種 類 金　額

入学金 入学金 入学金 入学金

授業料 授業料 授業料 授業料

教育
充実費

教育
充実費 － 教育

充実費  　－  教育
充実費

教育
充実費  　－  

　　令和元年度以前入学生 　（単位　円）

　

大 学 院 大　学
（人文科学部）

大　学
（教育学部･経営学部）

大　学
（薬学部） 短 期 大 学

種 類 金　額 種 類 金　額 種 類 金　額 種 類 金　額 種 類 金　額

入学金 入学金 入学金 入学金

授業料 授業料 授業料 授業料

教育
充実費

教育
充実費 － 教育

充実費  　－  教育
充実費

教育
充実費  　－  

　　※入学金は，入学時に納付しなければならない。ただし，再入学の場合は，入学金を免除する。
    ※授業料，教育充実費は前学期・後学期の２期に分けて納付しなければならない。

　２．入学検定料　 　 （単位　円）　　　　
　

学費等納付金及び諸費用に関する規程
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　３．資格課程納付金（履修者のみ） （単位　円）

　 大　　　　　　　　学 短　　期　　大　　学
種　　　　　　類 金　額 種　　　　　　類 金　額

教育実習費（　幼　）
）　小　（ 　　〃　　
）高・中（ 　　〃　　
）　中　（ 　　〃　　
）　高　（ 　　〃　　

）援支別特（ 　　〃　　
）護　養（ 　　〃　　 プレゼンテーション実務士課程登録費

保育実習費（保育所・施設）
介護等体験費
博物館実習費
社会教育実習費 大　　　 学 　　　院
医療秘書実習費 金　額
図書館司書課程登録費 実　費

社会教育主事課程登録費

公認心理師実習登録費

　４．交換留学生寮（コーポ　サンライト）

　５．証明書等手数料　 　（単位　円） 
種　　　　　　　類 金　額 種　　　　　　類 金　額

在学証明書

成績証明書 100 単位修得証明書 100

卒業（ 100

学位授与証明書 100

証明書 100 学生証再交付

教育職員免許状取得見込証明書 100 学長推薦状 100

100 100

100

健康診断証明書 100
幼稚園教諭免許所有者
保育士試験免除科目専修証明書 100

35,000
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　３．資格課程納付金（履修者のみ） （単位　円）

　 大　　　　　　　　学 短　　期　　大　　学
種　　　　　　類 金　額 種　　　　　　類 金　額

教育実習費（　幼　）
）　小　（ 　　〃　　
）高・中（ 　　〃　　
）　中　（ 　　〃　　
）　高　（ 　　〃　　

）援支別特（ 　　〃　　
）護　養（ 　　〃　　 プレゼンテーション実務士課程登録費

保育実習費（保育所・施設）
介護等体験費
博物館実習費
社会教育実習費 大　　　 学 　　　院
医療秘書実習費 金　額
図書館司書課程登録費 実　費

社会教育主事課程登録費

公認心理師実習登録費

　４．交換留学生寮（コーポ　サンライト）

　５．証明書等手数料　 　（単位　円） 
種　　　　　　　類 金　額 種　　　　　　類 金　額

在学証明書

成績証明書 100 単位修得証明書 100

卒業（ 100

学位授与証明書 100

証明書 100 学生証再交付

教育職員免許状取得見込証明書 100 学長推薦状 100

100 100

100

健康診断証明書 100
幼稚園教諭免許所有者
保育士試験免除科目専修証明書 100

35,000

　６．駐車場利用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

　　但し，身体的理由（病気・障害等）により特別に許可を受けた者は徴収しない。

　 （徴収方法）
第３条　徴収については，別段の定めがあるもののほかは，出納責任者が行う。

　 （納入した諸費用）
第４条　既納の諸費用は，原則として返付しない。

　　　附　則
１　この規程は，平成８年９月26日から施行し，平成８年４月１日から適用する。
２　この改正規程は，改正の日から施行する。
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就実大学・就実短期大学後援会会則

制　　定　昭和29年６月１日

最終改正　令和２年４月１日

第１条　本会は就実大学・就実短期大学後援会と称する。

第２条　本会は次の諸項を目的とする。

　一　本学の教育研究環境整備に関する事項

　二　学生の研究助成に関する事項

　三　学生の就職指導及びあっせんの助成に関する事項

　四　学生の厚生及び保健の助成に関する事項

　五　会員の親睦に関する事項

　六　その他本会の目的達成に必要な事項

第３条　本会は次の会員をもって組織する。

　　　　　正　会　員　　本学学生の父母兄姉等保証人

　　　　　賛助会員　　　特に本会の趣旨に賛同する関係者

第４条　本会に次の役員を置く。

　　　　　会　　長　　　１　名

　　　　　副 会 長　　　２　名

　　　　　評 議 員　　　若干名

　　　　　監査委員　　　２　名

第５条　役員の任期は一年とする。ただし重任は妨げない。

　　　　補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第６条　役員の選任は次の方法による。

　　　	　会長，副会長及び監査委員は評議員会において選任する。評議員は正会員の中から学年単位に各数名を互

選し，別に会長の委嘱によるもの若干名を加える。

第７条　役員の任務は次のとおりとする。

　　　　会長は会務を総理し会議を司会する。

　　　　副会長は会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務を代行する。

　　　　評議員は会長の諮問に応じ会員を代表して会務の重要事項を審議する。

　　　　監査委員は会計を監査する。

第８条　本会に顧問を置くことができる。

　　　　顧問は役員会の議を経て会長が委嘱する。

第９条　本会は次の会議を行う。

　　　　　総　　　会　原則として年１回これを開き会務の重要事項を審議し決議する。

　　　　　役　員　会　年数回定期又は臨時にこれを開く。

　　　　　　　　　　　やむを得ない場合は役員会の議決をもって総会の議決に代えることができる。

　　　　　専門委員会　必要に応じこれを設けることができる。

　　　　　　　　　　　委員会の構成その他については会長が定める。
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　　　　その他会員の要求により必要な諸会合を行う。

第10条　本会の経費は会員の会費，入会金，一般篤志者の寄附金その他をもって充てる。

第11条　会費は年額30,000円とする。

　　　　入会金は2,000円とする。

　　　　ただし賛助会員は任意とする。

第12条　本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。

第13条　本会は事務所を大学内に置く。

第14条　本会則に基づき必要に応じて細則を定める。

　　　附　則

１　この会則は，昭和29年６月１日から施行する。

２　この改正会則は，改正の日から施行する。

３　第２条及び第11条の改正は，令和２年４月１日から施行する。
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就実大学・就実大学大学院薬学会会則

制定　平成24年４月１日

改正　平成31年４月１日

第１条　本会は就実大学・就実大学大学院薬学会と称する。

第２条　本会は薬学に関する学術研究を行い，あわせて会員相互の研究上の連携と親睦を図ることを目的とする。

第３条　本会は上記の目的を達成するために次の事業を行う。

　一　総会の開催

　二　研究会及び講演会の開催

　三　その他，本会の適当と認める事業

第	４条　本会の会員は維持会員及び一般会員とする。

　維持会員は，就実大学薬学部教職員及び本会の趣旨に賛同する者とする。

　	一般会員は，就実大学薬学部学生及びその卒業生，並びに就実大学大学院医療薬学研究科学生及びその修了生と

する。

　その他，本会の発展のため，特別会員をおくことができる。

第５条　会員は同一の権限，権利を有し，研究及び発表の使宜が与えられる。

第６条　本会に次の役員をおく。

　一　会長１名　　　　薬学部学部長がこれにあたる。

　二　運営委員若干名　維持会員及び一般会員の中から選出する。

第７条　会長は会務を総括し，原則として３年毎に総会を招集する。

第８条　会費は次のとおりとする。

　一　維持会員　2,000円

　二　一般会員　1,000円

第	９条　本会の経費は会費その他の収入をもってこれに充てる。

　会計年度は４月１日に始まり翌年の３月31日に終わる。毎年１回会計報告を行う。

第10条　会則の変更は運営委員会の発意により，総会の承認を受けてこれを行う。

第11条　この会則に定めるもののほか，本会の運営に必要な事項は運営委員会で審議し，決定する。

　　　附則

この会則は，平成24年４月１日から施行する。

　　　附則

この会則は，平成31年４月１日から施行する。
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就実大学同窓会会則

制定　昭和58年３月19日
改正　令和４年６月25日

第　１　章　　総　　　　　則
第１条　本会は就実大学同窓会と称する。

第２条　本会は会員相互の親睦，向上を図ると共に，大学の発展に寄与することを目的とする。

第３条　本会は事務所を就実大学内に置く。

第　２　章　　会　　　　　員
第４条　本会は次の会員をもって組織する。

　一　通常会員　就実大学卒業生

　二　特別会員　就実大学現旧教職員

　　　その他幹事会の推薦又は承認によって特別会員又は通常会員とすることができる。

第　３　章　　役　　　　　員
第５条　本会には次の役員を置く。

　一　会　　　長　　１　名　通常会員より選出する

　二　副　会　長　　２　名　通常会員より選出する

　　会長，副会長は幹事会において選出する

　三　幹　　　事　　若干名　会員の互選とする

　四　常 任 幹 事　　若干名　幹事の中から会長が委嘱する

　五　庶	務	会	計　　若干名　会長が委嘱する

　六　監　　　事　　若干名　会長が委嘱する

　七　顧　　　問　　若干名　必要に応じて会長が委嘱する

　　役員の任期は２年とする。ただし重任を妨げない。

第６条　本会の役員は次の事務を処理する。

　一　会長は会務を統轄する

　二　副会長は会長を補佐し，会長差し支えのときはその職務を代行する

　三　幹事は幹事会を組織し，本会の運営に当たる

　四　常任幹事は常任幹事会を組織し，会務の執行に当たる

　五　庶務会計は会長の命を受けて庶務・会計の事務をつかさどる

　六　監事は会計事務を監査する

　七　顧問は会長の諮問に応じる

第　４　章　　事業および会費
第７条　本会は第２条の目的達成のため次の事業を行う。

　一　会報の発行（会計・会務の報告）

　二　同窓会名簿の作成

　三　講演会・講習会の開催

　四　就実大学入学祝い金（なでしこ基金）の運営
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　五　その他本会の目的達成上必要な事項

第８条　本会の経費は次のものをもって充てる。

　一　会　　　費　　入学年度から４年間で20,000円（年額		5,000円）

　二　特別寄付金

第９条　本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。

第　５　章　　会　　　　　議
第10条　本会の会議は次のとおりとする。

　一　総　　　会　　会長が必要と認めたとき招集する

　二　幹　事　会　　毎年１回以上会長が招集する

　三　常任幹事会　　会長が必要と認めたとき招集する

第11条　本会の幹事会において行う事項は次のとおりとする。

　一　役員の選出および承認

　二　会務の報告

　三　予算の決議および決算の承認

　四　会則の変更

　五　細則の決定

　六　その他会長が必要と認める事項

第12条　本会の常任幹事会において行う事項は次のとおりとする。

　一　事業の執行

　二　細則の作成

　三　幹事会提出議題の作成

　四　その他会長の必要と認める事項

第13条　本会は会員が多数在住する地方には，該当会員多数の希望により幹事会の承認を経て，本会支部を設ける

ことができる。支部に関する規程は別に定める。

　　　附　則

１　この会則は，昭和58年３月19日から施行する。

２　この会則は，令和４年４月１日から施行する。



教育の目的

就 実 大 学 大 学 院

　本大学院は，建学の精神に基づき，人間性を尊重し，地球規模の視野に立つ豊かな学識，教養
を培い，専攻分野の研究において学術，文化の進展に寄与するとともに，高度の専門的知識を活
用して社会に貢献する職業的能力を備えた人材を育成することを目的とする。（就実大学大学院
学則第２条）

研究科の人材の育成及びその他教育研究上の目的

医療薬学研究科

　疾病治療薬学専攻
　医療人としての高い倫理観を持ち，科学の発展及び人々の健康と福祉に貢献するための高度な
専門性と優れた研究能力を有する指導的人材の育成を目的とする。

建学の精神

　「去華就実」は，明治41年（1908年）に発布された戊申詔書の中に出てくる「華を去り，実に
就く」の漢語表現であり，本学はこれを建学の精神にしている。明治44年以来用いられている  
「就実」という校名もここから来ている。
　この言葉には，外見の華やかさに心奪われるのでなく，内面の豊かさや知性，社会に貢献でき
る実践的な能力などを身につけること，という高い志が込められている。

去華就実



医療薬学研究科

【３つのポリシー】
●ディプロマ・ポリシー（修了認定及び学位授与の方針）
科学の進歩に伴う医療の高度化，それに伴う様々な医薬品の出現により，医療従事者の役割は日々増大している。
特に，医療薬学分野での薬学関係者への期待は増すばかりである。医療薬学研究科では，「これまでの薬学部教育
で培ってきた知識と経験をもとに，患者さんへの最適・最良の薬物治療を実践するために，科学的な根拠を自ら明
らかにして新しい治療法を提案できる人材を養成する」ことを教育目標として，次のような能力を身につけている
ことを学位授与の方針とする。
１．自ら諸問題を見出し，科学的根拠に基づいた対応ができ，地域における医療の中核を担うことができる
２．チーム医療の中で最適な薬物療法を提案し，優れた観察力を持って有効性・安全性を解析できる
３．	柔軟で知的好奇心に満ちた思考と強い熱意を持って，社会のニーズに合った創薬や育薬を考えることができる
４．患者のかかえる問題に対して，科学的思考に基づいて考察し，問題解決に導くことができる
なお，４年間を通して特定の研究指導教員及び研究指導補助教員の指導の下に課題研究を実施し，博士論文を作
成し，論文審査及び公開審査に合格することにより，博士（医療薬学）の学位が授与される。

●カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）
医療薬学研究科では，患者さんを中心とする医療薬学のなかで種々の未解決問題，そして将来への新しい取り組
みについて，積極的に関わっていくことになる。従って，薬物治療等において，まず薬の探索，臨床評価を含め創
薬の段階での課題，また病態と医薬品適正使用時の課題，さらに専門薬剤師等による安全性と的確な薬物使用を掘
り下げ薬物の特徴を見い出す育薬における課題等を抽出し，それを分析・解析し患者さんの疾患の治療に寄与する
ことを目的としている。その目的を達成するための教育課程として，大学院生は「最適薬物療法学分野」・「病態解
析診断薬学分野」のいずれかの分野に所属し，高度な専門知識を身につけ，医療薬学における臨床的課題を研究テー
マとして博士論文を作成する。１年次において，まず医療薬学特別講義（大学院特別講義）を必修科目として開講し，
医療薬学分野における諸問題と，研究の必要性を理解することができるようにする。また，各分野で開講される高
度専門教育科目の中から必要な科目をバランスよく選択履修することにより，幅広い専門知識を身につける。さら
に，各分野の教員が行う研究課題の抽出・情報収集・解析に関する演習科目（最適薬物療法学演習または病態解析
診断薬学演習）は，課題研究を実施する上で必要不可欠であり，必修とする。本演習科目では，主任の研究指導教
員だけでなく，分野内の他の教員からの指導を受けることにより，問題点を多角的に捉え，解決の糸口を見出すこ
とができる。これらは，いずれも新しい提案等の問題解決能力を醸成する上で大きな特色を有している。課題研究
は４年間を通して，特定の研究指導教員及び研究指導補助教員の指導の下に実施される。

●アドミッション・ポリシー（入学者の受入れ方針）
医療薬学研究科では，基礎・応用・臨床薬学に関する知識・技能・態度に加え，さらに医療人としての適正な倫
理性，患者さんの気持ちに寄り添う優しさを持ち，また医療薬学研究に対する強い熱意と，柔軟で知的好奇心に満
ちた思考を備えた学生を求める。薬学部出身者のみならず，広く科学を学んだ人や医療施設等で研鑽を積んできた
社会人も対象に，次の５つの志を持つ学生を幅広く受け入れる。
１．科学的根拠を持って医療現場の諸問題や社会のニーズに応えたいと望んでいる人
２．チーム医療の中で，最適・最新な薬物治療に貢献することを望んでいる人
３．難治疾患の発症機構の解明と新薬の開発に興味と関心を持っている人
４．医療現場に直結した創薬や育薬に興味と関心を持っている人
５．患者さんの心理的苦痛に配慮して，心・身の両面から患者さんを支援することを望んでいる人
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学生支援方針

【基本方針】

　就実大学・就実短期大学は，「去華就実」の基本理念に基づき，創造性・主体性・実践力を備えた人間性豊かな

人材の育成を目標として，全学が協力し，すべての学生に対して，適切な修学支援，学生生活支援，キャリア支援

を行う。

【修学支援方針】

　円滑な学修が継続できる指導・相談体制を整える。

　留年，休学，退学する学生の状況把握と分析に基づいて実効性のある支援を行う。

　障がいのある学生一人ひとりに応じた支援を着実丁寧に行う。

　海外留学・語学研修・国際交流を積極的に支援する。

【学生生活支援方針】

　学生が心身ともに安定した学生生活が送ることができるよう，学生のニーズに応える実効性のある支援を行う。

　学生が経済的事情により休学や退学に陥らないよう，奨学金の充実を図る。

　学生の自主的な活動を奨励し，学友会，クラブ・サークル，ボランティア等の正課外活動や社会活動を積極的に

支援する。

【キャリア支援方針】

　学生の社会的・職業的な自立に向け，主体的に人生をデザインし，進路選択するための知識，能力，態度を育成

することを目指してキャリア支援を行う。

　学生の希望する進路選択を実現するため，一人ひとりに応じた就職支援を着実丁寧に行う。

　初年次教育との連携を図り，低年次からのキャリア形成に向けて支援を行う。
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就 実 大 学 大 学 院 学 則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 本学則は，就実大学（以下「本学」という。）学則第５条の規定に基づき，就実大学大学院

（以下「本大学院」という。）に関し必要な事項を定める。

（目的）

第２条 本大学院は，建学の精神に基づき，人間性を尊重し，地球規模の視野に立つ豊かな学識，教

養を培い，専攻分野の研究において学術，文化の進展に寄与するとともに，高度の専門的知識を活

用して社会に貢献する職業的能力を備えた人材を育成することを目的とする。

（自己評価等）

第３条 本大学院は，教育研究水準の向上を図るとともに，前条の目的及び社会的使命を達成するた

め，教育研究活動の状況について自ら点検，評価，改善を行う。

２ 前項の点検，評価，改善を行うため，本大学院に自己点検・評価・改善委員会を置く。

３ 自己点検・評価・改善委員会に関する規程は別に定める。

（課程，研究科，専攻及び収容定員）

第４条 本大学院の課程は，修士課程及び博士課程とする。

２ 本大学院に設置する研究科，専攻及び収容定員は次のとおりとする。

研 究 科 専 攻 入学定員 収容定員

人文科学研究科

（修士課程）
人文科学専攻 １０名 ２０名

教育学研究科

修士課程
教育学専攻 ８名 １６名

医療薬学研究科

（博士課程）
疾病治療薬学専攻 ４名 １６名

（研究科の人材育成の目的及びその他教育研究上の目的）

第４条の２ 研究科における人材の育成に関する目的及びその他教育研究上の目的は次のとおりとす

る。

研究科 専 攻 目 的

人文科学研究科

（修士課程）
人文科学専攻

広い視野に立って深い学識を授け，各分野における研究

能力をいっそう高めるとともに，現代社会で必要とされ

る表現力・実践力・応用力に磨きをかけ，今日の複雑な

諸課題への対応能力をそなえた人材を育成することを目

的とする。

教育学研究科

修士課程
教育学専攻

現代の教育をめぐる諸問題に高い見識と実践力をもって

，教育実践，教育支援あるいは心理支援を担う人材の育

成を目的とする。そのため，課題探求意識のもと，理論

と実践の統合をはかり，現代の教育現場・心理臨床現場

に活用し得る教育・研究能力を涵養する。

医療薬学研究科

（博士課程）
疾病治療薬学専攻

医療人としての高い倫理観を持ち，科学の発展及び人々の

健康と福祉に貢献するための高度な専門性と優れた研究能

力を有する指導的人材の育成を目的とする。
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（修士課程修業年限及び在学年限）

第５条 本大学院研究科修士課程の修業年限は２年とする。

２ 本大学院研究科修士課程の学生は４年を超えて在学することができない。

（博士課程修業年限及び在学年限）

第５条の２ 本大学院研究科博士課程の修業年限は４年とする。

２ 本大学院研究科博士課程の学生は８年を超えて在学することができない。

（長期履修制度）

第５条の３ 第５条及び第５条の２の規定にかかわらず，本大学院研究科において，修業年限を超え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する者があるときは，研究科

委員会において相当の資格があると認めた者につき，本学の教育に支障がない場合に限り，学長が

許可することができる。

２ 長期履修学生に関する規程は別に定める。

第２章 職員組織

（職員組織）

第６条 研究科における授業及び研究指導は，教授が担当する。ただし，必要があるときは，准教授

又は講師，助教に分担させることができる。

２ 大学院に関する事務は，大学の事務組織がこれにあたる。

（職員の職務）

第７条 職員の職務は，学校教育法及び就実学園就業規則の定めるところによる。

第３章 大学教育研究評議会，研究科委員会

（大学教育研究評議会）

第８条 本学に，教育研究に関する重要な事項を審議するため大学教育研究評議会（以下「評議

会」という。）を置く。

（評議会の構成）

第８条の２ 評議会は，学長，副学長，研究科長，学部長及び事務部長をもって構成する。

２ 前項の規定にかかわらず，学長が必要と認めたときは，評議会を構成する者以外の者の出席

を求めることができる。

（評議会の役割・権限）

第８条の３ 評議会は学長の諮問機関とし，教育研究に関する重要な事項で学長が必要と認めた

ものを審議する。

２ 評議会に関する規程は，学長が別に定める。

（各種委員会の設置）

第８条の４ 評議会のもとに，各種委員会を置く。

２ 各種委員会に関する規程は別に定める。

（研究科長）

第９条 研究科に研究科長を置く。

２ 研究科長は研究科に関する事項を掌理する。

（研究科委員会の構成）

第９条の２ 本大学院に，研究科委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会は研究科長及び研究指導担当者をもって構成する。ただし，委員会が必要と認めたとき

は，研究指導補助者を加えることができる。
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（修士課程修業年限及び在学年限）

第５条 本大学院研究科修士課程の修業年限は２年とする。

２ 本大学院研究科修士課程の学生は４年を超えて在学することができない。

（博士課程修業年限及び在学年限）

第５条の２ 本大学院研究科博士課程の修業年限は４年とする。

２ 本大学院研究科博士課程の学生は８年を超えて在学することができない。

（長期履修制度）

第５条の３ 第５条及び第５条の２の規定にかかわらず，本大学院研究科において，修業年限を超え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する者があるときは，研究科

委員会において相当の資格があると認めた者につき，本学の教育に支障がない場合に限り，学長が

許可することができる。

２ 長期履修学生に関する規程は別に定める。

第２章 職員組織

（職員組織）

第６条 研究科における授業及び研究指導は，教授が担当する。ただし，必要があるときは，准教授

又は講師，助教に分担させることができる。

２ 大学院に関する事務は，大学の事務組織がこれにあたる。

（職員の職務）

第７条 職員の職務は，学校教育法及び就実学園就業規則の定めるところによる。

第３章 大学教育研究評議会，研究科委員会

（大学教育研究評議会）

第８条 本学に，教育研究に関する重要な事項を審議するため大学教育研究評議会（以下「評議

会」という。）を置く。

（評議会の構成）

第８条の２ 評議会は，学長，副学長，研究科長，学部長及び事務部長をもって構成する。

２ 前項の規定にかかわらず，学長が必要と認めたときは，評議会を構成する者以外の者の出席

を求めることができる。

（評議会の役割・権限）

第８条の３ 評議会は学長の諮問機関とし，教育研究に関する重要な事項で学長が必要と認めた

ものを審議する。

２ 評議会に関する規程は，学長が別に定める。

（各種委員会の設置）

第８条の４ 評議会のもとに，各種委員会を置く。

２ 各種委員会に関する規程は別に定める。

（研究科長）

第９条 研究科に研究科長を置く。

２ 研究科長は研究科に関する事項を掌理する。

（研究科委員会の構成）

第９条の２ 本大学院に，研究科委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会は研究科長及び研究指導担当者をもって構成する。ただし，委員会が必要と認めたとき

は，研究指導補助者を加えることができる。

（委員会の役割・権限）

第 条 委員会は，学長の諮問機関とし，学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を

述べるものとする。

一 学生の入学，課程の修了

二 学位の授与

三 前二号に掲げるもののほか，教育研究に関する重要な事項で，学長が委員会の意見を聴くこと

が必要であると認めるもの

２ 委員会は，前項に規定するもののほか，学長及び研究科長がつかさどる教育研究に関する事項に

ついて審議し，及び学長等の求めに応じ，意見を述べることができる。

３ 委員会に関する規程は学長が別に定める。

第４章 学年，学期及び休業日

（学年，学期及び休業日）

第 条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月 日に終わる。

第 条 学年を次の２学期に分ける。

前学期 ４月１日から９月 日まで

後学期 月１日から翌年３月 日まで

第 条 休業日は，次のとおりとする。

一 日曜日

二 国民の祝日に関する法律に規定する休日

三 学園創立記念日 ５月 日

四 夏期休業日 ８月１日から９月 日まで

五 冬期休業日 月 日から翌年１月７日まで

六 学年末休業日 ３月 日から３月 日まで

２ 必要がある場合においては，学長は，前項の規定に関わらず，臨時に休業日を設け又は休業日を

変更することができる。

第５章 教育方法及び履修方法

（教育方法）

第 条 本大学院の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に関する指導（以下「研究指導」

という。）によって行う。

２ 委員会において教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期

において授業又は研究指導を行うことができる。

（授業科目及び単位数）

第 条 本大学院において開設する授業科目と単位数は別表 １ ２ ３ のとおりとする。

（授業の方法）

第 条の２ 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う

ものとする。

２ 前項の授業は，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させること

ができる。

３ 第１項の授業は，外国において履修させることができる。

前項の規定により，多様なメディアを高度に利用して当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場

合についても，同様とする。

４ 第１項の授業の一部を，校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

５ 第２項に関し必要な事項は，別に定める。
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（履修方法）

第 条 研究科における授業科目の履修方法と研究指導の方法については別に定める。

（指導教授）

第 条 授業科目の履修の指導及び研究指導を行うため，各学生に指導教授を定める。

（単位の授与）

第 条 授業科目を履修し，その試験または研究報告の審査に合格した者には，所定の単位を与え

る。

２ 単位修得の認定は，担当教員が行う。

（単位の計算方法）

第 条 各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を 時間の学修を必要とする内容をもって構成す

ることを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考

慮して，次の基準により計算するものとする。

一 講義については， 時間の授業をもって１単位とする。

二 演習については， 時間から 時間の授業をもって１単位とする。

三 実験，実習及び実技等については， 時間から 時間の授業をもって１単位とする。

四 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行

う場合については，その組み合わせに応じ，前三号に規定する基準を考慮して本学が定める時間

の授業をもって１単位とする。

（成績の評語）

第 条 成績の評語は， 点以上を秀， 点以上を優， 点以上を良， 点以上を可とし， 点未満

を不可とする。

（他大学院における授業科目の履修等）

第 条 委員会において教育上有益と認めるときは，他の大学院との協議に基づき，学生に当該他大

学院の授業科目を履修又は，研究指導を受けさせることができる。ただし，研究指導を受ける期間

は，１年を超えないものとする。

２ 前項の規定により，他の大学院において履修した期間は，大学院の在学期間に算入する。

３ 第１項の規定により履修した授業科目について，修得した単位は，委員会の意見を聴き， 単位

を限度として本大学院で修得したものとして学長が認めることができる。

４ 認定単位は，前項の単位と第 条の単位と合わせて 単位を超えないものとする。

（他の研究科等における授業科目の履修等）

第 条の２ 委員会において教育上有益と認めるときは，本大学院の他の研究科との協議に基づ

き，学生に当該他研究科の授業科目を履修させることができる。

２ 前項の規定により履修した授業科目について，修得した単位は，委員会の意見を聴き，８単

位を限度として本大学院で修得したものとして学長が認めることができる。

（既修得単位の取扱）

第 条 本大学院に入学する以前に他の大学院において修得した既修得単位については，研究科にお

いて教育上有益と認めるときは，委員会の意見を聴き， 単位を限度として本大学院において修得

した単位として学長が認めることができる。

２ 認定単位は，前項の単位と第 条第 項の単位と合わせて 単位を超えないものとする。

第６章 課程修了及び学位

（修士課程修了要件）

第 条 修士課程を修了するためには，本大学院に２年以上在学し，所定の授業科目について 単位

以上修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士の学位論文の審査及び最終試験に合格しなけ

ればならない。

（博士課程修了要件）

第 条の２ 博士課程を修了するためには，本大学院に４年以上在学し，所定の授業科目について
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（履修方法）

第 条 研究科における授業科目の履修方法と研究指導の方法については別に定める。

（指導教授）

第 条 授業科目の履修の指導及び研究指導を行うため，各学生に指導教授を定める。

（単位の授与）

第 条 授業科目を履修し，その試験または研究報告の審査に合格した者には，所定の単位を与え

る。

２ 単位修得の認定は，担当教員が行う。

（単位の計算方法）

第 条 各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を 時間の学修を必要とする内容をもって構成す

ることを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考

慮して，次の基準により計算するものとする。

一 講義については， 時間の授業をもって１単位とする。

二 演習については， 時間から 時間の授業をもって１単位とする。

三 実験，実習及び実技等については， 時間から 時間の授業をもって１単位とする。

四 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行

う場合については，その組み合わせに応じ，前三号に規定する基準を考慮して本学が定める時間

の授業をもって１単位とする。

（成績の評語）

第 条 成績の評語は， 点以上を秀， 点以上を優， 点以上を良， 点以上を可とし， 点未満

を不可とする。

（他大学院における授業科目の履修等）

第 条 委員会において教育上有益と認めるときは，他の大学院との協議に基づき，学生に当該他大

学院の授業科目を履修又は，研究指導を受けさせることができる。ただし，研究指導を受ける期間

は，１年を超えないものとする。

２ 前項の規定により，他の大学院において履修した期間は，大学院の在学期間に算入する。

３ 第１項の規定により履修した授業科目について，修得した単位は，委員会の意見を聴き， 単位

を限度として本大学院で修得したものとして学長が認めることができる。

４ 認定単位は，前項の単位と第 条の単位と合わせて 単位を超えないものとする。

（他の研究科等における授業科目の履修等）

第 条の２ 委員会において教育上有益と認めるときは，本大学院の他の研究科との協議に基づ

き，学生に当該他研究科の授業科目を履修させることができる。

２ 前項の規定により履修した授業科目について，修得した単位は，委員会の意見を聴き，８単

位を限度として本大学院で修得したものとして学長が認めることができる。

（既修得単位の取扱）

第 条 本大学院に入学する以前に他の大学院において修得した既修得単位については，研究科にお

いて教育上有益と認めるときは，委員会の意見を聴き， 単位を限度として本大学院において修得

した単位として学長が認めることができる。

２ 認定単位は，前項の単位と第 条第 項の単位と合わせて 単位を超えないものとする。

第６章 課程修了及び学位

（修士課程修了要件）

第 条 修士課程を修了するためには，本大学院に２年以上在学し，所定の授業科目について 単位

以上修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士の学位論文の審査及び最終試験に合格しなけ

ればならない。

（博士課程修了要件）

第 条の２ 博士課程を修了するためには，本大学院に４年以上在学し，所定の授業科目について

単位以上修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士の学位論文の審査及び最終試験に合格し

なければならない。ただし 在学期間に関し，優れた研究業績をあげた者については，特例として３

年以上在学すれば修業年限を短縮することができるものとする。

２ 修業年限の短縮に関する規程は別に定める。

（修士課程修了の認定）

第 条 修士課程修了の認定は，委員会の意見を聴き，学長が修士課程修了の認定を行う。

（博士課程修了の認定）

第 条の２ 博士課程修了の認定は，委員会の意見を聴き，学長が博士課程修了の認定を行う。

（学位）

第 条 修士課程を修了した者に，人文科学研究科人文科学専攻には修士（人文科学），教育学研究

科教育学専攻には修士（教育学）の学位を授与する。

２ 博士課程を修了した者に，博士（医療薬学）の学位を授与する。

３ 学位の授与に関する規程は別に定める。

（教育職員免許状）

第 条 本大学院において，教育職員免許状を取得しようとする者は，教育職員免許法及び同法施行

規則に定める必要単位数を修得しなければならない。

２ 本大学院において，取得できる教育職員免許状の種類は次のとおりである。

研究科 専攻 免許状の種類 免許教科

人文科学研究科 人文科学専攻

高等学校教諭専修免許状

中学校教諭専修免許状

国語

国語

高等学校教諭専修免許状

中学校教諭専修免許状

外国語 英語

外国語 英語

高等学校教諭専修免許状

中学校教諭専修免許状

地理歴史

社会

教育学研究科 教育学専攻

幼稚園教諭専修免許状

小学校教諭専修免許状

養護教諭専修免許状

特別支援学校教諭専修免許状

３ 中学校教諭専修免許状を取得するには中学校教諭一種免許状，高等学校教諭専修免許状を取得す

るには高等学校教諭一種免許状のそれぞれの所要資格を満たし，かつ大学院での必要単位数を修得

すること。

４ 幼稚園教諭専修免許状を取得するには幼稚園教諭一種免許状，小学校教諭専修免許状を取得する

には小学校教諭一種免許状，養護教諭専修免許状を取得するには養護教諭一種免許状のそれぞれの

所要資格を満たし，かつ大学院での必要単位数を修得すること。

５ 特別支援学校教諭専修免許状を取得するには幼稚園教諭一種免許状，小学校教諭一種免許状，中

学校教諭一種免許状，高等学校教諭一種免許状のいずれかの所要資格を満たし，かつ大学院での必

要単位数を修得すること。

（臨床心理士試験受験資格）

第 条の２ 教育学専攻において臨床心理士受験資格を取得しようとする者は，公益財団法人日本臨

床心理士資格認定協会臨床心理士資格に関する大学院指定運用内規に定める所要要件を満たし，か

つ大学院での必要単位数を修得すること。

（公認心理師試験受験資格）

第 条の３ 教育学専攻において公認心理師の受験資格を得ようとする者は，大学において公認

心理師法施行規則に定める所要要件を満たし，かつ大学院での必要科目を修めなければならな

い。
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第７章 入学，留学，休学，退学，復学及び除籍，復籍等

（入学の時期）

第 条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，委員会が十分な理由があると認めたときは，教

育研究上支障がない場合に限り，学期の始めとすることができる。

（修士課程の入学資格）

第 条 本大学院の修士課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

一 大学を卒業した者

二 学校教育法第 条第４項の規定により，学位授与機構から学士の学位を授与された者

三 外国において，学校教育における 年の課程を修了した者

四 文部科学大臣の指定した者

五 本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で 歳に達した者

六 本大学院において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

（博士課程の入学資格）

第 条の２ 本大学院医療薬学研究科の博士課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当

する者とする。

一 大学（６年制薬学部）を卒業した者

二 大学の医学部，歯学部，獣医学部（標準年限を６年とする課程）を卒業した者

三 大学院において，個別の入学資格審査により，大学（６年制薬学部）を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で 歳に達した者

（入学志願の手続）

第 条 本大学院に入学を志願する者は，本大学院所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければ

ならない。

２ 入学検定料の金額は別に定める。

３ 本大学院において特に必要があると認めた者は，入学検定料を減免することができる。

４ 入学検定料の減免に関する規程は別に定める。

５ 提出の時期，方法，同時に提出すべき書類等については別に定める。

（入学者の選考）

第 条 前条の入学志願者については別に定めるところにより，選考を行う。

（入学手続及び入学許可）

第 条 前条の選考の結果に基づき合格通知を受けた者は，所定の期日までに，入学金その他の学納

金及び本大学院の指定する書類を提出しなければならない。

２ 学長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

（転入学）

第 条の２ 他の大学院の学生が，当該大学長の許可を得て本大学院に転入学を願い出たときは，定

員に余裕のある場合に限り，選考のうえ委員会の意見を聴き，学長が相当年次に入学を許可するこ

とができる。

２ 転入学の場合に必要な手続は別に定める。

（再入学）

第 条の３ 願いにより本大学院を退学した者又は第 条第一号により除籍された者が再入学を希望

するときは，定員に余裕のある場合に限り，選考のうえ委員会の意見を聴き，学長が相当年次に入

学を許可することができる。

（転学）

第 条の４ 本大学院から他の大学院への転学を希望する者は，その事由を具して学長に願い出て，

許可を受けなければならない。
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第７章 入学，留学，休学，退学，復学及び除籍，復籍等

（入学の時期）

第 条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，委員会が十分な理由があると認めたときは，教

育研究上支障がない場合に限り，学期の始めとすることができる。

（修士課程の入学資格）

第 条 本大学院の修士課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

一 大学を卒業した者

二 学校教育法第 条第４項の規定により，学位授与機構から学士の学位を授与された者

三 外国において，学校教育における 年の課程を修了した者

四 文部科学大臣の指定した者

五 本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で 歳に達した者

六 本大学院において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

（博士課程の入学資格）

第 条の２ 本大学院医療薬学研究科の博士課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当

する者とする。

一 大学（６年制薬学部）を卒業した者

二 大学の医学部，歯学部，獣医学部（標準年限を６年とする課程）を卒業した者

三 大学院において，個別の入学資格審査により，大学（６年制薬学部）を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で 歳に達した者

（入学志願の手続）

第 条 本大学院に入学を志願する者は，本大学院所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければ

ならない。

２ 入学検定料の金額は別に定める。

３ 本大学院において特に必要があると認めた者は，入学検定料を減免することができる。

４ 入学検定料の減免に関する規程は別に定める。

５ 提出の時期，方法，同時に提出すべき書類等については別に定める。

（入学者の選考）

第 条 前条の入学志願者については別に定めるところにより，選考を行う。

（入学手続及び入学許可）

第 条 前条の選考の結果に基づき合格通知を受けた者は，所定の期日までに，入学金その他の学納

金及び本大学院の指定する書類を提出しなければならない。

２ 学長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

（転入学）

第 条の２ 他の大学院の学生が，当該大学長の許可を得て本大学院に転入学を願い出たときは，定

員に余裕のある場合に限り，選考のうえ委員会の意見を聴き，学長が相当年次に入学を許可するこ

とができる。

２ 転入学の場合に必要な手続は別に定める。

（再入学）

第 条の３ 願いにより本大学院を退学した者又は第 条第一号により除籍された者が再入学を希望

するときは，定員に余裕のある場合に限り，選考のうえ委員会の意見を聴き，学長が相当年次に入

学を許可することができる。

（転学）

第 条の４ 本大学院から他の大学院への転学を希望する者は，その事由を具して学長に願い出て，

許可を受けなければならない。

２ 転学の場合に必要な手続は別に定める。

（留学）

第 条 研究科において教育研究上有益と認めるときは，外国の大学院又はこれに相当する高等教育

機関等（以下「外国の大学院等」という。）との協議に基づき大学院の学生が当該外国の大学院等

に留学することを認めることができる。

２ 前項の規定により留学した期間は，第５条の修業年限に算入することができる。

３ 留学中に外国の大学院等で修得した単位の認定については第 条の規定を準用する。

（退学）

第 条 退学しようとする者は，学長の許可を受けなければならない。

（休学）

第 条 疾病その他やむを得ない事由により３か月以上修学することのできない者は，学長の許可を

得て休学することができる。

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については，学長は休学を命ずることがで

きる。

（休学期間）

第 条 休学の期間は１年を超えることができない。ただし，特別の事由がある場合は，引続き更に

１年まで延長することができる。

２ 休学の期間は，通算して２年を超えることができない。

３ 休学の期間は，第５条第２項の在学年限に算入しない。

（復学）

第 条 休学の期間中にその事由が消滅した場合は，学長の許可を得て復学することができる。

（除籍）

第 条 次の各号の一に該当する者は，研究科委員会の意見を聴き，評議会で審議し，学長が除籍す

る。

一 授業料及び教育充実費（以下「学費」という。）その他の学納金の納付を怠り，督促してもな

お納付しない者

二 第５条第２項に定める在学年限を超えた者

三 第 条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者

四 死亡または長期間にわたり行方不明の者

五 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

２ 前項第五号に関し必要な事項は，研究科ごとに定める。

（復籍）

第 条の２ 前条第一号により除籍になった者が除籍通知後１年以内に未納の学費その他の納付金を

納付し，復籍の願い出があった場合には，評議会で審議し，学長が復籍を許可することができる

２ 前項の場合，除籍前に修得した授業科目及び単位数の全部又は一部を既に修得したものとして認

めることがある。この認定は委員会の意見を聴き，学長が行う。

第８章 授業料，入学金その他の費用

（入学金の納付）

第 条 本大学院に入学する者は，入学金を納付しなければならない。

２ 入学金の額は， 円とする。

３ 納付した入学金は，返付しない。

（学費の納付）

第 条 学費は，前学期・後学期の２期に分けて納付しなければならない。ただし，長期履修学生の

学費については別に定める。

２ 学費の年額は下表のとおりとする。
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                  （単位：円） 

項目

入学年
授 業 料

教 育

充 実 費

学 費

合 計

令和 年度以降

令和元年度以前

３ 本大学院において特別の事情があると認めた者は，前項の規定にかかわらず，月割分納又は延納

を認めることができる。

（授業料，入学金その他の費用の減免）

第 条の２ 本大学院において特に必要があると認めた者は，授業料，入学金その他の費用を減免す

ることができる。

２ 授業料，入学金その他の費用の減免に関する規程は別に定める。

（退学及び停学の場合の学費）

第 条 退学した者，退学を命ぜられた者及び停学中の者は当該学期の学費全額を納付しなければな

らない。

（休学の場合の学費免除）

第 条 休学した者については次の算式により算出した学費を免除する。

免除額 授業料年額 ×
休学日の当月から復学日の前月までの月数

12
 教育充実費年額 ×

休学日の当月から復学日の前月までの月数

12

２ 端数が生じた場合には， の位以下の数字は切り上げ， 円単位とする。この端数処理は，授業

料又は教育充実費それぞれの減免額算定の最後に一度だけ行うものとし，計算途中において複数回

にわたり行うことはしない。

（在籍料）

第 条の２ 休学した者については，休学期間中，次の算式により算出した在籍料を納付しなければ

ならない。

在籍料の算式

在籍料 × 休学日の当月から復学日の前月までの月数

２ 在籍料は，１か月 円とする。

（その他の費用の納付）

第 条 入学金，学費のほか，実験実習料を徴収することがある。

２ 前項に規定する納付金の金額，納付に必要な手続き等については別に定める。

（納付した授業料等）

第 条 削除

第９章 科目等履修生，特別聴講生，研究生，特別研究生，委託生，

外国人留学生

（科目等履修生）

第 条 大学院の学生以外の者で，本大学院において開設する授業科目の一部を履修しようとする者

があるときは，委員会において相当の資格があると認めた者につき，教育研究に支障がない場合に

限り，学長が科目等履修生として許可し，単位を授与することができる。

２ 科目等履修生については別に定める。

（特別聴講生）

第 条 他の大学の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で，本大学院研究科の授業科目を履修し

ようとする者があるときは，当該大学の大学院との協議に基づき，委員会の意見を聴き，特別聴講

生として学長が履修を認めることができる。

２ 特別聴講生については別に定める。

（研究生）
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                  （単位：円） 

項目

入学年
授 業 料

教 育

充 実 費

学 費

合 計

令和 年度以降

令和元年度以前

３ 本大学院において特別の事情があると認めた者は，前項の規定にかかわらず，月割分納又は延納

を認めることができる。

（授業料，入学金その他の費用の減免）

第 条の２ 本大学院において特に必要があると認めた者は，授業料，入学金その他の費用を減免す

ることができる。

２ 授業料，入学金その他の費用の減免に関する規程は別に定める。

（退学及び停学の場合の学費）

第 条 退学した者，退学を命ぜられた者及び停学中の者は当該学期の学費全額を納付しなければな

らない。

（休学の場合の学費免除）

第 条 休学した者については次の算式により算出した学費を免除する。

免除額 授業料年額 ×
休学日の当月から復学日の前月までの月数

12
 教育充実費年額 ×

休学日の当月から復学日の前月までの月数

12

２ 端数が生じた場合には， の位以下の数字は切り上げ， 円単位とする。この端数処理は，授業

料又は教育充実費それぞれの減免額算定の最後に一度だけ行うものとし，計算途中において複数回

にわたり行うことはしない。

（在籍料）

第 条の２ 休学した者については，休学期間中，次の算式により算出した在籍料を納付しなければ

ならない。

在籍料の算式

在籍料 × 休学日の当月から復学日の前月までの月数

２ 在籍料は，１か月 円とする。

（その他の費用の納付）

第 条 入学金，学費のほか，実験実習料を徴収することがある。

２ 前項に規定する納付金の金額，納付に必要な手続き等については別に定める。

（納付した授業料等）

第 条 削除

第９章 科目等履修生，特別聴講生，研究生，特別研究生，委託生，

外国人留学生

（科目等履修生）

第 条 大学院の学生以外の者で，本大学院において開設する授業科目の一部を履修しようとする者

があるときは，委員会において相当の資格があると認めた者につき，教育研究に支障がない場合に

限り，学長が科目等履修生として許可し，単位を授与することができる。

２ 科目等履修生については別に定める。

（特別聴講生）

第 条 他の大学の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で，本大学院研究科の授業科目を履修し

ようとする者があるときは，当該大学の大学院との協議に基づき，委員会の意見を聴き，特別聴講

生として学長が履修を認めることができる。

２ 特別聴講生については別に定める。

（研究生）

第 条 本大学院において，特定の事項について研究を志願する者があるときは，委員会において相

当の資格があると認められた者につき，教育研究に支障がない場合に限り，学長が許可することが

できる。

２ 研究生については別に定める。

（特別研究生）

第 条 他の大学の大学院（外国の大学院を含む。）学生で，本大学院において研究指導を受けるこ

とを志願する者があるときは，当該大学の大学院との協議に基づき，委員会の意見を聴き，特別研

究生として学長が許可することができる。

２ 特別研究生については別に定める。

（委託生）

第 条 他の大学院又は公共機関から委託生として推薦された者が，学修を願い出るときは，委員会

において相当の資格があると認めた者につき，本学の教育研究に支障のない場合に限り学長が許可

することができる。

２ 委託生については別に定める。

（外国人留学生）

第 条 外国人で大学院において教育を受ける目的で入国し，本大学院に入学を志願する者があると

きは 選考のうえ委員会の意見を聴き，学長が外国人留学生として許可することができる。

２ 外国人留学生については別に定める。

第 章 賞罰

（表彰）

第 条 学生として表彰に値する行為があった者は，委員会の意見を聴き，学長が表彰することがで

きる。

２ 表彰に関する規程は別に定める。

（懲戒）

第 条 本学の学則に違反し又は学生としての本分に反する行為をした者は，委員会の意見を聴き，

評議会で審議し，学長が懲戒する。

２ 前項の懲戒の種類は，訓告，停学及び退学とする。

３ 前項の退学は，次の各号の一に該当する者に対して行う。

一 性行不良で改善の見込みがない者

二 正当な理由がなくて出席が常でない者

三 本学の秩序を乱し，その他学生としての本分に著しく反した者

４ 懲戒に関する規程は別に定める。

第 章 附属施設

（就実心理臨床センター）

第 条 本学に就実心理臨床センターを置く。

２ 就実心理臨床センターに関し必要な事項は別に定める。

（産学官地域連携センター）

第 条 本学に産学官地域連携センターを置く。

２ 産学官地域連携センターに関し必要な事項は別に定める。

（教育開発センター）

第 条 本学に教育開発センターを置く。

２ 教育開発センターに関し必要な事項は別に定める。

附 則
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この学則は，平成 年４月１日から施行する。

附 則

この改正学則は，令和４年４月１日から施行し，令和４年度入学生から適用する。
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１．医療薬学研究科各専門分野の研究内容
授業科目及び履修方法

専　　門　　分　　野 担当教員 研　究　内　容

疾　
　
　
　
　

病　
　
　
　
　

治　
　
　
　
　

療　
　
　
　
　

薬　
　
　
　
　

学　
　
　
　
　

専　
　
　
　
　

攻

最　

適　

薬　

物　

療　

法　

学　

分　

野

臨床医薬品評価学
末　丸　克　矢
北　村　佳　久
出　石　恭　久

画期的新薬の評価方法と既存薬の育薬に関す
る教育研究

薬物療法解析学
島　田　憲　一
加　地　弘　明

各種疾患に対する薬物処方の適正化と医薬品
の有効性や安全性を高めるための育薬に関す
る教育研究

薬剤疫学
名　和　秀　起
毎　熊　隆　誉
田　坂　祐　一

薬剤疫学，ファーマコビジランス（薬剤監視），
リスクマネージメントに関する教育研究

臨床感染制御学 山　田　陽　一
感染症治療法の適正化と多剤耐性菌による医
療関連感染の制御に関する教育研究

分子標的治療薬学
森　　　秀　治
豊　村　隆　男
渡　邊　政　博

分子標的薬物療法を指向した治療薬の解析に
関する教育研究

病態画像解析学
洲　㟢　悦　子
平　岡　　　修

生体機能や病態及び薬物作用分子イメージン
グ解析に関する教育研究

薬物作用解析学
見　尾　光　庸
原　　　　　愛

医薬品の作用機序を解析し，安全で有効な薬
物治療の薬理学的根拠を追究するための教育
研究

臨床薬物動態学 清　水　美貴子
臨床薬物動態学に関する教育研究（臨床での
薬物動態に影響する因子について）

病　

態　

解　

析　

診　

断　

薬　

学　

分　

野

疾病診断分析薬学
片　岡　洋　行
齋　藤　啓　太

疾病診断分析法及び薬物・毒物の分析，評価
法の開発に関する教育研究

病因究明創薬学
二　宮　清　文
山　川　直　樹
山　本　浩　司

内因性疾病発症の解析及び予防と治療の探索
に関する教育研究

生体薬物情報解析学
増　田　和　文
加　藤　久　登

コンピューターを用いた生体－薬物相互作用
の情報解析に関する教育研究

遺伝子診断薬学 山　㟢　　　勤
疾患遺伝子探索による診断及び発症予測と治
療薬の開発に関する教育研究

環境予防薬学
渡　辺　雅　彦
吉　川　弥　里

疾病発症の環境要因の解析と衛生予防対策に
関する教育研究

遺伝子創薬学 工　藤　季　之
遺伝子解析技術に基づく生体機能解析とゲノ
ム創薬に関する教育研究

疾病機構解析学
守　谷　智　恵
川　上　賀代子

生化学的機構の解析に基づく疾病発症機構の
解明に関する教育研究
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２．学位授与までの流れの概略

入学試験（学力及び研究計画の査定）

履修指導・研究指導体制の決定・研究計画書作成

前年度
９月・３月期

１年次４月

１年次４月
選 択 科 目

最適薬物療法
学分野

病態解析診断
薬学分野

総合共通科目

４年間在学し，必修20単位，選択10単位以上，合計30単位以上修得
（修業年限短縮制度による課程修了の場合は，3年次までに課題研究16単位を

　修得）

学位授与申請・学位論文の提出

修了研究（博士論文）の審査

研究科委員会の審議

学位　博士（医療薬学）の授与

修了予定
年次
１月中旬

修了予定
年次
２月頃

修了予定
年次
３月

研 究 課 題

必修１科目16単位必修１科目２単位
選択８科目８単位
開設

必修１科目２単位
選択７科目７単位
開設

必修１科目２単位
選択７科目７単位
開設
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３．授業科目及び履修要項
　⑴　授業科目表

授業科目

の区分
授　業　科　目

単
位
数

配当

年次

開
講
期

授業形態 履修上の注意

最適薬物療法学
分野専門科目

最適薬物療法学演習ａ〜ｈ 2 1,	2 後期 演習 最適薬物療法学分野必修

臨床医薬品評価学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

最適薬物療法学分野に所属
する学生は５単位以上選択
必修

薬物療法解析学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

薬剤疫学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

臨床感染制御学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

分子標的治療薬学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

病態画像解析学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

薬物作用解析学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

臨床薬物動態学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

病態解析診断薬
学分野専門科目

病態解析診断薬学演習ａ〜ｇ 2 1,	2 後期 演習 病態解析診断薬学分野必修

疾病診断分析薬学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

病態解析診断薬学分野に所
属する学生は５単位以上選
択必修

病因究明創薬学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

生体薬物情報解析学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

遺伝子診断薬学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

環境予防薬学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

遺伝子創薬学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

疾病機構解析学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

総合共通科目

医療薬学特別講義 2 1,	2 前期 講義 必修

医療生命倫理学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

選択

臨床心理学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

医療制度・医療経済学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

チーム医療薬学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

未病医薬学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

創薬・育薬学特論 1 1,	2,	3 後期 講義

医療情報学特論 1 1,	2,	3 前期 講義

研究指導科目 課題研究 16 1〜4 通年 演習 必修

（注１）所属する分野の選択必修科目を５単位以上修得し，他の分野及び総合共通科目から選択して，必要な単位を修得すること。
（注２）４年間在学し，必修20単位，選択10単位以上，合計30単位以上を修得すること。
　　　（修業年限短縮制度による課程修了の場合は３年次までに課題研究16単位を修得）
（注３）配当年次は通常の在学期間（４年）で表記しており，本表に該当しない場合（長期履修制度の適用者など）は個別に定

めることとする。
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４．履修上の注意
⑴　履修方法・修了要件

　本大学院博士課程に入学した大学院生において履修すべき30単位以上の科目は，次の通りであり，所定の期日

までに履修登録しなければならない。

①　医療薬学特別講義，所属分野の演習科目，課題研究は必ず履修すること。

②　所属分野の選択必修科目から５単位以上を必ず履修すること。

③　各分野の選択必修科目及び総合共通科目の選択科目から必要な単位以上を履修すること。

⑵　博士課程修了要件

①　	博士課程を終了するためには，本大学院に４年以上在学し，必要な研究指導を受けた上，次に示す所定の

授業科目について30単位以上修得し，かつ，博士の学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならな

い。（大学院学則第23条の２）

②　	在学期間に関しては，上記の修了要件単位を修得し，特に優れた研究業績を上げたと研究科委員会が認め

た場合は，修業年限短縮制度により３年で課程を修了することができる。（大学院学則第23条の２）

⑶　単位認定・成績評価

①　単位認定

履修授業科目の単位認定は，試験，レポート（又は研究報告等）により担当教員が行う。（大学院学則第18条）

②　成績評価

学業成績は100点満点とし，90点以上を秀，80点以上を優，70点以上を良，60点以上を可とし，60点未満を

不可とする。秀・優・良・可を合格とし，不可を不合格とする。（大学院学則第20条）

③　単位互換

入学以前に他の大学院において修得した既修得単位については，研究科において教育上有益と認められると

きは，研究科委員会の議を経て10単位を上限として認定できる。（大学院学則第22条）

⑷　長期学生制度

　大学院学則第５条の３に基づく長期履修制度の適用を希望する者は，当該年度の授業開始10日目までに申請を

行うこと。

　履修計画期間は５〜８年までとし，10年を超えて在学することはできない。なお，履修計画の変更は，原則と

して１回に限り認める。

　長期履修学生が１年間に履修登録することができる科目の単位数の上限は，７単位とする。

　長期履修学生の授業料は，大学院学則39条に定める４年間の総額を，履修計画期間の年数で除した年額とする。

最適薬物療法学分野 病態解析診断薬学分野

総 合 共 通 科 目 必修科目　２単位

専 門 科 目
選択必修科目　５単位以上 選択必修科目　５単位以上

必 修 科 目　２単位　　 必 修 科 目　２単位　　

総合共通・専門科目 総合共通科目（選択）又は専門科目（選択必修）　５単位以上

研 究 指 導 科 目 必修科目　１６単位

合　　　計 ３０単位以上
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⑸　修業年限短縮制度

　大学院学則第23条の２に基づく修業年限短縮制度の適用を希望する者は，所定の書類を添え，研究科長を経て

学長に申請すること。

　修業年限短縮制度の申請資格は，研究科に３年以上在学する見込み（休学期間を除く）の者で，30単位以上を

修得又は修得見込みであり，必要な研究指導を受けて優れた研究業績を上げた者とする。

申請条件

　主学術論文は，次のものに該当するものとする。

　　①　単著又は共著。ただし，共著の場合は筆頭著者であること。

　　②　	査読制度の確立したインパクトファクターのある国際雑誌に掲載もしくは受理された原著論文で，イン

パクトファクターが3.0以上のものとする。

　　③　共著の場合は，原則として本研究科の研究指導教授が，含まれていること。

　　④　主学術論文が未掲載の場合は，論文原稿に掲載証明書（又は論文受理証明書）を添付して提出すること。

　　　　上記申請条件を満たせば，研究科委員会の議を経て，通常の博士課程審査方法に従って審査を受ける。

５．博士論文の提出等について
⑴　学位審査申請資格

学位審査を申請する者は，修了要件単位を修得又は修得見込みであり，提出期限までに下記の条件を満たし

てしていなければならない。

①　主学術論文は，査読制度の確立した学術誌に掲載もしくは受理された原著論文とし，共著の場合は筆頭

著者であること。

②　副学術論文は，査読制度の確立した学術誌に掲載もしくは受理された原著論文とし，主学術論文と関連

ある研究内容のものが望ましい。

③　主学術論文について共著の場合は，原則として本研究科の研究指導教授が，含まれていること。

④　主学術論文又は副学術論文が未掲載の場合は，論文原稿に掲載証明書（又は論文受理証明書）を付けて

提出すること。

⑵　学位授与の申請

博士の学位授与を申請する者は，「２．学位授与までの流れの概略」に従って，当該年度の１月15日までに

次の書類を揃え，医療薬学研究科長を経て学長に申請すること。

①　学位申請書（本研究科所定の様式）	  １通

②　学位論文（本研究科所定の様式）	  ４通

③　論文要旨（和文4,000字以内及び英文2,000字以内）

　　　　　　（本研究科所定の様式）	  各４通

④　研究業績目録（主学術論文，副学術論文の一覧）	  ４通

⑤　研究業績目録記載の論文別刷（別刷又はコピー）	  各４通

⑥　同意書（主学術論文の共著者全員）	  １通

⑦　履歴書 	  １通

⑧　推薦書（研究科の研究指導教授）	  １通

⑶　学位論文審査

審査は，３名の大学院担当教員によって行い，うち１名を主査とする。最終試験は，当該分野で博士として

最高度の専門知識及び見識を有しているかを問う試験内容とする。
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⑷　学位授与

就実大学学位規程に基づき，学位論文審査に合格した者には，博士（医療薬学）の学位を授与する。

⑸　学位論文審査基準

学位論文審査の審査基準は以下の通りである。

①　研究の背景や目的の理解

②　研究課題に関する知識

③　研究の進め方や研究方法に関する吟味

④　実験データ，理論計算，調査などの結果についての解析

⑤　得られた結果等に関する独自の考察

⑥　参考論文の適切な引用

⑦　論文及び口述発表の論理性

⑧　研究成果の社会貢献度

⑨　医療の諸問題への応用

⑩　将来への発展性

６．ナンバリングについて
〇科目ナンバリングとは（大学院）

「授業科目に適切な番号を付し分類することで，学修の段階や順序等を表し，教育課程の体系性を明示する仕組み」

であり，授業科目の分類	の意味を持つ。履修計画を立てる際に，科目ナンバーを参照することで教育課程全体の

中の授業科目の位置づけや分類を把握し，適切な科目を選択することができるようになる。科目ナンバリングは，

シラバスに掲載する。時間割にある「コード」とは異なるため注意すること。＊ナンバリングが付記された授業科

目一覧は，WebClassの「学生さんへのお知らせコース」から確認すること。
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〇科目ナンバリングの構造

Ｈ３４ Aa ０１ ５

主催・分野区分コード
（アルファベット１桁+数字２桁）

分野・科目群区分コード
（アルファベット２桁）

科目コード
（数字２桁）

レベル（グレード）コード
（数字１桁）

H34 人文科学研究科 Aa A（日本語学・日本文学）　a（日本語学） 01〜99 5 （修士課程の基礎的内容）

Ab A（日本語学・日本文学）　b（日本文学） 6 （修士課程の発展的な内容）

Ba B（英語学・英米文学）　a（英語学） 7 （博士課程）

Bb B（英語学・英米文学）　b（英米文学） 9 （レベル分けに適さない科目）

Da D（基礎的科目）　a（方法論）

Ca C（歴史学）　a（日本史）

Cb C（歴史学）　b（東洋史）

Cc C（歴史学）　c（西洋史）

Ea E（学際的）　a（現代）

Eb E（学際的）　b（歴史）

Cd C（歴史学）　d（国際）

Ce C（歴史学）　e（日本）

E36 教育学研究科 PA 教育基礎科目・教育学分野

EP 教育基礎科目・教育心理学分野

MT 学びの統合科目・修了研究指導

PR 学びの統合科目・実践研究

PE 幼児教育学

EE 初等教育学

SN 特別支援教育学

SH 養護教育学

CP 教育臨床心理学

P38 医療薬学研究科 EN 演習科目

TK 特論科目

KN 課題研究
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就実大学大学院科目等履修生規程

制　　定　平成11年４月１日
最終改正　平成31年２月22日

（趣旨）

第１条　この規程は就実大学大学院学則（以下「学則」という。）第44条に基づき，人文科学研究科，教育学研究

科及び医療薬学研究科の科目等履修生の取扱いについて必要な事項を定める。

（出願資格）

第２条　科目等履修生として願い出ることのできる者は，学則第28条に規定する入学資格を有するものとする。

（出願期間・出願書類）

第３条　履修を希望する者は，所定の期日までに次の書類に検定料10,000円を添えて教務課に提出し，その手続き

を終わらなければならない。なお，医療薬学研究科に出願する外国人の提出書類については，英語での記載を可

とする。

　一　出願期間（締切日が日曜日にあたるときはその翌日までとする。）

　　イ　通年又は前期科目履修者・後期科目履修者　２月16日から３月３日まで

　　ロ　後期科目履修者　　　　　　　　　　　　　８月17日から８月31日まで

二　出願書類は次のとおりとする。ただし，本学を卒業して引き続き科目等履修生を志願する者については，科

目等履修生願書及び出願理由書のみで足りるものとする。

　　イ　科目等履修生願書（本学所定用紙）

　　ロ　履歴書（本学所定用紙）

　　ハ　出願理由書（自筆　日本語で記すこと）

　　ニ　最終出身学校の卒業（見込）証明書又は修了（見込）証明書

　　ホ　最終出身学校の成績証明書

　　へ　健康診断書（胸部Ｘ線検査を含む，１年以内のもの。複写可）

　　ト　在職中の者は，所属長の承諾書

　　チ　外国人の場合は，その他本学が必要と認める書類

三　前項の規定にかかわらず当該年度において前期科目を履修した者又は通年科目を履修中の者が後期科目の履

修を願い出る場合は，科目等履修生願書のみの提出で足りるものとする。

（選考方法）

第４条　選考は書類審査及び履修希望科目担当者による面接によって行う。

（履修許可）

第５条　科目等履修生として出願する者については，前条の選考結果に基づき，研究科委員会の議を経て，学長が

履修を許可する。

　２　科目履修が許可された者には科目履修許可書を交付する。

（履修科目）

第６条　科目等履修生として１年間に履修できる科目の単位数は，24単位以内とする。
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（履修手続）

第７条　履修を許可された場合は，許可日から10日以内に下記に定める登録料及び授業料を納めなければならない。

ただし，外国に在住する者についてはこの限りではない。

　２　学期開始日現在で就実大学大学院に在籍している学生は登録料及び授業料の全額を免除する。

　３　学期開始日現在で満40歳に達している者は登録料の全額を免除し，併せて授業料の半額を免除する。

　４	　外国人の場合，上記の金額を納めるとともに住民票の写し又は在留資格を記載した住民票記載事項証明書を

提出しなければならない。

　５　納付した授業料等は，原則として返付しない。

（単位の授与及び証明書）

第８条　科目等履修生は，履修を許可された授業科目の履修を修了し，所定の試験に合格した場合，単位を修得す

ることができる。

　２　科目等履修生は単位修得証明書を求めることができる。

（履修の取消）

第９条　科目等履修生として不適当と判断された場合，研究科委員会の議を経て，学長が履修の許可を取り消すこ

とがある。

（履修の取止め）

第10条　本人の都合により履修期間の途中で履修を取り止める場合は，教務課にその旨を届け出なければならない。

（雑則）

第11条　この規程に定めるもののほか必要な事項は，研究科委員会においてこれを定める。

（規程の改廃）

第12条　この規程の改廃は，研究科委員会で審議し，大学教育研究評議会に諮り学長が決定する。

　　　附　則

１　この規程は，平成11年４月１日から施行する。

２　この改正規程は，平成31年４月１日から施行する。

項　　　目 金　　　　額

登　　　録　　　料
（年　　　　額）

１０,０００円

授　　　業　　　料
（１単位につき）

１２,０００円



諸規則

－ 227 －

諸
規
則（
院
）

就実大学大学院研究生規程

制　　定　平成11年４月１日
最終改正　平成31年２月22日

（目的）

第１条　この規程は就実大学大学院学則（以下「学則」という。）第46条に基づき，人文科学研究科，教育学研究

科及び医療薬学研究科の研究生の取扱いについて必要なことを定める。

（人文科学研究科及び教育学研究科研究生入学資格）

第２条　人文科学研究科及び教育学研究科に研究生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者

とする。

　一　学校教育法第104条第４項の規定により，学位授与機構から修士の学位を授与された者

　二　外国において修士の学位に相当する学位を授与された者

　三　文部科学大臣の指定した者

　四	　大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

で，24歳に達した者

　五　本大学院において，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

（医療薬学研究科研究生入学資格）

第２条の２　医療薬学研究科に研究生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

　一　学校教育法第104条第４項の規程により，学位授与機構から博士の学位を授与された者

　二　外国において博士の学位に相当する学位を授与された者

　三　文部科学大臣の指定した者

　四	　大学院において，個別の入学資格審査により，博士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

で，27歳に達した者

　五　本大学院において，博士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

（出願手続）

第３条　研究を希望する者は，次の書類を教務課に提出し，その手続を終わらなければならない。ただし，本学を

卒業して引き続き研究生を志願する者については，研究生願書及び研究計画書のみで足りるものとする。なお，

医療薬学研究科に出願する外国人の提出書類については，英語での記載を可とする。

　一　研究生願書（本学所定用紙）

　二　履歴書（本学所定用紙）

　三　研究計画書（本学所定用紙）

　四　最終出身学校の卒業（見込）証明書または修了（見込）証明書

　五　最終出身学校の成績証明書

　六　健康診断書（胸部Ｘ線検査を含む，１年以内のもの。複写可）

　七　在職中の者は，所属長の承諾書

　八　外国人の場合は，本学が必要と認める書類

（選考方法）

第４条　選考は書類審査によって行う。
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（入学許可）

第５条　研究生として入学を志願する者については，前条の選考結果に基づき，研究科委員会の議を経て，学長が

入学を許可する。

　２　入学を許可された者には，研究生証を交付する。

（入学手続）

第６条　研究を許可された場合は，本学の指定する書類を提出するとともに，許可日から10日以内に下記に定める

入学金及び研究料を収めなければならない。ただし，外国に在住する者についてはこの限りではない。

　２　学期開始日現在で満40歳に達している者は入学金の全額を免除し，併せて授業料の半額を免除する。

　３	　外国人の場合，上記の金額を納めるとともに住民票の写し又は在留資格を記載した住民票記載事項証明書を

提出しなければならない。

　４　納付した研究料等は，原則として返付しない。

（入学時期及び研究期間）

第７条　入学の時期は，原則として学期の始めとし，研究期間は入学時より１年以内とする。

　２　前項の規定にかかわらず，当該研究生が研究の継続を希望し，指導教員がその必要性を認めた場合には，研

究科委員会の議を経て，学長は研究期間の延長を許可することができる。

（聴講）

第８条　研究生は，指導教員の指導により授業担当教員の承認を受けて，研究に直接関係のある授業を聴講するこ

とができる。ただし，単位を認定されない。

（研究証明書）

第９条　研究を修了した者には，研究証明書を交付することができる。

（研究の取消）

第10条　研究生として不適当であると判断される場合，研究科委員会の議を経て，学長は研究の許可を取り消すこ

とができる。

（研究の取止め）

第11条　本人の都合により研究期間の途中で研究を取り止めようとする者は，書面をもって教務課にその旨を届け

出て，学長の許可を受けなければならない。

（雑則）

第12条　この規程に定めるもののほか必要な事項は，研究科委員会においてこれを定める。

（規程の改廃）

第13条　この規程の改廃は，研究科委員会で審議し，大学教育研究評議会に諮り学長が決定する。

　　　附　則

１　この規程は，平成11年４月１日から施行する。

２　この改正規程は，平成31年４月１日から施行する。

項　　　　　目 金　　　　　額

入　　　学　　　金 １０,０００円

研　　　究　　　料
（半　　　期）

１２０,０００円
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就実大学大学院医療薬学研究科修業年限短縮制度規程

制　　定　平成24年４月１日

最終改正　平成29年４月１日

（趣旨）

第１条　この規程は就実大学大学院学則第23条の２に基づき，大学院医療薬学研究科（以下，「研究科」という。）

における修業年限短縮制度の取扱いについて定める。

（修業年限短縮制度の申請資格）

第２条　修業年限短縮制度の申請資格は，優れた研究業績を上げ，研究科に３年以上在学する見込み（休学期間を

除く）で，特論・演習を14単位以上を修得または修得見込みであり，かつ，必要な研究指導を受けている者とす

る。

（修業年限短縮制度の申請）

第３条　修業年限の短縮を希望する者は，次の各号に定める書類を添え，医療薬学研究科長（以下，「研究科長」

という。）を経て学長に申請するものとする。

　　　　必要書類

　　　　　イ　修業年限短縮制度申請書

　　　　　ロ　成績証明書

　　　　　ハ　論文要旨（和文4,000字以内）

　　　　　ニ　主学術論文の別冊１編

　　　　　　　主学術論文は，次のものに該当するものとする。

　　　　　　　　⑴　単著または共著。ただし，共著の場合は筆頭著者であること。

　　　　　　　　⑵　	査読制度の確立したインパクトファクターのある国際学術誌に掲載もしくは受理された原著

論文で，インパクトファクターが3.0以上のものとする。

　　　　　　　　⑶　共著の場合は，原則として本研究科の研究指導教授が，含まれていること。

　　　　　　　　⑷　	主学術論文が未掲載の場合は，論文原稿に掲載証明書（または論文受理証明書）を添付して

提出すること。

　　　　　ホ　研究業績目録（主学術論文及び副学術論文の一覧）

　　　　　へ　同意書（主学術論文の共著者全員）

　　　　　ト　履歴書

　　　　　チ　推薦書（研究科の研究指導教授）

（修業年限短縮制度に係る審査の付託）

第４条　学長は，修業年限短縮制度への申請があったときは，審査を大学院医療薬学研究科委員会（以下，「研究

科委員会」という。）に付託する。

（審査部会）

第５条　研究科委員会は，前条に基づき審査部会を設ける。

２　審査部会は，研究科長，疾病治療薬学専攻長，及び２名以上の研究科担当教員により構成する。

（修業年限短縮制度に係る審査）
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第６条　修業年限短縮制度に係る審査は審査部会において行い，研究科委員会に報告する。

２　修業年限短縮の可否は，審査部会より提出された報告に基づき研究科委員会で審議し，学長に報告する。

（修業年限短縮制度に係る通知）

第７条　学長は，研究科委員会の報告に基づき修業年限短縮制度適用の可否について決定し,	申請者に通知する。

（雑　　則）

第８条　この規程に定めるもののほか必要な事項は，研究科委員会において別にこれを定める。

　　　附　　則

１　この規程は，平成24年４月１日から施行する。

２　この改正規程は，平成29年４月１日より施行する。
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就実大学大学院　長期履修学生規程

制　　定　平成20年９月17日
最終改正　平成31年２月22日

（総則）

第１条　この規程は学則第５条の３に基づき，人文科学研究科，教育学研究科及び医療薬学研究科の長期履修学生

の取り扱いについて必要なことを定める。

（履修計画期間及び在学年限）

第２条　長期履修学生の履修計画期間は，次のとおりとする。

　２　人文科学研究科及び教育学研究科の場合３年または４年とする。ただし，６年を超えて在学することができ

ない。

　３　医療薬学研究科の場合５年から８年とする。ただし，10年を超えて在学することができない。

（出願資格）

第３条　長期履修学生として願い出ることができる者は，職業を有している等の事情により，学則第５条に定める

修業年限で修了することが困難であると認められる者とする。

（出願手続）

第４条　長期履修学生として願い出る者は，当該年度の授業開始10日目までに長期履修許可願を教務課へ提出しな

ければならない。

（履修計画期間の変更）

第５条　長期履修学生が履修計画期間の変更を希望する場合には，原則として１回に限り，第２条第１項に定める

範囲内で，研究科委員会の議を経て学長はこれを許可することができる。

　　　２　前項の場合，学生は当該年度の授業開始10日目までに履修計画期間変更許可願を教務課へ提出しなけれ

ばならない。

（履修登録の上限）

第６条　長期履修学生が１年間に履修登録することができる科目の単位数の上限は，人文科学研究科及び教育学研

究科では14単位，医療薬学研究科では７単位（ただし，課題研究を除く。）とする。

（授 業 料）

第７条　長期履修学生の授業料は，学則第39条に定める年額に長期履修開始時における修業年限の残年数を乗じた

総額を，長期履修開始時における履修計画期間の残年数で除した年額とする。

　２	　履修計画期間を変更した場合の授業料は，変更前の年額に計画変更時における履修計画期間の残年数を乗じ

た総額を，計画変更時における変更後の履修計画期間の残年数で除した年額とする。

　３　第２条第１項に定める履修計画期間の上限を超えて在学する場合の授業料は，前年度と同一の年額とする。

　４　授業料は，前学期・後学期の２期に分けて納付しなければならない。

　５	　入学年次には，前学期分として納入した授業料から第１項の算定方式により算定した年額の前学期分を差し

引いた差額を返金することとする。

（教育充実費及びその他の費用）

第８条　長期履修学生は，別に定める教育充実費を，前条に定める算定方式により納付しなければならない。

　２	　入学年次には，前学期分として納入した教育充実費から前項の算定方式により算定した年額の前学期分を差
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し引いた差額を返金することとする。

　３　別に定める諸費，学友会費，後援会費，学会費は，当該年度分の金額を納付しなければならない。

（その他）

第９条　長期履修学生の取り扱いについて，学則及びこの規程に定めるもののほか，必要な事項は研究科委員会の

議を経て学長が定める。

（規程の改廃）

第10条　この規程の改廃は，研究委員会で審議し，大学教育研究評議会に諮り学長が決定する。

　　　附　則

１　この規程は，平成21年４月１日から施行する。

２　この改正規程は，平成31年４月１日から施行する。
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就実大学大学院医療薬学研究科
転入学・再入学・転学に関する内規

制定　平成24年10月１日

（趣　　旨）

第１条　この内規は，就実大学大学院学則第31条の２から第31条の４の規定に基づき，転入学・再入学・転学に関

し，必要な事項を定めるものとする。

（転 入 学）

第２条　医療薬学研究科に転入学を志願できる者は，他大学大学院４年制博士課程または博士後期課程に在学して

いる者で，転入学後に本学における在学期限が２年以上ある者とする。

２　前項の規定により転入学を志願するときは，在籍する当該大学長の許可証を願書に添付しなければならない。

第３条　転入学を志願する者は，所定の期日（特定の事情があると認められた者は，この限りでない。）までに，

検定料を納付したうえ，次の各号に掲げる書類を医療薬学研究科長に提出しなければならない。

　一　転入学願書（本研究科所定の用紙）

　二　履歴書

　三　志望理由書（Ａ４判の用紙に1,000字程度で記入すること。）

　四　研究計画書（Ａ４判の用紙にどのような分野でどのような内容の研究をしようとしているのか分かるように，

2,000字程度に記入すること。）

　五　振替払込受付証明書（所定の用紙）

第４条　転入学志願者に対する選考は，医療薬学研究科入学試験と同程度の試験により行い，原則として，年２回

実施する。

第５条　転入学の時期は，学年始めとする。

第６条　転入学を認められた者の入学年次は，研究科委員会においてその都度定める。

第７条　転入学をする前に在籍していた大学の大学院で修得した単位〔大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）

第15条において準用する大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。〕について，４

年制博士課程または博士後期課程において修得した単位は，10単位を限度として医療薬学研究科において修得し

た単位として認めることがある。

（再 入 学）

第８条　必要な事項は，その都度研究科委員会において定める。

２　退学または除籍前に修得した授業科目および単位数の全部または一部を既に修得したものとして認めることが

ある。授業科目および単位数の取扱いについては，研究科委員会の議を経て学長が決定する。

（転　　学）

第９条　本大学院から他の大学院へ転学しようとする者は，所定の転学願にその理由を付して提出し，研究科にお

ける議を経て学長の許可を受けなければならない。

（雑　　則）

第10条　この内規に定めるもののほか，必要な事項は，研究科委員会が定める。

　　　附　則

この内規は，平成24年10月１日から施行する。
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就実大学大学院医療薬学研究科履修細則

制定　平成24年４月１日

（目　　的）

第１条　この細則は，就実大学大学院学則の運用において、履修に関して必要な事項を定める。

（研究指導）

第２条　研究科における学位論文の作成に関する指導（以下「研究指導」という｡）は，研究指導教授（以下「指

導教授」という｡）があたる。ただし，指導教授は，研究指導教員のうち，教授，准教授又は講師があたる。

２　指導教授は，学生の提出した研究計画により，研究科委員会で決定する。

３　指導教授は，学生の博士論文作成のために指導計画を立て，ｌ年次より個別に研究指導に当たる。

（履修方法）

第３条　学生は，指導教授の指示を受けて授業科目を履修し，かつ，研究指導を受けなければならない。

２　学生は，履修する授業科目について，所定の期日までに履修登録をしなければならない。

（教育方法の特例）

第４条　医療薬学研究科委員会で教育上特に必要があると認める場合は，通常外の特定の時間又は時期において，

授業又は研究指導を行う等の適切な方法により，教育を行うことができる。

（学位論文）

第５条　学位論文は，指導教授の承認を受けて，あらかじめ指定された期日までに提出しなければならない｡

２　学位論文の提出期日及び形式については，医療薬学研究科委員会で決定する。

３　学位論文として提出しようとする論文については、提出期日までに査読制度の確立した学術誌への少なくとも

１報以上の投稿受理が確認されたものでなければならない。

（最終試験）

第６条　最終試験の期日は，あらかじめ指定する。

（学位論文及び最終試験の審査）

第７条　学位論文の審査及び最終試験は専攻で実施する。

２　審査は３名以上の大学院医療薬学研究科担当教員によって行い，うち１名を主査とする。

３　専攻は，審査を担当した教員の報告をもとに審議し，研究科委員会に審査結果を報告する。

４　研究科委員会は，専攻より提出された報告に基づき，学位授与の適否を審議し，その結果を学長に報告する。

（雑　　則）

第８条　この細則に定めるもののほか，必要な事項は研究科委員会で定める。

　　　附　則

この細則は，平成24年４月１日から施行する。
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諸
規
則（
院
）

就実大学大学院医療薬学研究科学位審査に関する取扱内規

制定　平成24年４月１日

改正　平成29年４月１日

（趣　　旨）

第１条　就実大学大学院医療薬学研究科博士課程における学位審査に関する扱いは，就実大学学位規程（以下，学

位規程という。）に定めるもののほか，この取扱内規による。

（研究論文審査申請資格）

第２条　本研究科の学位審査の申請資格は次のとおりとする。

一　本研究科博士課程に4年以上在学又は在学見込み（休学期間を除く）で，特論・演習を14単位以上修得しか

つ必要な研究指導を受けた者。

二　就実大学大学院医療薬学研究科修業年限短縮制度規程に基づき，顕著な研究業績を上げた者で，本研究科博

士課程に３年以上在学又は在学見込み（休学期間を除く）で，特論・演習を14単位以上修得しかつ必要な研究

指導を受けた者。

（学位授与の申請）

第３条　前条に相当する者で，学位審査を希望する者は，就実大学学位規程第７条に基づき，当該年度の１月15日

までに必要書類を提出しなければならない。

（学位授与の申請）

第４条　博士の学位授与を申請するものは，次の必要書類を提出し，医療薬学研究科長を経て学長に申請すること

とする。

一　必要書類

イ　学位申請書　１通

ロ　学位論文　　４通

⑴　学位論文は，主学術論文を中心に関連の情報及び解析結果を論理的にまとめたものとし，和文又は英文

とする。

ハ　論文要旨（和文4,000字以内及び英文2,000字以内）　　		各４通

ニ　研究業績目録（主学術論文ならびに副学術論文の一覧）　４通

ホ　論文目録記載の論文別刷　各４通

⑴　主学術論文は，査読制度の確立した学術誌に掲載もしくは受理された原著論文とし，共著の場合は筆頭

著者であること。

⑵　副学術論文は，査読制度の確立した学術誌に掲載もしくは受理された原著論文とし，主学術論文と関連

ある研究内容のものが望ましい。

⑶　主学術論文については，共著の場合は，本研究科の研究指導教員が，１名含まれていること。

⑷　主学術論文又は副学術論文が未掲載の場合は，論文原稿に掲載証明書（又は論文受理証明書）を付けて

提出すること。

へ　同意書（主学術論文の共著者全員）　１通

ト　履歴書　　　　　　　　　　　　　　１通

チ　推薦書（研究科の研究指導教授）　　１通
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（学位論文の審査及び試験）

第５条　学位論文の審査及び最終試験は，学位規程第11条に基づき，専攻によって審議し，審査結果を最終試験の

結果と合わせて研究科委員会に報告する。

２　学位論文の審査は3名以上の学位審査委員によって行い，うち１名を主査とする。

３　最終試験は，当該分野で博士として最高度の専門知識及び見識を有しているかを問う試験内容とする。

４　学位授与の合否は，専攻から提出された報告に基づき研究科委員会で審議し，学長に報告する。

　　　附　則

１　この内規は，平成24年４月１日から施行する。

２　この改正内規は，平成29年４月１日から施行する。
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Ａ館・Ｄ館　室名・番号（１Ｆ～２Ｆ）

二階

大階段大階段

EVEV
吹抜吹抜

ひかりてらすひかりてらす

多目的
W.C

M.W.C W.W.C

Ｂ館へ

渡り廊下渡り廊下

Ｂ館へ

A204
学長室

A203
理事長室

A202
役員室
A202
役員室

A201
会議室A205

ホール

D201
大講義室

大階段

M.W.C W.W.C
D101
大講義室

一階

EV EV

通用口

風除室

多目的
W.C

M.W.C W.W.C

A103
エントランスホールA104

ひかりてらす
A104

ひかりてらす

A102
応接室

A101
会議室

A108
倉庫
A108
倉庫

A109
総務課・総合企画課・会計課

A105
倉庫

A112
講義室 A111

倉庫
A110
倉庫

学園アーカイブ

車いす設置場所

多目的
W.C
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Ａ館・Ｄ館　室名・番号（３Ｆ～４Ｆ）

四階

EV

吹抜吹抜

A407
倉庫
A407
倉庫

A420
ファカルティ

ルーム
学部長室

A419
ミーティング

ルーム
A418
倉庫

M.W.C W.W.C

EV EV

前室

M.W.C W.W.C

Ｂ館へ

渡り廊下渡り廊下

D301
大講義室

A303
学習室３

A307 ピアノ練習室A307 ピアノ練習室A309
学習室４

A302
学習室２

A308
倉庫

A304
倉庫
A304
倉庫

A310
情報教室

A305
情報ラウンジA306

倉庫
（教材編集室）

A306
倉庫

（教材編集室）

三階

2 15 4678910

Ｅ館へ

3

研
A411

研
A424

研
A423

研
A422 A421

研
A406

研
A417

研
A416

研
A415

研
A414

研
A413

研
A412

研
A405

研
A404

研
A403

研
A402

研
A401

研
A410

研
A409

研
A408

EV

A301
学習室１

多目的
W.C

配
置
図
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Ｂ館（大学）　室名・番号（１Ｆ・２Ｆ）

一階

B106
大講義室

B101
看護・小児保健実習室

B102
倉庫

B105
倉庫

ホールエントランス

ピロティ

B103
模擬保健室

B104
養護演習室

EV

EV 多目的W.C

M.
W.C

W.
W.C

二階

B212
B－コモンズ
（デリ・カフェ）

※AL＝アクティブ・ラーニング

サービスカウンター

B201
スタディ
ルーム１

B202
スタディ
ルーム２

B203
スタディ
ルーム３

B207
スタディ
ルーム７
（AL）

B208
スタディ
ルーム８
（AL）

B204
スタディ
ルーム４

B205
スタディ
ルーム５

B206
スタディ
ルーム６

B210
スタディ
ルーム10
（AL）

B211
スタディ
ルーム11
（AL）

B209
スタディ
ルーム９
（AL）

EV

EV 多目的W.C

M.
W.C

W.
W.C

スロープあり

車いす設置場所

配
置
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Ｂ館（大学）　室名・番号（３Ｆ・４Ｆ）

三階

EV

EV パウダールーム

M.
W.C

W.
W.C

B303
集団心理実験室

B304
保育内容演習室

B302
観察室

・
制御室

B301
心理
データ
解析室

B305
会議室

B306
ミーティングルーム

B307
教育実践研究センター

B308
演習室

B310
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保育・教職
支　援　課
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教職ラウンジ

四階
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EV

M.
W.C

W.
W.C
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研
B415

研
B401

研
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研
B403

研
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研
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倉庫

研
B408

研
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研
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研
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研
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倉庫
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倉庫
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B431 研
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B433 研

B434 研

B416
院生演習室1
B417

院生演習室2

B418
院生研究室

配
置
図
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E105
事務部長室・応接室

E104
倉庫2

E106
倉庫

E108・E109
管財課

警備員室

総合受付

♥ AED設置場所

♥

E107
校務員室

車いす設置場所

W.W.C

M.W.C

W.W.C

M.W.C

配
置
図



－ 245 －

E301
教科教育法演習室

吹抜

E303
理科演習室E307

講義室

E306
講義室

E402
講義室

E401
講義室

テラス

E309
研

E308
研

E305
研

E304
研

E302
研

W.W.C

EV M.W.C

W.W.C M.W.C

EV

配
置
図
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ロッカー室

倉庫

就実生協活動室

多目的
W.C

ブックストア
（就実生協）

事務室

廃
棄
物

倉

　庫

廃
棄
物

倉

　庫

工芸実習室

Ｆ館　室名・番号

配
置
図
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ミニ情報教室 講義室

演習室

演習室 演習室 演習室

講義室
M.
W.C

W.
W.C

M.
W.C

W.
W.C

M.
W.C

EV

L
103
倉庫

W.
W.C

M.
W.C

W.
W.C

L303 L302

L201
学生ホール

非 常 勤
講師控室

L202

L301

L406／407

L403 L402 L401

L404／405
English Room

AED設置場所

L101
教務課分室

L102
保健管理課

車いす設置場所

スロープあり

学　生
相談室

ロビー

湯
沸
室

L311

研

L310

研

L309

研

L308

研

L307

研

L306

研

L305

研

L304

研
配
置
図
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教務課
学生課
キャリア支援・開発課
国際交流課 応接室 キャリア

相談室

院生研究室講　義　室

証明書自動発行機

倉
庫

車いす設置場所

多目的
W.C

配
置
図
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配
置
図
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Ｓ館　室名・番号（１Ｆ～２Ｆ）

一階

二階

S108
プレゼンテー
ションルームS109

倉庫1

W.W.C M.W.C

W.W.C
M.W.C

多目的
W.C

S104
空調機械室1

S102
110周年記念ホール

S102
110周年記念ホール

S206
演習室2

（アクティブ
ラーニング）

S205
情報教室2

S204
情報教室1

S203
演習室1

（アクティブ
ラーニング）

屋上庭園1

S201
PCラボ

S202
空調機械室2

S207

S103
カフェ

サービス

パウダールーム

多目的
W.C

S101
アカデミックホール

S107
S－コモンズ

EV EV

ラウンジ

　S105
教育開発センター

S106
会議室

EV EV

♥ AED設置場所

♥

車いす設置場所

配
置
図
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Ｓ館　室名・番号（３Ｆ～４Ｆ）

三階

四階

S305
演習室4

S309
演習室6

S306
演習室5

S308
情報教室4

S307
情報教室3

S310

S302
情報システム課

S301
演習室3 外部テラス

S303
サーバー室

S304
電話
交換
機室

EV EV

W.W.CM.W.C

S416
演習室8

S413
演習室7

S415
情報教室6

S414
情報教室5

S417

S401
禅の間

EV EV

W.W.CM.W.CS412
研

研

研 研 研 研 研 研 研 研 研 研

S411 S410 S409 S408 S407 S406 S405 S404 S403 S402

配
置
図
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Ｓ館　室名・番号（５Ｆ～６Ｆ）

五階

六階

S514
演習室10

S609
アゴラ8

S608
アゴラ7

S617
アゴラ16

S610
アゴラ9S616

アゴラ15

S607
アゴラ6

S602
アゴラ1

S603
アゴラ2S618

茶室

S606
アゴラ5

S605
アゴラ4

S604
アゴラ3

S615
アゴラ14

S614
アゴラ13

S613
アゴラ12

S612
アゴラ11

S611
アゴラ10

S511
演習室9

S513
講義室2

S512
講義室1

S501
f-cafe

S601
i-cafe

EV EV

EV EV

W.W.CM.W.C

W.W.C

M.W.C

S509 S508 S507 S506 S505 S504 S503 S502

屋
上
庭
園
２

屋
上
庭
園
５

屋上庭園７

屋上庭園６

屋上庭園３屋上庭園４

研 研 研 研 研 研 研 研
S510
学部長室

配
置
図
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M.W.C
EV T304

講義室

T205
講義室

T201 準備室

T202 準備室
T203

小児栄養実習室・調理実習室

T204
講義室

（調理実習）

T301
講義室

T305
被服構成学実習室

T309
講義室

T208
講義室

倉庫

T207
調理実習室

リフト

リフト

T206
準備室

EV

EV
EV

EV
EV

M.W.C

W.W.C

W.W.C

W.W.C

M.W.C

多目的
W.C

M.W.C

W.W.C

T-コモンズ

T112 T111

車いす設置場所

倉庫
倉庫T113

会議室
入試課

T114

印刷室
ホール※

共　同
実験室

※非常警報ベル設置場所

T303
研

T302

T308
研

T307
研

T306準備室

T110
研

T109
研

T108
研

T107
研

T106
研

T105
研

T104
研

T103
研

T102
研

T101
研

配
置
図
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M.W.C

M.W.C

M.W.C

W.W.C

W.W.C

W.W.C

M.W.C

M.W.C

W.W.C

W.W.C

EV
EV

EV
EV

EV
EV

T607
ＭＬ教室

T611
音楽教室

T523
演習室

T404
講義室

T409
講義室

T408
美術教室

T405
デザイン室

T403
講義室

T402
講義室

T401
講義室

T522
講義室

T515　ピアノ練習室
5
10

4
9

3
8

2
7

1
6

T506
ピアノ
レッスン
室

T505
ピアノ
レッスン
室

T504
ピアノ
レッスン
室

T503
ピアノ
レッスン
室

T502
ピアノ
レッスン
室

T501
ピアノ
レッスン
室

T608
ダンス教室

T604
リズム教室

T602 T601
ボイラー
室T603

T606
エレクトーン
教室

T605
楽器庫

T610
倉

　庫

T609
倉

　庫

T514

研

T513

研

T512

研

T511

研

T510

研

T509

研

T508

研

T507

研

T407

研

T406

研

T521
研
T520
研
T519
研
T518
研
T517
研
T516
研

※非常警報ベル設置場所

配
置
図
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AED設置場所

教務課 薬学分室 学部長室

車いす設置場所

M.W.C

W.W.C

M.W.CW.W.C

多目的
W.C

配
置
図
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セミナー室

セミナー室

U255

U257

U259

U254

U256

U253

U263
U262学生支援

学習室１ 学生支援
学習室２

倉
庫
倉
庫〈

学
修
支
援
室
〉

M.W.C W.W.C

M.W.C

W.W.C

多目的
W.C

配
置
図
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セミナー室

臨床薬学教育研究センター

M.W.C W.W.C

M.W.C

W.W.C

多目的
W.C

動物飼育室

薬物治療
管理室

（TDM室）
薬品情報室
（DI室）

一般
製剤室

注射
製剤
管理室

地　域
研　修
支援室

配
置
図
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M.W.C W.W.C

M.W.C W.W.C

配
置
図
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Ｐ館　室名・番号（１Ｆ・２Ｆ）

一階

P101

講　義　室

Q101・102

実　習　室

P102

講　義　室

Ｑ館　室名・番号（１Ｆ・２Ｆ）

一階

Q107 Q106 Q105 Q104 Q103

二階

P201

講　義　室

倉庫

二階

Q210

研

Q209

研

Q208

研

Q207

研

Q206

研

Q205

研

Q204

研

Q203

研

Q202

研

Q201

研

W.
W.C

M.
W.C

倉庫倉庫倉庫倉庫 倉庫

配
置
図
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Ｖ館　室名・番号（Ｂ１Ｆ～３Ｆ）

学生ホール
カフェ（ベーカリー）
（就実生協）

多目的W.C

多目的W.C

M.W.C

W.
W.C

ショップ
（就実生協）

ロッカー室

カフェテリア
（就実生協）

車いす設置場所

M.W.C

W.W.C

M.W.C

W.W.C

M.W.C

W.W.C

受水室

電気室

配
置
図
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AED設置場所

クラブ
用倉庫

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体 体 体

機械室

器具室

多目的
W.C

M.W.C

W.W.C

配
置
図
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ブラウジングルーム

W.W.C

M.W.C

W.
W.C

M.W.C

多目的
W.C

多目的
W.C

M.W.C

W.W.C

倉庫

EV EV

EV EV
EV EV

書　　　庫

図103

閲　　覧　　室

図201
事　務　室
図205

図
204 図202

　203

図207
館長室

図206

図101
図
102

配
置
図
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閲

　覧

　個

　室

パソ
コン
ルー
ム

W.
W.C

M.W.C

多目的
W.C

EV

EV EV EV EV

M.W.C

W.
W.C

多目的
W.C7

6

5

4

3

2

1

図
303

図302
スタディルーム

閲　　覧　　室

図301

図504
ＡＶホール

図503
学園資料室

図502
博物館実習室

図408
西嶋文庫

図407
特別閲覧室

図403
グループ
学習室

図402
グループ
学習室

図401
グループ
学習室

図406
特殊資料室

図501
吉備地方
文化研究所

湯
沸
室

ＡＶ
資料
室

EV

EV

EV

倉庫

M.W.C

W.W.C

図404

図405

配
置
図
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図

図

図

図 図

W.W.C

M.W.C

配
置
図



授業公欠届（教務課申請用）

成績評価についての異議申立書

各
種
様
式













この授業公欠届（教務課申請用）は、学内専用ページ（Web）からもダウンロード出来ます。

教務課 受付印

（教務課提出日を記入）

授業公欠届（教務課申請用）

※この用紙は、事前または欠席理由が終了後速やかに教務課に提出し、公欠届（授業
　担当者提出用）を受け取り、必要事項を記入し授業担当者へ渡してください。





講　義　名

講義コード

※履修要覧にある成績評価への異議申立事由に該当しない場合は，受理出来ない。

授業担当教員 先生

− −





主治医殿

「出席停止期間証明書」の記入について（ご依頼）

学校保健安全法に定める感染症に罹患しました本学学生につきまして、下記証明書にご記入くださいますよう 

お願い申し上げます。

就実大学・就実短期大学

【連絡先】

（欠席手続き・下記証明書記入に関すること）教務課 ℡ 086-271-8120 

（病気に関すること

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

出席停止期間証明書

学 籍 番 号     （    年次生）

氏     名

生 年 月 日        年     月    日

病     名

出席停止期間 自 　　  年  月  日 ～ 至 　　  年  月  日

（付記）

上記の者は、    年   月   日以降は登校に支障がないことを証明します。

証明年月日：      年    月    日

医療機関名： 

医 師 名：                ○印

①教務課 受付印 ②保健管理課 受付印

）保健管理課　 ℡ 086-271-8190  
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